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（午前10時 開会） 

○益田洋平委員長 ただいまから、予算常任委員会健

康福祉分科会を開会し、本日の会議を開きます。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 初めに、本分科会に分担されまし

た議案の審査は、クラウド上などに掲載してありま

す審査順位（案）のとおり進めたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  なお、質疑時間を十分確保し、審査の充実をより

一層図るため、理事者からの資料説明は省略するこ

とにします。 

  また、要求資料の目次の欄に要求委員名を記載し

てもらっておりますので、御了承願います。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 議案第31号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第９号）中、健康医療部所管分、

議案第32号 令和７年度吹田市国民健康保険特別会

計補正予算（第３号）、議案第35号 令和７年度吹

田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）、

議案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、健

康医療部所管分、議案第20号 令和８年度吹田市国

民健康保険特別会計予算、議案第24号 令和８年度

吹田市後期高齢者医療特別会計予算及び議案第26

号 令和８年度吹田市病院事業債管理特別会計予算

を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 大阪維新の会、林です。よろしくお

願いします。 

  議案第19号の地域医療推進事業における災害時医

薬品等確保供給体制整備事業について、参考資料で

いうと215ページのものになるんですけれども、こ

れ事業の内容の中に、発災直後に道路事情や流通状

況等により大阪府による広域供給が難しいとされて

いることから本市でやられると、この事業をされる

ということなんですけれども、これ大阪府内ほかで、

近隣他市で実施されているようなところというのは

あるんでしょうか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 大阪府内でも複数

の市町村において、やっぱり同じような医薬品の確

保をされている市町村もございます。市町村によっ

て方法はまちまちなんですけれども、一般用医薬品

のみを市が購入しまして、市の施設内で備蓄してい

る市町村もある一方、市のほうで確保しているんで

すけれども、市で独自で確保して期限切れになりま

すと、それを一斉に廃棄をするということが発生し

ます。そのため購入をするたびに数十万から数百万

円かかっているという実例もございます。 

  本市としましては、主に薬剤師会に流通備蓄を委

託するということで、ほかの府ですとか、あとほか

の市町村でも同様の事例もございますので、そちら

を参考に廃棄を極力避けた形での確保の方法を検討

して、この形にさせていただいた次第でございます。 

○林 恭広委員 今回本市がやられるやり方と他市で

はまた違うやり方があるというようなお話なんです

けれども、今回のこの薬剤師会に業務委託するとい

うやり方を採用している市というのは、ほかの市で

は、ちなみにどこの市がこういうふうにやっていて

というような参考があれば教えていただきたいです。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 大阪府の市町村の

中では、豊中市と、あと箕面市、枚方市、堺市、東

大阪市は同様に使用しているところでございます。 

○林 恭広委員 今お答えいただいた他市の豊中、箕

面を含め他市さんというのも、やり方としては、例

えばうちは６ブロック構想というのがあるからとい

うので、多分６ブロックに分けてやっておられるか

と思うんですけど、そういう同じようなやり方を推

奨されているか、あと予算なんかも似たような予算

になっているのかということについて教えていただ

きたいです。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらにつきまし

ては、市町村によってかなり備蓄方法に差がありま

して、本市と同様に簡易薬局のほうに保管をされて

いるところですとか、あと薬剤師会事務局に保管さ

れているところ、あと救護所ですとか、市内の指定

薬局の中で分散で備蓄されている市町村など、様々

な方法を取られているという現状がございます。 
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○林 恭広委員 であれば、この今回のやり方という

のを選ばれたという理由が今回あるのかなと思うん

ですけど、そういうところというのは、御答弁いた

だけたら。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらにつきまし

ては、廃棄を極力避ける形でまず備蓄をしたいとい

うこと。あともう一つ、事業費も最小限に抑え、あ

と医療救護所のほうに確実に医薬品を配送するとい

う供給体制も確保するために、このような形を取り

ました。 

○林 恭広委員 今御答弁いただいた中で、医薬品を

医療救護所に確実に届けるというふうにおっしゃっ

ていただいたんですけれど、その確実に届ける手段

というのはどのようにお考えなのか、お教え願えま

すでしょうか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらにつきまし

ては、まず備蓄薬局を医療救護所の徒歩圏内にまず

設定することを考えております。 

  確実に的確に保管ができ、かつ徒歩圏内にある薬

局のほうを備蓄薬局として選定をさせていただき、

その上でスーツケースにて保管をすることを考えて

おります。スーツケースで例えば道路事情が悪いと

きも、確実に医療救護所のほうに医薬品を配送でき

るような形で検討をしております。 

○林 恭広委員 徒歩圏内というようなお話になって

しまうと、ちょっとくどいようなんですけれども、

この徒歩というと、吹田市内全域、別に徒歩で行こ

うと思ったら行けるというようなお話になろうかと

思うんで、そこは徒歩圏内であったとしても、災害

が発災したときって、実際、道路がどうなってるか

とか、例えばまたは水がどうかというようなお話も

あろうかと思うんですけど、その徒歩圏内というの

も、例えば普通に歩いたら何分圏内とかというとこ

ろまで設定されてるのかなと思うんですけど、そん

なところはされているんですかね。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 徒歩圏内、大体何

分ぐらいとかまでは特には設定はしてございません。

多分、恐らくそれぞれの医療救護所から薬局までの

距離というのは、地域によってかなり様々になるか

と思われます。なので、例えば道路事情とか、あと

例えば薬局のほうが被災をして薬を取り出せないな

ど、そういうことも十分考えられますので、そうい

う場合は薬剤師会さんのほうから、その辺り、別の

薬局から調整をしていただいて持って来ていただく

とか、どうしても持って来れない場合は、市のほう

から備蓄薬局に行かせていただきまして代理で運ぶ

とか、そういう方法も案としては検討しております。 

○中西勇太委員 よろしくお願いいたします。 

  今、ちょうど林委員が聞いておられたんですけど

も、もう少しだけ、そこの災害時医薬品等確保供給

体制整備のところで確認させてください。 

  他市事例とか、その一般的な推奨というところで

は、三日分という規定ではないんではないかなと思

うんですけど、幅がもう少し長期というところも推

奨にあるんじゃないかと思うんですけど、今回、吹

田市において三日分にしたというところの理由と、

その一般的な推奨、国からの推奨というのはどうな

っているのか教えていただけますか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 今回この事業を三

日間にした理由なんですけれども、もともと医薬品

の備蓄につきましては、災害時につきましては、大

阪府のほうが医療機関ですとか医療救護に関する医

薬品を備蓄するということになっております。 

  流通備蓄で保管をされているんですけれども、医

療救護所用としては大体七日間を確保されていると

確認しております。それ以降は一般流通が安定する

というふうに聞いておりますので、まず大阪府が確

保する、医療救護所の薬を確保することも考えたん

ですけれども、大阪府のほうから、やはり災害発生

直後につきましては、道路事情などで、大阪府内で

あっても配送が困難なことが想定されるというふう

にお話を聞いております。 

  そのため大阪府のほうからは、各市町村に三日間

程度は自市町村の中で薬を調達できるように確保す

るようにというふうに説明を受けております。 

以上のことから、三日間の確保とさせていただい

ております。 

○中西勇太委員 分かりました。 

  今、先ほどの質問の中で、医療救護所からの搬送

の手段のところを御説明いただいていたんですが、
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実際にその搬送する機能が機能するために、その搬

送する人が重要かなとすごく思うんですが、その部

分はどのように確保するというか、機能するように

しているのかというところを教えていただけますか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 人員につきまして

は、まずは備蓄薬局の方からお運びいただくように

依頼する予定になっております。 

  ただ、そちらも被災する可能性があったりだとか、

職員の方が来られない可能性もございますので、そ

の場合は、まず薬剤師会さんに御相談させていただ

きまして、薬剤師会全体の中でまず御調整をいただ

こうかと考えております。 

  それでもやはり調達が難しいということでしたら、

市の職員のほうが出向きまして、そちらで代理で運

ばせていただくということで考えております。 

○中西勇太委員 それは発災前に、事前にその最終、

役所の方が動かれるところまで想定して訓練という

か、想定はされた上で、発災前を備えるということ

でいいですか。発災後に、駄目だから連絡が来てと

いうことではないということでいいんですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 確かにこちらのほ

うですね、事業開始前には薬剤師会さんですとか、

あと備蓄薬局さんとも、やっぱり説明をした上で、

この事業について実施をしていこうと考えておりま

す。 

  その上で、次年度以降につきましては、何らかの

形で、この事業自体が確実に進むように訓練ですと

か、いろんな方法を捉えて、対応について実際にや

ってみて、確実に実施ができるように備えていくこ

とを考えております。 

○中西勇太委員 私も病院で働いていたこともあるの

で、災害時に病院にちゃんと集まって緊急時対応を

するという意識づけは、各専門分野にかかわらず、

医師も看護師も薬剤師さんも保健師の方も、皆さん

意識あると思うんですけど、薬局において災害時の

対応というところの意識づけというのは、なかなか

そこまでレベル高くないんではないかなと正直思っ

ているので、災害時の対応というところでは、重要

な対応になると思いますので、その訓練レベルまで

というか、想定をしっかりと現場レベルでも落とし

込んでやっていただけたらと思います。 

  備蓄薬品ですけど、ごめんなさい、資料をお願い

したほうがよかったかなと思うんですが。想定され

ているものを詳しく説明していただくと物すごく時

間かかると思うんですが、参考資料に載っている以

上のところ、もう少しだけ詳しく教えていただけた

らと思うんですが。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらの薬品の具

体的な内容なんですけれども、主には抗生物質、あ

と風邪薬、抗インフルエンザ薬、解熱剤、胃腸薬、

下痢止め、眠剤、抗不安剤、降圧剤、糖尿病薬、心

疾患用薬、ぜんそく治療薬など、主に厚生労働省が

示す考えを基に、あと大阪府の備蓄医薬品ですとか、

あと三師会と協議の上で、この内容を決定させてい

ただいております。 

○中西勇太委員 国からの推奨とか、そういったもの

を大阪府とも連携して準備されていると思いますの

で、ここで細かく薬剤のことをお話はしないつもり

ではいるんですが、災害時のその二次災害がやっぱ

り災害後の命を奪う、健康を損なう大きな原因にな

ってくるというのは、もう皆さんがよく知っておら

れるところにも、一般市民のレベルでもなってきて

ると思うんですが、脱水とか、動かないことが原因

になってくる静脈血栓症とか肺塞栓症とか、基礎疾

患の悪化や肺炎や何やとかいろいろありますけど、

薬剤以外に脱水対策で経口補水とか飲料水確保とい

うようなところが、医学的なところでも、健康医療

部さんの目線でも重要かなと思うんですけども、そ

の辺りはどのように対応されているのかなと思いま

して。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらの脱水対策

なんですけれども、今回の備蓄につきましては、ロ

ーリングストックでできる医薬品ということで考え

ておりますので、こちらの経口補水液などはまず確

保はしていないところでございます。 

  ただ、輸液が必要な患者様に対しては、病院の搬

送など、ほかの手段で検討を進めていけたらという

ふうには考えております。 

○中西勇太委員 今回のこのローリングストックの中

には入らないということですけども、例えば便秘と
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か、そういったところも問題になって、便秘薬とか

がその薬剤に入っていても、トイレがちゃんと整備

されていなかったりしたら、全然、結局我慢されて

ということになったりするし、部署だけの対応では

当然、災害時の対応にならないと思うんですが、非

常に重要なところが抜けたら、薬だけあっても人は

健康を保てませんので、その辺り協力しながらやっ

ていただけたらと思います。 

  あとは、この薬がいざというときに期限が切れて

いるとか、ローリングストックと言っていたのにう

まく回ってなくて、廃棄が起こったりとかいうこと

にならないようにしないといけないのかなと。 

  新しい試みのときはやっぱり難しい面が出ると思

うんですが、スーツケースの中の薬剤を監査したり、

棚卸しというか、内容を確認したり、廃棄が起こら

ないような仕組みづくりというのはどのように考え

ておられますか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらのほう、検

査につきましては年２回、半年置きに備蓄薬局さん

のほうに点検をしていただこうと考えております。 

  点検する中で、薬の使用期限ですとか、箱数がど

れぐらいあるかということを確認をしていただいた

上で、保管されている写真なども提出をしていただ

いて、確認をしていこうかと考えております。 

  また、こちらローリングストックにつきましては、

市としては確実に使用できる期限を設ける形にはな

るんですけれども、薬局さんそれぞれにおいて、例

えば市販のほうに回せるような期限とかがそれぞれ

おありかと思います。その辺りを考えながら、流通

備蓄を各薬局にしていただくという形で考えており

ます。 

○中西勇太委員 あと、吹田市自体、人口が非常に多

いですし、密集して非常に多いんですが、この災害

時対応の薬局とその医療救護所のそれぞれの規模と

かというのは、どれぐらいの、何人規模に対する対

応としてその保管を考えておられるのか、ちょっと

ごめんなさい、そこだけ最後確認させてください。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちら対象者の規

模なんですけれども、市の地域防災計画のほうで、

上町断層帯地震の負傷者が大体6,030人ぐらい発生

すると想定されています。なので、こちらのほうで

負傷者の大体62.8％程度が外来患者数というふうに

見込んでおりますので、その掛けた人数で3,787名

ほどの負傷者が発生すると想定しています。 

  １か所当たり大体それで割りますと630人ぐらい

の負傷者が発生することを見込んでおります。 

○中西勇太委員 この件、丁寧に御答弁いただいてあ

りがとうございました。よく分かりました。 

  予防接種事業のことに質問を移らせていただこう

と思うんですが、予防接種事業の予算、本年度の予

算の頂いている予算概要等々を確認しますと、予防

接種事業については、非常に大きく予算拡充されて

いるというふうに読めたんですけども、この原因を

教えていただいてよろしいでしょうか。 

○細川裕基地域保健課主幹 予防接種事業における予

算につきましては、令和７年度におきまして、５月

定例会において補正予算を計上させていただいてお

ります。 

  令和８年度の当初予算と令和７年度の当初予算の

比較につきましては、４億6,050万6,500円を計上し

ておりますが、令和７年度の５月補正におきまして

４億7,937万5,000円を計上させていただいておりま

すので、令和８年度の当初予算と令和７年度の補正

予算、当初予算を踏まえた額で計算いたしますと

1,431万円を減額しておるところでございます。 

○中西勇太委員 例えば、その昨年度、令和７年度の

補正予算の分ということでしたけども、それは具体

には、新型コロナウイルスワクチンということでい

いんですかね。 

○坂原秀昭地域保健課長 令和７年の５月補正に関し

ましては、高齢者新型コロナウイルスワクチンの定

期接種化に伴う接種委託料の計上で約３億4,000万

円、ＨＰＶキャッチアップ接種の経過措置延長に伴

う接種委託料の計上で１億4,000万円を計上させて

いただいております。合計で４億8,000万円程度上

げさせていただいておるものでございます。 

○中西勇太委員 ＨＰＶワクチンもですね、ありがと

うございます。 

  では、今回の令和８年度については、昨年の分も

踏まえて、新型コロナワクチン接種委託料がこの当
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初予算分に含まれているという理解でいいというこ

と、ごめんなさい、もう一度、答弁いただいていい

ですか。 

○細川裕基地域保健課主幹 委員おっしゃいますとお

り、令和８年度当初予算に新型コロナワクチンの接

種に関する予算を含んでおります。 

○中西勇太委員 現時点で分かっている、令和８年度

の新型コロナワクチンの予定、薬剤などについては

どのようになっているんでしょうか。 

○細川裕基地域保健課主幹 令和８年度に用いられる

ワクチン等につきましては、６月頃に例年ＷＨＯが

推奨株を選定しまして、それに基づいてワクチンを

作っていくものでございますので、今のところは確

定はしておりません。 

○中西勇太委員 その詳細の今御答弁いただいたのは、

抗体を作らせるウイルスの種類の細かいところは決

まっていないという答弁だと思うんですけど、令和

７年度に使われた会社とか薬剤の種類とは、一応同

じ方向ということでいいですか。 

○細川裕基地域保健課主幹 委員おっしゃいますとお

り、令和７年度と同様であると想定して、令和８年

度当初予算に計上させていただいております。 

○中西勇太委員 昨年の５月に、その自己負担額を幾

らにするかというところ、その補正予算を先ほどお

っしゃっていただいたところで、しっかり議論させ

ていただいたんですが、令和８年度のその自己負担

額は、いつまでにどういった手続を経て決めていく

のかというのは、今、当初予算での予算組みでと思

うんですけども、正確な令和８年度の自己負担額

等々はどのように決めていくのか、教えていただけ

ますか。 

○細川裕基地域保健課主幹 委員おっしゃいますとお

り、当初予算につきましては、新型コロナワクチン

の自己負担額は8,000円ということで計上させてい

ただいております。最終的には、例年どおり10月か

ら１月を予定して、新型コロナワクチン接種を実施

する予定でございますので、その10月までに、他市

町村との連携、覚書、手続等を経て決定していく予

定でございますが、現在のところは8,000円という

ことで、他市状況を確認して予定しているところで

ございます。 

○中西勇太委員 そうですね、新型コロナウイルスの

感染症の状況について、分かる範囲、推定値などに

もなってくるとは思いますけど、吹田市及び全国の

状況として、このワクチンが必要かどうかというと

ころで、重症者数や死亡者数など分かるところを教

えていただけませんでしょうか。 

○田畑三由紀地域保健課主幹 2026年第９週、大阪府

感染症情報センターからの報告によりますと、新型

コロナウイルス感染症の定点報告数は0.57というこ

とで、前週比より20％減ということで、一定の感染

者数の報告はございますが、大きな流行ということ

には至っておりません。 

  また、重症化につきましては、国のほうが入院サ

ーベイランスということで、入院患者の件数を集約

しておりますが、その中では高齢者の方または基礎

疾患のある方については、一定数、重症化するとい

った報告がされております。 

○中西勇太委員 多分、今のお話を聞いて、何も誰も

分からないと思うんですね。具体的な、ごめんなさ

い、多分、専門家が聞いていても分からないと思う

んですけど。吹田市で重症者数や死亡者というとこ

ろは、昨年度や一昨年度の分かるところであったの

かというところや、吹田市で難しかったら、全国で

どの程度、重症者数や死亡者数が出たのかというと

ころは分かるんですかということを聞いたんですが。 

○林 美奈子健康医療部参事 2025年の状況につきま

して、死亡者数、死亡率につきましては持ち合わせ

ておりませんが、先ほど田畑から御答弁申し上げま

した入院サーベイランスにおきましては、全国の

2025年の新型コロナウイルス感染症によって入院さ

れた方については６万3,327名、そのうち60歳以上

の方につきましては５万3,174人、おおよそ84％の

方というふうになっています。 

  そのうちＩＣＵに入院された方が2,276名、2,276

名のうち人工呼吸器を装着されてる方が981名とい

うふうになっております。 

  また、大阪府におきましては、同様に2025年の入

院患者数が2,787名、そのうちＩＣＵに入院された

方が159人、159人のうち人工呼吸器を装着されてい
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る方が65人というふうになっております。 

○中西勇太委員 大阪全体で人工呼吸器を使われる方

を数えても65人ということでお答えいただいたので、

やっぱり吹田市で見ると、吹田市民で人工呼吸器を

使われるまでの方は数人なんだろうと。プラス、基

礎疾患まで見えないのと、本当に新型コロナウイル

スによる感染症自体が重症化の原因なのかというと

ころまでもちょっと見えないので、どれぐらい重症

化される疾患として見るべきかというところは、一

般の方が見られても、非常に広く、多くの方に打っ

ていただくことが適切なのかどうかというところは、

非常に悩ましい風邪ウイルスになっているんだなと

いうふうには思います。 

  この接種１件につき、非常に高額なワクチンであ

ることは、前回の５月議会でも確認しましたが、今

回、その自己負担、令和７年度また令和６年度と費

用負担をしてきて、実際の実績というところがどう

だったのか、教えていただいてもよろしいですか。 

○細川裕基地域保健課主幹 令和６年度の実績でござ

いますが、対象者９万1,144人に対して接種者が２

万5,776人でございます。接種率が28.3％でござい

まして、接種の予算執行額としましては３億2,300

万円ほどでございます。 

  ただし、令和６年度につきましては、１人当たり

8,300円の国の補助があった次第でございます。 

○中西勇太委員 令和７年度については、現時点で把

握できている接種状況でという形になると思います

けども、お答えいただけますか。 

○細川裕基地域保健課主幹 令和７年の12月の実績値

というのは参考値ではございますが、新型コロナワ

クチンの想定接種者数は９万1,470名、今現在の接

種されているのが１万2,369人の接種率は約14％で

ございます。 

  令和７年度の委託料でございますが、予算上につ

きましては２億8,858万5,031円ということで想定し

ております。 

○中西勇太委員 今の想定の２億8,900万円は、予算

計上の時点の想定ということですよね。今打たれて

いる、把握できている14％に対してではないという

ことでいいですか。 

  12月時点まででは14％の方が打っておられるとい

うことは分かってきて、１月末までの接種であると

思います。10月から開始の12月末時点で14％なので、

恐らく１月に駆け込みでたくさん打たれるというこ

とはないんではないかと思いますので、非常に接種

率自体は低くなっているのが分かります。 

  この実績が、また我々が審議した一部は有料の方、

一般の方ですね、高齢の方の中でも一般というか、

生活保護や非課税世帯ではない、それ以外の方と、

今お伝えした生活保護や非課税世帯の完全に費用負

担が免除されている方に分けて、対象者数や接種者

数、接種率、その点を年度別で、今の令和６年、７

年で教えてもらえますか。 

○細川裕基地域保健課主幹 新型コロナワクチン接種

の年度別の実績について、説明させていただきます。 

  まず、令和６年度の接種実績でございますが、自

己負担が3,000円の方につきましては、対象者の内

訳が５万8,833人でございます。そのうち接種され

た方が１万4,094人でございます。接種率が23.9％

と24％という状況でございます。 

  続きまして、自己負担がない無料の方、市民税非

課税世帯の方でございましたり生活保護世帯の方に

つきましては、対象者数の内訳が３万2,311人、接

種者数が１万1,682人でございます。接種率が36％

でございます。 

  続きまして、令和７年度、令和７年12月時点の目

安ではございますが、新型コロナワクチン接種、自

己負担が8,000円の対象者が６万320人でございます。

接種者数は3,851人、接種率は約６％でございます。 

  続きまして、自己負担が無料になる方につきまし

ては、対象者数が３万1,150人、接種者数が8,685人、

接種率が約28％となっております。 

○中西勇太委員 今の正確な数字、今この場で初めて

聞いたので少し驚いた部分もあるんですが、やっぱ

り、令和７年度は１人当たり自己負担8,000円で受

けていただいてという形にしたところ、無料で受け

れる、無料だから受けようという方は28％受けてお

られるけども、有料で受けておられる方はたった

６％。12月時点だけど６％ってかなり低いですよね。 

  一般の方、皆様、御高齢の65歳以上の対象の６％
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の方だけ、8,000円なら受けようと判断するものに

対して、合計で、今、実績はまだ出ませんけども、

予算の上で約２億9,000万円かけている事業と。か

つ重症者数も吹田市であったとしても数人から数十

人までの方を防ぐための事業と。 

  しかも無償であれば受けておられるので、考え方

によっては、高いから受けたくても受けれないとい

う方がおられるというふうにも読めますが、この無

償の部分は国からの支援も来る部分ですので、そこ

の仕組みをどうこう今ここで議論するものではない

と思いますが、私たちの大切なお金の使われ方とし

て、これが正しいのかというのは非常に、７年度の

実績もお伝えいただいても、思うところです。 

  これと8,000円は今回覚書で北摂各市と決められ

たと聞いておりますが、今回の覚書は、誰からの提

案、どの市からの提案、または病院関係者や医師会

などが関わっておられるのか、どういう形でつくら

れたのか、もう一度教えていただけますか。 

○細川裕基地域保健課主幹 インフルエンザとコロナ

ワクチンにつきましては、北摂７市３町で覚書を締

結しております。本覚書につきましては、北摂市に

おいて、やはり予防接種法上、市町村ごとの近隣市

との連携が重要でございますので、覚書を締結して、

予防接種を実施していくという趣旨からしたもので

ございます。 

  覚書の提案でございますが、定期接種につきまし

ては北摂の幹事会におきまして、どの市がこの年度

の予防接種の覚書をするかというのを持ち回りでし

ておりまして、そこから年度ごとに更新していくと

いうような流れで動いております。 

○坂原秀昭地域保健課長 答弁の補足をさせていただ

きます。 

  自己負担額を決定するに当たりましては、その幹

事会等で事前に調査があります。それとワクチンの

購入単価ということも参考に、そういう見積りを取

った上で、自己負担額は決定していくという形には

なっております。 

○中西勇太委員 持ち回りで幹事をしていただいたり

とか、近隣市との調整というところは、市民の皆様

や病院で働いておられる方々が混乱ないようにとい

うところでは、一定重要ではあると思うんですが、

令和８年度の先ほど答弁いただいた、これから調整

していくに当たって、今の現状、これまで私もたく

さん議論させていただいてきた現状、事実を踏まえ

て、吹田市としてはどのような提案を行う予定でお

られるのかというところを確認させていただいてよ

ろしいですか。 

○細川裕基地域保健課主幹 本市以外でも、どの市に

も当てはまるところではございますが、コロナワク

チン以外につきましても、定期接種に基づく自己負

担額は幾らにするのか、また実施期間はどこまです

るのかというのは、毎年度調整しておりますので、

そこについて令和８年10月の実施についても確認を

してまいります。 

○中西勇太委員 答弁はなかったですけども、これか

ら調整していただくというところで、本当に吹田市

のホームページ、今確認しても、やっぱりこのワク

チン予防接種事業において、令和８年２月24日時点

で、健康被害で受理件数が１万4,888件、死亡一時

金葬祭料に係る件数は進捗受理件数1,920件。この

ような薬剤は、私はちょっと知りません。 

  もうこの議場、委員会の場でも、何度も医師とし

て責任持って言いますが、史上最悪の薬害です。こ

れを分かった上で提供しているというところになる

ので、市民さんにはしっかりと今後も分かりやすい

情報提供と、そうですね、市の独自の負担というと

ころをこれにして、接種勧奨になるというのも、令

和６年の接種実績、今、御答弁いただいた有料の方、

令和６年は3,000円でしたよね。3,000円にしていた

令和６年は今と流行状況も違いますけども、令和６

年の時点で24％の接種率で、8,000円にした７年度

は、今分かる数字では６％、恐らく１月分が出てき

て少し上がるとは思いますけど６％。 

これを見ても、やっぱり吹田市がどのように決め

るかで、接種勧奨がどの程度加わるかというところ

も分かりましたので、非常に慎重に行っていただい

て、真摯に取り組んでいただけたらと思います。 

  長くなっておりますが、続けてごめんなさい。地

域保健課さんの案件、ちょっと長いんですが、すみ

ません。 
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  ＲＳウイルスワクチン、今回、この参考資料にも

新しい事業ということで説明を書いていただいてい

ます。ＲＳウイルス感染症は、もうここに書いてい

ただいているとおりで、風邪を引き起こすウイルス

です。風邪です。ただ、幼いお子さんが感染した場

合は肺炎などになって、重症化というのをどの程度

の定義にするかは悩ましいですけども、重症化する

ことがあるというのは事実です。 

  これについて、新しい薬剤ですので、一般のドク

ターも含めて、知識が乏しいところがあるようなも

のなんですが、どちらの会社の何という名称のワク

チンを予定しておられるのか、教えていただけます

か。 

○黒田雅子地域保健課主幹 今回、定期接種で使用い

たしますワクチンは、ファイザー社のアブリスボで

ございます。 

○中西勇太委員 アブリスボですね。こちら私のほう

でもデータ確認させていただいたりしているんです

が、今回、この今、予防接種といっても国からの定

義がいろいろあるということで、一般の方は分かり

にくいと思うんですが、今回このＲＳウイルスワク

チンは、Ａ類疾病定期予防接種という形になってい

ると思いますが、間違いないですかね。 

○黒田雅子地域保健課主幹 ＲＳウイルスワクチンに

関しましては、Ａ類疾病の予防接種となっておりま

す。 

○中西勇太委員 Ａ類疾病の予防接種ということで確

認させていただいたんですが、そもそもこのＡ類疾

病定期予防接種というものは、何の目的で行われる

か教えていただけますか。 

○黒田雅子地域保健課主幹 Ａ類疾病は、主に人から

人に感染することによる発生や蔓延の予防、またか

かった場合、重篤になるおそれがあることから、そ

ういった発生や蔓延の予防のために必要と定められ

たものでございます。 

○中西勇太委員 今お話しいただいたように、集団免

疫による流行阻止や、高い致死率や、重大な社会的

損失になる疾病を防ぐという目的が、Ａ類疾病の予

防接種にはあると理解していますが、今回、今お話

しいただいたアブリスボのファイザー社が出してお

られるランダム化比較試験も確認したんですけども、

これの予防効果、議場でも少しお話あったかもしれ

ませんが、もう質問せずに私から読み上げます。 

ＲＳウイルスの今回のワクチンですね、妊婦さん

に接種します。努力義務として、妊婦さんに接種す

るワクチンになるんですが、ＲＳウイルスの陽性下

気道疾患を出生時の生後90日までは抑制効果が認め

られていて、360日までは有効率は41％まで下がる

と。かつ、医療機関を受診した、この効果は大事な

んですけど、ＲＳウイルスが陽性の下気道肺炎疾患

に関しては、今言ったような抑制効果が360日まで

見ると有効率41％まで低下するんですが、一応ある

と。 

  ただ、医療機関を受診した全ての気管支炎、肺炎

などの感染症は下がらない。有効性が肺炎全体に対

しての効果は認められないんです。かつ、ここから

大事なんですけど、明確にこの下気道感染、有意差

はないと言われているんですが、アブリスボを打っ

た群で、生後180日までのＲＳウイルスでないと思

われる肺炎の累積発症数は、アブリスボを打った群

で335、プラセボ、アブリスボじゃない偽薬を打っ

た群で285例と、数字でいったら、やっぱりワクチ

ン打ったほうがよくないんですよね。 

  赤ちゃんにとっても本当にいいものなのか、非常

に疑問が出るんですけど、この薬剤がこうやってラ

ンダム化比較試験で一定レベルの高いエビデンスで

出てきたけども、これを打ったときに子供たちがこ

の短期の結果でもいい結果が出ているとは、ちょっ

と私の目では見えないんですけど、長期的な成績と

いうのは、お母さん方に説明できる資料などあるん

でしょうか。 

○黒田雅子地域保健課主幹 ワクチンの効果につきま

しては、国から市民向けに配布する資料が出ており

まして、そこにもやはり生後90日までの予防効果と、

生後180日時点での予防効果までが示されておりま

す。 

  吹田市におきましても、ホームページにこの資料

は載せておりますので、対象者の方には有効性につ

いては、こちらで示していこうと考えております。 

○中西勇太委員 今質問したのは、長期的な成績はあ
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るんですかと聞いたんですけど。 

○黒田雅子地域保健課主幹 長期的にはもちませんと

いうふうな、具体的には書いておりませんが、生後

180日時点で医療受診を必要とする予防は５割程度、

重症化予防が７割程度というふうに数字で示してお

ります。それ以降の数字は載せておりません。 

○中西勇太委員 今、御答弁いただいたのは、ＲＳウ

イルス陽性の下気道疾患が、どの程度の効果がある

かということは書いているけれども、お子さんの健

康、お子さんの副作用とか悪影響も含めた、全ての

問題に対してのデータというのは、今聞いたのはそ

こなんで、それはやっぱりないということですよね。 

  だから、やっぱりそれが、長期成績が分かるとこ

ろまでは説明すべきだし、分からないからといって、

いたずらに不安をあおる必要はないと思うんですよ。

分からないから危険ですなんて当然言っちゃ駄目な

んですけど。ただ、やっぱり分からないこともある

んだということは一定、丁寧に御説明していただい

たほうがいいと思うんです。 

  何ていったって妊婦さん、そもそも女性は、常に

将来産むかもしれない卵子を体の中に抱えているの

が女性ですから、そもそも特に若い女性が使われる

薬剤というのは、妊娠しておられなくても気を遣わ

ないといけないし、妊産婦については、今回ワクチ

ンとなると、みんな安心して使われるように思いが

ちですけども、先ほど質疑させていただいていた別

のワクチン、新型コロナワクチンとかいったもので

も、薬剤の安全性というものが本当に確かなのかと

いうところの信頼が非常に崩れている現状において、

丁寧に御説明していただくことは御検討いただきた

いんですが、今のところホームページなどでどのよ

うに御説明される予定か、決まっているものとか、

もう既に提示されているのかとか、御説明いただけ

ますか。 

○黒田雅子地域保健課主幹 ホームページにつきまし

ては，既にアップしておりますので、国の示してい

る情報を基に、ホームページのほうは作成しており

ます。 

○坂原秀昭地域保健課長 市民の方にですが、いわゆ

る安心感というか、その提供をさせていただくため

には、やはり国からのしっかりしたデータとかを頂

く必要性がございます。 

  それを基にですが、我々としましても、予防接種

をこちらのほうは推奨していく形にはなりますが、

情報を提供させていただきたいと思っております。 

○中西勇太委員 本当に国からの引用しているような

情報提供をしっかりとしていただきたいというのが、

私のこの質疑なんです。私がこれ引用しているのも、

そのアブリスボが、情報を基にしているデータを調

べてきてお話ししているので、国からの情報どおり

話していますからね。 

  これ本当に大事なのは、妊婦における重度ないし

致命的有害事象、接種後１か月以内の重度または生

命を脅かす有害事象は、プラセボ群よりワクチン群

で0.68％。低い数字と思われるかもしれませんけど

も、妊産婦、赤ちゃんに何かが起こったら絶対駄目

なわけですよ。その状況でＲＳウイルス感染抑制に

よって得られると言われている絶対的利益差0.17％

よりも、プラセボ群で有害事象が0.68％も接種後１

か月以内の事象だけ見ても起こっていると。有意差

がないとかそういう話、こういう論文はしてくるん

ですが、実際事実としてそういう数字がある。 

  早産が26例、胎児死亡４例、胎児関連有害事象35

例等々、正確な数字が出ているので、こういったこ

とは、正しい情報提供として検討していただきたい。 

  ちゃんとリンクを貼るなり、今、新型コロナウイ

ルスのホームページ、吹田市のホームページにちゃ

んと書いていただいているような形で、特に新しい

薬剤ですから、丁寧な、すぐに見て分かる情報提供

していただけたらと思いますけども、いかがでしょ

うか。 

○坂原秀昭地域保健課長 情報提供という意味合いで

のホームページにリンクを貼るということに関して

は、今後、そこは検討させていただきたいと思いま

す。 

  ただ、情報のやはり量というのが制限等がござい

ますが、できる限りのことはさせていただきたいと

思っております。 

○中西勇太委員 リンクと、リンクだけではＰＤＦが

見れないとかいろいろ出てきますので、ホームペー
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ジ上にしっかりと大事な数字は引用して、どういっ

た効果が見込まれるのかと、分かっていないことで

一番大事なのは、どのような有害事象が報告されて

いて、努力義務ではあったとしても、本人の判断に

委ねられるものであるというところをしっかりと情

報提供いただくようにお願いしまして、私からのこ

の件の質問、一旦止めます。 

○清水亮佑委員 よろしくお願いします。さっきの同

僚議員さんたちが結構質問してたんで、重ならない

ように質問はさせてもらうようにしますが、多分重

なると思いますので、よろしくお願いします。 

  議案参考資料の215ページの薬の備蓄のやつで質

問なんですけど、まず市民さんへの周知の部分はど

ういうふうに考えているのか、教えてもらっていい

ですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 市民への周知なん

ですけれども、医療救護所設置時には、市のほうか

ら情報提供させていただく予定になっております。

例えば、避難所への掲示ですとか、ホームページへ

の周知、あとＳＮＳなどへの発信なども検討してお

ります。 

  ただ、こういうインターネットですとか、そうい

うものを使えない方も中にはいらっしゃるかと思い

ますので、例えばコロナのときにも、いろんなとこ

ろの掲示板のほうに情報を貼らせていただいたこと

がございました。そのような形で広く市民の方に情

報提供するような方法を検討していきたいと考えて

おります。 

○清水亮佑委員 いろんなとこに貼るというのも大事

なことかなとも思うんですけど、一定関係がない部

分の人、すごい健康な人とか関係ないかなとも思う

んで、マイナンバーもあって、いろいろその持病と

か定期的な健康診断とかある中で、多分チェック項

目とかあると思うんですけど、何か個別に紙配った

りとかのほうが、自分に関係ある人のほうが、こう

いうのは心配せんでいいなとかと思うと思うんです

けど、そういうのはしない感じですかね。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 そうですね、現在

のところ周知方法については、これからまた検討し

ていこうかと思っているところなんですけれども、

実際の医療救護所の設置につきましては、被災状況

に応じて、医療機関がどれぐらい被害を受けている

かということですとか、医療救護所設置予定の場所

にどれぐらい被害があるかということを踏まえた上

で、どこに設置をするかというのを決める形になり

ますので、平時から広く周知というのがどこまでで

きるかというのは、まだ未定なところでございます。 

  ただ、いざ発災したときに、市民の方が困らない

ような周知の方法につきましては、今後も検討させ

ていただきたいと思っております。 

○清水亮佑委員 先ほどの委員さんも聞いていたんで

すけど、ほかの市よりしっかり吹田市はやっている

のかなということがあるんで、何かせっかく準備し

てんのに周知せえへんかったらあんまり、意味がな

いことはないんですけど、何かやっぱり健康な人は

別に、例えば自分が糖尿病やった人はインスリンと

か、Ａ１ｃとか、すごい気にして生活したりとか、

健康に対してすごい意識して生きていると思うんで

すけど、例えば僕とかでいうたら32歳になっている

んですけど、その年代で健康をどこまで気にしてい

るかと、本当に個人差すごいと思うんで。 

その中で、やっぱり知らへんとか、見たことない

とか、多分普通に生きていて、一般の人ってあんま

り掲示板とか見ないのかなという印象なんで、20代、

30代、40代。せっかくするんやったら、やっぱりそ

のピンポイントでこういうの、困ってる人とか意識

している人に対してアプローチしていってもらえた

らなと思うので。全然これから決めていってもらう

ときに、やってもらえたらなと思いますんで、よろ

しくお願いします。 

  市内６ブロックに分けて備蓄薬局を設定するとの

ことやったんですけど、吹田市は結構地域差はある

のかなと思っていて、人口の部分で。医療需要の地

域差もあると考えられるんですけど、その辺はどう

いうふうに考えているのか、教えてもらっていいで

すか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちらについては

市内６ブロックにて確かに地域差などございますけ

れども、起きる災害によっては、どこの部分にどれ

だけ被害を受けるかというのが、まだ想定ができな
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い状況にございます。 

  なので、仮としまして、この想定場所のほうの６

ブロックの医療救護所を一旦設定させていただきま

して、実際の被害状況に応じて、確定していくとい

う形になっております。 

○清水亮佑委員 分かりました。何の災害、津波とか

やったら南のほうあれやけど、地震、上のほうで起

きたらということやという認識でいかせてもらうん

で。 

  あと、薬運ぶの、さっき何かスーツケースで運ぶ

って言ってたんですけど、何かほかの方法を考えて

おいたほうがいいのかなというのは、率直に。こん

だけ文明発達していて、人力のスーツケースで薬運

んで、運ぶ人に何かあっても、何か責任とか取りに

くかったりとかするんで、何かほかにいい方法があ

ったら考えてもらえたらなと思います。 

  次に、ワクチンのＲＳウイルスの、さっき同僚議

員が大分聞いていたんであれなんですけれども。１

個気になったのが、やっぱり妊産婦さんって、はし

かとか何かはやったりとか、すごい本当に、僕も子

供３人いるんですけど、その都度その都度、はしか

の抗体があるとか、何か病院でいろいろ言われて、

やっぱり病院で言われたら基本的に全部せなあかん

なと思うんです、お母さん、うちもそうなんですけ

ど。だから、やっぱり先ほど委員さんが言っていた

とおり、どういうメリットがあって、どういうデメ

リットがあってというのを、やっぱり国の施策であ

るとは思うんですけど、何かメリット、デメリット

をちゃんと教えて、やっぱりそれを理解した人が打

つ。 

それこそ、インフルエンザのワクチン、今の時期、

打つ人は多分多かったりとか、受験生とか多いとは

思うんですけど、やっぱりメリットもあるし、デメ

リットもあるじゃないですか。僕とかやったら、毎

年、打つたんびに熱出たりとか、やっぱりメリット

があってデメリットがあるというのがお薬だと思う

んで、何かそこら辺もきちんと説明ができる状態を

つくってからのほうがいいのかなとは、個人的には

思いますので、よろしくお願いします。 

  一回置きます。 

○澤田直己委員 よろしくお願いします。僕も災害時

医薬品のことをお聞きしたいと思います。会派でも

推進してたんで、かぶらない部分で質問したいと思

います。 

  まず、素朴な疑問なんですけども、先ほどいろい

ろ答弁の中で、議案参考資料にも書いてますけども、

発災直後三日分の医薬品の確保というところで、必

要な医薬品も書いていただいていますし、それ以外

の部分も先ほど厚労省が示す薬ですかね、いろいろ

説明いただいたと思いますけども、これ足るんです

か。107万円の薬代で三日分、この薬がいろいろあ

る中で、吹田市の人口が三十八、九万人いて、この

薬が必要になる患者さんが何人ぐらいで想定されて

いるんですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 こちら患者の想定

なんですけれども、市内の災害時の負傷者想定数か

ら、阪神・淡路大震災のときの負傷者を掛けました

人数で計算しております。 

  市全体で大体6,030人ぐらいの負傷者が出ると想

定しておりまして、そのうち62.8％程度が外来を受

診される方と想定しております。なので、市全体で

おおよそ3,787人の医療救護所受診者が出てくるか

と想定しております。 

  ６か所の医療救護所で割りますので、１か所当た

り630人程度の患者さんが発生すると想定しており

ます。 

○澤田直己委員 分かりました。意外に少ないんです

ね。僕も単純に薬の値段は分かんないですけど、仮

に一人１日500円かかるとしたら、500で割ったら

2,000人、三日やから３で割ったら666やったら足ら

んかなと思ったんですけど、まさに六百何十人やか

ら、そんなもんなんやって今思ったんですけど。 

取りあえず、急を要するような薬を確保するみた

いな話なんだと思うんですけど、例えば市が備蓄す

る、先ほど説明いただいたような薬に加えて、それ

は状況によってはもっと必要になったり、違う薬も

必要になったりというのは当然あると思うんですけ

ど、吹田市は病院もいっぱいありますし、薬剤師会、

医師会、薬品メーカーとか、そういったところが個

別に、自分たちでそういう災害の時は役に立とうみ
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たいな意識で、何か独自で取り組まれている、市が

足らずを補完してくれるみたいな、その連携とか協

定とか、そんなんはあるんですか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 従前から、吹田市と

吹田市の医師会、歯科医師会、薬剤師会と災害時の

医療救護活動に関する協定を締結しておりまして、

主には今回の医療救護所における医療活動に専門職

の派遣、それから必要な一部医薬品等の資機材につ

いての供給も可能な範囲でしていただくということ

を締結をしておりますが、今回は市独自でも府から

の供給が十分でないときを想定をしまして、独自で

確保しようとしているものです。 

  三師会さん、特に薬剤師会さんからも過去から御

要望も頂いておりまして、薬剤師会としても各薬局

で対応ができるようにしておきたいということもあ

り、加えて市としても備蓄をしてほしいということ

の御要望もありましたもので、市として今回御提案

したものでございます。 

○澤田直己委員 分かりました。 

  それと、これもごめんなさい、素朴な疑問なんで

すけど、先ほど、どなたかの質問の答弁で、議案参

考資料には、備蓄薬局薬剤師により市が設置する医

療救護所に搬送すると。それが無理な場合は、市の

職員とかがやるみたいな話だったと思うんですけど、

これはだから、被災地というか避難所とかで欲しい

と言ったら、渡しちゃってもいいものなんですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 今回確保していま

す医薬品につきましては、医師が処方する処方薬と

なっております。なので、避難所などで欲しいです

と言われて、すぐお渡しすることは難しい状況でし

て、例えば医療救護所にいる医師ですとか、あと巡

回で回る医師のチームなどが処方することは可能と

なっておりますので、そういうときに使用する医薬

品ということになっております。 

○澤田直己委員 その南海トラフ地震とかの発災直後

なんかに、医師が常駐しているようなイメージとか

もないんですけど、結構、本当に急を要するような

場面、特に発災三日以内というのは、そんな中でも、

そういうふだんに近いフローで薬がお渡しできるみ

たいな想定ということなんですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 災害発生早期につ

きましては、例えばＤＭＡＴなどが、全国からその

発災地域のほうに集まってくるということになって

おります。そこの中で医療情報などを収集しまして、

全国から応援に駆けつける医師を適正に配置をした

りですとか、例えば医療救護以外でも病院のほうで

不足するところに医師を補給したりなどで、医療体

制を確保するような形になっております。 

○澤田直己委員 ＤＭＡＴってそんな、南海トラフ地

震ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。吹田だけ

じゃなくて、隣の豊中、茨木も全部対応するわけや

と思うんですけど、それでもそういう、いうたら僕

らが病気になったり風邪になったら処方箋もらって、

薬もらうという流れがあると思うんですけど、そう

いう通常の流れがほんまにできんのかなという。何

かその緊急事態やから、薬によっては特例があると

か、そんなんもないんですか。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 ＤＭＡＴにつきま

しては、全国からその被災地に集まってきますので、

北海道から沖縄まで厚生労働省のほうが指示を出し

たら集まってくるという形になっております。 

  ＤＭＡＴの先生方が医療救護所まで行くというイ

メージではなくて、例えば全体の医療状況を見て必

要なところに応援に駆けつけていただいたり、例え

ば医師会のほうに所属される先生方も支援に来てく

ださいますので、その先生方も御協力をいただきな

がら、早急に医療体制を構築していくという流れに

なっております。 

○澤田直己委員 そのあれはないんですか、緊急事態

やから、例外的に、例えばこの風邪薬とかやったら

渡してもいいとか、そんなんは一切ないんですか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 緊急の対応というの

が、まさしくこの医療救護所の設置というのがそれ

に当たると思っておりまして、通常の病院とか診療

所が現存しておりましたら、そこで通常の医療を提

供していただくんですけれども、壊滅的な被害が起

こったときの医療の補塡として、医療救護所を設置

をする。そこで提供する医療は、災対法に基づいて、

医療費については、その法に基づく対応になります

ので、特別な対応という位置づけになります。 
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○澤田直己委員 災対法って何ですか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 災害対策基本法とい

うことになります。 

○澤田直己委員 違うものを想像したんですみません。

災害対策基本法、勉強不足で申し訳ないです。分か

りました。 

  議案参考資料にも、温度管理も含めた適正保存と

有効期限、これはふだんの備蓄をしている状況にお

いて、こういうことが担保されているということな

んでしょうけども、一旦取り出してスーツケースに

入れて運ぶわけじゃないですか。被災地に持ってい

ったりするわけ、だから医療救護所とかに持ってい

く。少なくとも三日間ぐらいは温度管理がされてな

い状況が普通に想定されるのかなと思うんですけど。

その辺は、僕は薬の専門家じゃないんで、何がどう

か分かんないですよ。多分インスリンの薬なのか、

ほかのやつか分かんないですけど、それは大丈夫な

んですか。三日間、例えば真夏、８月とかであって

も使える状態なんですか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 実際に医療救護所で

活用することを想定しまして、一部、インスリンに

つきましては、ふだんから冷所保存が必要なんです

けれども、薬局においての備蓄は、スーツケースの

中ではなく、それだけは冷蔵庫内で保存をというこ

とでお伝えをして、保存していただこうと思うんで

すけれども、そのほかの医薬品の選定においては、

常温で置いておくことが可能な薬剤を選んでおりま

すし、あと薬局の中での保管につきましても、薬局

の中に通常の医薬品がある、そういうところに準じ

たところで、適正な管理をしてほしいということで

指示をしていこうと思っております。 

○澤田直己委員 先ほど一番最初に、この薬の量が十

分かという質問させてもらいましたけど、理想を言

えばいろんな薬が常時備蓄されていて、傷薬も含め

てあるのが理想とした場合に、取りあえず今回のこ

の予算であったり量であったりでも十分、南海トラ

フぐらいの地震が来ても、市民の安心、安全という、

そういうことを使えるような状況じゃないやろうけ

ども、一定担保できるんか。 

  要は、今回はスモールスタートとして始めたのか、

今後、検証もしながら、もうちょっとこの薬必要や

ねとか、もうちょっと量要るよねとか、そういうよ

うなことも、始める前にこんなん聞くのもあれやけ

ど、そういう何かこれで十分という意味での提案な

のか、これはスモールスタートとして始めたような

意味合いなのか、その辺聞かせてください。 

○濱本利美保健医療総務室参事 これで十分かと言わ

れますと、被害の想定が何せ読めないというのもあ

りますが、上町断層地震の規模感で想定はしており

ますが、これが絶対値とは考えておりません。 

  なので、読めない中ではありますが、加えて従前

から大阪府がこの医療救護所の分も含めて七日間分

の備蓄をしています。その中で、うちとしては当座

の最初の三日間分の最小限の医薬品を市として確保

しようということで構築しているものですので、こ

れで十分ではないとか、府の備蓄も足らないという

ふうな事態が起こりましたら、それを早めにキャッ

チをしまして、府、国を通して、供給の確保という

ことに努めることになろうかと思います。 

○澤田直己委員 分かりました。 

取りあえず置いときます。 

○小北一美委員 １点だけ、ＲＳウイルスのほうの

231ページの参考資料のものです。これ北摂近隣市

町村になるんですけど、高槻市が入ってないのは何

でなんですか。島本町が入っているのに、高槻市が

入ってへんのは何でなのか。 

○細川裕基地域保健課主幹 定期の予防接種につきま

しては、北摂市で覚書締結はしてございますが、Ｒ

Ｓ母子免疫ワクチンのＡ類の覚書につきましては、

高槻市がこのＡ類の予防接種にメリット等を考えて

するものでございますが、覚書締結によって、やは

り締結事務でございましたり、発生するというとこ

ろで、ここには高槻市は参加しないというところで

なっておりまして、インフルエンザ、コロナワクチ

ンとの覚書につきましては、高槻市も参加するとい

う状況になっております。 

○小北一美委員 高槻市さんが何で参加せえへんのか

というあれなんですけども、先ほどからの議論もあ

りましたように、ワクチンはいろいろメリット、デ

メリットありますので、そういった情報をやっぱり
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しっかり、これは国が推奨する、来年度から実施す

る事業なので、そこはきちっと情報提供した上で、

あと自己責任で打っていただくような形にしてもら

いたいと思いますので、これ要望しておきますので、

よろしくお願いします。 

○玉井美樹子委員 先ほど来、質問があった災害時の

薬の備蓄体制のことですが、詳細とか、薬はなるべ

く無駄にしないようにというようなことが、やり取

りの中では分かったんですけども。拠点の薬局で受

けていただくに当たって、それを受けることが薬局

にとってマイナスになったり、地域によったら使う

薬に同じように備蓄しても差異が出たりとかいろい

ろあるのかなと。その辺りは無駄にならないように

ということでも、そういった薬局にとってマイナス

になるようなことはないんでしょうか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 この間、薬剤師会さ

んとも協議を重ねてまいりました。例えば、薬品を

選ぶ上でも、備蓄薬局さんで流通備蓄ができやすい

ような薬剤を選んだり、それから各備蓄していただ

く医薬品は基本的に市のものになりますので、薬局

さんにマイナスになるようなことは基本ないような

形での仕組みをつくっております。 

  ただ、各薬局さんの通常の医薬品の出入りによっ

て、一部、流通備蓄ができないものも想定をされる

かなとは思っております。それは、今年度は市が買

ったものをそのまま置いていただく。次年度以降の

予算につきましては、その流通備蓄をする上でのマ

イナスが出る部分を一定想定をしまして、令和９年

度の予算に積算した上で、御提案しようかなと思っ

ているところです。 

○玉井美樹子委員 次に、自殺対策はここですよね。

吹田市の教育ビジョンの中に、子供の自殺対策強化

プランというのが強化というふうに書かれてるんで

すけれども、地域保健のところも第２次自殺対策計

画の中に、子供とか若年女性の自殺の増加があると

いうふうに書かれていて、具体的に計画の中にも示

されているんですが、教育委員会との連携というの

はどうなっていますでしょうか。 

○前田知穂地域保健課主幹 教育委員会との連携は、

従前から教育センターと共催で、小・中学校の教職

員向けのゲートキーパー研修を実施しておりまして、

あと青少年室とは共催で、市内の大学、高校との連

絡会を実施するなど、若者全体に関わる部署に広く

連携させていただいて、事業の実施、企画運営のと

ころから一緒にサポートしていただいているという

状況がございます。 

  加えまして、令和７年度につきましては、教育セ

ンターさんのほうからも少し研修を増やしたいとい

う御要望も頂いておりまして、例えば高校連絡会の

ときに若者の自殺未遂行為に対する対応についての

研修を実施したんですけれども、そこに高校の先生

だけではなくて小・中学校の先生も受講できるよう

な形で、対象を広げて実施するなど、研修の充実を

図っているところでございます。 

  そういった日々のそのつながりのところから、逆

に公立中学校の一部の学校から、うちの学校でゲー

トキーパー研修を実施してほしいみたいな御要望も

少し上がってくるようになっておりまして、少しず

つではあるんですけれども、連携が広がってきてい

るところです。 

○玉井美樹子委員 以前お聞きしたときも広げていき

たいと言われていたんで、取組が広がっているのか

なと思います。 

  子供の兆候ということで、学校と教育センターと

は連携されているんですけども、児童センターとか、

一定利用できる年齢層が上がってるところあります

よね、取組が広がっているところとかね。児童部と

の連携はどのようにされているでしょうか。 

○前田知穂地域保健課主幹 児童部につきましても、

自殺対策推進庁内会議の実務担当者のところの委員

になっていただいておりますので、従前から自殺対

策の取組を連携、特に児童部は居場所づくりに関す

るようなところを担っていただいている部分があり

ますので、会議の中で進捗を共有しながら、連携を

図っているところでございます。 

  委員おっしゃる児童センターとの直接の連携とい

うところは、地域保健課としてまだ取り組んではい

ないところではあるんですが、そこも含めて児童部

の代表の機関の担当者の方々と、また検討してまい

りたいと思っております。 
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○玉井美樹子委員 ぜひ居場所のところになっている

ということでしたら、そういったところもぜひ考え

てほしいなというふうに思いますし、こども家庭庁

ですか、亡くなった子供たちの兆候とか原因とか、

その辺りが出されているかなというふうに思うんで

すけど、例えば学校に行きづらかったりとか、そう

いった人たちの受入れは児童センターでも行ってい

ると思いますので、その辺りの連携は地域保健のと

ころからしっかり言っていただきたいなというふう

に思います。 

  ゲートキーパーの研修は行われてる、ちょっと広

がってきてるというふうに言われてますけど、子供

たちが亡くなる兆候の中に、リストカットだったり

オーバードーズだったり、いろんなことがあるのか

なというふうに思うんですが、実際、こういうこと

を行ったらこんな、例えば薬物のことはしっかり専

門的な研修というか啓発的なことがなかったら、ゲ

ートキーパーだけが増えていってもそこは防げなか

ったりとか、そういったこともあるのかなというふ

うに思うんですが、その辺りはどうなっていますで

しょうか。 

○前田知穂地域保健課主幹 委員おっしゃるとおり、

ゲートキーパーで直接的に学校等で関わる先生だけ

が話を聞いていても不十分かなと思っておりまして、

いろんな環境でつながっていくということが大事か

と思っております。 

  その対策の一つとして、例えば今年度であれば、

市内の薬局やドラッグストアで従事されている薬剤

師等の方に対する研修を実施したり、要はオーバー

ドーズ等で市販薬等を買いに来たときに接する可能

性がある方たちへの啓発だったり、それからそもそ

も子供たちに対する、高校生、大学生のところにな

ってくるんですけれども、ＳＯＳを出していいんだ

よという、そのＳＯＳの出し方教育の部分であった

りとか、多角的にいろいろな取組を行っていく必要

があると考えております。 

○玉井美樹子委員 ゲートキーパーとまではならなく

ても、例えば接するだろう人たちに対して、オーバ

ードーズってこんなことで、薬剤師さんが知るのは

もちろんのことやと思いますけど、もう少しそうい

う地域に向けたじゃないけど、できるだけ身近なと

ころで増やす取組はしてほしいなと思います。 

  ちょっと戻るんですが、ゲートキーパーの令和７

年度の実績は言っていただいたんですが、新年度、

2026年度ですか、そこでの予定なんかは決まってい

ることがあれば教えてください。 

○前田知穂地域保健課主幹 定期的に行っている教職

員の方や市職員向け等のゲートキーパー研修に関し

ては、従来どおり実施が決まっておりまして、加え

まして依頼に応じて実施するという形で、市内の高

校から２校、依頼を頂いておりまして、それが生徒

向けのＳＯＳの出し方教育というところが決まって

おります。 

○益田洋平委員長 理事者から、先ほどの澤田委員の

質問に対する答弁の訂正について申出がありますの

で、ただいまから発言を許可いたします。 

○濱本利美保健医療総務室参事 先ほど澤田委員の御

質問で、医療救護所が特別な対応だということで、

法律の名前を申し上げました。先ほどは災害対策基

本法と申し上げましたが、法で実質弁償をされる根

拠となっている法律は、その法律ということではな

くて、改めますと災害救助法の間違いでしたので訂

正をさせていただきたいと思います。 

○益田洋平委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので、許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○五十川有香副委員長 先ほど来、ほかの委員さんか

ら災害時の件でお話をされていて、基本的だけど確

認なんですけど、医療救護所については６か所とい

うことで６ブロックに分けてということですが、資

料では備蓄薬局を６か所とは書いていないので、そ

れはもう分散という形でされるのか、拠点の薬局も

６か所ということなのか、お答えください。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 備蓄薬局につきま

しては、医療救護所の近く６か所に設置しようかと

考えております。なので、１救護所当たり１か所ず

つという形になります。 

○五十川有香副委員長 １救護所当たり１か所という

ことです。 

先ほど来、その薬局も大丈夫か、いろんなね、そ
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ういった要求があるよねということで、その場合は

ほかからということですけれども、リスク管理とい

うところからすると、分散型のほうがいいのではな

いかなと思いますが、今回その６か所にまとめた理

由を教えてください。 

○廣瀬智恵子保健医療総務室主幹 一番最初に医療救

護所として、まず１ブロック当たり１か所ずつ設置

するということが決まっておりましたので、その設

置予定場所の近くということで、６か所ということ

に決めております。 

○五十川有香副委員長 実際、これまで災害対応、大

阪北部地震とかもですけれども、吹田市でそういっ

た災害対応で、コロナも含めてでいいですが、イン

フルの対応、薬がないといったような状況で、現状

の体制の中で災害対応されたことがあれば、その事

例をお答えください。 

○濱本利美保健医療総務室参事 北部地震のときに、

吹田市でも任意の救護所が設置をされたり、豪雨が

来た際にも任意の設置がありましたけれども、こう

いった医薬品とか医療体制を整えるというふうな対

応したことは、過去にはございません。 

○五十川有香副委員長 その際は、大阪府から対応依

頼というか、対応していいただいたということで理

解してよろしいですか。 

○濱本利美保健医療総務室参事 例えば、コロナのと

きのように一部解熱鎮痛剤が品薄になるとかという

ふうな事態があったかと思いますが、国、府を通し

て供給の整備ということをされたと認識しておりま

す。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  ８月に、私たち議員にも薬剤師会の方々から要望

書というのが出ております。これは市長宛てに出さ

れているかと思いますが、その中で、災害時に運ん

でくださいというところと、あとその中で換気とか

そういった、いわゆる薬局が整備できるような形で、

そういった環境整備もしてほしいというような要望

もあったかと思いますが、その点は今回、反映され

ていないと思うんですけれども、どのような検討を

されたのかお答えください。 

○濱本利美保健医療総務室参事 令和８年度予算に対

する、要望書を頂いた中身におきまして、この医薬

品を備蓄するというところにつきまして、備蓄をい

ただく薬局における、どこに置いていただくかとい

うところで、医薬品が適切に管理できる部分をとい

うことでお願いをしております。 

  今回、避難所とかの衛生管理や換気が必要という

ことで御要望を頂いている件につきましては、健康

医療部ではないところで対応していることになりま

す。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

次、行きます。先ほど玉井委員から、子供の自殺

の件でお話をいただきました。私もその点、気にな

っていたんですけれども、ホームページを見させて

もらったら、自殺対策ということで自殺対策推進懇

談会というのをされているんですけれども、見たと

ころ、ホームページとか事後的にもですが、何も掲

載をされていないんですが、どういった検討をされ

て、令和８年度、具体的にどのように政策を進めて

いかれるのかお答えください。 

○前田知穂地域保健課主幹 自殺対策推進懇談会につ

きましては、今年度、令和７年12月25日に開催され

ておりまして、事後的に資料の公表等をさせていた

だいております。 

  今年度につきましては、こちら外部委員の弁護士

の方、医師会の方、民生委員さん、市民委員の皆様

であったりというところで、市が実務担当者会議の

中で話し合った概要について、それぞれの室課の取

組に対して御報告させていただいて、それに対して

御意見を頂いているような会議になっております。 

  今年度は、やはり若者の自殺対策のところについ

ての御意見が多くて、例えば民生委員の方からは、

産後のあまり動けない時期の支援が重要であるとい

うところであったり、医師会の先生もそういったと

ころ、オンライン診療なども検討しているけれども、

なかなか実現が難しいであったり、それから例えば

薬剤師会の方からは、小・中学校や高校に対して薬

物乱用防止教室を毎年実施しているんだけれども、

なかなか児童、生徒の悩みをキャッチする受皿にな

りきるところが難しいので、そういった要請に課題

を感じているというところであったり、そのような
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御意見を頂いております。 

  市民委員の方からも、若者の自殺というのが、以

前に比べて随分と身近な話題になりつつあるという

のを実感しているという御意見を頂いておりまして、

やはり真面目な子ほど、先生とか保護者とかに頑張

れしか言われなくて、できなかったときにすごく落

胆してしまったりだとか、苦しくなっている状況が

あるんではないかというところで、本当に身近な大

人がそういうときに気づける、気づいて声をかけれ

るようになるというのが、市民としても大事だと感

じたというところを御意見いただいております。 

○五十川有香副委員長 じゃあ、７年度はまだ議事録

上がってないんですけどということですね。もうち

ょっとかかるという意味ですね、事後的に上げられ

て。 

それで、８年度、具体的に何をされるのかという

ことをお答えください。 

○前田知穂地域保健課主幹 なので、８年度の取組と

しましては、先ほどから申し上げていますとおり、

教育センター等との連携を強化させていただいて、

研修回数を増やしたりだとか、それからこういった

連携を通して個別事案の学校からの御相談というと

ころも増えてきたりしておりますので、個別のそう

いう未遂事案のケース対応でお困りの支援者の御相

談に乗っていくというところも含めて、引き続き充

実させていこうと考えております。 

○五十川有香副委員長 あと、残念ながら亡くなって

しまった子供の周りの子供たちのケアというのも非

常に大事かなと思うんですが、学校だけの対応は限

られていると思いますので、その辺りはどのように

お考えか教えてください。 

○前田知穂地域保健課主幹 今回研修を御依頼いただ

いてる個別の学校の中には、一部そういった事案を

経験されていたりだとか、生徒だけでなく先生自身

も非常に傷ついておられたりというところで、そう

いった重大事案があった際に、どういうふうに心の

ケアをしていくかというところの御相談もこちらで

は受けております。なので個別の相談はもちろん対

応させていただきますし、そういった傷つき体験が

あったときの心のケアの重要性というところを、広

く学校等に周知させていただく、啓発させていただ

くというところも大事なことかなと思っております。 

  どうしても生徒一人一人に対しては、直接地域保

健課が関わる機会が少ないんですけれども、まず学

校の先生のケアだったり、そういう視点を伝えるこ

とが子供たちのケアにもつながると考えております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。よろしくお願

いいたします。 

  最後、あと１点ですけど、保健所さんがというこ

とで、事業別予算でいうと146、147ページですけれ

ども、これについては食品衛生管理の件で様々な指

導などされているということですが、具体的に地域

の方々が行う祭りなどの出店について、どういった

決まりで各地域等にお伝えをされていますでしょう

か、お答えください。 

○穴瀨雅美衛生管理課長 地域のほうで催される食品

を調理、提供するようなイベント事ですね、自治会

ですとか子供会とかが主催となって開催される夏祭

りとか、そういったものだと思うんですけれども、

こちらにつきましては、臨時出店届というものを保

健所のほうに提出していただくようにお願いしてお

ります。こちらの臨時出店届なんですけれども、実

際に提供される食品であるとか、どのような調理を

されるのか、そうした内容を記載していただくもの

になります。そちらを保健所のほうで見させていた

だいて、必要な指導のほうをさせていただく、そう

いったものになります。 

○五十川有香副委員長 これ法律が変わって、何かこ

の使えない食材が変わるということは分からんでも

ないんですけども、そういったところでないにもか

かわらず、毎年度違うことを言われるというような

状況も聞いておりますので、その都度対応されてい

ると思うんですけれども、一旦こういう祭りの場合

は、例えばホームページ上に、こういうのに注意し

てくださいねみたいな、標準的な、例えばという形

で、広くぱっと見て分かるような説明をぜひしてい

ただきたいなと思うんですが、その点いかがですか。 

○穴瀨雅美衛生管理課長 こういった臨時出店届を提

出していただく際なんですけれども、見た目としま

しては、業として露店の営業される方と同じになる
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んですけれども、こういった臨時出店届の提出者に

対しては、いわゆる食品衛生法に基づく営業許可と

いうのは求めておりません。ただ、食品を調理、提

供するという点に関しての衛生上のリスクは同じに

なりますので、基本的には営業者に対する指導内容

と同じ内容で、臨時出店届をお出しになられた方に

は保健所のほうから指導させていただいております。 

  例えばなんですけれども、生もの、お刺身である

とか生野菜のサラダ、そういったものは基本的には

露店営業では提供してはいけないものということで

指導させていただいておりますので、同様のものを、

臨時出店届をお出しになられた方が、提供を考えて

おられるというようなことのお申出があったときに

は、保健所のほうから、そういったものは取り扱う

べきではないという内容でお伝えはしております。 

  ただ、臨時出店届をお出しになられた方につきま

しては、営業者に対してのその法的な拘束力を持っ

た義務的な指導、強制力を持った指導にはなりませ

んので、その辺り、実際にこの指導を受けられた届

出者の方がどのように受け取られるのかによっては、

実際にそのイベントの中でその食品は実際に提供さ

れるのか、あるいはされないのかといった判断が分

かれるといったことはあろうかと思います。 

○五十川有香副委員長 なので、一旦ホームページ上

にも参考という形で、先ほどずっとその答弁では指

導とはおっしゃっているんですけど、それはあくま

でそのルールを参考にした助言ということではなく、

もう指導というレベルになるのかというところは、

結構重要かなと思っているのと、だからこそ、ある

程度の情報をしっかりと、どの市民が読んでも、ど

の地域の方が読んでも、一定分かるようなものは提

示していただきたいなと思いますが、その点いかが

ですか。 

○穴瀨雅美衛生管理課長 副委員長御指摘のとおり、

分かりやすい情報提供には努めてまいりたいと思っ

ております。 

  繰り返しにはなりますけれども、保健所として取

り扱ってはいけませんと、強制的にそのようにお伝

えするということができない内容になりますので、

それも含めて、より分かりやすく情報提供に努めて

まいりたいと思っております。 

○五十川有香副委員長 お願いします。 

置いときます。 

○林 恭広委員 今、出てない話になりますので、た

だちょっと似たような話かなと思っているんですが、

今回、国の指針に基づいてＲＳワクチンがというよ

うなお話だったと思うんですけれども、以前、これ

も大分前の令和３年に、うちの会派の高村議員が、

当時、男性のＨＰＶワクチンの件について質問させ

ていただいておりまして、そのときに国の動向を踏

まえてというような御答弁を頂いておる内容なんで

すけれども、現在ちょっと時間がたっておりますの

でそこを、国の動向まだ大きく変わってないのかな

とは思うんですけども、吹田市の今の状況というの

はどういうふうになっておられるか、御答弁いただ

けたらなと思います。 

○黒田雅子地域保健課主幹 男性のＨＰＶワクチン接

種につきましては、今、シルガード９、女性で使っ

ている主なワクチンなんですけれども、そちらの薬

事承認が男性でも使えますというのが決まったとこ

ろでございますので、定期接種化に向けて国のほう

の検討が進んでいると、こちらは認識しております。 

○林 恭広委員 まだ多くなっておりません。こちら

のホームページも定期接種の件に関しては広報して

いただいておりますので、そこに関してはありがと

うございますというところですし、ただほかの市で

は、国に先行してやっておられるような事例もござ

いますので、そこは国のというのも非常に分かるん

ですけれども、引き続き御検討いただけたらなと思

っております。 

  あともう１点、小北委員が議会で御質問されてた

民泊の話について、質問させていただきたいんです

けれども、今、民泊というものについて、私自身は

まちづくりというふうな観点からの民泊というのを

考えるべきではないかというふうにも思っているも

のではあるんですけれども、本市は中核市ですから

保健所があって、民泊というものに対しては、こち

らが担当されているような状況かなと思っておりま

して、それというのは、そもそも中核市でない他市

では、保健所がないところでは違う部署が担当され
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ているような件も見受けられるんですけど、民泊を

保健所さんがやっておられるような経緯というのを

お教えいただけたら非常に助かります。 

○平田武志健康医療部参事 住宅宿泊事業法は、従来、

宿泊施設の不足でヤミ民泊の急増による社会問題化

を背景に、無許可民泊を排除する、そして健全な普

及を図るために2018年に住宅宿泊事業法が施行され

ております。 

  この住宅宿泊事業法というものは、旅館業法の許

可を得ずに宿泊料を受けて、住宅に人を宿泊させる

事業です。実質、受入れする日数に制限がございま

して、年間の提供日数の上限が180日というもので、

この部分で一定旅館業と区分けがされているという

ふうな制度であります。 

  保健所設置市においては、法律によって市でこの

事業を受けることができるんですけれども、基本的

にこの事業は都道府県が受けておる事業です。です

から、保健所を持っていない自治体については、大

阪府のほうが届出の権限を受けていると。一部、政

令・中核市、大阪府内の中でも保健所を持っていて

も事業を受けないという形で、大阪府のほうで事業

をやっておられる自治体というのもございます。 

○林 恭広委員 私も、小北委員もそうですけれども、

ニュータウンに住んでおる議員の一人でございます

ので、実際、地域のほうで、本当にこれは普通に住

んでおられるのか、それではないのかということを

よくお声を頂くことがございますので、実は。です

から、議会で御質問されているところに対して、す

ごく興味があったというところで触れさせていただ

きました。 

ぜひとも、引き続き条例とかというほうのことに

なっていくのかなと思うんで、これは都市計画部の

ほうとも連携が必要になろうかと思いますので、御

尽力いただければなと思います。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、暫時休憩をい

たします。 

（午前11時57分 休憩） 

（午後１時 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  なお、本議案に関係する学校教育部の職員にも出

席いただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○澤田直己委員 第２アライアンス棟の整備方針のと

ころに、食の実装機能を含む施設整備というのが書

いてあったと思いますし、いつか、去年ぐらいかな、

議会でも質問させてもらったと思うんですけど、こ

の食の実装機能、一つは中学校給食でしょうけども、

具体的にほかに何かあるんですかね。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 第２アライアンス

棟（第Ⅰ期）の施設を活用した食の実装機能としま

しては、今後、国循さんや健栄研さんの知見等を生

かして、事業者の自主事業として展開されるものは

複数見込まれますが、現時点で具体的に確定してい

るものはございません。 

  しかしながら、中学校給食においても、中学生の

みを対象とするものではなく、その後ろにいる保護

者への食育の啓発であったり、その事業効果という

のは全市民を対象として展開できるような事業とい

うふうに認識しております。 

○澤田直己委員 あと以前は食育センターといったよ

うな話もあったと思うんですけど、この辺はこの令

和８年度以降、そういう整備も進めていくような流

れなんですかね。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 現在整備を進めて

おります第２アライアンス棟（第Ⅰ期）は、先ほど

御質問いただいた給食の施設と同一の施設となって

おりますので、令和10年度２学期に向けて、整備を

進めているところです。 

○澤田直己委員 流れで質問を考えていたんで、何か

引っ張り出すとちょっとしんどいんですけど、結構

長いこと、これうちの会派でも質問しているんです

けど、ただの給食センターではなくて、例えば高齢

者向けの配食とか、子供食堂的な機能とか、そうい

ったものもあったほうがいいんじゃないかとか、そ

んな話もしてたと思うんですけど、そういう給食だ

けに捉われない調理場の活用方法とか、この辺はど

のように、この令和８年度以降どんな感じで進めて

いこうとされているんですか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 福祉施設への配食
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事業であったり、今御質問いただいた子供食堂であ

ったりにつきましては、既に事業者としても一定の

御関心は示されている状況です。 

  しかしながら、大規模調理施設を活用してという

ことで、給食事業への影響であったり、あとは事業

の拡大に伴う周辺環境の影響であったり、そういっ

たところであったり、地域のニーズ等々も踏まえて、

今後、具体的な検討を進めていく予定となっており

ますので、現時点で明確な、どの事業を実施すると

いうところは決定していない状況でございます。 

○澤田直己委員 イノベーションパークなんで、ただ

の給食センターでは駄目なわけで、当然、国循とか

健栄研なんかといろんなその協議なんかも重ねてい

ると思うんですけど、例えば一つは中学校給食を吹

田市内の中学校に配食して、そこから得られる、ど

うやるかは別にして、得られるデータとかもあると

思うんですけど、それを国循なんかが何かのその研

究に生かしていくような、ちょっとそこまで決まっ

てないんかな。そういうような方向性で何か話合い

が進められていたりとか、今後、建築もしていくわ

けでしょう。そういうのがあるという前提でもし進

めるんであれば、そういう設計もせなあかんやろう

から、その辺はどんな流れなんですか。 

○福井佑介保健給食室主幹 中学校給食につきまして、

我々は基本計画というのを定めております。その中

におきましても、給食提供におきましては健都の強

みを生かして、国循等との連携をして取り組んでい

きたいということをうたっております。 

  国循との連携、具体的にはおっしゃるとおり、こ

れからにはなりますけども、減塩だけではなくて、

栄養バランス等の観点を踏まえた献立の提供といっ

たことも考えていきたいというふうに考えておりま

す。 

○澤田直己委員 何年も前に、うちの会派の代表質問

で、この場所を活用してはどうかと提案したときに、

国循と連携して、例えば減塩レシピとか、体にはい

いけどもまずいのはちょっと嫌なわけです、当然ね。

これは悪いことじゃないねんけど、やはり日本一お

いしい給食を目指してくれという締めくくりを常に

していたんですよね、うちの会派はね。 

そういう何かちゃんと、当然、国循が絡むから減

塩レシピとかもそれはいろいろ取り入れたりするん

でしょうけど、その味というところのこだわりとい

うか、どのように子供たちがすごい学校給食おいし

いねというような方向に、そういう話もしてると思

うんで、その辺の方向性を教えてほしいです。 

○伊東昌宏保健給食室参事 例えば、小学校であれば、

そういうかるしおを使った料理のアンケートを取っ

たりしていますので、そういったことをしている中

で、献立についてはこのような意見を取り入れるよ

うな形をして、献立に生かしていきたいなというふ

うには考えております。 

○澤田直己委員 今、３者会議なんかもやられていて、

いろいろ要望というか、白紙撤回しろとか、いろい

ろ言われているさなかではあるので、なかなか詳細

をまだまだ詰めにくいところもあるのかなとも思う

んですけども、令和10年２学期を目標に供用開始な

わけですから、時間もそこまでないのですね。そう

いったところをきっちりといいものにしていただけ

るように要望して、また次のときに聞きます。 

○五十川有香副委員長 資料ありがとうございます。

さっきの委員さんから、それの質問に対して、まだ

これからということですけれども、具体的にいつそ

れが明確になるんでしょうか、その内容。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 先ほどの御答弁の

とおりとなりまして、具体的な時期というのは現時

点で申し上げるのは難しい状況です。 

  理由としましては、先ほどのとおりになりますが、

今後、国立健康・栄養研究所さんであったり、国立

循環器病研究センターさんであったり、様々な研究

機関が健都にも所在しており、吹田市内にはそれ以

外にも千里金蘭大学さんであったり、ほかにも食分

野で連携可能な機関等がある中で、各機関の意向等

も把握した上で、優先的に取り組むテーマというと

ころを設定していく必要がありますので、現時点で

は具体的なスケジュールというのは立っていない状

況です。 

○五十川有香副委員長 それは現時点ではですけど、

令和８年度の当初予算というか出されて、実施計画

も出されていますので、８年度にはどの程度検討し
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て、どの方向まで持っていくんでしょうか、その予

定をお答えください。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 令和８年度におき

ましては、そういった関係機関とまず意見交換をで

きる場を設定することが必要と考えておりまして、

具体的には既に先ほど申し上げたような国循さん、

健康・栄養研究所、千里金蘭大学さん等が参加して

いる食環境のプロジェクトチームがございまして、

そういった会議の場に事業者の参画を促すことで、

今後、意見を進展させていくよう働きかけてまいり

たいと考えております。 

○五十川有香副委員長 まだ優先交渉ということで、

決定はされてないという状況ですけれども、決定を

されてからそれを、事業者の参画を促すという理解

でよろしいんでしょうか。それであればいつの時期

ぐらいか、８年度のどれぐらいの時期を考えておら

れるのかお答えください。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 決定前においても、

各機関と個別の場というのは調整が必要と考えてお

りますが、具体的な議論は決定後という形で考えて

おります。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

今、決定前で、優先交渉権者との間の話は、その

ような形で今されているということですけれども、

一方でその周辺の住民の方々から様々な意見が出て

おります。 

  ２月16日、資料を頂いたあれですけれども、開催

されたこの３者会議というのは、そもそものその開

催された経緯と、あとこの摂津市、市長及び関係部

局というふうに書かれていますけれども、この質問

に対してお答えになっておられるのはどなたなのか

教えてください。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 まず、３者会議の

開催の経緯としましては、昨年度来、近隣の住民に

本事業に関する説明等を行ってきた中で、地元自治

会を中心としまして、本事業の白紙撤回を求めるお

声を頂いておりました。そういった意見を踏まえま

して、このたび地元自治会のほうから摂津市に対し

て、３者会議の開催の要望がございまして、摂津市

を通して本市に対して出席の依頼があったものです。 

  ３者会議における各発言としましては、主には本

市市長による御回答となっておりまして、摂津市に

おきましては、全て摂津市長からの回答を御提供の

資料にはお示しをさせていただいております。 

  本市としては、健康医療部長として岡松が出席を

しておりまして、答弁の中には、優先交渉権者の選

定に当たって、最低基準等の設定があったかといっ

た御質問に対しましては、健康医療部長からの御回

答をさせていただいております。 

○五十川有香副委員長 これ何番になりますか、この

資料。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 資料の中のナンバ

ー６が、健康医療部長の発言となっております。 

○五十川有香副委員長 それ以外は市長だということ

で、はい。 

  この内容の中で、ナンバー９ですね、このほか、

３年間、このお昼の１食だけの給食を提供したとし

ても、将来の健康に影響はどうなのかという質問に

対して言っておられるんですけれども、吹田市とし

て、こういった中学校給食の研究については全国的

にも事例があるのか、調査をされているんであれば

お答えください。 

○福井佑介保健給食室主幹 学校給食を題材にした研

究、すみません、どういったものがあるかというと

ころまでは把握できておりません。 

○五十川有香副委員長 もともとこの学校給食を行う

にはすごく在り方検討などもされて、総合教育会議

でも平成29年に議論されて、どういう基本的な考え

というところは、先ほどの委員さんもおっしゃいま

したけれども、おいしく楽しくというようなことで

書かれていて、一方で今ずっと市長の、この間の委

員会でも分科会でもありましたけど、施政方針には

研究施設というか、そういった形で文言が非常に変

わっていってるんですけれども、それはなぜ、どの

時点でそういうふうに変わってきたのか、その理由

についても教えていただけますか。 

○福井佑介保健給食室主幹 中学校給食の全員給食化

に向けましては、平成21年に選択制のデリバリー方

式、現在の方式が始まって以降、大阪府内でも給食

が始まり、全員給食に向けて進んできたというとこ
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ろです。 

  令和２年度に開催した在り方検討会議のほうで、

全員給食の方向性が示されたというところで、その

中でおいしく楽しく食べられる食育の推進ができる

システムの確立などは、基本的な考え方を示されて

おります。 

  また、そこと提供手法、どういった形で提供でき

るのかというのを考えながら進めていった中で、健

都イノベーションパークというところが一つの候補

地というふうになってきたというところがございま

す。 

  公設の方式であったり、民設の方式であったり、

食缶のデリバリー方式であったり、様々な方式を比

較検討する中で、学校給食を出発にした生活習慣病

予防につながる給食に取り組みたいというふうに考

えたところで、基本計画の案を策定し、パブコメを

行ったところです。 

  そういった中で、先ほど申し上げた健都の中の国

循との連携の給食ということもうたっておる中で、

進めてきておるというところでございます。 

○五十川有香副委員長 ２月16日で、様々な御意見が

ありましたが、それに対して、この２月16日の３者

会議を受けて、周辺のこの住民の方々が困惑されて

いるというのは、様々な報道もされたり、私たちも、

吹田市民もテレビなどを媒体としても目にすること

があって、混乱、どうなってんのという吹田市民の

方々もたくさんいらっしゃいます。 

  確認したいのが、この今、基本協定案が募集のと

きに示されたやつは公開もされていますけれども、

こういったこれまでの様々な周辺住民等とのやり取

り、２月16日のことも受けて、この基本協定案に対

して見直し、検討された項目というのはあるのでし

ょうか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 これまでの経緯を

踏まえて、現時点で基本協定書の案に変更が生じた

といったことはございません。 

○福井佑介保健給食室主幹 基本協定案につきまして

は、先ほど健康医療部のほうから御答弁ありました

けども、要求水準書というのを給食の関係で出させ

ていただいております。その中で、去年の３月に開

催した説明会の中での御意見を踏まえまして、周辺

環境への配慮という部分をちょっと強めるような修

正はさせていただいた上で、発信させていただいて

いるということでございます。 

○五十川有香副委員長 あと、ぜひ今後も何かお話等

をされていく中で、ここの資料で見させてもらって

いても、まだまだ御理解は十分いただけてないなと

いうのは思いますし、今言ったような、吹田市民の

中学生だったり、今後中学生になるという今小学校

の生徒や保護者の皆さんにも、今こういう現状だと

いうことは十分に情報提供すべきだと思うんですが、

その点はいかがですか。 

○福井佑介保健給食室主幹 全員給食に向けた取組の

中で、こういった取組を進めていくということの情

報発信の仕方に関しては、考えていきたいと思いま

す。 

○五十川有香副委員長 お願いします。拙速に進めな

いように、しっかりと丁寧に聞いた上で、変更があ

れば十分に検討していく、優先交渉権者に対しては、

拙速に決めないでですね、少なくとも今、権者とい

うところで、吹田市が権限を持っている間に、市と

してしっかりとした判断をしていただきたいと思い

ますので、十分に周辺住民をはじめ市民、周辺住民

の皆さんの御理解を求めていくというか、御理解な

しには進めないということが重要かと思いますが、

その点いかがですか。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 今後におきまして

も、今までよりも具体的な施設ですとか、本事業に

関して周辺の皆様に御説明することができますので、

年度内の住民説明会に向けて、日程等、摂津市さん

ですとか自治会の方と調整しながら進めていく上で、

その説明会の中で少しでも住民の皆様の不安解消に

つながるように努めてまいりたいと思います。 

○五十川有香副委員長 置いときます。 

○中西勇太委員 手短に少し確認を追加させてくださ

い。 

  給食センター、食育の研究ということですけど、

健都は、そもそもこれまでに食育を研究された実績

はあるんですか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 身近な具体例とし
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ましては、国立循環器病研究センターさんにおいて、

本市との共同研究といった形で、小学校給食を活用

して、子供たちだけではなく、その保護者に対する

食育の手法等について、具体的な研究が令和４年度

から令和６年度にかけての３年間、実施をされたも

のと把握しております。 

○中西勇太委員 その内容は教えてもらえますか。 

○柏木郁乃健康まちづくり室参事 国立循環器病研究

センターが減塩食をかるしおという名前で進めてい

るものに関して、本市がそれを小学校給食に取り入

れて、共同研究をして減塩の、摂取について、平均

2.0ｇを目指すものでございました。 

○山根正紀健康まちづくり室長 少し補足させていた

だきますと、学校給食の中で食塩の摂取基準が変わ

りまして、月平均ですけども2.5から２ｇというと

ころに変わって、２ｇに近づけるためにはどうすれ

ばいいのかというところがきっかけとなりまして、

国循さんのかるしお知見を生かしてやっていこうと。 

  あと、食塩だけではなくて、子供世代、子育て世

代の保護者に対しても、そういった啓発ができるん

ではないかというところで、共同研究を３年間進め

させていただきました。 

○中西勇太委員 その結果はどういうアウトカムを求

めておられて、評価されていて、公表されているん

ですか。 

○山根正紀健康まちづくり室長 今、ホームページの

ほうでも３年間の共同研究の結果ということで報告

をさせていただいているところですけども、まず食

塩、客観的な数値といたしましては２ｇ未満を達成

をしております。 

  保護者へのアプローチというところで、アンケー

トだとかも取らせていただきまして、この３年間に

おいては、保護者に対する啓発も一定できたという

ところの成果を頂いております。 

○中西勇太委員 分かりました。 

かるしおというところで、健都で取り組んでいた

だいているのは、私も当然承知しているんですが、

今までの実績がそれだけですということであれば、

やっぱり健都に関わっておられる機関、施設、大学

等々も病院含めて、食育を考える機関としては非常

に弱いかなとは思うので、そのいろんな声も上がっ

ているところに誘致した以上、産官学連携して、し

っかり食育に資する研究をしていただきたいなと思

います。 

  食育が給食、３食のうちに１食がというようなと

ころで、本当に食育に資するんですかというような

声があるというようなことも会議の中であったとい

うことでしたけども、食育に関しては、人格の形成、

心身の成長に大きな影響を及ぼすというところは、

学校教育のところの基本に書かれているところでは

あるのは、もう皆さん御承知のとおりですから、確

実にあるものですけども、しっかりと意味のある研

究をできないと、やっぱりいろんな方のお声に応え

られていないと思いますし、食塩というのは大分残

念な研究だなと正直感じるんです。食塩だけという

のがですね。もうちょっと健都としてやっていただ

きたいなと、今の答弁聞いても思いました。 

  一旦止めます。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入れ替え

のため、暫時休憩します。 

（午後１時26分 休憩） 

（午後１時28分 再開） 

○益田洋平委員長 委員会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 よろしくお願いします。 

議案第19号の保健推進事業におけるがんとの共生

に関する取組について、ページでいうと225ページ

の分になるんですが、その中の事業内容の概要のイ

です。骨髄バンクドナー支援について質問させてい

ただきたいんですが、こちら我が会派の同僚議員が

本会議で質問させていただき、今回、このように取

組としてしていただけるということについて、非常

に同僚議員喜んでおりまして、そのことをまず皆さ

んにお伝えをということをおっしゃっておられたの

で、それをまず申し述べたいなというところと。 

さらにこれについてなんですが、これやっていた

だくということについては、もう本当に有意義なも

のかと思うんですけれども、ただ、これ、この資料

に載っていてということだけではなく、ここから市

民の方ないしは団体の方々に広報することが本当に
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必要だと考えておりますが、今現在、担当部として

その広報についてどういうふうに方向性を考えてお

られるかお聞かせください。 

○高口直人成人保健課主査 骨髄ドナーの助成の周知

についてですけれども、当然市報とあとホームペー

ジでの啓発に努めるとともに、あとは骨髄バンクさ

んのホームページに助成を行っている地方自治体の

一覧というページもございますので、そちらへの掲

載、それと絡みまして、骨髄バンクさんのほうで例

えばＪＲ吹田駅の広場で献血を実施されるときに、

骨髄ドナーの登録会というものも一緒に行っておら

れますので、骨髄バンクさんと連携してそういった

周知にも努めてまいりたいと思います。 

  事業の内容としまして、事業所のほうにも助成を

行うということになっておりますので、吹田市の商

工会議所とも連携して、事業者のほうにも訴えてい

きたいと考えております。 

○林 恭広委員 これ別の方からそんな話を僕も聞い

たという話なんですが、献血活動をされているとき

に、これが骨髄バンクドナー支援というところに対

して、吹田市が取り組んでなかったということでお

叱りを受けたというようなこともお話聞いておりま

した。 

  実際、やっていただけるということが、もう本当

に非常にありがたいことなんですけれども、今おっ

しゃっていただいたように、広報というのを本当に

取り組んでいただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

  置いときます。 

○清水亮佑委員 よろしくお願いします。 

まず、議案参考資料223ページの健診のやつでお

伺いしたいんですけど、30歳代、働き盛りというこ

ともあって、健診を受けたくても時間的制限あるん

かなと思うんですけど、企業と連携したりとか休日

健診とかというのは、何か市として考えていたりと

かしますか。 

○鈴木里奈成人保健課主任 現在、市内健診協力医療

機関で個別健診として健診できる、健診後、受診で

きる体制を整えています。 

○清水亮佑委員 それの周知とかというのは、どうい

うふうにやってるか教えてもらっていいですか。 

○鈴木里奈成人保健課主任 市報やホームページと、

あと市報に挟んでいます健診ガイドというものを１

年に１回発行しています。そちらのほうで周知して

います。 

○清水亮佑委員 吹田市で健診を受けている率みたい

なんて、大体どれぐらいあるか教えてもらっていい

ですか。 

○鈴木里奈成人保健課主任 30歳代健診の受診者が、

令和４年で1,256人で2.7％で、令和５年で1,178人

2.6％、令和６年で1,109人の2.43％の方が受診して

います。 

○清水亮佑委員 ２％ぐらいかなというのは、僕も30

代なんであんまり健診行かんでもいいかなとか、あ

んまり病院行かへんかったりとかという人もいるん

ですけど、あんまり30歳代の忙しい男性の方って、

市報とかあんなんとかって、僕は一応ちゃんと見ま

すけど、周りあんまり見てるかと言われたら、そう

いうところもあると思うので、何かずっとこの２％

で続いているんやったら、何か違うやり方を試して

みてもいいのかなというのもあるんですけれども、

その辺りはどんな感じか教えてもらっていいですか。 

○川見知佳成人保健課主幹 30歳代健康診査の受診者

数が少なく、受診率も２％ぐらいにとどまっている

という状況を受けまして、今回、国保の保健事業に

30歳代健診の一部の方々の分を移管したというもの

でございます。この取組によりまして、今まで個別

で受診票を送ることができていなかった方々に、き

ちんと受診票を、国保の人だけには限りますが、お

届けすることができると考えております。 

また、30歳代の方々につきましては、働いている

方も多くございますので、職域のほうで健康診査を

受ける方も多いのではないかと分析をしております。 

○清水亮佑委員 分かりました。では、また決算のと

きに聞かせてもらえたらなと思います。 

  次に、骨髄ドナー支援の部分でお伺いしたいんで

すけれども、その骨髄ドナーということに対して、

必要なことかなとも思うんですけど、なかなかやっ

ぱりその社会に浸透しにくい部分なのかなと思うん

ですけれども、その辺りは市としてどういう感じで
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思っているか、教えてもらっていいですか。 

○芳我知世成人保健課長代理 委員おっしゃいますと

おり、やはり他市の実績等を確認していても、まだ

あまりドナーに対して、登録であったり、助成に対

してというのがあまり普及していない状況ではある

んですけれども、今回、令和８年度からこの助成を

始めていく、また先ほど申しましたように、こちら

市として広報していくことによって、少しでも普及

をしていけるように、市として取り組みさせていた

だければと思っております。 

○清水亮佑委員 広報は多分これからやってもらえる

からあれだと思うんですけど、やっぱりこういう系

ってすぐに結果出るものではないと思いますし、何

か誰かがやってるからやろうみたいな。免許証の裏

の臓器提供のやつとかも、何か何もせえへんかった

ら別に何も書かへんけど、何かそういう研修受けた

ら書いてみようかなみたいな、多分そういうのも

中・長期ぐらいの目線で見ながら、何かずっとあん

まりお金かけたらちょっと言われるとは思うんで、

可能な限り、できる限りのことできたらなと思うの

で、意見として言わせてもらいます。 

一回置きます。 

○澤田直己委員 令和７年度の行政評価の２次評価の

ところでお聞きしたいんですけど、成人保健事業の

検診事業のことが取り上げられていると思います。

これ今いろいろ検診とかの広報の話とかもあって、

それに結びついてくるような話かなと思うんですけ

ど、こちら１個１個聞くとちょっと時間もないんで

あれですけど、例えばこれ近隣中核市でも受診率の

ばらつきがかなり激しいみたいなことも書いてるん

ですけど、これ何か、例えば吹田市と豊中とか、茨

木でも高槻でもいいんですけど、比べたときに、例

えば肺がん検診でも子宮がん検診でもいいんですけ

ど、吹田は物すごく受診率高いのに豊中は低いとか、

その逆とか、そんなんはあるもんなんですか、結構。 

○川見知佳成人保健課主幹 がん検診の受診率の高い

ところに高槻市があったと記憶しているんですけれ

ども、高槻市につきましては、がん検診の負担金を

無料にするような取組がなされていると伺っており

ます。 

○澤田直己委員 そうなってくると、その助成の費用

の割合とか、その辺がやはり一番大きいんですか。 

○川見知佳成人保健課主幹 助成の割合と併せまして、

他市では国民健康保険被保険者を対象とした特定健

診と併せて、集団検診という形でがん検診を実施し

ているような自治体もございますので、そういった

場合には、健診と集団検診とセットでの受診率の向

上というのを目指していて、検診によっては受診率

が高いというような状況があるというふうに聞いて

おります。 

○澤田直己委員 例えば、僕の周りやったら三、四十

代、50代ぐらいの自営業者の方が非常に多くて、個

人で申し込んだりというか、ほぼしていない、知ら

ないということがほとんどなんで、これターゲット

層へのアプローチとか指摘されていると思うんです

けど、広報の改善とかにしてもいろいろ書かれてあ

って、既存のいろんな取組が、やや効果が薄いんじ

ゃないかといった指摘もある中で、ここを否定され

るとなかなかしんどい部分もあるかと思うんですけ

ど。これいったら２次評価やから、これがどういう

理由で取り上げられたか分かんないですけど、いう

たらＰＤＣＡサイクルがちゃんと機能するのかとい

う視点でも見たいなという気がするから。 

こういうるる委員さんに指摘をされて、その令和

７年度中にいろんな指摘の中でどのような検討をさ

れて、令和８年度に例えばこの部分に関しては予算

化しましたとか、新規の取組を入れたとか、もしく

はこの議案参考資料に載っていないけども、新たに

指摘されたことを踏まえて取組を進めるみたいな部

分があれば、教えてほしいんですけど。 

○川見知佳成人保健課主幹 ２次評価で御指摘を受け

ております受診率向上に向けた分析につきましては、

既存のがん検診の取組であるとか、保健師の地区活

動の中で、関係機関からどのような方が受けづらい

のかという情報収集を行って、来年度拡充の予算と

かそういうものではございませんが、継続的に行う

がん検診の取組の中で、協会けんぽと連携をしたが

ん検診の取組なんかを始める予定にしております。 

  また、受診勧奨の仕組みづくりについても御指摘

を頂いているところでございます。受診勧奨につき
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ましては、現在、国で医療ＤＸの推進の取組の一つ

として、自治体検診事務のＤＸの実証事業が始めら

れておりますので、こちらの仕組みを近い将来とい

うか、何年後かの取組になっていくのかなとは思い

ますけれども、積極的に参画しながら検討していき

たいということで、今年度から国の実証事業に参加

をしております。 

○澤田直己委員 分かりました。せっかくこうやって

取り上げていただいて、２次評価で詳細にいろんな

指摘も頂いているので、しっかりと反映していただ

きたいと思いますし、健康寿命の延伸を本市の目標

に掲げていますよね。そういうのもあるので、こう

いうの本当に大事だと思うんで、しっかり取り組ん

でいただきたいと思います。 

  それと、さっきのイノパの話なんですけど、よく

僕質問しているんですけど、去年か何かに質問した

ときに、企業、大学、研究者、来訪者、事業者等が

交流を促進するような、それは研究であったり飲食

であったり、その辺は今どういう方向で進められて

いるんですか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 まず、企業等が共

創する場としては、既に国のプロジェクトとしまし

て、共創の場形成支援プログラムという事業の採択

を受けまして、健都内外の機関との交流のプロジェ

クトがございます。 

  本市としての取組としましては、健都関係機関を

中心に交流会のような情報交換の場というのを、毎

年開催をしているところです。 

○澤田直己委員 来訪者の交流を促進するようなこと

も、多分基本方針に書いてあったと思うんですけど、

この地域住民の巻き込みというところでは、現時点

で、どんな方向性で進めているのかなという。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 地域住民を巻き込

む手段としましては、まず健都ヘルスサポーター制

度の運営であったり、地域実証事業の実施といった

ところで、様々な事業を通して住民の参画を促して

いるほか、健都ライブラリー等での様々な事業等で、

国循さんや健栄研さんの知見等に、住民の方に触れ

ていただくような機会を提供しているところです。 

○澤田直己委員 それは今やっているやつだと思うん

ですけど、その第２アライアンス棟の中でどういう

ふうにやっていくのかというところなんですけど、

それも今の答弁で合っているんですか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 第２アライアンス

棟におきましても、平素より、住民が気軽に立ち寄

れるような構造というのを検討いただいておりまし

て、施設の見学スペースであったり、情報発信施設

を設けるなどして、例えば小学校の給食の現場の見

学であったりに来られた児童等に対して、国循さん

や健栄研さんの知見に触れるような機会を提供した

り、あとは施設を活用した料理講座であったり、健

康プログラム等の実施によりまして、住民を巻き込

んでいくような仕掛けができればというふうに考え

られているところでございます。 

○澤田直己委員 もう１点、これも何度も言っている

んですけど、要はあそこってアフターファイブにコ

ミュニケーションを深めれるような場がないという

ような話を昔から言われているじゃないですか。今

でも言われていると思うんですけど、その辺を第２

アライアンス棟なのか、第Ⅱ期工事なのか、もしく

はイノパのほかの部分なのかで、そういうものもも

うぼちぼち、もういろいろ建物も建ってきて、人の

流れも増えてきていると思うんで、あってもいいの

かなと思うんですけど、その辺の方向性というのは

何かあるんですか。 

○大塚哲央健康まちづくり室主査 委員御指摘のアフ

ターファイブでの交流の場に関する要望としまして

は、本市としてもこれまで把握をしておりまして、

その要望については、既に飲食スペース等を設けて

いる国立循環器病研究センターさんであったり、エ

ア・ウォーターさんのほうに、本市を通じてお伝え

をさせていただいているところです。 

  その中で、飲食スペースと企業との交流の場の創

出といった事業の検討等はされているというふうに

は承知をしておりますが、具体的な５時以降の人員

体制の確保とか、そういったところに寄与できるよ

うな運営の見直しにつきましては、現在のところ至

っていない状況というふうに承知をしております。 

○澤田直己委員 あと、ＪＲ貨物の残地についてなん

ですけど、２度目のその開発提案の募集がされたの
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か、されたんやったらどんな提案があったのか。さ

れてないのであれば、令和８年度やられる予定があ

るのか、どのように聞いておられるか、教えてくだ

さい。 

○早川 真健康まちづくり室主幹 ２街区、ＪＲ貨物

さんが所有の土地につきまして、公募の状況につき

ましては、把握ができていない状況ではありますけ

ども、随時、事業所さんのほうからＪＲ貨物さんの

ほうに御相談等をいただいていて、健都のコンセプ

トに合った施設となるように、検討を継続されてい

るというふうにお伺いしているところでございます。 

○山根正紀健康まちづくり室長 補足をさせていただ

きますと、ＪＲ貨物の土地に関しましては、１回公

募されましたけれども、それは成立はしていません。

２回目に関しましては、まだ公募はされていません

けども、一応事業者のサウンディングというところ

で、意見交換とかもされているというところは聞い

ておりますし、定例的に我々もＪＲ貨物さんと意見

交換をしながら、今の進捗状況だとかも確認をさせ

てもらっているという状況でございます。 

○澤田直己委員 吹田市も、適宜、いろいろサポート

というか、いろいろお話もされて協議もされている

と思うんですけど、言うてる間に青少年クリエイテ

ィブセンターの開発というか、再整備も五、六年後

の話でしょうけど、ちょっと近づいてきているわけ

じゃないですか。これがすぐ決まるんやったら別に

それはそれでいいんですけど、また数年もかかるよ

うであれば、何かその辺との、あそこにこどもスポ

ーツパークというものができたときに、貨物の残地

に、そういうのはまさに調査するんでしょうけどね、

足りないものは何なのかという視点も当然あるでし

ょうし、その辺も含めた調査というか、連続性とい

うか、連動性というか、その辺も含めてやっていた

だきたいなと思います。 

  最後に、クリエイティブセンターの基本構想策定

が令和８年度進められるということで、その前にや

っていたまちづくり会議には、多分部長も参加して

たんでしょうというところで、市長の答弁なんかで

も、健都との連続性であったりとかそういったこと

にも言及されていると思いますけども。 

別に、あそこが健都のエリアというわけではない

んでしょうが、はたから見れば同じようにも見える

わけで、ライブラリーとのつながりとか、健都レー

ルサイド公園とのつながりとか、回遊性とか、視認

性とか、景観とか、もろもろ大事な要素がいっぱい

あると思うんで、その辺健康医療部として、その健

都の例えば目的であったり理念であったり、実現す

るための一つの要素になる部分もあると思うので、

何か健康医療部としてのあそこがこうなってほしい

なとか、例えば令和８年度では協議の中で、多分関

わりもあると思うんで、何か健康医療部として、こ

ういうのができればより連携しやすいなみたいなと

ころがあるんやったら、教えてほしいなと思うんで

すけど。 

○山根正紀健康まちづくり室長 我々も岸部中再編成

のまちづくりに関しましては期待をしておりまして、

先ほど言われました２街区に関しましても、その施

設の概要によっては、そういったニーズも出てくる

だろうというところも認識をしております。 

  また、岸部中再編成の施設に関しましても、我々

も健都としての連続性というところで、お互いの施

設が行き来できるような相乗効果というものを期待

しておりますので、そういったものは担当同士で意

見交換をさせていただいております。 

○澤田直己委員 いいです、終わります。 

○小北一美委員 資料ありがとうございます。 

  最初に、検診事業の各事業の詳細いうことで、事

業別予算概要の138から139ページには載っているん

ですけど、それぞれの各事業が分からへんので資料

を要求させていただきました。 

  全体見たら、535万円の増額となっているんです

けども、個別に何点か、その事業の詳細も含めて聞

かせていただきます。 

  まず、胃がん検診ですけども、これは令和８年度

が令和７年度から約300万円増額となっているとい

う部分で、この要因、受検者数の増加を見込んだも

のなのか、内視鏡検査の単価上昇を含めた検査内容

の変化によるものなのか、それを含めて、この増額

の要因ちょっと教えてもらえますか。 

○高口直人成人保健課主査 胃がん検診の令和８年度
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予算の増額理由ですけれども、主なところとして、

医療機関で個別で受けていただく内視鏡検査の受診

者数が若干増えているということと、あとは集団検

診で行っております胃がん検診につきまして、検診

車いわゆる大きい車両が来るんですけれども、その

１台当たりの単価が令和８年度からちょっと上がる

ということで、委託先から相談というか話を受けま

して、それを予算に反映させた結果でございます。 

○小北一美委員 だから内視鏡検査、何年からか忘れ

ましたけど、やっていると思うんですけど、この検

査の数といったら大分増えてきているんですか。 

○高口直人成人保健課主査 大体前年比、前々年比で

いきますと１割ほどですか、５％から10％ほどの伸

び率となっております。 

○小北一美委員 まちのお医者さんでは、なかなかそ

の内視鏡までやれるところがまだ増えていない。病

院によってあると思うんですけど、その辺の拡大の

要望とか要請とかはしているんですか。例えば、検

査導入してくださいと、なかなかそういうことは言

えるのかどうかあれですけど。 

○谷内佳代成人保健課主査 胃内視鏡検診につきまし

ては、年々、実施協力医療機関が増えている現状に

ございます。 

○小北一美委員 次に、肺がん検診聞きます。 

これも107万円ですか、前年度に比べて増えてい

るんですけども、その辺の要因と、ここに書いてあ

る喀たん細胞診の対象者数が増えているのかどうか

というので、この辺が対象者数が増加しているのか

どうかも含めて、ちょっと聞かせていただけますか。

要は、そこの増えている委託料の内訳というか、理

由を教えてほしいなと思います。 

○高口直人成人保健課主査 肺がん検診につきまして

は、先ほどの胃がんと同様で、集団検診のほうの検

診車の単価が増えたことによるものでございます。 

  喀たん検査の受診者数ですけれども、こちらは過

去３年半、コロナの時期を除きますと、基本的には

横ばいとなっております。 

○小北一美委員 そうしましたら、次、大腸がん検診。 

大腸、これは減っているんですけど、63名だから。 

そんな大して減っていないとは思うんですけども、

この要因、受診者数の減少の理由についてちょっと

教えてもらえますか。 

○高口直人成人保健課主査 大腸がん検診の令和８年

度予算の減っている理由につきましては、想定され

る受診者数の減少によるものでございます。 

○川見知佳成人保健課主幹 大腸がん検診につきまし

ては、個別検診の受診者が減少傾向にございますが、

こちらについては国保被保険者の特定健診とセット

で受診される方が多くて、国保の被保険者数の減少

と併せて特定健診の受診者数も数としては減ってお

りますので、その影響があるかと考えております。 

○小北一美委員 便潜血検査ってやるんですか。便潜

血は郵送方式も可能と聞いたんですけど、それは今

うちもやっているんですか、郵送の方式で。 

○谷内佳代成人保健課主査 現在のところ、郵送方式

での便潜血反応検査の実施は考えておりません。 

○小北一美委員 うちはやっていない。考えていない

ということですね、分かりました。 

  次が、子宮がん検診、これが一番増えて315万

4,000円ということで、前年と比べると予算が増え

ておるんですけども、この要因、これは対象年齢の

受診増を見込んでいるのかも含めて、その要因を教

えてもらえますか。 

○高口直人成人保健課主査 子宮がん検診につきまし

ては、受診者数こちら増加傾向にございまして、予

算時点での見込み数ですけれども、令和７年度にお

きましては１万1,775人でしたが、令和８年度予算

要求時においては１万2,320人に増加したことによ

るものでございます。 

○小北一美委員 若年層の受診率が低いと言われてい

るんですけども、その層に対しての受診勧奨の対策

というか、強化策は考えておられるんですか。 

○谷内佳代成人保健課主査 若年層の子宮がん検診受

診勧奨につきましては、若い女性に刺さるような受

診勧奨資材を用いまして、20代前半の若い方に年齢

を区切りまして、受診勧奨資材を送付させていただ

いております。 

○小北一美委員 そうしましたら、がん検診受診勧奨、

下から２番目のやつですけども、これがちょっと減

っているんですけど、受診勧奨をもっと進めなきゃ
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いけないんかなとは思うんですけど、この辺減って

いる原因はどうなんですか。 

○高口直人成人保健課主査 受診勧奨の令和８年度の

予算額が減少している要因ですけれども、こちら令

和７年度までについての取組と基本的に変更するも

のではないんですけれども、先ほど申し上げたよう

な、例えば子宮がん検診を受けていただくような若

年層の女性に対して、今まで全てのがん検診につい

ての情報が入ったようなリーフレットを送っていた

んですけれども、より対象を絞って、若年層の女性

に受けていただけるがん検診に絞った通知勧奨とい

うことで変更を行いましたので、受診勧奨を数を減

らしたというよりは、より対象を絞って、より効果

的な受診勧奨を目指しているものでございます。 

○小北一美委員 先ほど、乳がんのときに若年層に絞

ったやつが、こちらは減っても、そちらでやってい

るということでいいんですか、そういうことですか。 

○高口直人成人保健課主査 委員御見込みのとおりで

ございます。 

○小北一美委員 がんは、もう今や国民病と言われて、

本当に日本の死の第１位ということなんですけれど

も、令和８年度の検診事業全体としての受診率向上

のための重点施策、先ほども他の委員のときにおっ

しゃっていましたけども、それを再度言ってほしい

のと併せて、がん予防の観点から一次予防、二次予

防、三次予防をどのように総合的に位置づけて、令

和８年度にどのようながん予防対策の重点施策を進

めるのかについて、ちょっと教えていただけますか。 

○高口直人成人保健課主査 前段の御質問でございま

すけれども、受診勧奨の主な取組としまして、４月

の市報に検診の協力医療機関一覧というものを併せ

て配布しております。また、10月の市報の際には、

より詳しい情報が載った検診ガイドという冊子も一

緒に配布をしております。また、ＬＩＮＥのほうで

登録いただいている市民の方には、セグメント配信

を行っているほか、あとは国民健康保険の被保険者

の方につきましては、特定健診の受診票をお送りす

る際に、特定健診と一緒に受診していただけるがん

検診を協力いただいている医療機関の一覧というも

のを配布しております。 

  また、そのほか随時開催しております健康教室で

すとかイベント、そういったあらゆる機会を捉えて

受診勧奨を行っております。 

○谷内佳代成人保健課主査 委員御指摘のとおり、一

次予防、二次予防、三次予防、それぞれを含めて、

実施していかねばならぬものと考えております。 

  次年度としましては、がん予防とがんとの共生を

二つの柱としまして、がん対策の取組を推進してい

く考えでおります。 

  具体的には、シンポジウムを開催いたしまして、

がんになってしまった人が住みやすい、がんとの共

生を進める社会の実現と併せて、市民さんにがんを

身近なものと感じていただいて、自らのがん予防に

取り組んでいただくということを啓発していきたい

と考えております。 

○小北一美委員 がんは、本当に国民病で死因が第一

位ですので、総合的な施策を実施していただいて、

吹田市の、早期発見ががんの場合は一番ですので、

受診勧奨も含めて取り組んでいただきますよう、要

望しておきます。 

  資料は以上なんですけど、議案参考資料の独立行

政法人の運営負担金の見直しについて、217ページ、

2014年の独法化以降、算定基準が地方財政計画の単

価ベースのまま、10年以上見直されなかったという

ことでありますけれども、この市としてこれまで見

直しを行わなかった理由は何なんですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 御指摘のように、

独法化以降、同じ基準で運営費負担金を算出してき

たところでございます。こちらにつきましては、病

院側からも特段の御意向というか、そういった運営

負担金の項目などについて意見等は、この間も様々

議論してきたところですが、現状、様子を見ながら

経過をしてきたというふうなところでございまして、

ただ実態と、今回提案させていただいているように、

運営負担金をこちらから払っている部分と実態がか

け離れているというふうなことが、最近になって顕

著に表れてまいりましたので、今回見直しの提案に

至ったところでございます。 

○小北一美委員 やっぱりあくまでも病院側から要望

があって見直すということやね。だから向こうから
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要望がないと、なかなかうちが積極的にやるもので

はないという捉え方ですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 きっかけにつき

ましては、ふだんから我々も経営状況につきまして

市民病院と協議を重ねているところでございます。

その中で、運営費負担金の在り方につきましては、

これまでも話がございましたので、一義的には、病

院からの申出ということにもなりますが、市として

も実態と離れているという部分につきましては、認

識しているところでございますので、双方協議の上、

今回提案させていただいているところでございます。 

○小北一美委員 今回、約10年以上ぶりのこういった

見直しがやられるんですけども、約1,700万円の増

額ということですけども、今後の中期財政見通しで

はどの程度の増額が見込まれるか、これで終わるわ

けではないと思うんですけど、その辺はどうなんで

すか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 今回、見直し前

と比べまして、約1,700万円ほどの増額ということ

にはなっているんですが、今回算出に当たりまして、

例えば収支の差額を主に見て見直しをかけさせてい

ただいたところなんですが、その差額を計算するに

当たっての原課の計算の方式につきましては、まだ

まだ整理しないといけない部分があるというふうに

認識してございます。 

  一方で、市全体の予算の範囲というところもござ

いますので、その辺りの兼ね合いということにはな

りますが、病院の経営状況を見ながら、どのような

形の運営負担金がより適切なのかというのは、来年

度以降も引き続き協議が必要というふうに考えてお

ります。 

○小北一美委員 一旦置いときます。 

○玉井美樹子委員 資料もありがとうございました。

資料じゃないところから先聞かせていただきたいと

思います。 

休日急病診療所についてですけど、事業別予算概

要の136のところを見ると、令和２年からですか、

医師会と薬剤師会への委託ということになっていま

すが、その委託料について、何人の体制分というこ

とで委託となっているんでしょうか。 

○新枦明宏健康まちづくり室参事 こちらのほうは、

委託の何人分ということでございますけれども、通

常、看護師におきますと16名、歯科医師が３名、放

射線技師４名、医療事務員が12名ということで、

日々勤務の職員としては35人ほどの登録によりまし

て、委託料の積算を行っております。 

  すいません、あと医科医師が、１日、小児科、外

科、歯科、内科で通常４名になります。あと、薬剤

師さんが、１日につき２名の執務をしております。

そういった形の体制での報酬を委託料で支払ってお

ります。 

○玉井美樹子委員 そしたら、今説明いただいた薬剤

師さんは１日二人というふうに御説明あったと思う

んですけど、委託料もそのように積算されていると

いう認識でよろしいですか。 

○新枦明宏健康まちづくり室参事 こちらのほうの委

託料も、診療日数に応じまして、１日薬剤師さんで

したら２名。ただ、ゴールデンウィーク、年末年始

とかいうときには人数が増えますので、その分に合

わせた報酬の積算になっております。 

○玉井美樹子委員 受診者が多くなる時期とか、そう

いったところが積算されているということなんです

けど、人数にかかわらず、薬剤師さんは二人配置さ

れているということなので、そういった形の委託料

は、きちんと積算をしていただきたいなというふう

に思います。 

  あと、地域医療推進事業の中の豊能広域こども急

病センターへの運営負担ですけど、仕組み上、分か

らなくもないんですが、これ今回予算ではプラスで

の運営負担金ということになっているんですが、こ

こまで何か年々負担が増えているように、私は感じ

ているんですが、それはどういった理由からでしょ

うか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 豊能の運営負担金

の主な収支につきましては、患者数の増加によるも

のがありますけども、この令和５年度・６年度・７

年度と順次に、患者数というのは減少しておりまし

て、そういった中から本市、豊能広域他市と人口割

や患者割というところから負担しておりますので、

そういったところから増えていっているものと認識



 校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。  

－ 31 － 

しております。 

○玉井美樹子委員 全体的な仕組み上ということなの

かもしれないんですけど、患者数が減少していく中

で運営負担金だけが増えていくということは、もっ

とほかに地域医療の推進で充てるべき、考えるべき

ところがあるんじゃないかということも考えてはど

うかなというふうに思うんですけど、いかがでしょ

うか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 豊能広域こども

急病センターにおきましては、文字どおり、急病の

夜間や休日の一次小児救急医療を担うということで、

非常に重要な施設というふうに考えてございます。 

  ただ、その中での患者数が減少ということがあっ

て収入が減っているということが、やはり今回のよ

うに、運営負担金が増額しているというふうな主な

要因というふうに考えてございますが、一定この小

児救急の拠点を担うというふうな重要な位置づけと

いうふうに考えておりますので、こちらにつきまし

ては、一定負担の増加はありながらも、中で、経営

の例えば患者数の少ない時間帯につきましては、シ

フトを工夫するなど、一定支出の節減にももちろん

努めていただいているところではございますので、

効率性はもちろん重視しながらも、引き続きこの小

児医療体制につきましては、維持していくことが重

要であると考えております。 

○玉井美樹子委員 続いてですけど、先ほどの委員さ

んも話をされたので、重なるところは割愛しますが、

市民病院への負担金についてです。 

見直した理由は分かった、その申出がなかったら

見直しをしなかったいうのは、実情は見てたら分か

るん違うんかなというのが正直なところで、中期目

標を立てたり、中期計画で今回だけの話ではないは

ずなのに、経営状況とか運営状況を見てたら、申出

がなくても分かったん違うんかなというのは、正直、

率直な疑問なんですけど、申出がなければ負担金の

見直しはしないもんなんですか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 先ほどの私の答

弁の中で、申出が当初はなかったということで、こ

ちらにつきましては独法化当初という意味で、申し

訳ございません、そういった趣旨でございます。 

  ただ、この間、特にコロナの時期につきましては、

補助金等の関係で一時的に経営が安定したような時

期もございましたが、それより前にも、やはりこう

いった項目を増やすことができないかということは、

議論は進めてまいりました。 

  今回、具体的に見直しというところに、令和８年

度の予算をもって動いたところではございますが、

これまでも市民病院とは協議をしておりましたので、

そこの実情につきましては、こちらも把握に努めて

いたところでございます。 

○玉井美樹子委員 それは、お互いいろいろ話をしな

がらやっていただきたいというふうに思うんですけ

ど、そういう意味でいくと、負担金の見直しだけで

なくて、例えばいろんな内容について、その負担金

の分についてどんな内容にするかということはしっ

かりとやり取りをするべきかなと、やっぱり改めて

思います。 

計画の中でもお話ししましたけど、福祉とか、そ

ういうところに関するところが、やっぱり協力にと

どまっているわけです。例えばですけど、岸部へ移

転してからの吹田老健との関係とか、そういった辺

りはやっぱり協力にとどまってるとか、そういった

ところも含めて運営負担金と併せて考えなあかんか

ったん違うかなというふうに思っています。 

  何か聞くところによると、特に老健との関係では、

これまではいろいろやり取りとか、例えば急変した

ときの受入れなんかはあったというふうに聞くんで

すけど、そういったところは移転に伴って、本当に

ほぼ受入れはなくなっているというようなこともお

聞きしましたんで、そういった辺りは負担金のこと

と併せて、健康医療部として、私は病院にも求めて

いくべきじゃないかなというふうに思うんですが、

その辺りはいかがでしょうか。 

○白澤耕一郎健康まちづくり室参事 運営費負担金に

つきましては、市の政策医療を担う原資になるとい

うものもございますので、先日の中期計画のときも

議論をさせていただいたところですが、どのように

使っていくかということは、まさにどのような医療

を提供していくかということの表裏一体のものと考

えております。 
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  今回は、計算の見直しということで、予算に関す

る部分を提案させていただいているものでございま

すが、どういった使途がふさわしいのかというのは、

引き続き病院とも協議していく事項であると認識し

ております。 

○玉井美樹子委員 ぜひ、その負担金の金額とか、そ

ういったことだけでなくて、本当に政策的なところ

を担ってもらうというんだったら、実情と内容含め

て、きちっとやっていくべきじゃないかなというふ

うに思いますので、その辺りはお願いをしておきた

いというふうに思います。 

  あと、資料を頂いたんですけど、ＡＹＡ世代への

支援ということなんですけど、他市との比較を出し

ていただきましたが、この助成額はどこも大体同じ

ぐらいという感じなんですが、何か統一する基準が

あるのかということと、全体の予算としてどれぐら

いの人数が対象だというふうに考えておられるんで

しょうか。 

○佐嵜里奈成人保健課主任 まず、金額の部分の根拠

についてなんですけれども、介護保険で在宅サービ

スにおける１か月の支給限度額が、要支援１の場合

で５万320円というふうにされておりまして、サー

ビス利用に当たって主治医の意見書が必要になって

くるんですけれども、在宅療養で新規申請の場合は

5,000円とされていまして、その二つを加えた５万

5,320円を基礎として、助成額を６万円に設定をし

たというところが一つと。 

  あと、大阪府内で同事業を実施している自治体で、

助成額が一律６万円となっているところで、その金

額というふうにさせていただいております。 

  もう一つの質問につきましては、見込みの数なん

ですけれども、１年間で最大で６人というふうに見

込みを出して計算をしたところです。 

○玉井美樹子委員 そのサービスを受ける場合の受け

てくれる事業所は、どういった事業所を想定されて

いますか。 

○谷内佳代成人保健課主査 サービス事業所としまし

ては、福祉用具の御要望などが多いとお聞きしてい

ますので、介護保険事業所の中の福祉用具施設です

とか取扱店ですとか、介護事業所で訪問看護ステー

ションを併設されているような事業所を中心に、サ

ービスを受けることができるかどうか、今後、調査

などをしていきたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 恐らくですけど、その訪問の介護

事業所は、看護ステーションもあるところというふ

うになってくるかなというふうに思うんですが、制

度自体は待っておられる方にとってはありがたいな

という思う一方で、事業を受けるところは人手が不

足をしているわけです。これはどこもそういった介

護とか障がいとかの訪問のサービスをしているとこ

ろというふうになるんですが、私は、そこが不足し

ているというふうに健康医療部としても認識をされ

ているんでしたら、この人手不足について、これは

福祉の事業所だから福祉というわけではなくて、事

業を展開していくに当たって、健康医療部としても、

この人手不足について何らか対策を取れるような検

討はされたんでしょうか。 

○川見知佳成人保健課主幹 福祉サービス事業所の人

手不足のところまでは、担当所管課としては検討は

しておりません。 

○玉井美樹子委員 残念です。事業をやろうと思った

ら、人を受けてくれるところがなければ、幾ら補助

制度ができたって、受けたいと思っている人は受け

れないわけでしょう。やっぱりそこも含めた検討を

されるべきやと思うんですけど。 

○川見知佳成人保健課主幹 人材不足のところについ

て、健康医療部として検討というところまでには至

っておりませんが、現在、保健師で各介護保険事業

者や訪問看護ステーションなど、様々な関係機関と

連携を図っておりまして、情報収集に努めていると

ころでございます。 

希望される方がきちんとスムーズにサービスを受

けることができるように、がん相談支援センターや

関係機関と連携を取りながら、進めていきたいと考

えております。 

○玉井美樹子委員 ぜひ、そういった事業を行われま

すから、そういったその人が不足することによって

受けれなかったというようなことにはしないでいた

だきたいと思います。 

  このＡＹＡ世代の仕組みを使えば、例えば今後、
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事業の展開として、小児慢性疾患とか同じ仕組みで

同様の適用の補助制度ができるんじゃないかなとい

うふうに思うんですけど、今回、ＡＹＡ世代の事業

を実施するに当たって、次こういうことも検討して

いこうとか、ここも一緒にできるんじゃないかみた

いな検討はされているでしょうか。 

○谷内佳代成人保健課主査 まずは、ＡＹＡ世代のが

ん患者支援から始めまして、小児慢性特定疾患に関

しましては、すこやか親子室が所管課となっており

ますので、連携をしながら情報共有をしていきたい

と思っております。 

○玉井美樹子委員 二十歳までですので、それ以降、

同じ疾患のままどうやっていくんかということもあ

ると思いますので、世代的には一緒になってくるん

で、ぜひ連携だけじゃなくて、今後の事業展開も検

討していただきたいというふうに思います。 

  国民健康保険課のところでも聞こうと思っている

んですけども、人間ドックの助成の受付は、成人保

健課での受付になりましたよね。そのことについて、

何かちょっと影響があったとか、そのような声は成

人保健課として聞いておられるでしょうか。 

○高口直人成人保健課主査 窓口が成人保健課に移っ

た影響についてですけれども、申請件数につきまし

ては、今のところ変動はないかなというふうに考え

ております。 

  一方で、以前まで本庁で受けていたということで、

間違えて本庁に行ってしまったであるとか、そうい

ったお声は数件頂いているところでございます。 

○玉井美樹子委員 置いておきます。 

○五十川有香副委員長 ＡＹＡ世代の件で、先ほど来、

御質問があって、ちょっと１件だけ確認したいんで

すけど、先ほど６人というふうに見込んでいますと

いうことですが、具体的に実際どれぐらいの方がい

らっしゃるかというのが、数値的に吹田市として把

握にどのように努めておられるのか、明確には分か

らないと思うんですが、例えば一つの大学病院であ

ったりしたら、５年間のそういう受診患者数を公表

されていたりとか、様々なデータはあるかと思いま

すが、市としてどのように把握に努めているのか、

お答えください。 

○佐嵜里奈成人保健課主任 ＡＹＡ世代のがん患者数

の把握というところで言いますと、全国統計のほう

で、全がん罹患数のうち、ＡＹＡ世代の割合が約

２％とされておりまして、少し古いものにはなるん

ですけれども、大阪府の統計、2019年の診断という

ものの中では、がん罹患数が約７万2,212件ありま

して、その中でＡＹＡ世代でがんと診断されたのが、

およそ1,444件というふうになっておりまして、約

1.5％を占めているというようなところになってお

ります。 

  ただ、市町村別のがんの統計というのは、年齢別

の罹患数というのが示されておりませんので、ちょ

っと詳細のほうは把握はできておりませんが、同様

の傾向であるというふうには推測をしております。 

○五十川有香副委員長 その2019年の大阪府が公表し

ているのが最新なんでしょうか。何年かに一遍しか、

そういうのは分からないんでしょうか。 

○谷内佳代成人保健課主査 大阪国際がんセンターの

ホームページで公表されております最新のデータが、

2019年度版となっております。地域がん登録から算

出された数と把握しております。 

○五十川有香副委員長 それは何年かに一遍公表され

るんであれば、何年に一遍なのかというのは分かり

ますか。 

○谷内佳代成人保健課主査 何年に一度公表されるか

というところは、すいません、把握しておりません。 

○五十川有香副委員長 分かりました。他市でもその

ＡＹＡ世代向けとかされているところ、玉井委員さ

んから要求があって公表されていますが、その把握

の努め方として、今2026年、少なくとも2025年度で

あるにもかかわらず、それしか把握できないという

状況にもう少し、せっかくサービス開始をされるの

で、具体的な声というのは十分に聞いていただきた

いなと思いますし、各病院さんもいろいろと公表さ

れている数字もありますので、そういったことも参

考にしていただきたいなと思います。 

  なぜそれを言うかというと、その方々に伝わらな

いとサービス展開できないという状況の中で、具体

的なそういった周知方法というのは、どのようにさ

れるんでしょうか。 
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○佐嵜里奈成人保健課主任 周知につきましては、市

報、市ホームページにて周知を行う予定をしており

ます。また、対象者がいると思われる医療機関に対

しても、電話や直接お伺いするなどをして、個別に

周知を行いたいというふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 医療機関ということです。丁

寧に実施をしていただきたいと思います。 

  次、行きます。市民病院の運営費負担金ですけれ

ども、算定基準の見直しをされたということですが、

一方で、先日来から、私も各議員さんも取り上げて

るこの包括外部監査のほうでは、意見の７、８にも

同様なこの算定基準の見直しについてということが

書かれています。 

  今回、結果的には約1,700万円上がるということ

ですけれども、こちらの包括外部監査も、今後、今

すぐにこの数字には反映はできていないと思うんで

すけれども、この内容も十分に反映した形で検討が

必要かと思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 包括外部の指摘に

おきましては、主に今回の基準の改定というのは、

地財計画であったものが収支差額によるものに変え

たんですけども、その収支差額を算定するに当たっ

ての実績の集計というところで御指摘をいただきま

した。 

  関係部局との調整の中でも、そうした実績が適正

に反映されれば、再度こういった収支差額に基づい

た予算の査定というところは一定調整しておるとこ

ろでして、それが進めば、プラスここから2,500万

円ほど増額するものと見込んでおります。 

○五十川有香副委員長 今、その最後、数字言われた

んですけど、それは何を勘案して、今後変更するで

あろう数字でしょうか、確認です。 

○宮部竹司健康まちづくり室主幹 副委員長お見込み

のとおりでございまして、項目の３点につきまして

は、そうした査定をしておるんですけれども、その

ものが収支差額の予算となれば2,500万円ほど上が

るものと見込んでおります。 

○山根正紀健康まちづくり室長 補足させていただき

ますと、今ちょっと我々担当の原案として思ってい

たところの試算でありまして、今後の見直しにつき

ましては、そういった精査が出来上がった後に、も

う一度、財政だとかそういった関係部局と調整しな

がら、また再度の見直しを検討しているという段階

のお話でございます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。より上がるこ

とに対していいのかという点はありますけれども、

そういったことも含めて、より精査した数字でお願

いしたいと思います。 

  １点だけ、すいません。先ほどのところで、災害

時の医薬品の話があったんですけれども、参考にこ

の事業別予算でいうと、この休日急病診療所136、

137のところのローリングストックの状況について

だけ、お答えいただけますか。 

○新枦明宏健康まちづくり室参事 休日急病診療所な

んですけれども、災害時の備蓄薬品としてではない

んですけれども、インフルエンザ薬など主な薬剤を

基本的には１日100人分、また昨年度の実績を参考

にして備蓄しているというふうにお聞きしておりま

す。 

○中西勇太委員 すいません。少し時間使っているん

ですが、少し質問させてもらいます。健診について

は、話し出すと幾らでもしゃべれるんですが、ちょ

っと以前の質疑でもさせていただいているので、多

くはしゃべらず、ちょっと聞きます。 

  今回、30歳代のところに拡充を狙うということだ

と思うんですけども、これは先ほどもあったかもし

れませんが、受診率の目標とか、何のために行って、

どういう根拠で行う、エビデンスはあるのか、やり

っ放しにしないために何を指標として評価されるの

か、教えていただけますか。 

○鈴木里奈成人保健課主任 30歳代健診を実施してい

る目的としましては、生活習慣病等の疾病予防と早

期発見、また生活習慣病を見直す機会とし、住民の

健康増進、健康意識の向上を図ることを目的として

実施しています。 

○中西勇太委員 複数聞いたので答弁難しくしてしま

ったと思うんですが、エビデンスというか、なぜこ

れを今回拡充するようになっているのか、教えても

らえますか。 

○鈴木里奈成人保健課主任 今回、国保健診を30歳代
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まで拡大することとしましては、30歳代健診の受診

者数が年々減少しており、その一つに個別勧奨を行

っていないことがあります。 

  国保被保険者は、職域での健康診査を受けていな

い可能性があるので、国保保健事業に位置づけ、個

別通知から保健指導まで、特定健診と同様に実施し、

健康診査の内容を効果的に行い、若い世代からの生

活改善を図ることを目的に対象者を拡大します。 

○中西勇太委員 難しいことを聞いていると思うんで

すけど、30歳代とか、広く浅く健診を行うという行

為自体は、なかなか国からの推奨はあったとしても、

なかなかエビデンスがない分野にお金を投入すると

いうことになっていくと科学的には考えるわけです

けども、今回これも、府からの交付金がある事業な

んで、市単費でということではないというふうにこ

の御説明で理解はしていますけど、でもやっぱり

我々の税金は当然含まれるわけですから、慎重に見

ないといけないものではないかなと考えます。 

評価指標は大事だと思うんです。最初に聞きまし

たが、令和７年度だったら脳ドックを増やします。

今回はこれを増やしますとどんどん増えて、結局何

のためにやっているのか分からないけど、今、項目

がいっぱい並んでやり続けるということになってい

きますので、これをやってどういう指標を目標にし

ているのかということで。 

○川見知佳成人保健課主幹 30歳代健康診査は、これ

まで長く老人保健法に基づく基本健康診査を実施し

ていたときから、30歳まで対象者を広げて実施して

きたものでございます。 

  30歳代健康診査を実施する中で、明確に何割かと

いう数値を今、持っているわけではございませんが、

やはり痩せの方が分かるとか、肥満の方が分かると

か、高血圧をお持ちの方も何人かは見つかっていく

というような生活習慣病のリスクを多く持っている

方も把握をしております。 

  今回、30歳代健康診査を国保保健事業に持ってき

て、きちんと特定保健指導判定を行ってまいります

ので、そういった判定別の人数がどのように推移し

ていくのであるかとか、40代、50代、60代になって

ライフコースアプローチがきちんとできているのか

どうかみたいな辺りを、きちんと評価していきたい

と考えております。 

○中西勇太委員 すいません。先ほどの別のがん検診

絡みのところの委員さんからの質問のお答えの中で

も、より意味のあるところに配分、少し変えたよう

な御答弁もありましたね。そういうところもすごく

大事だと思うんです。健康意識が高い人が結局受け

ていて、本来受けてほしい方がもう全然、結局受け

ていなくてだと、何のためにやっているのか。 

それこそ効果が低い事業にお金をかけて、やりっ

放しになると思うので、若い方への健診はなかなか

すぐに結果出るものじゃないかもしれませんが、や

っぱり健康医療都市として力を入れている分野だと

思いますので、しっかりその辺りやっていただけた

ら。 

  がん検診に関して、市としての裁量の部分、少し

聞きたいんですけど、乳がん検診とか子宮がん検診

とか、いろいろ先ほども個別に質疑がありましたけ

ど、推奨グレードＡだったり、Ｂだったりの程度っ

てあると思うんです。はたまた、もう推奨グレード

低いようなものまで、そこは市としてはしっかり管

理されているんですか。 

○谷内佳代成人保健課主査 推奨グレードに合わせて

国のがん検診の指針ができておりますので、がん検

診の指針に沿った事業として実施させていただいて

いるところでございます。 

○中西勇太委員 そこに対して、推奨グレードＡのも

のには少し予算配分を厚くするとか、そういったこ

とは市の裁量でできるのかできないのかはあります

か。 

○川見知佳成人保健課主幹 国の推奨グレードＡやＢ

で、このような検診をしなさいということが示され

ますが、推奨グレードＡになったからといって、す

ぐに吹田市で推奨グレードＡの検査項目によるがん

検診を実施できるとは限らないと考えております。 

  推奨グレードと併せて、市内の医療機関の体制で

あるとか、金額のことであるとか、読影などを伴う

ものであれば、読影体制があるのかどうかとか、そ

のようなことを総合的に判断して、市としてどうい

うがん検診を実施するのかというのを決めて、実施
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しているものでございます。 

○中西勇太委員 今、私、聞いたのは、実施自体もそ

うなんですけど、今お答えいただいたのは実施でき

るかどうかのレベルだと思うんですけど、そうじゃ

なくて、そこにどれぐらい費用を補助するのかとい

う、その厚みです。自己負担金をどのように決める

か。 

○川見知佳成人保健課主幹 自己負担金につきまして

は、その１件当たりの検診に対して、全部でどれぐ

らいの金額があるのかというのを、診療報酬点数な

どから参考に確認しますが、その後どれぐらいの費

用を市民の皆様に御負担いただくかという辺りにつ

きましては、吹田市使用料・手数料及び自己負担金

改定に関する基本方針や、ほかの市の費用を参考に、

受診抑制にならないような金額の設定をしていると

ころでございます。 

○中西勇太委員 決め方というのは、医療機関とも相

談というか取決めがあって決まっていくし、他市の

事例も当然あると思うんですが、やっぱり過剰な診

断になって、正直、有益なのかどうかというのが悩

ましいような検診もたくさんあることを、多くの方

が御存じなくて受診率が低いことを、もっと受診率

を上げないとというような議論だけ行われるという

のがよくある世の中の議論だと思うんです。 

そうではなくて、やっぱり本当に市民のためにな

るものを選んでいかないと、お金有限ですから、幾

らでもやったらいいというものではないわけですか

ら、ちょっとその辺り、市として可能な範囲という

のはあると思いますので、子宮頸がんに対しては、

一定頑張って費用を助成するとか、例えばですね。

でも、やっぱり乳がんについては、実は有害性も、

マンモグラフィーとか被曝とかがあるとか、そうい

ったところをやっぱりもう少し踏み込んでやってい

ただくと、より市民のためになると思いますので、

お願いして質問を終わります。 

○林 恭広委員 １点だけ。私、10月の決算のときに

スモークフリーの件について触れさせていただいて、

そのときに職員さんの喫煙率が上がっていたという

ようなお話しをさせていただいていたと思うんです

けど、そこについて、今回別に予算というところに、

お金に反映してくるようなお話ではないかと思うん

ですが、周知徹底を図っていきますというようなお

話を、御答弁としていただいておったと思うんです

けど、動きが分からないので、その辺りの件につい

てお教えいただけたらなと思います。 

○小松亨惠健康まちづくり室主査 職員の喫煙率に関

する取組になるんですけれども、特にこれまでどお

り人事研修における啓発ですとか、庁内における相

談体制を引き続き行っていくというところになりま

す。特段そこに予算を投じるというところはござい

ません。 

○山根正紀健康まちづくり室長 予算が増加するとい

うわけではございませんので、職員に対しては人事

室のほうの対応にはなりますが、今年度、来年度に

向けた新採研修に関しまして、我々健康まちづくり

室が出向いて講座をする中で、やはりライフイベン

トのときの啓発というのが、非常に効果が高いと思

われますので、入った当初のときに、我々市の施策

としてスモークフリーを実施しているというところ

も併せて新採さんのほうに研修をさせていただく予

定にはなっております。 

○林 恭広委員 前回の決算のときにも、同じような

ことを申し述べさせていただいたと思うんですけど、

スモークフリーというのを掲げて本市は取り組んで

おられるというところもあろうかと思いますから、

ここは個人のお話なので、大阪府の条例も施行され

て、時間がたったりしているところもございますし、

たばこをというところは、本当個人のお話になって

くるから、それを強制するわけにはいかないと思い

ますし、自由でありますし、たばこが健康を害する

ということについては、しっかりデータも出ている

ことですから、そこについてどうこうというような

お話はないかと思いますけれども、市として、政策

として掲げておられる、それを旗振りをされてるの

がここの健まちやというようなお話かと思いますの

で、風化しないように、今回委員会で今、取り上げ

させていただきましたので、頭の片隅に置いといて

いただけたらなと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

置いときます。 
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○玉井美樹子委員 さっきお聞きした休日急病診療所

の件ですけど、配置されている人数については言っ

ていただいたんですが、その委託料そのものの計算

は、薬剤師さんについて一人分だというふうにお聞

きをしたんですけど、二人配置しているから二人分

できちんと委託料が計算されているという認識でよ

ろしいでしょうか。 

○新枦明宏健康まちづくり室参事 おっしゃるとおり、

１日に２名配属されてましたら、それが委託料に、

人数として加算して、報酬のほうを入れた形でお支

払いをしています。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため、暫時休憩します。 

（午後２時46分 休憩） 

（午後２時50分 再開） 

○益田洋平委員長 委員会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○小北一美委員 資料ありがとうございます。 

  大阪府の統一保険制度の下での吹田市の裁量がど

こまであるか、ちょっと確認しておきたいと思いま

すのでお願いします。 

  319ページ、議案参考資料では、次のように明記

されているということで、統一保険料率となるよう

市町村ごとの医療費水準を反映しないと。府内全体

で必要な事業費納付金総額を算定し、市町村ごとの

所得水準、被保険者数、世帯数に応じて案分すると

いうことが書かれているんですけども、つまりこの

保険料率そのものを大阪府が決定して、市町村は自

由に設定できないという制度だと思うんですけど、

この大阪府の統一保険料率制度の下で、我々吹田市

が独自に保険料率を変更することは、まず可能なん

ですか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 令和６年度から国民

健康保険の料率であったりとかは、大阪府の統一で

行うことというところで、大阪府の運営方針に定め

られておりますので、吹田市独自で行うというとこ

ろは難しいかと考えてございます。 

○小北一美委員 それは難しいということですけれど

も、吹田市が独自にできるというのは、この一般会

計からの繰入れによる負担軽減のみという形で、理

解していいんですか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 一般会計から繰入れ

をさせていただいてる基盤安定繰入金というものが

あるんですけれども、こちらについては国民健康保

険の低所得者の方に対しての国、府からの補助金と

いう形でございまして、こちらについては法定で定

めておる軽減になりますので、こちらについては吹

田市独自というか、全国で行われているものである

ということで考えてございます。 

○小北一美委員 この一般会計繰入金の減額について

聞くんですけども、この資料によると令和７年度か

ら８年度で、一般会計繰入金が33億7,900万円から

32億3,648万円という形で約１億4,000万円減額とさ

れている、この理由は何なんですか。 

○藤岡和也国民健康保険課主幹 前年度から減額にな

っている一番大きな要因としては、先ほど答弁あり

ました保険料軽減相当分の基盤安定繰入金の減額で

ございます。 

  こちらにつきましては、軽減対象の被保険者のほ

うが、前年度よりも減少したという見込みで積算を

したものでございます。 

○小北一美委員 これ繰入金を減らしたことによって、

吹田市民の保険料負担にある程度影響が出てきてる

んですか、１億4,000万円減るとなると、どうです

か。 

○柴原 聡国民健康保険課長 今、答弁させてもらっ

ていた保険基盤安定の繰入金等というのは、軽減に

該当する被保険者の数によって金額も変わってくる

ものです。ですので、国民健康保険の被保険者数も

減ってきているというところもあって、減額になっ

ているものでございますので、軽減の制度自体が変

わっているわけではございませんので、影響はない

ということになります。 

○小北一美委員 府の算定における保険料抑制策の実

態について確認するんですけれども、この参考資料

には、府が保険料抑制のために総額278億円と１人

当たり約１万9,559円を投入されていると記載され

ているんですけども、内容は剰余金の活用、財政安

定化基金の取崩し、保険者努力支援制度交付金、過

年度収納見込額などが含まれているんですけども、
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この大阪府の保険料抑制策がなければ、吹田市の国

保料がどれぐらい上昇しているのか、大体分かりま

すか。そこは、分からなければもういいですけども。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 保険料率等につきま

しては、大阪府全体で計算をしたものが大阪府から

資料として提供されているというようなところもご

ざいまして、吹田市の保険料でそういう抑制がなけ

ればどれぐらいになるかというのは、ちょっと分か

りかねるところでございます。 

○小北一美委員 当然ですけど、この府の抑制策は、

今後も当然継続されると見といていいですか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 こちらの議案参考資

料に載せさせていただいている抑制策については、

今後も引き続き行われるものというところで考えて

ございます。 

○柴原 聡国民健康保険課長 今、答弁させてもらっ

たものの補足になるんですけど、抑制の内容自体は、

毎年見直しをしておりますので、抑制の取組は行う

ものの、中身に関しては、年度ごとによって変わる

可能性があるものでございます。 

○小北一美委員 吹田市として、この府の抑制策に依

存しない、独自の負担軽減策というのはできるんで

したか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 大阪府で統一になっ

た令和６年度からは、吹田市で独自で保険料を抑制

するというようなところについては、今になっては

できないものというふうに考えてございます。 

○小北一美委員 私が要求した資料ですけども、この

資料に基づくと、低所得層で大幅減、令和７年度と

８年度分、これは一人世帯と二人世帯だけの資料な

んですけど、低所得者層で大幅減と、高所得者層で

微増となっている、この辺の背景を説明してもらえ

ますか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 おっしゃっておられ

るとおり、低所得者層の方が減額というところにな

っておるんですけれども、こちらにつきましては、

令和８年度から給与所得控除といいまして、税金を

計算する際の所得の計算で、給与所得控除の控除す

る額が増えますので、その算定の基になる所得が減

るという形になりまして、そちらの影響が低所得者

の方に出ているものだということで考えてございま

す。 

○小北一美委員 この資料では、国保の加入世帯の９

割を占める一人世帯と二人世帯だけの資料なんです

けども、３人以上ですか、残り１割がおられるとい

うことですけども、この子育て世帯の負担感がより

大きくなりやすいんではないかと考えられるんです

けども、この３人以上の多子世帯における国保料の

負担増減は、どのように見込んでいるんですか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 ３人以上の世帯につ

きましては、今回お示しさせていただいてる表にあ

るように、所得によってどんどん変わってくるとい

うようなところでございますので、それについては

個別に窓口等で御相談がございましたら、お話をさ

せていただけたらなと思ってございます。 

○小北一美委員 この均等割が、人数に応じて加算さ

れる仕組みの中で、多子世帯の負担が過度に重くな

らないよう、どのような配慮が行われているのかと

聞こうと、それが今の話ですか。答えられますか。 

○岡松道哉健康医療部長 小北委員から頂きました御

質問につきまして、少しお時間をいただきまして、

後ほど御答弁させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○小北一美委員 大阪府統一保険料率制度のこの現行

制度の下で、この市独自の繰入れや軽減策によって

は、先ほども聞きましたけれども、多子世帯の負担

軽減を図る余地はあるのかどうかということです。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 大阪府が保険料を抑

制している部分につきましては、多子世帯に限って

抑制をしているというようなところではございませ

んでして、国民健康保険に加入しておられる方全体

の保険料を下げるための抑制であるというふうに考

えてございます。 

○小北一美委員 今回、新たに子ども・子育て支援納

付金が加わったということですけども、これを加え

たことによって、多子世帯のほうは、より単身世帯、

一人世帯、二人世帯よりも負担増になっているとい

うふうに考えてもいいんですか。 

○柴原 聡国民健康保険課長 保険料の計算におきま

しては、一人幾らという人数割に当たる均等割の金
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額がございまして、そこの部分につきましては、人

数が増えれば、その分だけ上がっていくものでござ

います。これは、もう国民健康保険の計算の仕方そ

のものの、制度そのものの計算の方法ですので、特

別、大阪府で何か抑制をかけるとかいう仕組みはご

ざいません。 

  先ほどから申し上げている低所得者の方につきま

しては、軽減制度とかがございますので、そういう

ところで抑制が一定かかっているというものでござ

います。 

  あと、子ども・子育て支援金という、新たな徴収

分が発生していますので、そこにおきましても、同

様に均等割というところで、金額が加算される仕組

みになっておりますので、どうしても新しくできた

制度の部分で、多人数世帯であれば、その分だけ増

えるという仕組みになっております。 

○小北一美委員 参考資料では、保険給付費が222億

1,795万8,000円から226億4,140万4,000円というこ

とで、４億2,300万円ちょっと増加しているという

ことですけれども、今後も高齢化や医療費の増加に

よって、国保財政が厳しくなることが予想されると

思うんですけども、今後の国保財政の見通しをどの

ように見られているのか、教えてもらえますか。 

○柴原 聡国民健康保険課長 まず、国保財政を考え

るに当たっては、これから発生する医療費というの

が、どれぐらいかかってくるかというところを考え

ていく必要がございまして、医療費の基になる診療

報酬というのが、今、改定もされて増額になる見込

みになっておりますので、その分はどうしても保険

料で徴収する部分が発生するという原因にはなって

はいると考えております。 

  ただ、それと併せて被保険者が、これからどうな

るかというところも併せて考えていく必要があるの

で、その被保険者の推移でいきますと、一定減少傾

向が出ています。それは、これまで団塊の世代が後

期高齢者に移行していったということであるとか、

社会保険の適用拡大によって、国保に加入される方

が減っているというようなところもありますので、

今のところは減少傾向がありますので、それでいく

と、少ない被保険者の方で一定増えてくるであろう

医療費を負担していただくということになりますの

で、どうしても国保の財政というのは厳しいものに

なってくると思っています。 

  そこは、また国のほうで、一定公費を投入してい

ただくというような形で、賄っていく必要もありま

すので、そこら辺のいろんな状況を加味しながら考

えていく必要があるんですけど、決して運営が楽で

あるというふうな認識にはならないかと思っており

ます。 

○小北一美委員 この統一の国保料金の制度とはいえ、

吹田市としても医療費適正化や予防施策の強化など

をしっかり取り組まなくてはいけないと思うんです

けれども、その取組と併せて、先ほどもちょっと述

べられたか分かりませんけど、この府の制度の下で

も、市独自でできる国保財政の健全化策はどういう

ものがあるか、ちょっと答えていただけますか。 

○藤岡和也国民健康保険課主幹 国保財政の保険料が

上昇していくというところで、一番の増加の要因と

しましては医療費が増加していくと、そういったと

ころの抑制を図っていく上での取組としまして、市

で行える計画的な保健事業の実施、充実をさせてい

く、そういったところでの重症化をさせない、健康

寿命の延伸を図る、そういったところで医療費を抑

制をしていく。 

併せて、また国の交付金であります保険者努力支

援制度という制度がございます。そちらのほうにつ

きましては、医療費の適正化に向けた取組の実施の

状況とか、そういったところで各種指標が設けられ

ておりまして、指標に応じた獲得点数、そういった

ところに応じて、国から交付金が交付されるという

仕組みがございますので、そういったところを継続

的に実施していくことで、国からの交付金の拡大に

努めまして、保険料の抑制財源にしていくというと

ころが、今後取り組んでいけるところかと考えてお

ります。 

○小北一美委員 最後に、再度確認しますけども、一

般会計の繰入金も含めて、市独自での負担軽減策の

検討余地があるのかどうか、最後に教えてもらえま

すか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 国民健康保険法には、
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市町村が賦課権を持つというふうには書いてござい

ます。 

  ただ一方で、大阪府の、都道府県の運営方針に基

づいて、国保の事務を実施しなければならないとい

うところで書いてございますので、その部分でいき

ますと、やはり一般会計を繰り入れて、保険料を下

げるであったりとか、あとはその財源を減免等に充

てるというところは、なかなか難しいものかなとい

うふうに考えてございます。 

○小北一美委員 一旦置いときます。 

○柴原 聡国民健康保険課長 先ほどちょっと保留さ

せていただいた御質問のお答えをさせていただきた

いと思います。 

  先ほど、３人世帯であれば、保険料がどれぐらい

推移していくかという御質問だったかと思うんです

けど、先ほども申し上げましたとおりで、均等割と

いう人数割に当たる保険料の分だけは上がっていく

形になります。 

  あとは、加入されている方の所得によって、所得

割という収入に応じた負担分も上がっていくという

ような形になりますので、これは一人・二人・３人

世帯であっても、その世帯の人数と所得によって、

順番に上がっていくような形になるというものでご

ざいます。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ではありますが、暫時

休憩します。 

（午後３時10分 休憩） 

（午後３時29分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○玉井美樹子委員 資料ありがとうございました。 

  まず初めに、後期高齢者の医療保険の資料から聞

きたいと思います。全ての所得で引上げとなります

が、そもそも窓口の負担も上がっているかなという

ふうに思うんです。だから、保険料を直接引き下げ

るとか、そういうことが不可能であったとしても、

それに代わる何かの支援策というのがなければ、結

局は払っていくところだけというふうになるという

ふうに思うんです。その辺りは何か検討されたんで

しょうか。 

○林 美紀健康医療部参事 後期高齢者医療制度につ

きましては、大阪府後期高齢者医療広域連合が保険

者でございます。吹田市は、申請などの受付や市民

さんへの説明などを行っておりますが、この後期高

齢者医療制度の広域連合として、令和８年度の保険

料で広域連合の剰余金を活用しまして、１人当たり

4,800円、来年度の保険料の引下げを行っておりま

す。 

  それから、本市といたしましても、高齢者の負担

というところは、大きくなっているというところは

認識しておりますので、大阪府市長会等を通じて要

望を上げております。 

○玉井美樹子委員 要望をしていただくのもいいんで

すけど、要望していただくうちに、結局は剰余金使

って引き下げても、全ての所得で引き上がっている

ということを考えれば、何か別に保険料を直接と私

申し上げていませんので、それに代わる何か対策を

考えるべきだというふうに思いますので、そこは申

し上げておきたいというふうに思います。 

  あと、国保の資料を頂いたんですけど、先ほどの

質疑の中で、私、国民健康保険料の推移をください

といったところを、二人世帯までの資料というふう

になっていますが、結局３人と４人と増えていくと

均等割が上がっていくということで、やっぱりきち

んと、保険料の推移については資料を出していただ

きたかったなと改めて思っております。 

これ、今頂いている資料で見ても、収入200万円、

所得だと132万円ですけど、３％の引上げで、一人

世帯や二人世帯ともに所得からしたら、保険料が所

得の割合を10％以上超えていて、やっぱりできない

とせずに、独自のやっぱり何かの軽減策を講じない

と、そもそも保険料そのものが納められない事態に

なっていくんじゃないかというふうに思うんですが、

その辺りはいかがでしょうか。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 委員のおっしゃって

おられるとおり、国民健康保険もやはり高齢者の方

が多く加入されている保険でございますし、また低

所得の方も多く加入されておられるというところで

ございますので、保険料の負担感といいますか、そ

ういった問題があるというところについては、本市
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としても認識はしてございます。 

  ですので、先ほどの答弁の繰り返しになってしま

うかもしれないんですけれども、吹田市独自で保険

料の抑制であったり、減免を行うということになる

と、そもそも今ある減免であったりとか、大阪府の

統一の減免であったりとか、保険料の軽減の部分に

ついては、そういった国、府からの交付金を頂いて

財源補塡をしているというところがございますので、

吹田市独自でそれを行うとなると、やはりそこの部

分の財源をどうするかというところの問題が出てき

ます。 

  一旦、一般会計からその分を繰り入れるというこ

とになると、やはり国民健康保険の加入者以外の方

の税金を使ってしまうというようなところになりま

すので、そこら辺についてはなかなか難しいかなと

いうところで思ってございます。 

  ですので、繰り返しの答弁になりますけれども、

国や府に保険料全体を抑制していくようにというと

ころで、要望してまいるというところで考えてござ

います。 

○玉井美樹子委員 私、保険料そのものを直接軽減で

なくても、例えば人間ドックの助成にあるような、

そういった形を何か、人間ドックをそもそも受けて

いない人でも、健康増進支援金とか、何か名前は何

でもあると思うんですが、そういったことをやっぱ

り考えていただきたいなというふうに思っています。 

  窓口委託が実施されていますが、その窓口の委託

をされた後の検証は実施されたんでしょうか。 

○藤岡和也国民健康保険課主幹 窓口委託後の検証に

ついてですけれども、委託事業者からの、毎月の定

例会におきまして、それぞれの業務の報告を頂いて

おります。 

  その中で、待ち時間、混雑状況等について報告と

分析をしておりまして、報告の中では、混雑状況、

待ち時間につきましても短縮傾向にあるかなと考え

ております。 

○玉井美樹子委員 実際窓口を利用する方から、こん

なふうに、今、変わっていますけどというようなこ

とは聞かれているんですか。 

○岩田 恵健康医療部参事 こんなふうに変わってい

ますというのは、特にこちらから委託に変わりまし

たというのは、開始当初に皆さんに市報すいた等を

通じてお知らせをしたところでございます。 

  窓口変わってどういう様子になったか。市民アン

ケートと申しますか、窓口に来られた方にアンケー

トを取らせていただきましたところ、おおむね90％

以上の方が、特に問題なく、満足、まあ満足という

ふうにお答えいただいておりますので、市民サービ

スにおきまして、検証という点におきましても、及

第点かなというふうには考えております。 

○玉井美樹子委員 アンケートではそうだったのかも

しれないんですけど、実際窓口に行かれた方が、私、

決算のときにもお伝えしましたけど、分からなかっ

たことが保留になって、そのまま待ち時間を重ねて

しまうみたいなことはあったというふうに言われて

いますし、今までだったら直接答えていただけたり、

すぐだったのが、確認をしないといけないという、

委託によっての仕組みのややこしさみたいなんは、

きっとあると思いますので、そこは再度きちんと詳

細まで検証していただきたいというふうに思います。 

  人間ドックの助成の受付が、成人保健課になって、

前は国保の窓口だったというふうに思うんですが、

成人保健課の方にもお聞きしましたが、国保の方に

もお聞きしたいと思います。 

本庁での受付ができなくなったということで、何

か問合せなど、影響はあったんでしょうか。 

○柴原 聡国民健康保険課長 業務の整理をした段階

で、成人保健課に健診業務の移管後当初、早い段階

におきましては、市民の方も今までどおり、本庁で

受付だと思って、届出に来られたというような経緯

はやっぱりございました。 

  今、令和７年度になってからですけど、実際これ

までで数件ぐらいはやっぱり問合せ等はございます

けど、移管当初と比べると大幅に減っているという

認識をしております。 

○玉井美樹子委員 条例のときに、特会のところでと

言われたので、子ども・子育て支援納付金について

ですが、どのくらいの割合で納められて、保険料全

体の。あと、例えば軽減される分に充てられるのか、

もう全て納付なのか、その割合について御説明くだ
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さい。 

○永井崇弘国民健康保険課主幹 被保険者の方から支

払っていただいた保険料を基に、大阪府に吹田市が

支払いをするというような形になるんですけれども、

保険料全体の子ども・子育て支援金分の割合でいい

ますと約２％ほどになります。 

○玉井美樹子委員 だから、保険料の割合は２％なん

ですけど、その徴収した２％は全て納めるのか、例

えば保険料軽減に何か充てられるのかとか、そうい

った割合について説明をと言ったんですけども。 

○柴原 聡国民健康保険課長 今、お答えしました割

合の保険料につきましては、軽減等の金額を除いた

額の割合としてお答えしておりまして、この分につ

きましては全て子ども・子育て支援金として、府を

通じて国に納めるものでございます。 

○玉井美樹子委員 国民健康保険料という名前ですけ

ど、資料に頂いたように、所得に応じてかけられる

ということで、国保税と同じ考えかなというふうに

思うんですが、いわゆる国民健康保険逃れというの

が話題になっているというふうに思うんですけども、

高額所得の方が、特にそういったことで逃れるとい

うような事態があったりするというのが、報道なん

かでもされていますけど、そういったことが起こる

ことによって、そもそも国民健康保険の特別会計と

か、そういった市の国保運営に影響はあるもんなん

でしょうか。 

○柴原 聡国民健康保険課長 まず、国民健康保険の

適用除外になる要件というのがございまして、その

中の一つに、社会保険に加入されている方は、国民

健康保険の資格要件から外れるということになって

おります。 

  その社会保険のほうの加入の要件を満たして加入

されている場合であれば、その時点で国民健康保険

のほうで納付をいただく必要はないというものでは

ございますが、報道であったような国民健康保険の

加入を逃れるために、社会保険の事業主と結託をし

て国保の加入を逃れるというような形なのであれば、

そもそもの国民皆保険という制度そのものを揺るが

すものではございますので、そういう意味では、市

の国保だけではなく、もう国の国民健康保険制度そ

のものに影響があるというふうには考えております。 

○五十川有香副委員長 先ほど来、質問があって、玉

井委員から、その保険者努力支援制度の件も触れら

れていたかと思います。保険料に限らず、本市独自

で何か事業できるんじゃないかということもあった

かと思いますけれども、私からそこの保険者努力支

援制度の部分の事業を様々にされていると思います

が、自己負担というのは何かかかっているんでしょ

うか。 

○藤岡和也国民健康保険課主幹 保険者努力支援制度

につきましては、各種取組の内容がございまして、

検診事業であったりだとか、医療費の適正化に取り

組む状況等がございます。 

  検診のほうにつきましては、所管のほうが違いま

すので、答弁のほうは差し控えさせてもらいますけ

れども、様々なことがございます。 

○川見知佳成人保健課主幹 保険者努力支援制度に従

って、各種国保の保健事業を展開しております。 

  特定健診、特定保健指導等につきましては、法定

のものでございまして、これは保険者努力支援とは

異なるものになるんですけれども、それ以外のいろ

いろな保険事業につきましては、基本的に無料で行

っております。 

  また、がん検診の取組につきましても、国保被保

険者の場合には、自己負担金の助成制度というよう

なものを設けておりますので、一般会計で行ってい

るがん検診につきましても、国保被保険者に関しま

しては申請をしていただければ、無料で利用するこ

とができます。 

○五十川有香副委員長 であれば、先ほど一部その自

己負担があるかもという御答弁は、ないという理解

でよろしいですか。 

○川見知佳成人保健課主幹 がん検診につきましては、

一般会計の取組でございますので、基本的に市民の

方には、自己負担で支払う対象になる方々について

はお支払いいただくものにはなるんですが、国保の

保健事業の取組として、自己負担金分を申請をいた

だければ、助成をしているという仕組みになってお

ります。 

○五十川有香副委員長 分かりました。本市が独自で、
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その保険者努力支援制度を活用して、さらなる取組

というのはできるもんなんでしょうか。大阪府内で

そういった内容も統一するようにとなっているんで

しょうか。 

○川見知佳成人保健課主幹 国保保健事業につきまし

ては、市の健康課題に応じて、市で独自で考えて実

施することができます。 

  現在行っている、いろいろな保健事業につきまし

ては、国保データヘルス計画で分析したものに従っ

て、事業展開を行っているところでございます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。では、市とし

て独自で何かをということであれば、その保険者努

力支援制度に載ってくる事業をさらに展開していく

ということかなと思いますが、令和８年度について

はそういったことは考えておられない、検討できな

かった、その理由ありますか。 

○川見知佳成人保健課主幹 令和８年度の新たな取組

としましては、議案参考資料にも掲載しております

ＩＣＴを活用した睡眠改善の保健事業の取組が、今

回市独自の事業として取り組んでいるものに該当い

たします。 

○五十川有香副委員長 これは、吹田市独自というこ

とでよろしいでしょうか。他市もされているんでし

ょうか。 

○川見知佳成人保健課主幹 こちらは、市町村国保ヘ

ルスアップ事業の先駆的かつ効果的な取組として事

業を実施します。 

  この先駆的かつ効果的な取組というのは、大阪府

下５市が実施しておりますが、本市と同じような睡

眠に着目した取組ということは行われておりません。 

○五十川有香副委員長 本市が、このように努力をし

ましたということだけれども、最終的にこの保険者

努力支援制度で、市が努力したとしても最終的に勘

案されるのは、大阪府全体を見られるという理解で

合っているかと思うんですが、吹田市民へのメリッ

トとして、どのようにこういったことを伝えていく

のかというところです。先ほど保険料の話がありま

すけれども、市民として最終的に保険料軽減につな

がるというような取組の部分を、どのように具体的

に丁寧に伝えていくのか、お答えください。 

○柴原 聡国民健康保険課長 今、副委員長おっしゃ

ったように、最終的には保険料の部分の抑制につな

がっていくというところではございますが、いろい

ろな保健事業を取り組んでいただくことで、被保険

者の方々の健康そのものの増進につながるというこ

とで、そういうメリットをしっかりと伝えていって、

後々かかってくる医療費等が下がって、抑制がかけ

れるというところをしっかりと説明していきたいと

思います。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、健康医療部所管

分、議案第32号、議案第35号、議案第19号中、健康

医療部所管分、議案第20号、議案第24号及び議案第

26号に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 暫時休憩します。 

（午後３時50分 休憩） 

（午後３時56分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

   次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、児童部所管分、議案第19

号 令和８年度吹田市一般会計予算中、児童部所管

分及び議案第27号 令和８年度吹田市母子父子寡婦

福祉資金貸付特別会計予算を一括議題とし、質疑を

行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○清水亮佑委員 議案参考資料227ページの５歳児健

診のここあぽについてお伺いします。現在のここあ

ぽの回答率はどんな感じでしょうか、教えてくださ

い。 

○金子美和子すこやか親子室主査 令和７年度の回答

率は80.3％になっております。 

○清水亮佑委員 80.3％だったら約20％ぐらいが返っ

てきていないということだと思うんですけれども、

その理由とかは何か聞いていたりしますか、教えて

ください。 

○金子美和子すこやか親子室主査 未回答の状況につ

きましては、今アンケート等を発送しておりまして、

原因を分析しております。 
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  また、すこやか親子室で持っております健診のデ

ータ等も併せまして、未回答の理由を、現在、分析

を進めております。 

○清水亮佑委員 多分忙しい時期という部分もあると

思うんですけれども、一応せっかくやるんでしたら、

基本的には僕の中では、要録とそない変わらへんこ

となのかなとも思っていますんで、現場で考えたら

ちょっと負担も多いのかなというのも仄聞している

ところなんですけれども、ぜひお願いします。 

  続きまして、今回新たに医師による診察を追加す

るとのことだったんですけど、市内医療機関の協力

体制は、どういうふうに整備しているのか、教えて

もらっていいですか。 

○柏原令子すこやか親子室主幹 既存健診と同様に、

医師会への委託を考えております。 

○清水亮佑委員 医師会に依頼しても、小児科は結構

少ない印象があるんですけど、その辺りはするに当

たって多分話合いはしていると思うんですけど、温

度感的な部分はどんな感じでしょうか。 

○柏原令子すこやか親子室主幹 制度設計に当たりま

して、令和７年９月に医師会の先生方にアンケート

を実施いたしました。そのうち、現在55医療機関で

個別健診を実施しているんですけれども、47医療機

関、75％が実施できるというふうに回答をいただい

ております。 

○清水亮佑委員 結構多い感じでよかったです。いっ

ぱいとよく聞くんで、その勢いで、ちょっと話替わ

るんですけど、病児保育とか入ってもらえるように、

うまいこと話してもらえたらなと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  ここあぽをやることによって、小学校とかの連携

が結構大事なのかなと思っているんですけれども、

その辺りは、今ちょうど要録とか小学校に送るタイ

ミングだと思うんですけど、小学校からどんな感じ

のレスポンスが来てるとかは分かったりとかします

か。 

○宮本成貴こども発達支援センター主幹 この間、学

校教育室とも検討をしてまいりまして、就学前の情

報が前もって分かることで、子供の見立てに加えて、

どのような相談経過があるのか。どのような療育を

受けてきたかの情報があれば、前もって子供への環

境調整を検討したり、保護者との話合いがしやすい

との意見を聞いております。 

○清水亮佑委員 吹田市、結構熱心に小学校との交流

とかもやっているかなとは思っていて、他市利用で

幼稚園行ってたりとか、保育園行ってる人たちにも、

小学校から電話かけて、今この子どんな感じですか

みたいなんも聞いていると思うんで、別に吹田市だ

けの保育所にここあぽをお願いするんじゃなくて、

可能なんやったら、その行っている先とか、引っ越

し先のところでここあぽを一回依頼してみて、強制

じゃないんで無理やったら無理かなとも思うんです

けど、一回何かやってもらうとか。それで、この輪

が何か北摂でつながっていけたらなとも思いますん

で、ぜひ何かその辺りも検討していただけたらなと

思います。 

  次、議案参考資料の205ページの通園バス位置情

報配信システムのやつでお伺いするんですけれども、

今回導入する位置情報配信システムについて、保護

者はどのような方法で、バスの位置を確認できる仕

組みになるのか、ちょっと教えてもらっていいです

か。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 保護者の確

認方法ですけれども、専用アプリをダウンロードし

ていただいて、バスのほうから最短５秒間隔で位置

情報を発信しますので、そちらをアプリのほうで確

認していただくというふうな仕組みになってござい

ます。 

○清水亮佑委員 今の利用されている保護者さんは、

子供がちょっとあれなんですけど、何か荷物とかに、

今現状で位置情報を確認したりとかをしている人と

かはいたりするんですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 要は、児童

がエアタグのようなものをつけていて、それを保護

者が確認するかどうかということだと思うんですが、

ちょっとそれについては、我々のほうで把握してい

ないのでお答えはできません。 

○清水亮佑委員 了解しました。いろいろ特性もあっ

たりとかもすると思うんで、バスの位置が分かった

らいい反面、セキュリティーの部分も結構あるのか
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なと思うんですけど、これは聞いてもいいですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 今回のバス

位置情報アプリに関しては、特定の人しかバス位置

の情報が見れないようなシステムになっています。

おっしゃるように、どこをバスが走っているのかが

分かるというのは、かなり危険だなというふうに

我々も認識しておりましたので、その辺りについて

は確認をしてございます。 

○清水亮佑委員 了解しました。ちょっとその辺りの

セキュリティーが難しい部分もあったりとか、最近

いろんなところハッキングされて、何か日本全国ち

ょっと危なかったりとかもするので、定期的に更新

したりであったりとか、今アプリとおっしゃってた

んで、おじいちゃん、おばあちゃんとか、あんなん

とかも今もうアプリで、公共のＷｉ-Ｆｉ使ったり

とかしたら、そのまま情報全部抜かれたりとかとい

う事件も多々あるので、ちょっとその辺り、セキュ

リティー面を定期的に更新のほうをお願いし ます

というのと、あと、これ率直な疑問なんですけど、

スマートフォン２台の理由は何なのか、教えてもら

っていいですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 バス６台ご

ざいまして、今回スマートフォン２台しか計上して

いないのは、もともとこども発達支援センターにス

マートフォン４台ありまして、今回追加で２台買う

ことで６台全部に１台ずつ乗るというふうに考えて

おります。 

○清水亮佑委員 分かりました。次に、あと、これ保

護者会からの要望があったということだったんです

けど、具体的に何かどういった声があったのか、教

えてもらっていいですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 これは、も

ともとバスの延着について、我々のほうから一斉メ

ールであったりとか個別の連絡をさせていただいて

おりました。 

  ただ、そのような中でも、20分程度の待ち時間が

発生しておりまして、障がいのあるお子さんと保護

者が猛暑のときですけれども、長時間待っているの

はやっぱり負担が大きいというお声がありまして、

それを受けて今までメールと電話をさせてもらって

おりましたけれども、やっぱりこういったどこにい

るのかというのが分かるアプリがあったほうが、保

護者であるとか、児童の負担軽減につながるであろ

うということを考えまして、今回御提案をさせてい

ただいたものでございます。 

○清水亮佑委員 具体的に、その保護者から何かそう

いった意見あった時期とかは分かったりしますか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 具体的にあ

った時期としましては、令和２年にあったというの

は確認はしておるんですが、それ以前については私

のほうで確認できておりません。 

○清水亮佑委員 令和２年にあったということでした

ら、多分令和２年で今、令和８年じゃないですか。

その約５年、６年の間に、いっぱい多分、国からの

メニューがあったと思うんです。置き去り防止のボ

タンのやつとか。何かそういったときに、個人的に

なんですけど、もう絶対必要じゃないですか、この

ＩＣＴの場所とか。 

そのメニューがたまたまなかったりとか、多分あ

ると思うんですけど、置き去りのときに、多分同じ

アプリの中でリッチメニューみたいな感じで使えて

たら、６年間の間に困っていた人がおったりとかす

るぐらいやったら、もう最初から市でメニュー追加

して、何かやってあげとったら、その６年間にバス

使っていた人、もうちょい楽やったん違うかなとも

思うんです。 

まとめてそれを申し込んだら安いとかもたしかあ

ったと思うんで、せっかくやったら次から例えば多

分次出てくるのでいったら、バスの中の暑さとか、

多分そういうので補助金が仮にあったりとかしたと

きに、せっかくやったらもう一緒にやろうやという

感じで提案していただけたら、その６年間待ってい

る保護者さん心配やったと思うんで、次からまとめ

てできるのであれば、お願いしたいと思います。 

  では、置きます。 

○澤田直己委員 児童育成支援拠点事業について聞き

たいんですけど、すごい基本的なことから聞いたら

申し訳ないんですけど、場所はどこを想定している

んですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 児童育成支援拠点事
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業の実際の場所につきましては、今後、事業者選定

を経て、決まった事業者と共に、この市内一円１か

所で実施する事業の最適な場所について、協議の上、

定めてまいりたいと考えております。 

○澤田直己委員 例えばの場所を挙げてもらえません

か。 

○西村是起家庭児童相談室主幹 例えばの場所につき

ましても、全然その辺りは未定でございます。 

  先ほど答弁させていただきましたとおり、事業者

決まってから、いろいろ市内一円見る中で、家賃で

すとか、立地とかもあるかと思うんですけど、その

辺り総合的に協議していきたいなと思っています。

その上で決定をしていくというふうに考えておりま

す。 

○澤田直己委員 何か宿泊を想定したりとかはないん

ですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 宿泊は想定しておら

ず、基本的には通いの居場所となる予定です。 

○澤田直己委員 何か虐待とか、不登校とか、居場所

がないとか、ヤングケアラー的なこととか、ネグレ

クトとか、いろいろ書かれていますけど、こういう

子がその家庭から解放されて通うイメージが湧かな

いんですけど、どうですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 例えばでございます

が、食事の提供が定期的になされていないであった

りとか、身なりの問題、お風呂に定期的に入れてい

ない、定期的に歯磨きとかの習慣がないようなお子

さんについて、こちらから働きかけて、保護者の同

意の下、この事業に通っていただいて、そこで食事

の提供を受けたり、生活習慣の習慣化するような支

援とかを受けて、そこで状況を改善させていくよう

なことを考えておりまして、中には、ちょっと先ほ

どおっしゃられたヤングケアラーのように、なかな

か家庭のとらわれから逃れにくい児童の方というの

もいらっしゃるかもしれないんですけども、その辺

りにつきましても、保護者や子供と接する中で、本

事業につなげられるように、市の職員のほうで関わ

ってまいりたいと考えております。 

○澤田直己委員 結構長期的なスパンで考えるんです

か。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 委員御指摘のとおり、

長期的に関わりたいと考えております。 

○澤田直己委員 今、言ったようなことをされても、

これはだから、いつかどこかで家に戻るわけでしょ

う。何か親が変わらんと、子供が幾らその期間、い

ろいろ歯磨きとかは別かも分からんけど、習慣もそ

うやし、要は家庭環境が悪いから、こういう普通の

ことが、食事が食べれないとかもあるし、親がしつ

けもしないとか、注意もしないとか、放置している

とかなれば、また元に戻ってしまうと思うんですけ

ど、その辺が何かあんまり見えてこないんですけど。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 委員おっしゃいます

とおり、ただ子供の状況を改善させるというだけで

は、家庭の環境が変わらなければ、終わってしまえ

ば元どおりというのは、御指摘のとおりございます

ので、この事業の関わりの中でも、例えば親とも送

迎の際に話をしたりであるとか、あるいは本事業以

外でも、子育て支援センターが本児童の家庭と関わ

る中で、家庭環境を改善するような声かけであると

か、家庭への支援であるとか、ほかの支援へのつな

ぎなども行ってまいりますので、この事業だけで家

庭が全て改善するということではないんですけども、

様々な支援を本市の職員のほうで調整させていただ

いて、児童も家庭も支えていき、状況を改善させて

いきたいと考えております。 

○澤田直己委員 既存の例えば学習支援とか、子供食

堂とか、何かいろいろありますやんか、かぶってる。

この辺との何か、この子はちょっとこの20人しか定

員ないわけやから、こっちの部分で部署は変わるけ

ど、そっちで何か見てよみたいな、そういう連携み

たいなんてあるんですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 おっしゃられました

既存の居場所事業であったりとか、既存の学習支援

の事業など、ほかの室課で行っているものもあるか

と思いますが、例えば養育環境に課題があるお子様

ですと、ほかの例えば児童館であったりとか、一般

的なお子さんが通っているところに通いにくいとい

うようなお子さんも、中にはいらっしゃったりする

ことがあるというのも聞いておりますので、そうい

ったお子さんについては、まずは児童育成支援拠点
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事業のほうでしっかりと支援をしていく。支援内容

が重複する部分もあるかと思いますので、その辺り

は重複利用ができないわけではありませんので、両

方の支援に関わっていきながら、あるいは既存の居

場所事業のほうで発見されているようなお子さんを

児童育成支援拠点事業につないでいただいたりであ

ったりとか、あるいは児童育成支援拠点事業で一定

程度改善が見られたお子さんについて、少しずつほ

かの事業の利用も促すなどをしながら、重層的に支

援を入れることで、児童の状況というのを改善させ

ていきたいと考えております。 

○澤田直己委員 この20名、何を優先するんですか、

虐待されているとか、不登校であるとか、御飯食べ

れていないとか、ヤングケアラーだとか、いろんな

要素がある中で、この数万人いる子供の中の20人で

しょう。それのどこに重点を置いて選んでいくんで

すか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 非常に、これだけを

見るという観点では難しいところではあるんですけ

ども、まずはその児童の一番は生命や安全が脅かさ

れているのではないかと思えるような状態の児童か

ら優先的に利用していきたいと思っております。 

なので、例えばもう食事を帰っても全然親が与え

てくれないとか、そういった状況にあるような児童

であったりとか、身なりの不潔さがもうかなり社会

的に他者との交流が難しくなっているとか、そうい

ったこととかがあれば、やはり優先度は上がるのか

なというふうには考えておりますが、ちょっと一律

にこれを満たしておれば優先にしますというのは、

ちょっと条件としては難しいので、我々関わる中で、

ある程度の優先度を決めて、利用につなげていきた

いと考えております。 

○澤田直己委員 そこまでいくと、何かもう保護せな

あかんレベルな気がするんですけど、保護者の許可

が要るわけでしょう。だから、一定の強制性はない

わけなんです。その辺、だから保護者にそういう状

態であっても断られたら、もう諦めるみたいな感じ

なんですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 おっしゃられたとお

り、基本的には利用者と保護者の同意を下に利用し

ていただくサービスになりますので、例えば児童が

利用したいとなっても、保護者が利用させませんと

なっている場合は、その時点では直ちには利用でき

ないものとはなってしまいます。 

  ただ、我々それでもって、では利用できませんね

と言って引き下がるわけではなく、継続的には関わ

り声かけをしてまいりますし、もしそういった大変

な状況でもあるにもかかわらず、親の同意が得られ

ない状況が長く続いて、子供の生命、安全が脅かさ

れてるということでありましたら、児童相談所、吹

田子ども家庭センターと連携して、その子供の安全

が確保できるような体制というのは取ってまいりた

いと考えております。 

○澤田直己委員 それはそうです。生活習慣なんかは、

まだここに通うことで改善される余地はある気がす

るんですけど、食事の提供とかになってくると、こ

こで食事食べれても、家に戻ったら食べれないこと

が、また結局、元に戻るだけなんで、これ何をもっ

て、そこの通所を、卒業じゃないけども終わります

みたいに決めるんですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 御指摘いただいたよ

うに、この時点で明確に切るというのが、これを条

件を満たせばもう利用できませんというのを、なか

なか一律に示すというのは難しいところではござい

ますが、一定、我々家庭児童相談室として、その家

庭に関わっていく中で、状況の改善が見られて、子

供も例えば利用を控え出すというような兆候が見ら

れるなどがありましたら、この事業の利用側の児童

にとっても、保護者にとってももう必要がなくなっ

てくるようなことを、家庭児童相談室と児童と保護

者と事業所である程度一致した場合には、事業を中

止するというところは、あり得るのかなとは思って

おります。 

○澤田直己委員 分かりました。最後、財源のとこな

んですけど、委託料400万円で府と国が３分の１ず

つなんですけど、令和９年度以降も同じようなあれ

ですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 令和８年度の予算に

つきましては、開設準備経費としまして、委託料と

しては400万円の経費を計上しているものになりま
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す。 

  それ以降の令和９年度から令和13年度までにかけ

ては、債務負担行為を要求しておりまして、１億

6,389万5,000円を５年間で要求しているところにな

ります。 

○澤田直己委員 だから、市の負担がどれぐらいなん

ですか。 

○西村是起家庭児童相談室主幹 議案参考資料に掲載

させていただいているんですけども、議案参考資料

の188ページになりますが、補助率が各年度国と府

で３分の１ずつありまして、合計３分の２になって

まいります。 

  債務負担行為限度額につきましては、５年間で１

億6,389万5,000円となっておりますところ、そのう

ちの補助が、各年度ちょっと概算になって申し訳な

いですけど、1,850万円が補助の額になってまいり

ます。 

○澤田直己委員 あとは、全部市負担なんですか。 

○西村是紀家庭児童相談室主幹 各年度は3,277万

9,000円が最大でかかるものと見ておりまして、一

般財源としましては1,424万3,000円となってまいり

ます。 

○澤田直己委員 ５年間でそれだけしか、一般財源が

1,400幾らですか。 

○益田洋平委員長 もうちょっと正確に、答弁いただ

けますか。 

○西村是紀家庭児童相談室主幹 各年度3,277万9,000

円、これが総額になっておりまして、そのうち一般

財源は1,424万3,000円を見込んでおります。 

○澤田直己委員 １年間当たりね。分かりました。ま

たちょっと注視していきたいと思いますんで、取り

あえず、その場所とか、どういうとこでやるのか決

まったら、また教えてください。 

○小北一美委員 資料ありがとうございます。資料に

基づいて質問させていただきます。児童発達支援事

業の各事業の詳細の部分で、１番目の児童発達支援

の予算が大幅に減額されているということで、３億

1,107万円から5,762万円ということで、約２億

5,345万円ぐらいですか、減っているということで、

ただし書で会計年度任用職員の人件費を会計年度任

用職員管理事業に付け替えたということだと思うん

ですけど、その会計年度任用職員の人件費のどの職

種、どの配置分が人事室のほうに移管されたのか、

教えてもらえますか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 こども発達

支援センターにいる会計年度職員の全部の人件費が、

こちらのほうに移管されましたので、それに該当す

る部分として、人件費だけで２億4,500万円ほど令

和７年度で計上しておりますので、その部分が減額

しております。 

○小北一美委員 移管額の総額が２億4,000万円とい

うのが、総額ということでいいんですか、人件費ね。 

  それで、残った今年度の予算が5,762万円という

ことで、これはどういう経費が残っているんですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 大きなもの

から、三つほど申し上げさせていただきます。 

  まず、一番大きいのは、先ほどありましたバスの

運行委託料、これが年間で2,787万円ほどかかって

ございます。そして、その次に給食の賄い材料費、

子供たちの給食のお金ですが、これは1,030万円、

３番目に大きいのがバスのリース料、これが６台で

年間大体950万円ほどかかっておりますので、大き

いものとしては、それらとなっております。 

それ以外は、例えば歯科医ですとか、整形外科の

先生の報酬であったりとか、園で使う消耗品の経費

となってございます。 

○小北一美委員 この人件費の移管によって、現場の

人員配置に変動はないと考えていいんですか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 おっしゃる

とおりでございます。 

○小北一美委員 次に、巡回相談、ナンバースリーで

すか。これはちょっとだけ減っている。これも65万

8,000円の増額となっているんですけども、この増

額の理由を教えてもらえますか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 こちらにつ

いては、議案参考資料でお示しさせてもらっている

ところでございますけれども、タブレットＰＣです

とか、Ｗｉ-Ｆｉの購入費用、あとは電動自転車の

購入ですとか、ＴＡＳＰ、児童発達評価ツールとい

うものがあるんですが、それの購入費用として増額
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となっております。 

○小北一美委員 巡回相談については、利用園からの

ニーズが高いと思うんですけども、どういった要望

とかを含めてあるのか、教えてもらえますか。 

○宮本成貴こども発達支援センター主幹 実際に、現

場の先生からの御意見で言いますと、それこそ配慮

を受けていないお子さんで、丁寧な支援が必要なお

子さんが増えているというお声を聞いておりますの

で、現状でもそういう相談を対応しております。 

○小北一美委員 そういったいろんな要望に対して、

今の現行体制で十分対応できると考えていいんです

か。 

○宮本成貴こども発達支援センター主幹 令和８年度

の巡回相談の変更に際しまして、現体制に加えまし

て、巡回相談員として出務します心理士１名及び作

業療法士１名の確保はできております。 

  また、言語聴覚士も２名確保しておりますので、

職員体制の充実により、必要な支援はできると考え

ております。 

○小北一美委員 項目２番の外来相談と５番の外来訓

練についてですけども、この予算は前年度に比べて、

ほぼ横ばいか、ちょっと微減なんですけども、この

外来相談の分ですけども、大阪大学医学部附属病院

の小児科発達外来に本市専用枠を設け云々と書いて

あるんですけども、その阪大の専用枠の利用状況に

ついて聞きたいんですけれども、年間の利用件数と

か、予約待ち期間とか、医師からの助言内容の傾向

とか、その辺のところを教えてもらえますか。 

○古川みどりこども発達支援センター主査 阪大の受

診枠についてですが、84枠、今年度より増枠してお

りまして、現在受診枠に決定しておりますのが80名

おります。 

  待機期間ですが、昨年度までは４か月ほどありま

したが、増枠した関係で１か月弱に待機期間が減っ

ております。 

○小北一美委員 ５番の外来訓練の件ですけど、外来

訓練の提供枠というのは、ニーズに対して十分な提

供枠となっているのかどうか、教えてもらえますか。 

○宮下昌也こども発達支援センター主幹 現在のとこ

ろ待ちとかもありませんので、十分な提供ができて

いるというふうに認識してございます。 

○小北一美委員 重層的支援体制整備事業ということ

で、これ主には福祉部のほうで聞くんですけど、児

童部のほうも若干ありますので聞きたいんですけど

も、これも先ほどと一緒で、例えば注意書きで16、

17、19、20、23についてはいうことで、これも人件

費を人事室の予算という形で計上したので、減って

いると思うんですけど、これも形式的な予算の移管

によるもので、サービスの水準低下はないというふ

うに、先ほどと同じように理解しておいていいです

か。 

○中井三朗家庭児童相談室参事 家庭児童相談室にお

きましては、サービスの提供に対しての低下はござ

いません。 

○小北一美委員 この重層的支援体制整備事業という

のは、制度開始から数年たったのかな。課題も見え

てきていると思うんですけども、特にこの高齢、障

がい、子育て、困窮世帯ということで、横断した支

援の実効性を高めるための改善策が必要だと思うん

ですけども、児童部としてのお考えは、この件につ

いてどうなのかという、また多岐にわたるので、理

事ですね。 

○北澤直子理事（子育て支援センター担当） 重層的

支援体制ですが、今年度から始まっております。や

はり重要なのは、各所管の今までの縦割り部分を、

やっぱりそこの壁をなくして、しっかりとした情報

の共有であるとか、連携というところを、職員、そ

れから地域の皆様方と一緒にやっていくことだとい

うふうに思っておりますので、その辺りの連携を児

童部としては、やっぱり今後もしっかりとやってい

きたいというふうに考えております。 

○小北一美委員 よろしくお願いします。これは準備

の期間も含めて言いましたけど、事業としては今年

度から始まったということで、ちょっと言い間違え

ましたので、よろしくお願いします。 

一旦置いときます。 

○玉井美樹子委員 資料ありがとうございました。５

歳のウェブアンケートの資料からお聞きをしたいと

思います。 

要配慮と判定されている人数と、おひさま相談に
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つながった人数に、随分開きがあるというふうに思

うんですけれども、つながっていない人はどこかに

相談をされているんでしょうか。 

○柏原令子すこやか親子室主幹 ただいまつながって

いない方につきましては、分析をしているところで

ございます。 

○玉井美樹子委員 では、どこにつながってるかは分

からないということですか。 

○金子美和子すこやか親子室主査 分析につきまして

は、当センターで健診の実施状況などで、既に発達

に関する支援を行っている分と、また当室で持って

おります児童デイなどの療育につながっている方に

ついては、一定発達面でも支援が受けられているの

で大丈夫という思いがあるのではないかという仮説

をしております。 

  そういった分は、おひさま相談にはつながらない

のではないかという分析をしております。 

○玉井美樹子委員 正確な分析ではないのかなと思う

んですけど予測ですよね。もともと把握するための

アンケートですから、つながっているから大丈夫と

思ってるんじゃないだろうかとかじゃなくて、しっ

かり掴んでほしいというふうに思いますし、５歳の

お誕生日が来てのウェブアンケートです。お誕生日

が来る年は年中さんなんで、必ずどこかの集団のと

ころには所属しているかというふうに思いますので、

もう少し、まだやったところとはいえ、詳細のつか

み方はしていただきたいというふうに思います。 

  先ほど、巡回相談の体制について、購入分、ＴＡ

ＳＰの評価ツールとタブレット、Ｗｉ-Ｆｉ、電動

自転車購入費用と、あと心理士等の配置というふう

に言われましたけど、今、先ほどおっしゃった心理

士等の配置で、拡充するという体制はそろっている

んでしょうか。 

○紙谷裕子こども発達支援センター長 巡回相談の体

制でございますけれども、次年度、職員体制評価委

員会で心理士１名と、あと言語聴覚士２名、あと会

計年度の作業療法士１名、これの確保ができました

ので、体制としては取ることができております。 

  加えて、この巡回相談に関しましては、チーム支

援を行うということで、相談体制の強化を行うとい

うことにしておりますので、そこの体制の強化に向

けてのセンター内での協議を今しているところでご

ざいます。 

○玉井美樹子委員 まだ協議中なんで、そろってない

ってことですか。拡充といって言われているし、書

いてあるし、先ほど答えはった採用人数で、詳細い

うとたくさん辞めはりましたやんか。体制がそれで

整っていないのに拡充にはなりませんやんか。だか

ら、先ほどこれだけ採用しましたからこういう体制

ですと言われたので、拡充という体制はそろったん

ですよねということを聞いたんです。 

○紙谷裕子こども発達支援センター長 令和７年度承

認をいただいて、体制としては取れております。 

○玉井美樹子委員 令和７年度やから、令和８年度に

拡充に向けての体制は整ってるんですよね。令和７

年度は今の年度やから、来年度の予算やから、来年

度拡充分は整ってるんですよね。 

○紙谷裕子こども発達支援センター長 令和８年度体

制の強化に向けて、職員体制は整っております。 

○玉井美樹子委員 この間、購入の分にもありますけ

ど、発達検査そのものの検査方式を変えたりとか、

新年度は巡回相談の方法も変えられるわけですし、

それは現場の求めに応じて、相談に乗ってもらえる

体制だと、説明書きを読めば拡充とも読めなくはな

いなというふうには思っていますけど、現場がつい

ていかないような混乱の仕方の展開で進めてきてい

るんじゃないかなというふうに思っています。 

  先ほど、５歳ウェブアンケートでおひさま相談に

接続がされていないという方が、恐らく放デイとか

児童発達支援事業所に行っているんじゃなかろうか

というふうなことは言われておりましたけど、児童

発達支援の事業所そのものがたくさんあるわけでは

ないですし、実際そこに受けに行こうと思って、一

覧見て電話するけれども、結局電話がつながらず、

いつまでもその児童発達支援事業所が見つけられな

いとか、そういったこともお聞きもしています。 

せめて、接続先に困った場合はおひさま相談やこ

ども発達支援センターとするとか、私はそういった

公的な支援はしっかりするべきだというふうに思い

ます。 
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例えば、１歳半健診からすこやか健診とか、そう

いうふうにつながってきている人たちについては、

新年度も新規の発達支援保育はもうしないというふ

うに言われていますけど、そういう１歳半からつな

がっている人だけでも、これまでどおりの仕組みを

一旦選択する形で、新規受入れを行わないとかとい

う形をせずに、利用者や保護者が選択できる形を、

しばらくは残すべきじゃないかなというふうに思う

んですけど、その辺りはいかがでしょうか。 

○宮本成貴こども発達支援センター主幹 おひさま相

談のことで言いますと、例えばここあぽの結果で要

配慮になったお子さんが対象になりますけれども、

それ以外でも親御さんが不安に思ったり、就学に見

越して相談したいというケースには対応してまいっ

ております。 

○玉井美樹子委員 それは分かったんですけど、だか

らそこだけじゃなくて、例えばこの間いろんなこと

をいっぱいこども発達支援センターを中心に変えて

きてはりますやん、保育園での検査方式含めて。 

何か、ぐっとそういうスピードで変えてしまわず

に、例えばそこに乗らへん人もおるわけやから、例

えば今まで１歳半健診で、すこやか健診につながっ

ていて、次、恐らく新３歳児になるだろう人は、新

規、発達支援保育を選択できるようにしてあげると

か。もうその人は、たまたま年齢的な対象で３歳児

になっただけなんだから、いやもう方式変えたんで

しませんとかじゃなくて、何かそういうソフトに移

行する期間を残してあげるとか、何かたまたまです

やん。たまたま３歳になるだけで、そのちょい手前

で１歳半健診で引っかかっただけの話で、そこをこ

う変えますからこうしますじゃなくて、もう少し余

力を残した形で移行していくことも必要やと思うし、

まだその先の５歳のアンケートにしたって、相談に

つながっている件数そのものは、ちょっと開きもあ

るわけやからね。 

  だから、児童発達支援事業所に行ってるかもとか

いう状況の中で、そもそもの受けていく、こども発

達支援センターのやっていることは、選択肢の幅と

して、巡回相談はそういうふうにしながら残すべき

じゃないかなという検討はしてほしいなと、私は思

っているんですけど、私、おひさま相談のことだけ

聞いたわけやないんで、そこはどうなんですか。 

○紙谷裕子こども発達支援センター長 今回は、発達

支援保育制度の見直しと併せて、巡回相談の拡充と

いうことで挙げさせていただいた。この間、５年間

ほど、検討してきた経緯がございます。 

  我々としましては、令和６年度に児童発達支援セ

ンターとして、中核機能を持って事業所への支援、

それもコンサルテーションをしていくという機能を

持っておりますので、事業所に関しましては、そこ

のコンサルテーションをしながら支援をしていく。 

これまで、発達支援保育制度で巡回ができていな

かった私立幼稚園、そして小規模保育事業所への巡

回、この辺りをしっかりと保育幼稚園室から受け継

いで、こども発達支援センターの専門職として実施

をしていきたいということで、今回提案をさせてい

ただいております。 

○玉井美樹子委員 新しい提案もいいんですけど、も

ともとのあるものに期待を持っていた人たちもいる

わけですから、そこには取りこぼしがないようには

していただきたいというふうに思いますし、センタ

ーとしては、何年間かかけて検討はされてきたとい

うふうに私も思いますけど、例えばですが、障がい

児福祉計画にあるわけでもないし、これまであった

療育センター構想にも、ほんまに基づいてんのかな

というのも疑問も残りますし、何かその辺りは、現

場の意見を聞くとか、もう少しやや強引やなと思う

ような変更の仕方は検討いただきたいというふうに

思います。 

あと、中核的な機能とか、そういうセンター的な

機能を果たすというんだったら、事業者がきちんと

連絡が連絡会の中で取れるようなこととか、その中

での公的責任みたいなんはしっかり果たしていただ

きたいというふうに思います。 

  あと、家事・育児支援についてお聞きをします。

その家事支援の実績と、どんな事業所が、事業所の

数も含めて詳細をお答えください。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 子育て世帯家事・育

児支援事業につきましては、令和７年度につきまし

ては、１月利用分までとはなりますが、計約500時
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間、500件の利用がございます。 

  契約事業所につきましては、10事業所と契約して

おります。 

  あと、主に契約している事業所につきましては、

介護保険によります居宅サービス事業所であったり、

障がい福祉の在宅でのサービスを行うような事業所

と契約しております。 

○玉井美樹子委員 高齢や障がいのそういった訪問の

サービス事業所が受けているということなんですけ

ども、保育とか子供に関するところも人手が確保で

きなかったということも、今ももちろんそうですけ

ど、特に介護保険とか、障がいの事業所は人手が足

りないというのは、今、大きな課題になっているか

なというふうに思うんです。 

  こうやって家事の支援を、例えば児童部の所管の

ところが事業として実施したとしても、結局受ける

のはそういったところででして、市の事業そのもの

が人手が不足することによって、困難になるのかな

というふうに思うんですが、そういったところの人

手確保についても、児童部としても福祉部に任せき

りにしないで、事業を行っていこうと思えば、人手

確保の問題は一緒に考えていかないといけないんじ

ゃないかなというふうに思うんですが、事業実施に

当たって、その辺りは考えておられますでしょうか。 

○中井三朗家庭児童相談室参事 家庭児童相談室のほ

うで実施しております家事、育児のサービスにつき

まして、福祉部のほうの事業所さんのほうと契約さ

せていただいておりまして、サービス提供につなげ

ているところでございます。 

  ただ、人材確保につきましては、現在、家庭児童

相談室のほうでの対応はできておりません。 

○玉井美樹子委員 対応できてないじゃなくて、事業

をやろうと思えば、その事業所さんにお願いするし

かなくて、その人手がいなければ、事業は市がやっ

ていますよと言ったって受けてくれる事業所が人が

足りないわけですやんか。だから、やっぱりそうい

うことは、複合的に考えへんかったら、事業そのも

のが、やりたくてもできなくなるんじゃないかなと

いうので、ぜひ検討はしていただきたいというふう

に思うんですけど、その辺りはいかがでしょうか。 

○中谷美樹家庭児童相談室長 今、委員御指摘ござい

ましたように、私たち事業をするに当たりましては、

やはり他の高齢や障がいの事業を圧迫しないように、

そこのところは非常に考えているところでございま

して、事業所さんにも、今のキャパであったりとか

というところを確認しながら、進めさせていただい

ていると同時に、高齢また障がいの事業者さんだけ

でなく、子供の部門とかをされているところであっ

たりとか、ちょっといろいろ当たろうというところ

は思っておりまして、家事、育児の話ともかぶるん

ですが、例えば短期支援のショートとかにつきまし

ても、新たな開拓先というのを探していっていると

ころでございます。 

○玉井美樹子委員 ぜひ、福祉部と連携もすることも

視野に入れて、児童部が先行していろいろやられて

いますやんか、保育士確保のときもね。だから、不

十分さは残ってるとはいえ、そういった人手を確保

する問題について、しっかり考えていただきたいな

というふうに思っています。 

  あと児童、先ほど来聞かれていた委員さんもいま

したけど、児童育成支援拠点について、私も少しだ

けお聞きをしたいと思っています。法改正があって

施行されるということと、先行市も実施されている

事例もあるんかなと思うんですけど、参考資料に書

かれていることも、御答弁されていることも、もち

ろん居場所をつくるということについて、その拠点

をつくることは否定するものではないんですけど、

書いていることや実際御答弁なさっていることを考

えると、本当に通所でできるものなのかというのは、

やや疑問が残るんですけど、その辺りはいかがなん

でしょうか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 御指摘のありました

とおり、全ての児童が通所だけで課題を解決できる

わけではないというのは、御指摘のとおりかなと思

っております。 

  その上で、この児童育成支援拠点事業ができまし

たら、家庭での生活をしながら通所する中で、児童

や家庭の状況というのを改善していって、サポート

していき、それで難しい家庭や児童がいらっしゃい

ましたら、吹田子ども家庭センターとも連携してい
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きたいと。 

場合によりましては、子育て短期支援事業の宿泊

を伴うようなサービスなども加えながら、家庭の支

援のほうを行ってまいりたいと考えております。 

○中谷美樹家庭児童相談室長 これまでちょっと児童

育成支援拠点、様々お聞きいただきましてありがと

うございます。ちょっと補足させていただきます。 

  委員の皆様も、この事業なかなかイメージつきに

くいかと思います。本当に、これ通所でいけるのか

とか、それは保護じゃないかというようなところを

お思いだと思うんですが、私たちも実際にも居場所

開設されている他市のほうも、実際見させていただ

いております。 

  議案参考資料190ページ御覧いただきまして、対

象児童を右上に、囲みがございます。本当に食べれ

てないとか、臭いとかいう児童だけじゃなくて、本

当にグレーな対人的にちょっと児童館はなかなか行

けないなとか、不登校の中でもやっぱりちょっと家

庭に居場所を感じていないなというところとかも、

実際来る中で、先ほど親はどうなるんだというお話

も頂いていたと思うんですが、子供さんから実際、

親を今度連れておいでとかいう形で、まずは食事を

きっかけにつながろうということをされている居場

所の実践を実際見てまいりました。 

  そういった居場所というのは、やはり吹田にも、

今ある居場所にはないものとして必要かと思ってお

りますので、御理解いただけたらと存じます。 

○玉井美樹子委員 もちろん私も、市がやっているわ

けではないですけど、民間の団体の人がやっている

のは二つほど見せてもらいに行きました。 

  今、言われたように、まずは食べることからとい

うのは、必要な支援だなというふうには思ってるん

です。ですけど、おっしゃったような、例えばいろ

んな子ども家庭センターや保護するところにつなぐ

というふうにはおっしゃるんですけど、だったら民

間にお願いせずに、私は公的なところが、しっかり

と保護も含めてやるというんだったら、担うべきじ

ゃないかなというふうに思っていますので、これか

らお考えになっていただきたいというふうに思いま

す。 

  あと、１点だけお聞きをしたいのは、対象を小学

生というふうにしていますが、兄弟なんかがいる場

合はどうなるんですか。その小学生だけが対象なの

か、兄弟も一緒になのか、そこはどう考えておられ

ますか。 

○中谷美樹家庭児童相談室長 対象は小学生、中学生

を一応原則とはさせていただいておりますが、実際

にやっぱり下の妹さん、弟さん連れてきたりとか、

高校生の子がふらっと来るということもあり得ると

思っております。 

  そういった場合には、そこですぐシャットアウト、

あなたたち駄目だよと言うんじゃなくて、どうした

の、どうして来たのという形からちゃんと聞き取り

をして、ここのその居場所にはずっと継続的に通わ

ないとしても、適切な青少年部局であったり、未就

学のすこやか親子室等と連携しながら、きっちりと

したフォローにつなげてまいります。 

○五十川有香副委員長 資料ありがとうございました。

他市を見に行かれているということで、児童育成拠

点施設です。様々に、先ほど委員さんからも御質問

があって、この内容で、私も他市に見学に行かせて

いただいて、改めて非常に大事な事業だなというふ

うに思っています。 

  この資料を見ていましても、先行して近隣であれ

ば、豊中市さんであったりとかされている市がある

かと思うんですが、具体的に先ほどの他の委員さん

からも、次の支援にどうつなげていくのかとか、そ

ういった御質問もあったかと思います。その事例を

基に、今後その事業所募集に当たって、仕様書であ

ったりとか、そういうところに反映していくのかな

と思うんですけれども、今、吹田市としては20名と

いうのが果たして足りるのかというか、適切な人数

の定員なのかというところも踏まえて、どのように

お考えか、お伺いできますか。 

○西村是紀家庭児童相談室主幹 定員20名につきまし

ては、他市も比較しますと、ほぼ20名にされている

と。ここは国のガイドラインに各市が準じていると

いう状況ではございます。 

  本市は、まず１か所目で20名を定員として、開始

を検討させていただいているところなんですけども、
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実際、利用者が増えていくということであれば、増

設というのも検討していく必要があると思います。 

  ですので、開所後の実績を踏まえながら、先々を

考えたいなと思っております。 

○五十川有香副委員長 この事業を予算化していくに

当たっても、様々に検討されて、他市の実情も実際

見に行かれてる市もあるのかなと思います。ヒアリ

ングされているところもあるという中で、今の御答

弁であれば、利用者が増えていけば２か所目もとい

うことですけれども、ほかの委員さんもおっしゃっ

たように、どれぐらいが見込みとして、今その相談

数とか様々にあると思うんですけれども、その実数

としてどれぐらいの子たちには声かけをして、来て、

そういったプログラムを一緒にするというようなこ

とを考えておられるのか、それはいかがですか、具

体的な数字です。 

○西村是紀家庭児童相談室主幹 具体的な対象の人数、

どれぐらい捉えているかという御質問かなと思って

おりますけども、まず家庭児童相談室では、自宅で

生活される子供さんの養育に関する相談を受けます。

その中で、虐待というふうに判断させていただいて

いる児童さんもいます。その中で、こういう居場所

が適しているんじゃないかなと考えているのは、大

体100人ぐらいの児童、子供がおります。 

  その中で、では親御さんから了解を得て、利用に

つなげれるかなというと、そこはずっと割合が減っ

ていくものかなと思っております。 

  また、家庭児童相談室のほうで把握している約

100名というところなんですけども、学校のＳＳＷ

さんにもアンケートを取らせていただいたことがあ

るんですけども、こちらからの御回答でも、適して

いるんじゃないかという子供が90から94名ぐらいい

たということがありますので、大体把握していると

ころとしては100名前後というふうに考えておりま

す。その中で、いかにこの場所につないでいけるか

というところが、まず必要になってくるかなと思っ

ております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。委託料の中で、

市によってそれぞれはあるんですが、送迎をするの

か、全市から要は子供さんが１か所に来るというこ

とですので、送迎をするところもあれば、送迎なし

で自分で来れる方というところを、基本的にはそう

しているとか、他市によってばらつきはあるんです

けれども、今、吹田市として考えているのは、どこ

までのことをやっていただきたいというようなこと

で、いかがでしょうか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 送迎につきましては、

基本的には市内１か所というところになりますので、

車を用いて送迎を行えるような体制を事業所に整え

ていただきたいと思っております。 

  ただ、やはり20名定員というところがありますの

で、一定曜日を調整したりであるとか、通える方に

ついては、例えば支援員の方に徒歩や自転車などで

一緒に付き添っていただくなどをして、自動車以外

の送迎方法を含めて、必要な送迎体制が取れるよう

な形の事業所と一緒に調整していきたいと考えてお

ります。 

○五十川有香副委員長 分かりました。提案に基づい

てというところかなと思うんですが、そういったこ

とも用意していかないといけないという中で、この

委託料の積算に当たって、今、言ったようなことも

もちろん考えた上で、委託料積算されていると思う

んですけれども、その辺りは様々な市を見た上で、

どのような考えの上でこの委託料になっているのか、

お答えいただけますか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 金額の積算につきま

しては、基本的には国の出しておられる補助金の基

準となる金額であったりとか、あとは一定その事業

は行えそうな事業所と、意見交換を行う中での見積

りなども踏まえて、先ほどの送迎の体制も含めて、

しっかり取れるような状況での見積りを頂いた。そ

ういった条件を満たす金額が、この金額であるとし

て御提案させていただいているものになります。 

○五十川有香副委員長 分かりました。では、実施さ

れましたら、具体的に役所であったりとか、その支

援する方もいれば、その運転手さんもいて、様々な

ところの大人に子供たちは関わっていくんですけれ

ども、子供の権利という点からは、そういったもち

ろんプロというか、そういう方々がされますので、

大丈夫とは思いますが、子供の権利を十分に配慮し
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た対応というのが必要かと思いますが、その点いか

がお考えですか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 おっしゃるとおり、

子供と大人が密接に関わる場になりますので、一方

的に大人がルールを決めるであったり、あるいは強

引に何かをしてしまうということはあってはならな

いことであると認識しております。 

  子供の権利の守り方についても様々あるかと思い

ますが、例えば事業所内のルールについて、子供と

一緒にルールづくりをするというところで、子供の

意見を表明するような権利を重視することであった

りとか、あるいは送迎の中での権利というところで

言いますと、やはり一番心配するところが、何か大

人と子供が１対１になってしまって、目の届かない

ところで子供の権利が何らか侵害されてしまうとい

う理由のところが、一定、一番恐ろしいことかなと

は思っておりますので、その辺り、他市事例でもあ

る程度の経験がない方については、必ず大人は二人

体制であったりとか、男女二人で送迎するであると

かというような形で取っているというのは聞いてお

りますので、その辺りも踏まえて、仕様書であった

りとか、事業所の運営体制には、こちらのほうから

意見を言っていきたいなと思っております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。あと、もちろ

んですけども、学校の先生とか関わる方々、それも

お願いしたいです。 

  今、小学生というのは、ある意味、送迎かなと思

いますけれども、中学生も受入れ可ということでさ

れているかと思います。本当、市によってばらつき

があるんですけれども、間違いなく言えるのは、子

供たちにとって非常に大事なこの生活の場だという

ところで、十分に期待したいなと思っております。 

  あと、先ほどほかの委員さんからも、かといって

家に戻ったときに、やっぱり保護者も一緒に、子供

が変わることで保護者も変わってくるというか、そ

ういうところにぜひとも可能性として研究というか、

そういう成果も出ているというのが、海外の研究か

らでも３か月集中すればとか、そういった研究も出

ていると聞いておりますので、十分にその子供の権

利を守って、生活を守っていく。それは、保護者も

守るというところに、関わる全ての方々が、その意

識で実施をしていただきたいと思っております。そ

の点いかがでしょうか。 

○中井三朗家庭児童相談室参事 副委員長のおっしゃ

るとおり、やはり関わる人間全てが、この事業に対

して、よいイメージを持っていただきながら、確実

なものにしていきたいと思っております。 

  従来、先ほども他の委員の方からも御質問ありま

したとおり、戻ってからの支援であったりとか、戻

ってからやっぱり食事が提供されなければ、一緒で

はないかという御意見も頂いたかなと思っておりま

す。その点に関しましては、我々児童虐待の取扱い

しているところでもございますし、やはり大人のエ

ンパワーメントをすること、また子供のエンパワー

メントをすることに重きを置きまして、支援をして

いけたらなと思っております。 

○五十川有香副委員長 結構です。お願いします。 

○中西勇太委員 時間のことがありますが、少しだけ

大事なところを確認させてください。家庭児童相談

事業の、今お話ししていただいてたところなんです

が、子供の権利は、健やかに育ち、安心できる特定

の養育者との関係を守られながら、社会に必要な人

間だと感じられるように育っていくことだと思いま

す。そこを守るために、児童部の皆さん、御尽力い

ただいてると思うんですけども、やっぱり今お話も

あったかと思うんですけど、やっぱり子供さんにだ

けのアプローチだと、どうしても難しい部分がある

と思うんですが、親であったり、家庭に対してのア

プローチの部分は、この資料にも一部は、ほんの１

行か２行か、家庭への支援というか、サポートのと

ころ書かれているとは思うんですが、その辺りは民

間とも連携してという部分で、より力を入れれる部

分かもしれないと思うんですが、その辺りは、皆さ

んどのように考え、検討されているか。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 委員おっしゃいまし

たように、子供の権利はもちろんのこと、その親と

の関わりというのも、大変重要であるというのはも

ちろん考えております。 

  本事業についても、委員おっしゃいましたように、

保護者への支援というものも関わっておりますので、
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送迎の中であったり、場合によっては、この事業に、

居場所に一緒に来ていただいて関わりであるとか、

そういったことも、保護者が同意があれば、関われ

るようにするであったりとか、あるいは家庭児童相

談室の事業として、親子関係形成支援事業というよ

うな親子の関わりを学ぶような事業であったり、あ

るいは家庭児童相談員が家庭に訪問して、その家庭

の悩みを聞いたり、サポートをしたりとかというこ

とも、今までも行っておりますし、今後も行ってい

くのは、より手厚くしていきたいなとは考えており

ますので、その辺りで、子供の支援はもちろんのこ

と、その子供を支える親の支援というほうも行って

いきたいと思います。 

○中井三朗家庭児童相談室参事 今の答弁に対して、

補足をさせていただきたいと思っております。 

  まず、この事業につきましては、子供の権利とい

うことも含めまして、やはり児童虐待の未然防止が

できるような対策をできたらなというふうに考えて

おります。 

  この拠点のほうに通所する児童に関しまして、や

はりその内容の中で、児童虐待につながることが発

見できるのであれば、我々児童相談室のほうが事務

局となっております要保護児童対策地域協議会のほ

うに上げまして、その中で、子供の安全を守るため、

また、大人、保護者のエンパワーメントを上げるた

めの支援をしていきたいと思っております。 

そこには、様々な民間の企業さんにも参入いただ

きながら、要対協の枠の中で話をできるような体制

も、一緒に考えていけたらなと思っております。 

○中西勇太委員 非常に丁寧に御答弁いただいて、あ

りがとうございました。この事業だけではなくて、

経済的な支援なども含めて、いろんなところ連携し

て家庭を守らないと。虐待があったとしても、それ

でも親がいいというのが、子供の心理だと思います

ので、その児童相談所が活躍し過ぎるというか、活

躍したら子供が守られると思うと、実はちょっと間

違っている可能性がありますので、皆さん御理解あ

ると思うんですが、ぜひ総合的なところで、大切な

ところを守る支援をしていただけたらと思います。 

○林 恭広委員 家庭児童相談所の今の話、事業にお

ける児童育成支援拠点事業の実施についてなんです

けど、先ほどほかの委員さんのやり取りの中で、対

象と思われる児童が100人ほどおられるというよう

なお話だったと思います。 

  その児童たちを、本当にこの施設に呼び込む。要

は来ていただくということが、本当に非常に重要な

お話だと思っておりまして、ただ業務委託でやって

いただくというような流れになる中で、その職員配

置、専門家の方々なんで、私は専門家ではないので、

そこに対しては大きく触れることはできないんです

けれども、がどうこう呼び込むことを想定されてい

るのか。 

これは先ほど、送迎ということもおっしゃってお

られたんですけど、要は児童とここの関係性みたい

なところもすごい重要であろうかと思うんです。そ

の辺りというのは、具体的にそこに関しては御答弁

がなかったもんですから、ちょっとお聞きできたら

なと思って、お話をうかがえたらなと思います。 

○河合哲平家庭児童相談室主査 先ほど申し上げまし

た100名程度こちらで把握している児童と、実際こ

の拠点事業をつなぐところにつきましては、おっし

ゃるように、この事業ができたからといって、その

100名がみんながみんな使いたいというわけではな

いと考えておりますが、私ども関わる中で、この必

要な児童には、私たちであったり、子供との信頼関

係を築いている関係機関を通じて、こういった事業

があるから使ってみないか、あるいは何か支援、手

助けが必要かというようなことをお声かけしていく

中で、本事業を働きかけて、本人と保護者の同意が

得られましたら、この事業につなぎでいきたいと思

います。 

  おっしゃったように、つながった児童と児童育成

支援拠点事業の専門家との間のつながりについても、

非常に今後事業を行っていく中では重要であります

ので、この居場所で児童が生活する中で、その中で

信頼関係を築いていただきたいと思っておりますし、

場合によってはそこでの何か難しいことがございま

したら、家庭児童相談室も関わって、その児童、家

庭とこの事業の事業者との関係が円滑にいくように

サポートしてまいりたいと考えております。 
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○中谷美樹家庭児童相談室長 今の御質問に、少し補

足させていただきます。100人に、このような対象

者がいてどう呼び込んでいくのかということをおっ

しゃっていただいていたかと思います。 

  この100人というのは、匿名の調査にはなります

ので、もちろん重複もあり得るとは思っております。

その中で、やはりそれを出していただいたまず機関

を回りまして、アセスメントという、令和８年度か

ら御承認いただけましたら、始めていく予定でござ

います。 

  議案参考資料190ページの左側、家庭児童相談室

の役割というところで、実際にこの事業は委託する

とはいえ、かなりその導入に向けての家庭児童相談

室職員の果たす役割が大きくて、非常にそのアセス

メントから丁寧にやっていく必要がございます。そ

の中で、対象児童を洗い出していって、優先順位を

つける中でつなげていきたいんですが、もちろん無

理やりということにはならないので、そこをまず関

係機関の方とどう説得していこうかという話から始

まっていくというところで、非常に準備までも時間

かかるかなと考えております。 

  その段階で、やはりもう定員の20名しかございま

せんので、先ほどのちょっと今後の展望とも関わる

ところでございますが、やはりそこでも対処し切れ

ないというところで、実際実績のほうも入りたい人

であふれるという事態であれば、もう私たちも１か

所とは考えておりませんので、また今後展開してい

きたいと考えております。 

○林 恭広委員 これ本当に、先ほど皆さんがおっし

ゃっておられたんで、保護者、親というところも本

当に重要でというようなお話あったかと思うんです

けども、ここは結局保護者もそうですけど、今の社

会というものが、横のつながりも縦のつながりもあ

まりないというような、もう根本的なお話もあろう

かと思っていて、先ほど小北委員がおっしゃってい

た重層のお話なんかも非常に、理事がおっしゃって

おられたそういうお話も、そのとおりかなと思って

おりますので、この事業だけに考えると、正直この

定員20人という、20人も集まるのかなというような、

クエスチョンが今すごくあります。ちょっと僕分か

らないんですけれども、ちょっと考えさせていただ

いたらなと思っております。これは意見で。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入れ替え

のため、暫時休憩します。 

（午後５時16分 休憩） 

（午後５時20分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○清水亮佑委員 議案参考資料179ページの子供の習

い事助成についてお伺いします。 

  まず大前提で、こっちは何で児童部になっている

のか、ちょっと説明してもらっていいですか。 

○井上博登子育て政策室主査 本事業は、所得格差に

よる子供の学び経験機会への格差解消を目的として

おり、児童福祉の位置づけで実施していることから、

児童部で取組を進めているところでございます。 

○清水亮佑委員 その小学校４年生に拡大するという

ことで、利用率の見込みで言うと47.4％見込んでい

るということなんですけど、この算定根拠は何です

か、教えてもらっていいですか。 

○井上博登子育て政策室主査 利用率47.4％の積算理

由でございますが、こちらにつきましては、予算積

算時点の令和７年度の実績値からと、その時点から

昨年度令和６年度の年度末までの利用率の伸び率を

参考にして算定したものでございます。 

○清水亮佑委員 その都度その都度決算とか、予算と

かでも、これ聞かせてもらっているんですけど、助

成対象となる習い事がどれぐらい増えているのかと

いうのを教えてもらっていいですか。 

○井上博登子育て政策室主査 現時点で習い事の参画

事業者数でございますが、最新、令和８年１月末時

点となりますが、376の事業者に参画いただいてい

るところでございます。 

○清水亮佑委員 それは去年からどれぐらい増えたと

かは分かったりしますか。 

○井上博登子育て政策室主査 昨年度末時点が334で

ございますので、42の事業者が、今年度新たに参画

いただいているところでございます。 

○清水亮佑委員 何か増えていっているので、ちょっ

と一安心しています、正直。 
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  ただ、利用者数が伸び悩んでいるのがちょっとす

ごい気になっているんですけれども、その辺は市と

してどういう、何で伸び悩んでるかとかは分かった

りしますか。 

○井上博登子育て政策室主査 本事業効果検証のアン

ケート等を実施しているところではございますが、

なかなか正直利用されていない方からの御意見とい

うのがいただけていないところではございます。 

  ただ、やはりまだ参画いただいていない事業者さ

んもいらっしゃいますので、そういったところで、

まだ利用できないというところが一つ要因にあるか

と考えております。 

○清水亮佑委員 我が会派としては、もっと広げてほ

しいなとと言ってる手前あるんですけれども、まず

今、利用する資格がある人が、できたら７割、８割

越えてくれたら、ちょっとうれしいかなとは思うん

ですけど、何で利用せえへんのかというのを聞いて、

返ってこうへん時点で多分それはちょっと難しいの

かなというのも、一部理解はするので、ただやれる

ことを少しずつできたらなとは思いますので、よろ

しくお願いします。 

  また、その習い事事業に関しても、ちょっと前の

議会のときに、１年生からとか幼稚園のときからと

か、何かピアノとか早いことやったほうがいいと澤

田委員も言ってはったんで、もしよかったら、そう

いうのも取り入れてもらえたらなと思いますので、

よろしくお願いします。 

  あと、貧困の連鎖を防ぐという意義もあるとは思

うんですけども、何か貧困やから入ったら入ったで、

また別にお金かかったりとかもするじゃないですか。

習い事の、例えばサッカー一つとっても、野球一つ

とっても、それでちょっとハードル上がったりとか

もあるかなとも思うので、もし可能であれば、四十

何パーセントの保護者に、プラスで何かかかったり

とかするのが、やっぱりちょっと抵抗ありますかみ

たいな、そういうアンケートとかも聞いてもらえた

らなと思いますので、よろしくお願いします。 

  あと、ひとり親家庭支援事業にいかせてもらいま

す。独り親の自立支援の資格取得の就労支援という

ところなんですけど、議案参考資料191ページにな

るんですけど、制度の見直しということだったんで

すけど、今回何で制度を見直すことになったのか、

ちょっと市としての認識を教えていただけたらなと

思うんですけど、どうでしょうか。 

○馬場健太郎子育て給付課主査 委員おっしゃる今回

の制度の見直しにつきましては、もともとこちら今

回御提案させていただいております事業については、

市として既に取組を続けてはおったもので、独り親

支援の中で就労支援施策が重要なものと考え、日々

支援に当たっているところ、国のほうから令和８年

度予算案が示された際に、今回の拡充内容を実施し

た場合は、国の財源の補助がつくという府の通知が

ございましたので、そちらを使って、今回の拡充を

ということで検討させていただいておるものになり

ます。 

○清水亮佑委員 多分、僕、去年の決算か何かで、多

分そこを聞かせてもらっていて、あれから看護師増

えたとか、准看増えたとかというのも多分あると思

うんですけど、今までやっていた分がちょっとお金、

市で出す分には浮いてくるかなとは思うんで、もし

可能やったら、ほかのところに振ってあげたりとか、

何かそういうのができる、部局間じゃないですけど、

欲している職業とちょっと難しい部分はあるかなと

は思うんですけど、またその辺ちょっと検討しても

らえたらなと思います。 

  あと、子育てとの両立支援ということについてち

ょっと聞きたくて、本制度の利用に当たって、子育

て支援、生活支援など、ほかの支援制度との連携に

ついては、どういう感じに取り組んでるか、教えて

もらっていいですか。 

○橋本陽子子育て給付課主任 こちら子育て給付課の

ほうでは、独り親の方につきまして、なかなか日常

生活で、今回でいうと資格取得等につきまして、や

っぱり時間等の制約がある中で、日常生活支援事業

やファミリーサポートセンター事業の補助の助成等

をしておりまして、その資格取得等、就労等に向け

て何か充実できるように日常生活の支援をしている

ところでございます。 

○清水亮佑委員 では、吹田市のファミサポさんの登

録状況は、今どんな感じか教えてもらっていいです
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か。 

○古田彰子のびのび子育てプラザ所長 ファミリーサ

ポートセンター事業の登録状況をお聞きいただきま

したので、御回答させていただきます。現在のとこ

ろ１月末現在ですけれども、依頼会員が1,436人、

援助会員が207人、両方会員が95人の計1,738人とい

うところでございます。 

○清水亮佑委員 他市もそうなんですけど、近隣他市

も含めてなんですけど、ファミサポさんは、結構そ

のエリアによってまばらであったりとかという部分

もありますんで、正直そのファミサポさん、これか

ら増やせれるかというと、これだけ、さっきも林委

員言っとったんですけど、縦横の関係薄れていると

いうことを考えたときに、物理的にそこからどんど

ん増やしていくのは難しいと思うんです。 

  ファミサポさんに代わるものは何かと言われたと

きに、今すぐ僕ぱっと言えるわけではないんですけ

れども、一定数そこの限界もあるということを考え

たときに、それを当てに、やっぱりその資格取得す

るときに、看護師になりたい、准看護師になりたい、

保育士さんになりたいとなっても、やっぱり独り親

やからちょっと難しかったりとか、ではファミサポ

さんあるんで使ってくださいねと言っても、結局も

うそのファミサポさんがいっぱいいっぱいになって

いる状態というのが、もうずっと多分なっていると

思うんです。 

そのことを考えたときに、何か市内保育所、せっ

かく保育幼稚園室でやっていることですし、吹田市

全体でやっていることで、看護師さんとか、准看護

師さんとか、どんどんステップアップもしていかな

あかんということを考えたときに、既存の保育園で

何かするというのは難しいかもしれないんですけれ

ども、何かそこら辺、ちょっと調整できたりとか、

今も多分、確かやっていたと思うんですけど、何か

そこら辺をもっと売っていけたらいいかなとも思い

ますので、一応これは意見として言わせてもらいま

す。 

では、一回置きます。 

○小北一美委員 ここの所管でいいと思うんですが、

議案参考資料181のパブリックメディカルハブ（Ｐ

ＭＨ）、これはイメージ的に言うたら、マイナンバ

ーカードを持っていますけど、保険証代わりで今使

っているやつの受給者証をマイナンバーでひもづけ

してやれるというふうに、簡単に言ったらそんなイ

メージでいいんですか。 

○黒木隆介子育て給付課主査 イメージとしては、委

員おっしゃるとおりでございます。 

○小北一美委員 マイナンバーカードがないとできへ

んと思う。マイナンバーカードない方は、今までの

紙の受給証で対応ということですか。 

○黒木隆介子育て給付課主査 委員おっしゃるとおり

でございます。 

○小北一美委員 医療機関において、マイナンバーの

機械がありますけども、その機械でこのやつも対応

できるということですか。医療現場も何か改修せな

あかんことが生じるのかどうか、ちょっと教えても

らえますか。 

○黒木隆介子育て給付課主査 医療機関側で、今回の

対応に伴って、そういう医療証を読み取れるように

するためには、医療機関側のレセプトコンピュータ

ーといわれる、医療機関導入されているコンピュー

ターのほうの改修も必要ということで認識しており

ます。 

○小北一美委員 そしたら、医療機関側もある程度費

用がかかるということですか。それに対する援助か

何か、これは国の制度だと思うんですけど、それ何

かあるんですか、医療機関に対する。 

○黒木隆介子育て給付課主査 このＰＭＨ対応に伴う

医療機関側の推進につきましては、国のほうで推進

をしておりまして、医療機関側のレセプトコンピュ

ーターの改修の費用につきましても、国のほうから

の補助があるということで認識しております。 

○小北一美委員 分かりました。 

○玉井美樹子委員 重層的支援のやつで資料を頂いた

その中に、子育て政策室の子育て広場の助成という

のがあるんですけど、これ減額になっている理由は

何でしょうか。 

○知花嗣文子育て政策室主査 令和７年度予算につき

ましては特殊な事情がありまして、令和６年度に実

施した市内全８団体の広場運営団体の選定が令和６
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年度中に完了していなかったという事情が予算積算

当時にありました。そのため、２団体分の運営費の

補助単価を最も高い設定で令和７年度に計上してい

たといった事情があり、若干令和７年度の予算が高

く出ていたんですけれども、今の段階では解消して

おります。そうした経過がありまして、令和８年度

の予算が令和７年度より安くなっているといった事

情がございます。 

○玉井美樹子委員 行き場というか、広場が減ったと

いうわけではないという理解でいいですか。 

○知花嗣文子育て政策室主査 委員御見込みのとおり

でございます。 

○玉井美樹子委員 あと、もう一つ、重層的支援のと

ころで、のびのび子育てプラザの運営費が、大幅に

減額になっているんですが、これはどのような理由

でしょうか。 

○古田彰子のびのび子育てプラザ所長 のびのび子育

てプラザの事業につきましては、議案参考資料のと

ころに記載させていただいていますように、令和８

年度から会計年度任用職員の人件費を、人事室予算

ということで別途計上しておりますので、ほとんど

がその費用です。あと、若干消耗品費とかの増減は

ございますが、ほとんど予算のところは変化はござ

いません。 

○玉井美樹子委員 あと、ちょっと児童センターにつ

いてお聞きをします。人のセンターへの配置の問題

ですけど、事業については昨年来より年齢の拡大と

か、不登校の受入れや事業そのものは増えていると

思いますが、構成員さんの配置については増えてい

るんでしょうか。 

○岸川優子子育て政策室主幹 令和７年度・８年度に

つきましては、児童館職員の人員体制や勤務日数の

変更はしておりませんが、今後につきましては、児

童館職員の意見や業務量の変化を確認した上で、人

員体制の見直しの必要性を判断してまいります。 

○玉井美樹子委員 今後ということですけど、そもそ

も事業を増やすときに、そういったことは一緒に検

討するべきだというふうに思っています。 

  児童館とか児童センターは、会計年度職員で、ほ

とんどが正規の人がいない職場になります。そこで

事業をやっぱり増やすということは、直接関わるこ

ともありますし、不登校の受入れを行うということ

は、教育委員会との連携とか学校との連携なんかも

行っていくわけですから、そこは短時間でも、例え

ば正規職員の要求していくとか、そういった検討も

含めて必要ではないかというふうに思うんですが、

その辺りはいかがでしょうか。 

○伊藤尊之子育て政策室参事 委員おっしゃっていた

だいたように、業務が大分増えているというか、機

能強化によりまして、業務の内容も変わってまいり

ましたので、今年度末ぐらいから児童厚生員の方に

もアンケートを取ったりと、途中からでも対応でき

るような何か手だてを考えていく必要あるというこ

とで、今現在進めておるところでございます。 

○玉井美樹子委員 ぜひ、よろしくお願いします。 

  あと、南吹田児童センターの改修工事の設計が出

されていますけど、そのスケジュールの中で、大規

模改修中は児童センターはどうなるんでしょうか。 

○原田真志子育て政策室主査 南吹田児童センター大

規模改修中は、南吹田児童センター自体は利用でき

ません。子供の代替の居場所の確保については、今

後関係部局と調整を進めてまいります。 

○玉井美樹子委員 子供たちが自分たちで行ける場所

が児童センターですから、改修中とはいえ、代替の

場所が、きちんと示されるように求めておきたいと

いうふうに思います。 

○五十川有香副委員長 資料ありがとうございます。

ちょっと予算の件ですが、昨年までの予算要求と今

回の予算要求の方法、状況について、担当部として

どういう変化があったのか、お答えください。 

○岡田耕一郎児童部次長 政策会議で上げられている

資料において、本会議でも御質問いただいたところ

ですけれども、我々としては行政評価の段階から、

まずは前年度評価、事業を評価をする中で、当初予

算から考えていきますので、そのルーチンの中で予

算の準備をし、進めてきたものということが、大前

提としてあるという形で認識をしております。 

  その上で、限られた財源の中で、より有効、効率

的に事業を実施する観点から、御答弁申し上げてい

たように、必要不可欠な事業ですとか、何か工夫で
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財源を縮小できるような事業がないかということを、

部内でも検討を進めてきたという形で、今年進めて

きたものと考えております。 

○五十川有香副委員長 具体的に予算の上げ方が、少

し変わったということで理解してよろしいですか。

前年度を評価する中で、予算を考えていたというの

は、多分それまでもそうなのかなと思うんですけど、

変化というか、どの部分が変わったのか、それもお

答えいただけますか。 

○岡田耕一郎児童部次長 副委員長御指摘のように、

部内での上限額というものが、新たに導入されたこ

ともありますので、この辺りにつきましては、要求

資料の５ページにもありますように、政策会議を受

けた後、部内の管理職会議で、各部局において精査

をしたものを、部長にも当てながら、部内の協議を

し、共有をした上で、一旦部内でどれぐらいの金額

になっているのかということも、けんけんがくがく

議論をしながらというような工程が増えましたが、

先ほどの繰り返しになりますが、基本的には我々が

今までやってきたことについて踏襲をする形で、予

算の精査に努めてきたという形で考えております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  次、行きます。先ほど、児童センターのお話あり

ました。私のほうは、五月が丘の児童センターで、

閉館中の子供たちの居場所を、先ほどの南吹田児童

センターはこれからということですけれども、五月

が丘児童センターも工事が始まりますので、具体的

にどのような場所が利用できるのか。東佐井寺のそ

の地域の子供たちはもちろんのこと、既に中学生だ

ったり、不登校児童なども全館受け入れているとい

うことであれば、五月が丘も一定数いらっしゃると

思いますので、そういったことを含めて、児童、生

徒への周知方法を教えてください。 

○尾崎聡葉子育て政策室主幹 五月が丘児童センター

につきましては、工事を２期に分けて進める予定と

しておりまして、第１期目に児童センター、第２期

目に公民館及び高齢者いこいの間を実施する予定と

しています。 

  御利用いただけない期間につきましては、公民館

と児童センターで相互に利用することを検討して、

調整しております。 

  周知方法につきましては、子供たち及び運営委員

さんに、運営委員会につきましては令和７年５月及

び７月に実施しております。 

○伊藤尊之子育て政策室参事 先ほどの答弁のちょっ

と補足になってまいりますが、周知につきましては、

市のホームページでありますとか、学校への直接の

周知等で、一定皆様に広く周知が行き渡るように考

えております。 

○五十川有香副委員長 学校というのは、いわゆる東

佐井寺と佐井寺中だと一定分かるかと思うんですが、

そのほかの小学校からも来ている子たちもいるであ

ろうというのを推察しますので、それであれば、少

なくとも全校にそれをされるんであればそれぐらい

するのか、ちょっと一定のそのホームページという

のは足りないと思いますけど、その点いかがですか。 

○伊藤尊之子育て政策室参事 先ほどの御答弁ですけ

れども、ホームページはもちろん掲載させていただ

くんですけれども、最近は校長指導連絡会とか、教

育委員会と連携しまして、直接生徒の皆様に御周知

できるようになっておりますので、全校への配付も、

場合によっては可能かと考えております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  あと、先ほど言っているように、今年度から中学

生の利用ができるようになったということで、大規

模改修に当たっては、不登校児童であったり、中学

生の利用も考えての整備というのが必要ではないか

と考えますが、五月が丘はもう工事が始まってしま

いますが、その点は今年度設計している中で一定考

えたのであれば、それを教えていただきたいのと、

あと南吹田、今後の設計に当たっては、そういった

対応が必要かと思いますが、具体的にどのように考

えておられるのか、お答えください。 

○原田真志子育て政策室主査 五月が丘児童センター

においては、子供の意見聴取において、中学生にな

っても室内で思い切り遊びたいという意見も聞いて

おり、大規模改修工事においては、遊戯室等に強化

ガラスを入れるなどの安全に遊べる環境を整備して

います。 

  また、今後の大規模改修においても、実際に利用
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する中学生の意見を聞くなど、ニーズを確保した上

で、ハード面の要望がございましたら、大規模改修

に反映させていきたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 十分に話を聞いて、お願いし

ます。 

  今、子供の意見表明ということで言っていただき

ました。実際に、資料請求で資料も頂いております。

ありがとうございございます。 

  ただ、ありがとうございますなんですけど、残念

ながら予算がほとんどついていないというところが、

非常に残念だなと思っております。といいますのも、

吹田市はこども基本法に基づいて、こども計画が策

定されて１年が過ぎているかと思います。こども基

本法第11条において、国及び地方公共団体に対して、

子供等の意見を反映させるために、必要な措置を講

ずることを義務づける規定が設けられています。 

  今回予算がかなりないというところ、その子供政

策に限らず、全庁という形でこの分科会の分と、文

教の分と二つ頂きましたけれども、非常にそういっ

たところが、まだつけられていないなというふうに

思いますが、その点はいかがお考えですか。 

○西浦弘基子育て政策室主査 今、副委員長のおっし

ゃったとおり、こども計画におきまして、基本目標

１の中で、子供の意見表明というところを掲げてい

るところでございまして、今年度から試行的取組の

ところを進めさせていただいているところでござい

ます。 

  その上で、子供の意見表明の仕組みづくりを進め

ていく上で、現段階では仕組み化のために職員がま

ず動くことと並行しまして、試行的な取組を実施し

ていくことに重点を置きましたため、事業予算には

こだわらない内容となりました。 

○五十川有香副委員長 具体的にどのように動いてお

られるんですか。 

○西浦弘基子育て政策室主査 令和７年度の子供の意

見表明の取組につきましては、全庁横断的に対応す

るために、子供政策推進委員会の中で子供の意見表

明の取組の方向性を報告しますとともに、試行的な

取組としまして、吹一小でのすいたこどもかいぎ、

高校生、大学生を対象とした大阪学院大学高校、大

阪学院大学への課題解決型授業にて、子育て政策室

からテーマを提供させていただいたというものを実

施するとともに、中学生を対象とした取組としても、

児童部ではないんですけれども、博物館のほうで、

同じように課題解決型事業の中で、テーマを提供し

ております。 

  それに加えまして、子供、若者の意見表明の仕組

みを進めていくにつきまして、ガイドライン概要案

を作成しているところでございます。 

  また、令和８年４月から実施します誰でも通園制

度の条例に対するパブリックコメントを募集する際

に、就学前児童、小学生、中学生を対象とした子供

のアンケートを実施しております。 

○五十川有香副委員長 頂いた資料では、正直もう少

し事業としてできるんではないかと思っております

ので、令和８年度、今、予算としては、児童部の分

ぐらいしかないですね、予算は。ほかの部局は予算

をつけていないところがほとんどですので、十分に

話を聞く体制というのは、必要であれば予算をつけ

る必要があるかと思いますが、その点、今、試行的

にやっていて、この辺りがもう少し仕組みとしてで

きるかなというふうに思っておられることあれば、

お答えいただけますか。 

○西浦弘基子育て政策室主査 先ほど申し上げました

試行的な取組の中の小学校、中学校、高校の取組に

つきましては、今年度、まず児童部子育て政策室に

おきまして、テーマ提供をさせていただきましたが、

毎年実施している可能性が高い内容というか、各学

校で毎年実施を検討しているものでありますため、

毎年児童部だけではなく、それ以外の所管につきま

しても、子供の意見を聞く機会というのを募って御

案内していければと考えております。 

○五十川有香副委員長 やはりこちらの子育て政策室

が、十分に職員に対してそういった、まずは研修と

かもされているというのも聞いておりますので、そ

れは非常に大事なことだと思いますし、それと併せ

て仕組みづくりについても、各所管も予算が必要な

ものはしっかりとつけれるような、それをサポート

というか、旗振ってやっていただきたいと思います

けれども、その点はいかがですか。 
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○西浦弘基子育て政策室主査 今、副委員長のおっし

ゃったとおり、今年度、職員に対する子供の意見表

明についての研修というのも実施しております。 

  そういった中で、庁内全体にわたって子供の意見

表明に対する意識の醸成を図っていくとともに、子

育て政策室が先頭を切って、各所管のほうで新たな

取組というのを進めていけるきっかけをつくってい

ければと考えております。 

○佐野直樹子育て政策室主幹 答弁に補足させていた

だきます。副委員長おっしゃるとおり、今年度、令

和８年度は予算のほうはついておりませんけれども、

例えば今、担当のほうが御説明したワークショップ

などをするに当たっては、ファシリテーターなども

必要かなと考えております。例えば、来年度はファ

シリテーターにつきましては、こども家庭庁が主催

している子供意見ファシリテーター養成講座を受講

した職員がファシリテーターをすることも可能かと

考えておりますけれども、また令和９年度以降につ

きましては、予算の要求も含めて考えていきたいと

思っております。 

○五十川有香副委員長 御存じと思いますけど、こど

も家庭庁からも様々な事例とか、予算のほうも出て

いますので、それは単費でということではなくて、

十分に活用していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上です。 

○澤田直己委員 質問１個思い出したんですけど、子

供の習い事助成費用の、これ拡充分の予算だけ書い

ていますけど、総額幾らですか。委託料と助成金と

分けて。 

○井上博登子育て政策室主査 まず、今事業の運営業

務の委託料でございますが、こちらにつきましては

5,392万1,230円となります。こちら拡充分を含むも

のとなっております。また、対象者に交付する助成

金といたしましても、拡充分を含めまして8,048万

5,200円となります。 

○澤田直己委員 対象の小学校４年から中３の総数と、

想定される利用率、利用人数を教えてください。 

○井上博登子育て政策室主査 令和８年度、小学校４

年生から中学３年生までの対象児童・生徒数の見込

みといたしましては1,415人を見込んでおります。 

このうち47.4％が利用されると込んでいるところ

でございます。 

○澤田直己委員 47.4％、人数でいうと何人ぐらいで

すか。 

○井上博登子育て政策室主査 おおよそ670人ほどと

なります。 

○澤田直己委員 なので、委託料がめちゃくちゃ高い

じゃないですか。それで利用率が47％と半分以下じ

ゃないですか。これ対象者全員にこの１億3,000何

万円を、現金で配れば一人頭13万円ぐらい配れるん

です、全員に。対象、実際47.4％の見込みやから

670人でしょう。そうなってくると、一人20万円配

れるんです。いや、これ壮大な無駄がないですか。

それはどう思いますか。 

○井上博登子育て政策室主査 本事業につきましては、

経済的理由による子供の習い事の体験機会の格差を

解消としておりまして、利用負担なく習い事をお使

いいただけるというところで、クーポンを利用した

本事業の実施を行っているところでございます。 

  本事業につきましては、そういった事業を行う上

で、必要なものについては、一部委託をさせていた

だいているものでございまして、そういった費用が

かかっているというふうに考えております。 

○澤田直己委員 何でも委託料とか事務料がかかるん

ですけど、一定はね。 

  ただ、よく参政党さんとか、維新さんも、めちゃ

くちゃそこを否定していると思うんですけど、えら

い推進してはるけど、ちょっとかかり過ぎやし、い

や、これだけかけるんやったら、もう利用見込みが

70％とか、80％ぐらいあるんやったらまだしも、半

分以下やから。これちょっとどうなんですか、上が

っているんですか、実際利用率は。 

○井上博登子育て政策室主査 利用率でございますが、

昨年度１年間の利用率が約41.5％でございまして、

現時点、令和７年度の令和８年１月末時点で、約

44.3％となっておりますので、利用率につきまして

は上昇傾向でございます。 

○澤田直己委員 ちょっとずつは、３％ぐらい上がっ

ているということなんですけど、いや、これでも本
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腰というか、どうやって上げるんですか。しっかり

上げていただかないと、何か現金配っちゃうと、そ

もそも習い事に使わないとかいう問題も出てくるか

ら、それはそれでどうやねんとなってくるねんけど、

目標あるんですか。見込み利用率、設定はあるんで

すか。例えば、何年以内に何ぼとか、何年度までに

何ぼとか。 

○井上博登子育て政策室主査 本事業は、経済的理由

により習い事を諦めることがないよう助成を行うも

のと考えておりまして、必ずしも利用率100％を目

指すものではございません。 

  ただ、具体的な数字となりますと、なかなか難し

いところがございますが、対象世帯の子供が通いた

い習い事に通えるよう、より利用しやすい制度とな

っていくように、引き続き事業の推進に努めてまい

ります。 

○澤田直己委員 これは事業を開始してから何年かた

っていると思いますけど、使いたくなるような仕組

みとか制度というのは、それは日々、毎年改善され

ているんですか。周知、知っている人が増えたから、

３％ずつ増えているんじゃなくて、そもそも使いや

すい制度になったりとか。皆さんも、ちろん周知も

含めて、力入れたから増えているのかという、その

辺が抜本的に改善されないと、これ毎年３％上がっ

たら、いつになったら60、70％になるねんという話

なんで、その辺どうなんですか。 

○井上博登子育て政策室主査 本事業は、令和６年度、

昨年度から実施をしているところでございまして、

今年度はまず利用しやすい制度となるよう、昨年度

は月１万円ずつクーポンを交付したところでござい

ますが、例えば夏期講習や初期費用等で使いやすく

なるように、年額、上限でございますが12万円を一

括で交付して、使いやすい制度となるように、利用

制度の拡充を行っているところでございます。 

  また、周知におきましても、各関係機関、福祉部

や教育委員会等と連携して、周知を努めてまいりま

すので、引き続き事業の推進に努めてまいります。 

○澤田直己委員 これ習い事だから幅広い習い事あり

ますけど、多分塾が一番多いと思うんですけど、そ

れは間違いないですか。 

○井上博登子育て政策室主査 委員の御認識のとおり

でございます。 

○澤田直己委員 塾とか、公文とか、公文が使えるか

分かんないですけど、そういう習い事。要するに、

勉強みたいなところが非常に多いと思うんですけど、

その割合とかまでは分からない。 

○佐野直樹子育て政策室主幹 割合で申しますと、学

習塾が全体の70％を占めておりまして、その次に英

会話教室、スポーツクラブと続いております。 

○澤田直己委員 いや、もう僕が３年前指摘したとお

り、もう塾代クーポンなっていますやん。予想はで

きたことですけど、これ塾の中に、まずそもそも公

文が対象なのかと、そこを教えてください。 

○井上博登子育て政策室主査 教室ごとに申請してい

ただいておりますので、ただ公文といたしましても、

そういった名称の塾につきましても、参画いただい

ている事業者はございます。 

○澤田直己委員 だから、塾の70％の中に、いわゆる

学習塾とか、集団塾、個別塾だけで70％なのか、そ

こには公文とかも入っているのか。公文式でも、

何々式でもいいけど。 

○井上博登子育て政策室主査 先ほど、70％利用実績

額を基にベースでお答えさせていただいております

が、公文塾等につきましても、学習塾として含めて

いるものでございます。 

○澤田直己委員 だから、もうほぼほぼこれ塾代クー

ポンということが分かったんですけど、それやった

ら福祉部がやっている学習支援の事業があるじゃな

いですか。そこを拡充したり、そっちも当然委託料

を払っているやろうけど、そこの行ける場所を増や

したりとか、人数拡充したりとかしたほうが、この

対象も近いところを対象にしているわけでしょう。

生活保護とか、児童扶養手当とか、独り親世帯とか、

そういうところを対象にしているということは、対

象者もたしか近いはずやから、そこをがっちゃんこ

して、集中投資したほうがきれいというか、有効活

用というか、限られた予算の、になるん違うかなと

思うんですけど、それどう思いますか。 

○井上博登子育て政策室主査 生活福祉室が実施する

学習支援教室、こちらにつきましては、おっしゃる
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とおり対象世帯がかぶる部分がございますが、主に

学習環境や生活習慣に課題のある中学生を対象に事

業を実施しているものと認識しております。 

  対して、子供の習い事事業、おっしゃるとおり学

習塾が多くを占めてはおりますが、ただ体験・経験

機会の格差解消を目的として、学習塾以外にも活用

いただくものでございますので、またちょっと異な

る事業であると考えております。 

○松永智美子育て政策室参事 この事業につきまして

は、令和６年度から実施をしてきておりますが、令

和７年度に入りまして、各学年の利用率等を見てお

りますと、年齢の低い学年の利用率は、昨年度より

伸びてきております。 

  そういった傾向を見ますと、学習塾以外の利用も

周知をしたことによって、利用率自体は上がってき

ているものと考えております。 

  そういった傾向も考慮しまして、今回提案をさせ

ていただいております小学校４年生からの利用者と

することを提案しているものでございます。 

○道場久明児童部長 本事業につきましては、これま

でのその取組状況、それから利用実績の推移などを

分析いたしまして、対象者のニーズを分析、把握し

た上で、来年度拡充するということで、小学校４年

生からを対象経費として、予算計上させていただい

ているところでございます。 

  委員御指摘のように、利用率の向上につきまして

は、引き続き対象者にピンポイントに届くような方

策を検討した上で、なおかつ委託料の金額の多寡と

いうところもございますけど、そのことについても、

本市として適切な事業構築の検討というものについ

て、さらにしていく必要があるというふうに認識し

てございます。 

○澤田直己委員 反対まではしたくないんですけど、

拡充するんやったら、まずそこを上げてほしいです。

47％とかじゃなくて。福祉部の事業と対象は近い、

内容はちょっと違う、いやそれは部署が違うから、

それは当たり前なんで、それこそ皆さんがよく言う

事業の再構築の中で、福祉部がやっている塾の部分

と、こっちのやっているクーポンの部分のいいとこ

取りじゃないですけども、再構築の中で、その折衷

案みたいなものをつくり出せばいいわけですし、例

えば交流活動館なんかでそろばん教室とか、書き方

教室とか、いろんなことを格安でやっていて、一瞬

で埋まるわけです。あんなん多分ほとんど知らない

です、みんなあることを。 

  だから、そんなところに拡充してくれたほうが、

コミセンでやったり、あちこちでやってくれたほう

が、もっといろんな子が家の近くで使えるし、市の

公共施設の有効利用にもなるわけだし、もうちょっ

と幅広く考えていただきたいなと思いますね、ほん

まに。まあ、いいですわ。 

終わります。 

○中西勇太委員 遅い時間になっていますが、少しだ

け、先ほど御指名もいただいたような感じだったの

で、さっき澤田委員がお話しいただいていたことを

すごく大事だと私も思っていて、いかに伝えようと

しておられるかを、私ちょっと本当に大事だと思っ

ていて、プッシュ型で伝えるような通知、私も子育

てしていますけど、両親とも本当に忙しくて、情報

を自分で取りに行く時間なくて、私の経験でも申請

し損ねたというような事例もありました。 

しかも独り親とか、問題のある家庭、貧困という

ことになると、それがさらに情報取れなくて、子供

の習い事費用助成事業だったら、本事業の趣旨であ

る貧困の連鎖を防ぐということ自体が、やっぱりそ

の情報取れないということになっていると思うので、

ＬＩＮＥとかは、僕もＬＩＮＥというそのものに対

してはいろいろ思うところありますけど、ただ吹田

市の公式のＬＩＮＥのところに、そういう支援を広

げたいものについては、ＬＩＮＥで届いているのか

なと思ったら、やっぱり私の知る限りは、子供の習

い事助成に関しては、プッシュ通知では届いていな

かったように思います。 

  そういうことを広げるというか、ホームページに

ありますだけだと見当たらないし、ＬＩＮＥのとこ

ろで見ていく、吹田市のすくすく、あそこで調べて

も習い事はたしか出てこないです。その辺り検討さ

れる予定とかありますか。 

○佐野直樹子育て政策室主幹 委員から御提案いただ

きましたプッシュ通知、我々のほうでも検討はさせ
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ていただいたんですけれども、本事業が、事業対象

者全体のうちの割合でいいますと、７％ほどの方し

か対象にならないというところもありまして、全体

へのプッシュ通知というのは控えておるところでご

ざいます。 

  一方で、今回利用率が低いということなんですけ

れども、分析いたしますと、生活保護受給世帯の方

が特に低いというのが分かりました。ですので、

我々としましても、福祉部とちょっと連携しまして、

ケースワーカーのほうから、直接対象者の方へアプ

ローチしていただくということも、ただいま進めて

いるところでございます。 

○中西勇太委員 もう一言で最後にします。本当にこ

の子供の習い事費用助成だけじゃなくて、さっきも

申しましたが、子育て政策とか支援給付とかという

ところは、本当に知ることができなくて、申請でき

なくて、しかも申請する暇もない。そんな余裕もな

い。 

しかも、習い事に子供を通わせようという意識さ

え持っていないレベルになっている御家庭も多いの

が事実だと思うので、できるだけプッシュ通知とか、

本当に親御さんがインスタグラムとかで、そういう

ＳＮＳで不必要なものを見ているところに広告費は

かかりますけど、吹田市からのいろんな告知が出て

きたら、きょうび、そういう能力がスマホとかにあ

ります、必要な人のところに出てくるというのがあ

りますから、そういう予算も検討いただくとか、本

当にいろんなことを考えて、プッシュ通知でしっか

り伝えるというところをやっていただけたらと思い

ます。 

○益田洋平委員長 ほかに質問ありませんか。 

  （発言なし） 

  質疑の途中ですが、議案第31号中、児童部所管分、

議案第19号中、児童部所管分及び議案第27号に対す

る質疑は保留します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 以上で、本日の分科会を閉じたい

と存じます。 

  次回は、３月９日（月曜日）午前10時に再開しま

すので、よろしくお願いします。 

  本日はこれにて散会します。 

（午後６時12分 散会） 
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（午前10時２分 開会） 

○益田洋平委員長 ただいまから、予算常任委員会健

康福祉分科会を再開し、本日の会議を開きます。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 議案第31号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第９号）中、児童部所管分、議案

第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、児童部

所管分及び議案第27号 令和８年度吹田市母子父子

寡婦福祉資金貸付特別会計予算を一括議題とし、質

疑を行います。 

  なお、本議案に関係する総務部の職員にも出席い

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

  質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 議案参考資料211ページに書いてあ

る話でございますけれども、そもそも実施したのに

不調となって、物価上昇等を考慮っていうふうに書

いてあるんですけど、不調となった理由とか、今回

こういうふうに変更になったっていう大枠をお答え

いただけたらなと思います。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 不調要因につきまして

は建設資材価格の高騰や人手不足など、建設市場環

境を取り巻く環境の影響を受けているものと考えて

おります。 

○林 恭広委員 その影響を考えたから、今回、予算

を新たに設定するというようなことかと思うんです

けれども、今回の予算で今お答えいただいたような

お話っていうのが別に問題ないというふうに思われ

ておられるのでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 令和８年度の設計価格

につきましては、国の法令や積算基準に基づき算定

されるものでございますが、この予算額につきまし

ては昨今の物価高騰、この影響額を見込んだ上で予

算額として提案させていただいているものでござい

ます。 

○清水亮佑委員 入札のことについてお伺いしたいん

ですけど、今回、入札はなかったということで合っ

てますか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今回、不調に終わった

入札につきましては、昨年の12月５日に公告されま

して、参加申請期限である12月23日時点で、いずれ

の事業者からも申請がなかったものでございます。 

○清水亮佑委員 不調となった理由について、市はど

ういう感じに思ってるのか教えてもらっていいです

か。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 不調の要因につきまし

ては、先ほど申し上げたところと重複いたしますけ

れども、やはりこの建設の市場環境、人手不足であ

るとか、建設資材価格の高騰、様々な要素が考えら

れると思っております。 

  次回の入札につきましては、次回の入札の成立の

可能性を高めるための対策、これをしっかりと講じ

ていきたいと考えております。 

○清水亮佑委員 前回が16億7,220万円で、今回が17

億3,362万円で、大体差額が6,100万円ということな

んですけど、工事の着工のタイミングのときに

3.6％ぐらい増かなとは思うんですけど、これで具

体的に手挙げてくれそうな業者は、ある程度話はつ

いているのか教えてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 入札に関する事項であ

りますので、具体的な事項については現時点ではあ

まり申し上げることはできませんけれども、今回の

不調結果を踏まえた上で、次回の入札成立を高める

ための設計内容であるとか、設計価格、工期、発注

条件等を十分に精査した上で、次回の入札成立を高

めるための対策をしっかりと講じていくというとこ

ろでございます。 

○小北一美委員 先ほどの委員との関連もあると思い

ますけども、この再入札に当たって、この単価の見

直し以外の改善策がなかったら、再び不調となる可

能性もあると思うんですけど、再入札で確実に応札

が見込めると判断した根拠は何でしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 次回行う再公告による

入札につきましても必ず成立するというふうに断言

することはできませんけれども、今回の不調結果を

踏まえ、不調要因をしっかりと分析しながら、次回

の入札成立の可能性、これを高めるための対策を講

じていくというところで、仮に再度不調となった場

合でも、条件や手法を見直しながら、あらゆる対策

を講じていきたいと考えております。 
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○小北一美委員 今回は岸部中北住宅跡地の備蓄倉庫

との複合施設ということですけども、認定こども園

と備蓄倉庫を同一敷地に置くことによるリスク評価

をどう行ったのかということと、災害時に備蓄倉庫

へ物資搬入、搬出を行う際、認定こども園の園児の

安全動線をどのように確保するのかについてお答え

ください。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 複合化のメリットとし

ましては、同一敷地内での併設によりまして公共用

地をより有効に活用できるということが挙げられま

す。また、年に二、三回程度、防災用品の入れ替え

のための防災用備蓄倉庫の搬入に要する車両等の出

入りがございますが、搬出の際は、登降園時刻を避

けることにより、通園用の門と車両用の出入口を分

けて動線を確保することにより、運用が可能である

と考えております。 

  また、災害時には園児の登園・降園用の出入口を

別に設置するということも検討しております。 

○玉井美樹子委員 資料頂いてありがとうございまし

た。 

  入札不調による工事費の増額と、人件費や資材の

高騰は一定仕方ないとして、工事の内容の見直しを

行うということはされなかったんでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 発注に当たりましては

工期、設計価格、設計内容、これらに基づき発注条

件を設定して入札するというところでございますけ

れども、設計内容、工期などの内容については現時

点では見直しを行う予定はございません。 

○玉井美樹子委員 予定もないということで、例えば

ですけど、民間とかの建て替えで同様のことが起こ

る場合は、工事内容の見直しも含めてね、それで再

入札をするというふうに思うんです。あと、できる

だけ交付補助金申請の関係もあるかもしれませんけ

ど、できるだけ工事が年度をまたがない努力をして、

補助の申請をするということもあるというふうに思

いますし、市はそのようにアドバイスをすることが

あるというふうに思うんですけども、市の工事の場

合は、何で今回は増額をするのみで、工事の見直し

などの、今後も予定がないということで、本来はそ

こをやらないといけないんじゃないかなというふう

に思うんですけども、それを行わなかった理由を説

明してください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、今回の岸部中

（北）住宅跡地での複合施設につきましては入札が

不調に終わったというところで、来年度の入札成立、

これに向けての設計価格の単価、これに伴う物価高

騰等の影響額を鑑みて予算額を積算したものでござ

います。 

  また、民間での建て替えなど、これについての入

札が不調に終わっているとか、そういったお声とい

うのはお伺いしていますので、引き続き、こういっ

た事例もしっかりと研究しながら、この補助制度の

在り方については検討していきたいと考えておりま

す。 

○玉井美樹子委員 私、民間の補助制度の在り方でな

くて、民間は入札が不調に終わった場合は工事内容

の見直しをしてから再入札かけるわけでしょ。これ

も岸部のこども園とその防災備蓄倉庫の複合施設も

入札が不調に終わったから、再入札のために増額を

してっていうことじゃないですか。増額だけでなく

て、工事の内容、設計そのものを見直ししなかった

ら、ずっと市の工事は増額し続けるけど、民間は入

札できるように、なるべくどこを減らすのかとか、

そういった対策がされるわけですよね。市がそうい

うふうにアドバイスされたりすることもあるんかな

というふうに思うんですけど、そこがないのが物す

ごく今回はアンバランスやなというふうに思うんで

すけど、何で設計の見直しをされなかったんですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 今回の整備計画に当た

りましては、当初の予定から供用開始のほうが影響

しているというふうな状況を受け止め、この点に関

しては保護者や園児、地域の皆様にも大変心苦しく

思っております。 

  内容としましては、今まで現場の職員の先生であ

ったりとか、既にもう設計のほうでも形をつくって

いるところもございまして、一定この形で整備計画

というのは進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○玉井美樹子委員 私は本当にこの形が必要なのかど

うかも含めて、再入札するということであったら、
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多額の費用を本当にここでかけなあかんのかも含め

て、工事の中身、設計も含めて見直しをして再入札

に臨むべきなんと違うかなというふうに思うんです。

出していただいた資料を見ても、工事費、大分上振

れしますよね、人件費が上振れするのは仕方ないし、

資材も高騰してますから、その辺りを考えれば、例

えばですけど、子供たちも移動しなあかんので、年

度をまたぐとかそういった支障がないような工事内

容に見直しをするとか、来年度の入札でも、もとも

との工期で間に合うタイミングはないのかとか、そ

の辺りの精査をした上で再入札に臨むというのが私

は必要だったんじゃないかなというふうに思うんで

すけど、なぜそれは検討されなかったんでしょうか。

ちょっと理由がよく分からないんですけども。 

○坂井皐月保育幼稚園室係員 両園共に老朽化が進ん

でおりまして、一日でも早く新しい環境の下、両園

の在園児に通ってほしいという思いから、今回、年

度途中での開園を予定しております。 

○玉井美樹子委員 もともとは新年度に移動するとい

うことやったと思うんですよ。この入札不調によっ

て年度をまたぐことになったというふうに思うんで

すけども、それだったら、例えばですけど、併設す

るのはもうやめにして、こども園として単独でやる

とか、そういったことも含めて再検討が必要やった

んと違いますか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、この統合の計画

につきましては両園ともに築50年以上と老朽化が進

んでいるというところで、園児の生活環境改善のた

めにも建て替えが必要な状態でございまして、その

中で両園のちょうど中間にある市営住宅跡地、ここ

に統合整備することで将来的な施設運営管理の経費

の削減が見込まれるとともに、多様な保育ニーズへ

の対応ができるものと考えております。そういった

統合整備をしていくという必要があるものと考えて

おります。 

○玉井美樹子委員 私が申し上げているのは、こども

園の統合整備だけでなくて、ここ、備蓄倉庫も併設

されますよね。そのことによって広い工事範囲にも

なりますし、そこの予算の見直しもあるというふう

に思うんです。だから、その老朽化しているからっ

ていうのは分からなくもありませんけども、だった

ら、50年超えてるところはこういうふうに全てやっ

ていくという理解でいいのか、そうじゃないところ

も残されていますよね。なぜかここだけ入札が不調

だったからといって工事の内容何も見直さずに、単

純な増額というのは私はどういうことなんかなと、

理由がよく分からないんです。何度聞いても同じ答

えしか返りませんので、何で設計内容の見直しから

しなかったんかというのは、それは危機管理室もで

すけど、児童部もなぜ一緒に見直しをしなかったん

ですか。 

○湊崎雄作保育幼稚園室長 この統合建て替えに当た

りましては、先ほど来申しています園舎の老朽化、

非常に大きな問題であると思っております。園児に

適切な環境を与えるっていうところが早急にやって

いかないといけないというところでございますし、

防災備蓄倉庫のほうも、今仮設ではございますけれ

ども、これは地域としても必要やというようなとこ

ろから複合化しているところでございます。 

  設計に当たりましては、必要最小限度の内容でし

て、庁内で精査に努めてきたところでございまして、

この流れで整備のほうを進めさせていただきたいと

思っておりますので、何とぞ御理解いただきたいと

思います。 

○道場久明児童部長 玉井委員御指摘の件につきまし

ては、実は担当理事者間、私も含めて、再入札に当

たって、早期に対応できるような、落札できるよう

に何ができるのかというその御検討の際には、御指

摘のように、設計の見直しについても論点の一つと

してはございました。ただ、今の提案させていただ

いてるこの設計の内容が、地域の方の御意見、ある

いは現場で働いている保育従事者の意見も踏まえて

最適であるというふうなことも踏まえまして、同じ

設計で今回上げさせてもらって、設計金額を変更さ

せていただいたものでございます。 

○五十川有香副委員長 予算積算当時の単価と、今回

の単価っていうのは具体的にどの程度変化されたん

でしょうか。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 要求いただいた資料の

16ページ、こちらが工事費増額の内訳となります。
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令和７年度当初予算で予算時に債務負担行為として

計上していた額が16億7,220万8,000円、今回の令和

８年度当初予算で上げたものと、令和９年度の債務

負担で計上させていただいた額、総額で18億368万

6,000円となります。増減額につきましては、表の

一番最後になります１億3,147万8,000円となります。 

○五十川有香副委員長 金額じゃなくて具体的な単価

ですね。例えば人件費とかで何パーセント上がった

とか、その辺りは把握されてないんでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 この設計価格、設計内

容、工期などの算定につきましては専門性を有する

部分でございますので、資産経営室が所管のほうに

なりまして、その中で数字としてはじいていただい

ているものでございます。 

  詳細な積算方法であるとか、その辺りの認識まで

はできておりませんけれども、この増額分が令和８

年度の設計単価に対して昨今の物価高騰の影響額を

見込んだ金額の増額分であると認識しております。 

○五十川有香副委員長 資産経営室に専門的な知識を

サポートいただいたのは理解できますけども、その

上で皆さんは予算提案されてますので、認識ができ

ていないっていうのがまずどうなのかっていうこと

を改めて思いますので、その点はしっかりと認識し

ていただきたいなと思います。 

  この１年間で高騰したということですけれども、

急にこの12月に入って高騰したとは思えないですよ

ね。当初予算に向けて令和７年度に積算されました

けれども、実際は入札が12月になったんですが、こ

れは当初の予定どおり12月なんでしょうか。当初は

秋とか夏の予定だったけれども、冬になったとか、

その辺りの経過をお答えいただけますか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今回不調になった入札

につきましては当該用地では埋蔵文化財調査中でし

て、この埋蔵文化財調査に一定のめどが立たないと、

今回不調になった入札の実施というものが困難であ

ったために、今回不調となった時期となりました。 

○五十川有香副委員長 埋蔵文化財の調査がある程度

整ったのは何月ですか。 

○坂井皐月保育幼稚園室係員 埋蔵文化財の調査が最

後に整った時期につきましては１月31日の現地説明

会、地域の方々への埋蔵文化財の説明会をもって完

了したものと考えております。 

○五十川有香副委員長 入札できるなというふうに判

断された時期はいかがですか。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 この岸部の複合施設の

件につきましては、もともと令和９年４月の開園を

予定していたんですけれども、令和６年度に実施し

た試掘調査におきまして、埋蔵文化財調査、本格的

な調査が必要ということが判明したため、この令和

７年度の予算積算時に、令和７年度の計画を立てる

中で、今回の入札時期という形になっており、入札

時期を決定したものです。 

  ですので、令和７年度当初からのこの12月の入札

という時期は予定していたものとなります。 

○五十川有香副委員長 予定していて、実際その６月

の時点で本格的な調査が必要と判明したということ

ですが、先ほども言いましたけど、物価高騰はずっ

と続いていたわけであって、要は入札を判断するま

での５月定例会、９月定例会とありましたけれども、

その辺りで実際高騰が予測されたんではないかなと

思いますが、その点いかがですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 入札不調につきまして

は、この設計価格は法令や国の積算基準に基づき算

定されるものでございます。その中で公共工事につ

きましては、この適正に算定された価格であっても

建設市場環境の影響を大きく受けるため、入札が成

立しないケースが生じるというような特性がござい

ます。その中で次回の入札に向けてどのようなこと

ができるかっていうところをしっかりと精査しなが

ら、必要な対策を講じていきたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 入札する前から不調になると

分かっていたということですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 入札不調については一

定程度想定されていた部分もございますが、適正に

算定された設計価格の下でも入札が成立する可能性

もあるというところで、今回の入札を実施したとい

うところでございますので、入札につきましては必

ず成立するとか、必ず成立しないということは入札

前の段階で断言できることではございませんので、

適正に算定された設計価格、この下で入札を実施し
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た結果、今回は不調になってしまったというところ

でございます。 

○五十川有香副委員長 例えば、ほかの部署とかだっ

たら、もうそれを見越して補正予算で上げてこられ

るっていうのはあるんですけど、今の答弁だったら、

一定難しいかもしれないけど適正な価格でっていう、

非常に矛盾して、行政の手続のために、吹田市民が、

この地域の方々の子供たちが通園する、開園の時期

であったりとかそういったことも変わってくるって

いうのは、あまりにもおかしいんじゃないかなと思

います。その点は12月前に分かっていたんであれば、

いわゆる９月定例会とかで、再度精密的に精査した

結果、この程度必要だったとかそういうのができた

んじゃないかなと思いますけど、その点いかがです

か。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 先ほど申し上げたとこ

ろと重複する部分がございますが、公共工事の積算

基準、設計価格につきましては、法令や国の積算基

準に基づき算定されるものでございますので、いわ

ゆる業務委託契約などで見積書を徴取して、これぐ

らいの金額で落札できるなとか、そういったところ

を調整して設計価格を算定するものではなく、公共

工事としての適正性を担保しながら、入札成立の可

能性を高めるための対策を講じていくというプロセ

スを踏んでいく必要があるというところが、通常の

いわゆる業務委託契約の入札と公共工事の入札の相

違点であると考えております。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 予算担当所管としまし

ては関係部局とも相談をしながら、設計価格等につ

きまして計上し、入札成立に向けて努めてきている

ところでございます。 

  先ほどの説明とも重なるところもございますが、

法令や積算基準に基づく適正な設計価格の下で入札

をしたと。私どもとしても当初からそれができない

というふうには見込んでおりません。その可能性は

当然あるというふうなところもございますが、私ど

もとしては成立に向けて取り組んできたというふう

な、その結果というふうに受け止めております。 

○五十川有香副委員長 実際、この公共工事の積算基

準が今回変わったということですよね。それはどの

時点で変えるべきだというのが適正なんですか。一

回入札をしてしまわないと基準が変えれないという

認識なんですか。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 今回、令和７年度の入

札が不調になった結果、入札時期が令和８年度にな

ったことによって、物価高騰等を踏まえ、予算額を

増額計上させていただいたものになります。 

  令和７年度の入札につきましても、我々も不調に

なるという可能性はどんな工事でもあるとは思うん

ですけども、不調になる可能性が高いとかそういう

ふうに思っていたということではなくて、結果とし

て、入札不調になってしまったというものでござい

ます。 

○五十川有香副委員長 国の歳入っていうのも今回、

変更に当たって単価としてどの程度変わったのか、

分かる範囲で教えてください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 公共工事積算基準につ

きましては単価の種類は様々ございまして、それぞ

れの単価についてどのようになるかっていうところ

は、令和８年度になってみないと分からない部分が

ございますので、昨今の物価高騰の影響を見込みな

がら設計価格、この単価がこれぐらい上昇するだろ

うというところで予算額を提案させていただいてお

ります。 

○五十川有香副委員長 入札するまでの間に、ある程

度精査したときに単価、もう８年度入ってたので、

それが分かれば、対応できるんじゃないかなってい

うのは思いますんで、御答弁いただいてもなかなか

理解し難いところです。 

  一応、その遺構とか遺物が出てきたということで、

この内容についてですけれども、今後、今回これを

建てるというところで、この土地の文化というのを

引き継ぐ必要性があると考えますが、何かそういっ

たものを活用するとか、そういった必要性について

お考えを教えてください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 埋蔵文化財調査、この

成果につきましては、子供たちの学びにつながるよ

うに、この活用の方向性をしっかりと検討していき

たいと考えております。 

○坂井皐月保育幼稚園室係員 補足にはなるんですけ
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れども、担当所管が文化財保護課になりますが、そ

ちらのほうからは、これまで公益財団法人大阪府文

化財センターに協力依頼した発掘調査では、内容調

査で出てきたものが、一体いつの時代のものなのか

とか、どういったふうに使われたものなのか、そう

いった調査の終了後に吹田市立博物館でミニ企画の

展示を行ってきたとお伺いしております。 

  また、今回の埋蔵文化財に関する時期については

明確ではないんですけれども、大阪府文化財センタ

ーと協力して企画展示を行いたいというふうにはお

伺いしております。 

○五十川有香副委員長 活用は十分にしていただいた

らと思います。 

確認ですけど、この工事の中にそれの整備を考慮

して何か入れているというのはありますでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 現在、提案させていた

だいている予算の中では、そういったものに関する

予算は含まれておりません。 

○五十川有香副委員長 最終、この認定こども園が先

ほど年度途中にということですが、具体的にどの時

期になるのかっていうのと、この地域の保育環境の

整備の影響っていうのはどのようになるのかお答え

ください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 供用開始時期につきま

しては令和10年の９月に向けて調整を行っていると

ころでございます。 

  施設の老朽化、これが進む中で、園児の生活環境

改善のためにも、可能な限り早期の供用開始が望ま

しいと考えておりまして、地域や保護者からも同様

の御意見を伺っておりますので、令和10年９月の供

用開始を目指しております。 

  その中で年度途中での開園となることにつきまし

ては、ならし期間や交流保育の十分な準備期間を確

保することで、子供たちへの負担を最小限に抑えな

がら実施していきたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 倉庫整備が遅れることに対し

て、危機管理室としてはどのような影響があります

か。 

○塩津達哉危機管理室主幹 現在、ここの地域、片

山・岸部地域備蓄倉庫につきましては暫定利用はし

ている備蓄倉庫がございますけれども、暫定利用と

いうところで、トラックの荷受け、運搬とかそうい

ったところが難しい状況ではあります。市民生活に

直ちに影響を及ぼすものではないとは思いますけれ

ども、災害というのはやはりいつ発生するか分かり

ませんので、発生してからの対応というのは困難と

考えておりますので、適切に機能を有したものを迅

速に整備していくというふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 やはり遅れることで影響が共

にあるっていう状況から入札不調にならないような

対応が12月までに十分できたんじゃないかなという

のは疑問が残るんですけども、その点、最後もう一

度お答えいただけますか。技術的にじゃなくて、市

として、行政の責任としてやるべきだったんじゃな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、先ほど来申し上

げているとおり、当該用地では埋蔵文化財調査、こ

れが実施されていたために、この調査にめどが立た

ないと、前回不調になった入札の実施は困難であっ

たものでございます。 

  次回の入札、これにつきましては今回の不調結果

を踏まえた上でいろんな対策を講じながら、次回の

入札の成立を高めるための対策を講じていくという

ところで、この公共工事としての適正性を担保しな

がら、次回の入札の成立を高める、可能性を高める

対策を講じていくというプロセスは踏んでいく必要

があるものと考えております。 

○五十川有香副委員長 置いときます。 

○玉井美樹子委員 先ほど築50年を超えてるっていう

ふうに言われたんですけど、ことぶき保育園よりも

築年数が長くなっている保育園はまだあるというふ

うに思うんです。もともと位置的に先ほど来、埋蔵

文化財って言われますけど、そもそも吹田操車場跡

地のところを開発していくときに、そういったこと

はあったわけで、流れの中からいけば、埋蔵文化財

なり、遺構の調査が必要かもしれないっていう該当

する土地は、そういうふうに分かっていたというふ

うに思いますし、工事費そのものが１億円超えて入

札不調によって上振れしていくっていうのは、私は

遺構調査をされている間に、本当にこの工事内容で



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 7 － 

いいのかという精査が必要だったんちゃうかなとや

っぱり思うんですけど、結局、その遺構発掘調査を

待つしかないみたいな対応はどうやったんかなと思

うんですけど、その辺りはもう一度お聞かせ願えま

すか。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 遺構調査につきまして

は、委員おっしゃるとおり、この地域は可能性が高

いところではございますが、やはり試掘調査という

のを経た上で初めて本格調査が必要というふうに判

明したものでございます。 

  この判明した後に、令和７年度以降の工事計画の

中でこの遺構調査が終わった後に工事が開始できる、

その期間に合わせた入札時期を決定したものでござ

います。 

○五十川有香副委員長 入札の時期は、いつされます

か。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 入札に関する事項であ

ることから、断言することはできないんですけれど

も、今年の９月定例会におきまして工事契約締結の

承認が得られることができるよう調整を行っており

まして、その場合、一般的には今年の６月頃に今回

不調になった入札の再公告、これを一般的には実施

するものと伺っております。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため、暫時休憩します。 

（午前10時42分 休憩） 

（午前10時44分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 参考資料の185ページ、特定教育・

保育施設等整備支援事業におけるＪＲ吹田駅南立体

駐車場跡地の活用について、質問させていただきま

す。 

  本会議で我が会派の高村議員の質問に対して、御

答弁としてあった内容について御質問させていただ

きたいなと思っています。 

  まず、吹田駅以南地域に待機児童が存在している

というふうに本会議ではおっしゃっておられたんで

すけれども、それについては、今どのような待機児

童が存在していて、今後っていうところも含めてお

教えいただけたらなと思います。 

○尾嶋潤一保育幼稚園室主査 令和７年４月１日時点

では、ＪＲ以南地域の１歳児クラスのところで待機

児童４人という形になってございまして、令和８年

４月１日時点のものにつきましては、今現在、２次

申込みの結果を発送という形になってございますの

で、お示しすることができませんので、また、４月

１日の集計が出次第お知らせさせていただくという

形になります。 

○林 恭広委員 今からのっていうのは分からないと

いうことで理解できましたので、ありがとうござい

ます。 

  １歳児が今４名というふうにおっしゃっていただ

いたと思うんですけど、それであればゼロ歳から２

歳までの保育所を建設するというような話で、一定

今のところ、問題ないのかなと思うんですけれども、

今回はそれだけじゃなくて、ゼロ歳から５歳児まで

の対象とした保育施設を定員80名でやるというよう

な話になってるかと思うんですけど、そこのゼロ歳

から５歳というふうになっておられる理由っていう

のもあろうかと思いますので、その件についてお答

えいただけたらなと思います。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 保育所につきましては

小規模保育事業所と比較いたしまして３歳児未満の

枠を多く設定できることでの効率的な施設整備が可

能になることや、フルスペックっていうところです

ので、乳幼児期の一貫した保育提供が可能になるな

どのメリットがあるものと考えております。 

○林 恭広委員 今おっしゃっていただいたように、

フルスペックをする理由っていうのも理解はできる

んですけれども、ただ、先ほどおっしゃっていただ

いたように、１歳児４人というような、この今の現

状で、御答弁いただいてるのでいうと、立地上の観

点から将来にわたって広角的に保育ニーズに対応で

きることが見込まれてと言い切っておられますので、

そこまで含めて、これだけのしっかりした施設、フ

ルスペックな施設が必要なのかっていうところが今

正直、理解がクエスチョンというところでございま

して、それについて御回答いただけるような御答弁

がございましたらお願いいたします。 
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○堀 一也保育幼稚園室主幹 我々保育所の整備にお

きましては待機児童だけではございませんで、その

区域の提供量、いわゆる受皿の数、これと保育ニー

ズ、申込者の数、こことの需給状況のバランスに応

じまして、今後、どのような確保を進めていくかと

いうところを計画立てております。 

  現在、ＪＲ吹田以南を含みます区域、Ａ区域と申

しますが、こちらで申しますと、令和７年４月時点

で、ゼロ歳から２歳児でございますけれども、提供

量が足りておりません。数にして45人分の枠が計画

上は足りていないということでございます。 

  今後、このニーズに関しましては、社会情勢を受

けまして、まだどんどんと増えていくというふうに

見込んでおりまして、この数というものをしっかり

と確保していく必要があるというふうに考えており

ます。 

○林 恭広委員 区域分けというようなお話でいうと、

過去、私も委員させていただいていたんで、南千里

の総合防災センターＤＲＣの南側のところですね、

区域ではないところのっていうようなお話もあった

かと思うんですよね。区域の設定っていうところが

そもそも、Ａ、Ｂ、Ｃといろいろつくっておられる

ところがあろうかと思うんですけど、そもそもその

区域の設定の仕方っていうこと自体が合ってるのか

合っていないのかっていうところについて、言って

しまうとちょっと計画とはずれてしまうということ

は理解しているんですけれど、その辺りっていうの

はどのようにお考えかなと思っているんですけど、

お答えいただけたらと思います。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 こども計画におけます

保育の確保を進めていく上での便宜的な区域分け、

教育、保育の提供区域、こちらの設定に関しまして

は、計画策定段階におきまして、市の審議会の御意

見もお伺いしながら、適当な区域分けということで

本市ではＡ、Ｂ、Ｃ、この三つの区域分けとなって

ございます。 

○林 恭広委員 審議会の話をどうっていうふうに言

っていくのは違うかなと思いますので、その点につ

いてはここまでとさせていただきます。 

違う話で、今もこれも御答弁の中でっていうよう

なお話なんですが、地域の子育て世帯や商店街関係

者からは保育環境の充実や地域の活性化を期待して、

これに賛同する御意見も受けておりますというふう

に、この御答弁いただいた時点ではそのようなお話

になっておりましてですね、賛同というのがどちら

かというとお話があったタイミングかなと思うんで

すが、その後に、今現状でいうとそうではない要望

書も寄せられておりまして、我々委員もですね、そ

の話も聞かせていただいたりっていうような状況も

ございます。このタイミングでの御答弁は間違って

はなかったのかなと思うんですけど、今日現在とい

うふうに置いたら、その話が少し変わっていってい

るのかなと思うんですが、それについては御答弁い

ただけたらなと思います。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 市としましては検討状

況から、今回の土地を貸し出ししてますまちづくり

協議会であったり、当該跡地にあります旭通商店街、

これらの理事会であったり定例会、この場を通じて

本市の現状であったり、保育所整備の必要性、これ

らの説明を行い、御意見を伺ってきたところです。 

  また、隣接する単一の自治会であったりとか、吹

一、吹六の連合自治会、こちらにも出向きまして御

説明し、御意見を伺ってきたというふうな状況です。 

  それまで確かにそういった形のお話を私たちがさ

せていただいた経過として要望を頂いているという

ふうには受け止めておりますし、一方では賛成であ

ったり反対であったり、様々な御意見があるという

ふうなところも承知しております。 

  本市としては行政の責任の下、今後、丁寧な説明

をしていくというふうなところをしっかりとやって

いかないといけないのかなというふうに受け止めて

おります。 

○林 恭広委員 今、御答弁にございました、いろん

なところに出向いてお話をしに行っておられたって

いうようなお話なんですが、これっていつから正式

にお話をしに行かれて、どのような流れでされてい

たかっていうことをもう少し詳しく教えていただけ

ますでしょうか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 まず初めに、まちづく

り協議会のほうに９月１日、市の検討状況について
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保育所の整備の必要性のほうを御説明させていただ

いております。 

  また、９月から１月にかけて、それぞれ必要な方

に対しての説明を行ってきたというふうな経過がご

ざいまして、10月には旭通商店街のほうにも出向い

ておりますし、12月にも旭町の自治会であったり、

そういったところで必要な方に対して説明を行って

きたというふうなところです。 

  市としましても、検討状況であったりとか方向性

というようなところが変わっていく、動いていくと

いうふうなところもございますので、適宜、その内

容については説明するというふうなところで、一度

ではなくて複数回、そういったところで御説明のほ

うはさせていただいております。 

  また、年明けてから、先ほどの説明のように、吹

一、吹六の連合自治会であったりとか、そういうふ

うなところにも説明を重ねてきたというふうな経過

でございます。 

○林 恭広委員 すみません今、９月１日というふう

におっしゃっていただいたのは、昨年の９月１日と

いう認識でよろしいでしょうか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 委員おっしゃるとおり

です。 

○林 恭広委員 ということであれば、これ、半年ぐ

らい前の話なのかなと思うんですけど、それまでに

協議は保育幼稚園室としてされてたわけではなくっ

てというような認識でよろしいんですかね。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 市の決定している方向

性であったりとかっていうのはまだお出しすること

ができないというような状況もありましたので、正

式に説明をさせていただいたっていうのが９月１日

ということでございます。 

○林 恭広委員 その前に協議されていたような話っ

ていうのは、これ、市として協議されていたという

ような話とかってあるんですかね。この９月１日っ

ていうのが、まだ時間がそんなにたってないような

お話かなと思うんですけど、その前に例えば保育幼

稚園室は話してなかったけど、どこかの部署や吹田

市としてはお話をされていたというようなことはあ

るんでしょうか。担当部外のお話になるので、お答

えできる範囲で結構です。市としては話をされてい

ないわけではないかなと思うんですね、さすがに。 

○湊崎雄作保育幼稚園室長 当該用地につきましては、

とはいえ、区域のほうでですね、待機児童も発生し

ているということも踏まえまして、令和７年３月に、

都市魅力部のほうから庁内の跡地活用の利用調査が

ございましたので、そちらに児童部として活用した

いというような申出をさせていただいたところでご

ざいます。 

○林 恭広委員 担当部外のお話なのでちょっと違う

論点で行ってしまったかもしれないです。 

  そこの令和７年３月って今でいうところの約１年

前のタイミングに、都市魅力部から、要は住民さん

のほうにお話がいったということについては理解で

きたんですけど、要はここ１年ぐらいでわっと話が

まとまっていってるのかなと今思うんです。 

保育所建設っていうふうに考えたら、南千里のと

きもそうでしたけれども、現状、大体こんなスキー

ムでというか、時間の配分でっていうようなやり方

を常にやっておられるのでしょうか。それについて

御答弁お願いします。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 一般的に私立の保育所

の整備におけるプロセスと申しましては、まず、市

のほうで整備の方針を定め、これに応じまして事業

者公募を行い、この選定後に事業者が工事に着手す

るということで開園に結びつくものでございます。 

  よって、開園までに関しましては公募をスタート

としますと、１年半から２年程度、このぐらいの時

間を要するものでございます。 

○林 恭広委員 承知しました。 

  今回、ここの立体駐車場の跡地ということで、こ

れは本会議等々でもお話があったかもしれないんで

すけれども、重複していたら申し訳ないんですが、

ここじゃないといけないという理由について、御答

弁の中にもある程度は書いてあるんですけれども、

ここでないと本当にいけないんだというような理由

っていうのはございますでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 様々な観点がございま

すが、まず立地といたしまして、当該用地は駅前商

店街に位置することから、交通アクセス等の利便性
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や実際の申込み状況などから、長期にわたり継続し

た高い保育ニーズが見込まれるというふうに判断し

たものでございます。 

○林 恭広委員 置いときます。 

○中西勇太委員 発達支援保育等対策費の助成基準の

見直しについて少し質問、確認させてください。 

  参考資料209ページですね。今回の見直しについ

てですけども、この資料にも、将来にわたって持続

可能な制度とするためにということで表現していた

だいてるんですが、これが意味するところは、財政

負担を抑えるとかそういうことなのか、その発達に

配慮を要する就学前児童が増加傾向にあると資料に

も書かれていますが、その支援の質を確保したり、

子供たちのための認定の在り方、配置の在り方を見

直すというような理解なのか、確認してもいいでし

ょうか。 

○山口むつみ保育幼稚園室主幹 予算的な面といいま

すよりは、どちらかというと、保育人材の確保が難

しくなっているという側面から、必ずしも保育士一

人が常時見守る必要がある児童だけではないという

ような御意見もございまして、２対１での加配や保

育補助者の配置に対する補助というものを検討した

ものでございます。 

○中西勇太委員 対象児童にいろんな子がおられるか

ら、必ずしもその１対１でもなくてもというところ

での制度設計の変更ということで、お子さんに対す

る対応の仕方を現実に即したものにしたいという理

解で受け取りましたけども、その資料で、発達に課

題のある就学前の児童が増加傾向にあるとはっきり

書かれているんですが、これは何をもって増加傾向

と判断されているのか教えていただけますか。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 発達に課題のある児童

なんですが、年々20人から40人ペースで増加してお

りまして、令和７年度は要配慮保育をしているんで

すが、その数もやはり20人から40人ほど毎年増加し

ております。 

  この発達配慮申請になりまして、そこのとこでも

令和７年度から比べましても、令和８年度の申込み

がもう既に20人増のペースで増加していることから、

市内全域で配慮の必要なお子さんが増加しているも

のと思われます。 

○中西勇太委員 私、これ、本会議などでも何度もお

話上げてるんですけど、今も年々20人から40人ペー

スで増加しているというのが、私も子供を持つ親で

すけども、今の日本の現状、もう本当に問題だと思

うんですね。これ、本当に真正面から向き合ってい

かないといけないと思うんですが、20人から40人ペ

ースで増加というその基準といいますか、親御さん

側から相談があって、対象児童としてカウントして

いるのか、何か診断の有無があってなのか。その20

人、40人というのは、一体何を指しているのか、も

う一度教えてもらえたらと思います。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 今まで答弁しました20

人から40人っていうのは、いわゆる制度利用児の数

です。今の要配慮保育、発達支援保育、保護者の方

が申請されたものの数になります。 

  次の発達配慮申請に関しましても、保護者の方の

同意というものを必須としておりますので、そこの

ところで保護者の方が園を通して申請されたものの

数となります。必ずしも発達検査の数値が必要とか

いうことではございません。 

○中西勇太委員 保護者様から申請があってというの

が一番のベースにあるということでしたけども、本

会議でも私お話ししたりしていますが、お子さんの

配慮が必要とかっていうところも、その子の成長過

程でどの程度必要とかっていうところが変わったり、

配慮が必要なクラスでは対応されてたけど、通常学

級に将来的に戻られるとか、いろんなケースがあら

れると。その診断で分ける、レッテル貼るようなも

のではないっていうところは非常に重要だというこ

とは、今までからお話ししていると思うんですが、

児童の状態に応じて認定をして加配になるのか、ど

うやって区分をして、誰がどうやって基準を決めて、

今回の加配等に合わせていくのか、非常に難しいな

と思うんですけど、その辺りって御説明いただけま

すか。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 加配の配置なんですが、

市でマニュアルを用意しておりまして、公立も私立

も全て同じマニュアルを持って、今回発達配慮申請

を精査いたしました。マニュアルの内容については
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詳しくはお伝えはできませんが、子供さんの発達に

ついてどこが必要かなというところで、何領域かに

分けて、こちらで検討会議を重ねて決めたものでご

ざいます。 

○中西勇太委員 言わばその時点、そのお子さんの年

齢等に応じてどのような対応、行動ができているか

っていうような項目を見ていって判断をしていくと

いうことですね。分かりました。 

  そういうところになると、やっぱり対応する側も、

今回、介助保育士という資格と、保育補助者を配置

する場合っていう形になっていると思うんですけど、

専門性とか経験値っていうところも重要なのかなと

思うんですが、その辺り、支援の質とか安全性とか

っていう意味で、対応、支援される方、介助保育士

など、どのように担保されるおつもりですか。 

○大槻 仁保育幼稚園室主査 公・私立施設双方から

御意見をいただいておりまして、必ずしも保育士一

人が常時見守る必要がある児童だけではないという

意見を伺っており、児童の状況に応じて適切に補助

できる制度と考えており、質の低下につながる制度

とはならないよう考慮しております。 

  介助保育士さんという形で書かせていただいてお

りますが、通常の保育士というふうに認識してござ

います。 

  保育補助者につきましては、保育士免許を持たな

い保育の補助を行うものとして考えておるところで

ございます。 

○中西勇太委員 介助保育士さんは保育士さんで、保

育補助者さんは、保育士の資格を持たないというこ

となので、ただでさえ配慮が必要なお子さんに対し

てっていうところになりますし、慎重な運用は必要

なのかなとは感じました。 

  この新制度の移行でどの程度、施設さんとかその

児童さんに対して助成額の増減が生じるのか。これ

で一定予算額として示されているのかもしれないん

ですが、御説明可能であれば、お願いしていいです

か。 

○山口むつみ保育幼稚園室主幹 園によって増減の額

っていうのが大分変わってくるかなと思うんですけ

れども、今までどおり保育士さん１名を配置した場

合につきましては、昨年度よりは補助額を上げてい

るというような状況でございまして、上がる園もあ

れば、多く受け入れられている園であれば、少し下

がるような園もあるかなというところでございます。 

○中西勇太委員 園によって当然変わってくるとは思

うんですが、先ほどの御答弁でも、20人から40人も

毎年対象児童が増えているということだったので。 

今回、現行制度と新制度って見させてもらうと、

複数対１という表現になっているのが大きいのかな

と思うんですが、本来１対１の対応、その子によっ

ても違うという形で、先ほど答弁いただいたんで、

うまく使われればその子に合わせてという形には、

なると思うんですけど、逆に１対１の関わりが必要

な子まで財政的な都合で複数対１に寄っていってし

まうリスクもあるかもしれないなとは思ったんです

が、その辺どうなんでしょうか。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 先ほども答弁しました

とおり、均一のマニュアルというものをもって加配

の検討しておりますので、１対１のお子さんが複数

対１になるということはございません。 

○中西勇太委員 分かりました。 

  そうですね、あと今回、制度運用と巡回相談も拡

充するというようなところで、そのお子さん、一人

一人に対して、児童部としては一緒ですけど、室ま

たいでの情報共有は必要かと思います。その辺り、

記録の管理とかって整備しておられますか。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 発達配慮申請になりま

したら、保育幼稚園室から加配の認定したお子さん

を見に、園のほうに訪問して見に行かせていただく

ことになります。 

  巡回相談のほうは、こども発達支援センターのほ

うが主にしますが、両室でシステムで子供の姿を連

携しながら、担当者間では共有会議を実施していく

予定としております。 

○中西勇太委員 複数点確認してきましたけども、私、

今回のこの発達の課題のある子が増えているという

ところは本当に大きな問題をはらんでいる課題だと

思うんですね。 

  お答え難しいかと思うんですけど、発達に配慮を

要する児童が増加しているという、今御答弁でもあ
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ったところは、その背景とか根本原因について、ど

のように評価しているかというところも非常に重要

だと思うんですけど、その辺り、御答弁いただけま

すか。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 背景はいろいろあると

考えられますが、一つは保護者の方の子供さんへの

需要というか、発達に関する間口というところが広

くなり、自分の子供さんに支援が必要だと思われる

保護者の方がすごく多くなったなと最近感じており

ます。 

○中西勇太委員 スクリーニングや診断への理解が増

えたという答弁が多いし、遺伝がどうとか、公的な

説明を見ても多いんですが、少子化が進んでいる日

本の中で、発達支援が必要な子が増えているという

現状自体は、我々本当に真摯に向き合わないといけ

ないと思っているんですね。 

  今、答弁されたような診断とか相談につながりや

すくなって増えているというところは、確かに一因

ではあると思いますけど、子供さんの生活環境とか

ですね、栄養状態とか、お母さん、お父さんも含め

た環境要因というところが、非常に広い視点も必要

だと、私としては考えています。今のお話ししてい

るようなところで重要なところは、科学的なエビデ

ンス等も濃淡ありますので、ここであまり断定的に

言うことはしないんですが、例えば、鉄欠乏とか鉛

への曝露とか、そういうエビデンスの強いところか

ら、加工食品とか食品添加物とか、エビデンスとし

てはなかなかこの場で言い切ることは難しいような

ものまでいろいろとあります。 

今、私が、長々しゃべって言いたいのは、そうい

ったことも含めて、部署が変わりますけど、例えば

中学校給食のところで健康医療として研究をして、

健康に食を考えて向き合っていくんだというような

ことを市としてもやっているんですから、大切な子

供たち、特に幼い子ほど重要ですので、さっき言っ

たように、例えば鉄不足とか２歳児までのところで

かなり脳に発達に影響しますので、幼いお子さんほ

ど重要なところをお母さん、お父さんにも家での食

も含めて情報提供していくようなというところも、

保育幼稚園室だけじゃないんですが、児童部全体と

か市として情報提供から始める、共に勉強していく

ところから始めていくべきと、この案件を通じて、

ほかも含めて思うんですが、いかがでしょうか。 

○平野さおり保育幼稚園室参事 委員おっしゃるよう

に、食べることについても、子供の成長には大事な

ことだと思っていますので、食育等も含めて教育・

保育施設等に広く進めていきたいと思います。 

○中西勇太委員 その原因云々っていうところまでい

うと、本当に難しい話になってきてしまうんですが、

今の子供たちの行動とか、その発達の支援がどの程

度必要になるかとかというところに直結して影響あ

るっていうようなところは、ほかの保育園、幼稚園

等、他市事例なども踏まえると、自然なものを食べ

てとか、いろんな取組されているところ、事例とし

てはたくさんあると思いますので、そういったとこ

ろを児童部さんとしても勉強していただくのと、保

護者さんとも一緒に取り組んでいただけたらと思い

ます。 

  先ほど林委員もお話ししていただいてた、ＪＲ吹

田駅南立体駐車場跡地の活用についての質問に移り

ます。 

  そもそも今回のＪＲ吹田駅南立体駐車場跡地とい

う場所自体が旭通商店街さんのアーケードのある商

店街、お店が並ぶところにある駐車場、しかもど真

ん中に近い場所にある駐車場というところで、その

場所に保育所を誘致するという計画自体の総合的な

質問になるんですけど、これが保育幼稚園室として、

保育ニーズは当然のことですけど、地域に与える影

響というところをどのように見込んで今回の計画に

なっているのか教えていただけますか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 当該用地への保育所整

備につきましては、まず、安全対策が必要になって

きますので、保育所を整備するに当たって、園児の

送迎時のルールや十分な駐輪スペースの確保、安全

管理員の配置なども含めて選定事業者と綿密に協議

するとともに、関係部局と連携しながら、必要な安

全対策をしっかりと講じていきたいと考えておりま

す。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 繰り返しの答弁にもな

るんですけども、当該跡地につきましては、駅前に
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近く、立地特性上、交通や生活の利便性も高く、大

変魅力的な土地であるというふうに認識しておりま

す。ここに保育所整備をすることで、地域及び商店

街の活性化にも寄与できるものというふうに見込ん

でおりますので、進めていきたいというふうな形で

提案させていただいております。 

○中西勇太委員 最初の答弁で場所に関する課題とい

うところを挙げていただいたんだと思いますけど、

今、地域商店街の活性化ということも見込んでいる

ということで答弁いただきました。 

  私もこの場所に保育所を誘致するという今回の計

画を議論するときには、その地域の保育ニーズをし

っかりと解消していくというところは喫緊の課題だ

と先ほどの答弁の中でも分かりましたけども、それ

がさらに地域の皆様、特に商店街に面したところに

誘致するということですから、やっぱり子育て世代

を含めた人流創出とか商店街の活性化というところ

にいかに寄与できるかというところは本当に大切だ

と思っております。 

  調べると、保育所が商店街に誘致されて、商店街

の人流活性化などに寄与したというような事例は日

本全国の中でも出てきましたけども、そういったと

ころって、他市事例とか、児童部としても重要だと

思うんですが、調べておられますでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、この当該用地に

つきましては駅前商店街に位置することから、駅を

起点とした子育て世代の転出抑制、流入効果、定住

促進など市の持続的な発展につながるものと考えて

おります。 

  また、商店街に位置することから、保育事業者と

地元商店街での共同イベントの開催、施設利用者に

よる買物など、こういったことを通じて地域商店街

が活性化したという好事例について他市の事例とし

ましても確認しているところでございます。 

○中西勇太委員 私も含めて想像だけでしゃべっては

絶対駄目だと思うので、時期も時代も変わってます

から、他市事例も保育所を建設した時期が違ったら

今にそのまま合うのかとか、今の旭通商店街さんの

実情に合うのかとか、いろんなところ重要だと思う

んですが、そういったところも調べながら、しっか

り皆さんとエビデンスに沿って検討していきたいな

と思います。 

  今、実際駐車場として、またはさくらカフェさん、

コミュニティスペースとして利用されているという

現状がありますんで、保育幼稚園室の本来の担当で

はないかもしれませんが、現状の確認をさせていた

だきたいんです。当該地の現状利用とか契約とか収

益とか、そういったところの全体像を把握している

範囲で御答弁いただけますか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 現在ある有料駐車場、

コミュニティスペースの部分に保育所を整備すると

いうところについての影響につきましては、まず、

駐車場につきましては、この当該用地の周辺地域に

徒歩５分圏内に収容台数で500台以上、12か所の駐

車場がございますので、代用いただけるものと考え

ております。 

  また、コミュニティスペースにつきましては、こ

の保育所が整備されることで、先ほど来から申し上

げている部分と重複いたしますが、保育所と共同イ

ベントの開催などを通じて、地域のにぎわい創出が

期待できるものと考えておりますので、関係部局と

連携しながら、地域コミュニティの活性化に資する

取組を講じていきたいと考えております。 

○岡田耕一郎児童部次長 ただいまの御答弁に補足す

るような形で、現状ということですけれども、そこ

まで詳しい情報が我々児童部のほうには下りてきて

ないところでございますが、私自身、ここにもとも

とあった立体駐車場を解体するときの経過からいき

ますと、まちづくり協議会から駐車場及びコミュニ

ティスペースとしてお借りをしたいという話があっ

て、暫定的に利用されて運用をされているという形

ですので、契約はまちづくり協議会と行い、さくら

カフェ等の中で、カフェを営業されるとともに、一

時的な利用も含め、地域に溶け込む施設を運営され

ているものと認識をしております。 

○中西勇太委員 保育所誘致が保育幼稚園室なんで、

保育幼稚園室だけで答弁は難しい面もあるのかなと

思うんですが、駐車場の利用状況に関しては、この

場で私たちが確認した上で議論しないといけない要

望、陳情、意見というところに、駐車場が必要なん
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だという、そこをすごく注目された意見が届いてい

るので、実際にこの駐車場使っておられる方々が商

店街を利用されているのかどうかとか、どれぐらい

使われていて、周辺駐車場たくさんあると私認識し

ていますが、周辺駐車場が十分にあるのかというと

ころが、商店街にとって重要だという話を私はした

いんです。今の駐車場が必要云々というふうに、商

店街の方だけじゃなくて不動産の方とかですかね。

便利な場所に駐車場があると商店街にとっていいと、

一般の商店街の方は思われがちだと思うんですが、

でも、先ほど、そこに保育所が建つと、課題として、

安全対策などが必要だという答弁ありましたけど、

やっぱりその歩行者にとっては危険性が増したりと

か、満車で止められないときにそこに来て、止めな

いから一時停車で不法駐車といいますか、スーパー

の前で一時的に止めて買物されているとか、逆によ

くないことも引き起こしていることもあるでしょう

し、実態調査がすごく大切だと思うんですけど、今、

児童部さんとしてお答えできる今の実態というとこ

ろを、もう一度答弁いただけたらと思います。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、当該駐車場につ

きましては先ほど申し上げたとおり、周辺に駐車場

が複数あるというところで代用いただけるものと考

えております。また、この当該駐車場がなくなるこ

とに起因する違法駐車等の対策につきましては、吹

田警察のほうと連携しながら、取締まりの強化であ

るとか、違法駐車追放デーの取組の強化とか、こう

いったところも全庁的に関係部局、吹田警察としっ

かりと連携しながら、違法駐車等の取組に必要な対

策をしっかりと講じていきたいと考えております。 

○中西勇太委員 そうですね。その後に向けても対策

本当に必要だと思いますし、私、これ、駐車場に関

して商店街の駐車場というものに対しては、ちょっ

と私も調べさせてもらったりしたんですが、やっぱ

り重要なのは、歩行可能距離に駐車場があるという

こと自体は商店街にとっては重要だというのはポイ

ントだと思います。駐車場の真ん中に必要というこ

とではないと。歩行可能距離に必要だというのがす

ごく重要な観点だと思います。 

  ただ、車椅子とか御高齢の方とか、一定配慮が必

要な方にとって、より近い方がいいというニーズも

あるので、そういった対策も考えなければいけない

けども、それも移動可能距離という観点が非常に重

要だと思っています。 

  代替駐車場についてあるという答弁だったんです

けど、台数という意味合いで検討はしっかりできて

いるのかというところは、今の利用場所がその月に

とか、年にとか、日によって変わってくると思うん

ですけど、どれぐらいの利用状況があって、周辺の

台数としてそれをカバーできる状況なのかっていう

のも、やっぱりこの要望とか陳情を見ると重要な観

点だと思うんです。児童部さんにこの点を求め続け

ると大変かもしれませんけど、答弁できる範囲でお

願いしていいですか。 

○岡田耕一郎児童部次長 これは先日の文教市民分科

会での御答弁と重複するような形になりますが、今

担当しております地域経済振興室の認識としまして

は、近隣には500台を超える時間貸し駐車場がある

という形で、私自身も地図上、それから現地もそう

ですけれども、スクランブル交差点の近く、それか

ら、駅前には大規模商業施設がございますので、そ

の辺りを含めると台数はあるのかなという形で考え

ております。 

○中西勇太委員 そこの解消というところについて安

心できる形で事前の説明というところにも取り組ん

でいただくというのが、頂いている御意見に対して

の答えとしても重要なのかなと思っています。 

  保育ニーズのことに話をもう一回戻すんですけど

も、ＪＲ以南の地域についてですが、先ほどの答弁

でも一応頂いてるのですが、待機児童数ということ

ばっかり出るけども、当該地域外に通っているお子

さんもいらっしゃったりとか、実態というものが非

常に大事だと思うんですが、今の現状をもう少し詳

しく、先ほどの待機児童数だけではなくて、現状を

もう少し御説明いただけたらと思います。 

○尾嶋潤一保育幼稚園室主査 当該地域ＪＲ以南地域

につきましては、いわゆる隠れ待機児童という形の

数でございますが、令和７年４月１日の実績でござ

いますが、ゼロ歳児クラス７名、１歳児クラス29名、

２歳児クラス８名、３歳児クラス５名という形にな
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ってございます。 

○中西勇太委員 29名、多いですね。分かりました。 

  今の需給状況のバランスが悪い、隠れ待機児童と

いう形で遠くまで通っておられる方も、積極的に選

んで、ほかに通わせるお父さん、お母さんもおられ

るとは思うんですけども、そういった状況があると

いうことで、これが今回の保育所誘致によってどう

いう見込みに推計になっていくのかっていうところ

を教えていただけますか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 こちらの保育ニーズと

いうものは将来的には伸びていくというふうに先ほ

ど申し上げたとおりでございます。 

  今回の保育所によりまして、定員規模で申します

と、80人を現在想定しておりますが、それはゼロ歳

から５歳児までの受皿として80人枠をの確保という

ものを見込んでおりまして、ここから内訳として特

に足りない、低年齢児ゼロから２歳児で申しますと、

大体４割程度だと見込んでおりましたので32名程度、

この枠については受皿として有用に活用できるとい

うふうに考えておりまして、この分について地域の

受入れ枠というものが増加するというふうに見てお

ります。 

○中西勇太委員 そういう形で80名の枠で対応が増え

て、この参考資料に書いていただいてるような計画

で進んだ場合に、２年後の４月以降の状況としては、

待機児童はどうなっているかとかってお答えいただ

けますか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 こちらのＡ区域に関し

ましては、現在、見直しを行っておりますこども計

画の中で、こちらの保育所のみならず小規模保育事

業所の設置というようなものも考えております。こ

れらを総合して踏まえますと、この保育所が完成し

ます令和10年においては、一旦提供量としては充足

をするだろうというふうに見込んでおります。一方

でその後、令和10年に今回の保育所の整備が完成し

て令和10年４月からの運用というふうに考えており

ますけれども、翌年度の令和11年度になりますと、

また保育ニーズが伸び、周辺のマンション開発など

の影響もございますので、場合によってはこれが足

りなくなるというようなことも考えられます。 

  一方で、待機児童に関しましてはミスマッチなど、

こういったところが要素として加わってまいります

ので、こちらの予測というものは現在持っておりま

せん。 

○中西勇太委員 マンション開発とかそういったこと

があると大きくずれますので、必ずというのは当然

言えないと思いますけど、保育所誘致によって、充

足を目指すことができるという見込みということは

お答えいただけました。 

  逆に、今回うまくいかなくて進まないような場合

には、例えば令和10年度、どういう状況になり得る

のかということも教えてもらえますか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 当該跡地周辺につきま

しては、令和６年度から待機児童が発生している状

況です。また、先ほど説明させていただきましたよ

うに、未利用児童数も発生しているというふうな状

況です。そのことからそれらを解消する取組が必要

ということで、今回の提案をさせていただいており

ます。 

  待機児童の解消は児童福祉法において、行政の責

任として取り組むべきだというふうに規定もされて

おりますので、その中で取り組んでおりまして、仮

定の話でお答えするのはちょっと難しいんですけど

も、この機を逃すと、やはり待機児童対策に遅れが

出るんじゃないかと、そのような形にはならないよ

うに、担当としては行政が責任を持って取り組んで

いきたいというふうに考えております。 

○中西勇太委員 今、この施設建設がない場合にどう

具体的にどんな数字になるのかということを聞いた

けども、それに全て答えるのは難しいってことです

かね。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 今回、こちらの保育所

整備がかなわなかった場合、市としましても将来的

な保育提供量不足に向けまして別案で、例えば、小

規模保育事業所、別用地での整備、こういったもの

に取り組んでいくというようなことになると考えて

おります。 

  仮定といたしまして、全くそれをしない場合に関

しましては、令和10年度においても提供量について

は不足が、恐らく20から30名出てしまうというふう
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に思っております。 

○中西勇太委員 保育所誘致が当該地域で必要だとい

うところは喫緊の課題だということが今の御答弁で

も分かります。 

  今の答弁の中でも少しあったのと、林委員もおっ

しゃってましたけど、ほかの誘致場所について検討

し得たのか、検討されたのかっていうところに対す

る答弁なかったように思うんですが、そこを確認し

ていいでしょうか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 まず、当該跡地の先ほ

ど来の説明のとおり、駅前に近く、利便性が大変高

いというふうな適地でございます。私どもとしては

ここに保育所を整備することで、今まで申し上げた

とおり、待機児童の解消等を進めていけるというふ

うには考えております。 

  現状、本市としましては不動産の確保が困難な状

況で、なかなか民間保育所のほうの公募しても不動

産確保が困難で手が挙がらないというふうな状況も

ございます。 

  本市ではそういった状況もございますので、担当

としましては、この地が適地であるというふうに判

断をして、ほかのところは検討しておりません。 

○中西勇太委員 先ほど頂いた答弁の中で、ここに保

育所誘致することに際しての課題というか、安全対

策、駐輪スペースっていうところの課題をお話しい

ただいたんですが、保育幼稚園室にお聞きするのは

難しい面あるかもしれませんけども、今、特に当該

の旭通商店街さんが抱えておられる課題といいます

か、そういったところを今把握しておられますでし

ょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、安全対策、安全

対策といたしましては、主に違法駐車、違法駐輪、

商店街の通行人や児童の安全対策、こういったこと

に分けられるかと存じます。 

  まず、１点目の違法駐車等の対策につきましては、

先ほど申し上げたとおり、吹田警察や関係部局と連

携しながら必要な対策を講じていく必要があるもの

と考えております。 

  保育所に関する部分で申し上げますと、園児の送

迎時のルールとして、車による送迎の禁止、こうい

ったことを義務づけていく必要があるものと考えて

おります。 

  次に、違法駐輪、こういった対策につきましては、

保育所に十分な駐輪スペースを確保すること、また、

その部分で申し上げますと、担当外にはなりますけ

れども、放置禁止区域の設定や、駐輪機の設定、こ

れは具体的に担当部局のほうで検討していっている

というふうに伺っているところでございます。 

  また、商店街通行人の安全対策につきましては、

先ほど申し上げた安全管理人の配置、これらも含め

て総合的に十分な安全対策を講じることができるよ

うにしていきたいと考えております。 

○中西勇太委員 私の質問が商店街に対する質問にど

うしてもなるので、土木部や警察も必要かもしれな

いし、商店街の活性化という意味で地域経済振興室

などに、本来お答えいただくべき質問を私がしてし

まったんだと思うんですけど、そこの理解も非常に

大切で、アーケードのある人の人流を残すことがで

きるいい商店街だと思っているんですが、それでも

その商店街にほかの全国的にも問題になられてるよ

うな、しもた屋化っていうようなね、お店で買手が

いないような状況とか、マンションが商店街沿いに

建ってしまう問題とか、駐車場があることが、人の

移動においてより危険にさらすっていうような問題

とかっていうものがそもそも存在しているというこ

とに対しても把握しつつ、保育所誘致は必要だと思

うんです。 

既に答弁いただいたんですが、公共保育所誘致に

併せて、旭通商店街さんとまちづくり協議会さんが

要望を上げておられるような、歩行者の安全性とか

自転車利用、保護者さんの送迎の際のルールをしっ

かりと保育所にも求めていくこととかも当然そうで

すが、歩行者が安全に歩ける地域をつくっていくと

いうところも併せて、他部署とも連携して相談して

いく、予算化していくような計画は検討事項にある

かというところも確認が大事だと思うので、もう一

度お答えいただけたらと思います。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 委員おっしゃっていた

だいてますとおり、地域の方から様々な御意見が寄

せられております。我々といたしましてはこちらの
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市の用地、今後30年の貸付により、長期にわたり民

間の保育所を設置して地域に根差した形での運営、

また、これが副次的に地域の活性化にもつながるよ

うな取組になるというところを大いに期待しており

ます。 

  今までいただいております様々な御意見に関しま

しては、今後、保育事業者を選定する上での条件づ

けなどに可能な限り盛り込み、地域の方の理解もし

っかり得るように努めながら、今後の事業展開を進

めてまいりたいと思っております。 

○中西勇太委員 84店舗入っておられる旭通商店街さ

んの理事会等を通しての要望も来ていると。まちづ

くり協議会さんも３月定例会の要望がしっかり届い

ているというところで、商店街の活性化と保育ニー

ズの解消等の、一体的に進めるということで要望も

来ているような形ですし、市としてしっかりと他部

署とも連携してやっていただけたらと思います。 

一旦止めます。 

○益田洋平委員長 理事者から、先ほどの中西委員の

質問について発言したい旨の申出がありますので、

ただいまから発言を許可します。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 他の代替地を検討したの

かということについてなんですけども、吹田市、保

育所用地を確保するに当たりまして、まとまった場

所がないということで、大変苦慮しております。こ

の辺りにつきましては民有地があるのかどうか、も

しくは地域でもその公園とかを活用できないのかど

うかであるとか、こういうような検討を庁内でして

きたというようなところがあります。 

○益田洋平委員長 引き続き、質問あれば受けること

にします。 

○清水亮佑委員 せっかくなんでＪＲ吹田のことじゃ

ないほうからいこうかなと思いますので、よろしく

お願いします。 

  まず、保育士確保の予算が上がってたと思うんで

すけれども、去年、保育士確保の就職フェアみたい

なのを行ったと思うんですけれども、今年はどんな

感じで想定しているのか教えてもらっていいですか。 

○山本丈浩保育幼稚園室主査 基本的には昨年の実績、

やったことなどを踏襲しながらですね、今回は事業

を少し早めまして、５月10日（日曜日）に開催をす

るという形で考えております。 

  また、今回に関しましては各施設さんのほうで実

行委員会を創設いたしまして、共に取り組んでいた

だくことを想定しております。 

○清水亮佑委員 去年は来場者にお土産みたいな感じ

で渡していたと思うんですけれども、今年はどうい

ったものを企画しているとかあったら教えてもらっ

ていいですか。 

○山本丈浩保育幼稚園室主査 今年度に関しましても

参加者に対しまして、ノベルティーを準備をさせて

いただくことを想定しております。基本的には昨年

度の部分を踏襲しつつ、今後、実行委員会とともに

市として設計していきたいと考えております。 

○清水亮佑委員 去年も人数そこそこ来てたかなって

いうのを覚えてるんですけれども、今年のずばり目

標は大体何人ぐらいなのか教えてもらっていいです

か。 

○山本丈浩保育幼稚園室主査 昨年度は40人となって

おりまして、昨今保育学生が減っているというふう

な傾向も見られますことから、少し厳しい状況では

あるんですけれども、同数を目標にしつつ企画のほ

うを立てていきまして、より向上できるように考え

ていきたいと考えております。 

○清水亮佑委員 分かりました。去年もそうだったん

ですけれども、僕も見させてもらって、一定にぎわ

いはあるのかなとは思うんですけれども、なかなか

お話を聞きに来る場所とか、全然住んでる場所が違

ったりとかしたらと思うので、エリアごとに分ける

であったりとか、そういったところもやってもいい

かなとも思いますので、いろいろ試行錯誤しながら

と、あと、せっかくそういうイベントを一日場所を

借りてやるんやったら、福祉部も今、魅力向上事業

をやってたりとかもするので、せっかく一日かけて

やるんやったら、午前、午後とかで分けて時間やっ

たりとかしてもいいのかなとも思いますので、ぜひ

今後、その部局間連携みたいなのをやってもらえた

らなと思いますので、意見として言っておきます。 

  次に、議案参考資料209ページの発達支援保育の

部分でお伺いさせてもらえたらなと思います。 
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  先ほどの委員さんも皆さん質問されて、中西さん

も質問されてたんですけれども、１対１の加配から

複数加配ということなんですけれども、ほかの市で

１対１であったり、0.5対１とか、そういったこと

をやってる市とかあったりするか教えてもらってい

いですか。 

○山口むつみ保育幼稚園室主幹 状況が市によって異

なる部分が大きいので、一概には言えませんが、国

の基準が介助保育士一人につき児童二人というのが

基準になっておりますので、おおむね２対１の配置

になっておろうかと思われます。 

○清水亮佑委員 多分、他市でも１対１であったり、

２対１とかやってるところもあると思うんですけれ

ども、この加配っていうのって、年長さんとか小学

校に上がっていくに当たって、どんどん少なくして

いく。今までずっと吹田市やったら、加配つくって

なったら、ずっと１対１だったと思うんですけど、

その辺がちょっとずつ減っていく。 

僕も現場入ってたこともあったんですけど、やっ

ぱり１対１でつかなあかん子と、担任加配とかは補

助で、加配で十分足りたりとか、現場とか、あとは

先生の色とか、合う合わへんとか、いっぱいあると

思うんですけど、その辺りで丁寧に保育するに当た

っての経験値ってすごい大事だと思うんで、これす

るんやったら複数加配で資格ない人、子育て支援員

さんとかが多分対象にはなるのかなとは思うんです

けど、その辺の人たちにやっぱりその障がい児保育

っていうその関わりの研修、今、多分吹田市でも障

がい児保育の研修とかもいっぱいあると思うんです

けど、それをマストで義務づけたりとか、これを受

けることによって、これの障がい児の保育、資格持

ってる人はもちろん勉強して入ってるとは思うんで

すけど、資格持ってない方たちで、いきなり入って

この子ついといてって言ったら、保育の質の担保に

は僕はならないと思うので、その辺りを市主体です

るのは難しいんですけど、事業者とちゃんと話して、

こういう人をつけたいからっていう、その上乗せ方

式のほうがいいのかなとも思うので、それをするこ

とによって保育全体の質の向上にはなるのかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

  複数対１加配の場合、対象児童二人につき一人の

職員配置となることですが、児童の状態は個々に大

きく異なる場合があります。現場の実態として安全

確保や保育の質の観点から、複数対１配置が難しい

ケースもあると考えますが、そうした場合、柔軟な

運用は可能なのか教えてもらっていいですか。 

○山口むつみ保育幼稚園室主幹 複数対１加配の認定

を受けた児童がクラスに一人とかっていうような場

合に関しましては、保育士さん２対１で見るという

のはかなり困難なところも考えておりますので、そ

ういった場合には特例といたしまして、対１単位で

基礎となった場合であって、児童一人に対して保育

士一人を配置する場合は、月額32万780円、対１と

同じ額を補助するという制度にしておりまして、あ

る程度、園で必要に応じて配置できていただけるよ

うになっていると思っております。 

○清水亮佑委員 園全体で加配ついている枠の人数っ

ていうイメージでいいですか。例えば１対１の子が

３人おって、２対１の子が４人いましたとなったと

きに、具体的に何人保育士配置になるか教えてもら

っていいですか。 

○山口むつみ保育幼稚園室主幹 １対１の加配の認定

となられた方につきましては、児童一人につき保育

士１名ついていただく形になります。複数対１加配

の方につきましても、クラスの年齢児によって異な

るかと思いますが、同じ学年に４人ということでし

たら、保育士の方は４人に対して二人という形にな

ろうかと思います。 

○清水亮佑委員 その場合、クラス分かれたりとかも

多分あると思うんですけど、その辺りの制度的な部

分ってどういう感じかイメージつかなくて、教えて

もらっていいですか。例えば、さっき言ったとおり、

２対１の子が４人おった場合、例えば、３歳同じ学

年に３人にいた場合、0.5、0.5、0.5となったとき

に、クラスが２、１とかで分かれていた場合どうな

るか教えてもらっていいですか。 

○大槻 仁保育幼稚園室主査 対象児童が３名いらっ

しゃった場合につきましては、まず、複数対１の方

が２名の場合は、そこに対して２名に対して保育士

が一人つく。で端数が出てきた場合についてはそこ
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の端数の方に対して保育士を一人つけることを可と

しております。 

○清水亮佑委員 ということは、簡単に言ったら繰上

げになるっていうイメージで大丈夫ですか。教えて

もらっていいですか。 

○大槻 仁保育幼稚園室主査 委員おっしゃるとおり

でございます。 

○清水亮佑委員 分かりました。ありがとうございま

す。 

○益田洋平委員長 質疑の途中でありますが、暫時休

憩します。 

（午前11時58分 休憩） 

（午後１時 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問を受けることにします。 

○清水亮佑委員 施設整備助成制度拡充について、議

案参考資料183ページのことでお伺いします。 

  今回、仮園舎を建設して施設の建て替えを行う場

合の費用について、市独自の助成を上乗せする制度

を創設するとのことですが、これまで市内の保育施

設において仮園舎の建設を伴う建て替えにより、ど

の程度の事業者負担が生じたのか、市としてどのよ

うに把握しているのかお聞きします。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 仮設園舎を要する建て

替えにつきましては市内におきましては、少なくと

も過去10年間においては事例がないものと認識して

おりまして、この過去10年間の中で事例がないとい

うところで、今回、初めて仮設園舎を要する建て替

えが必要になってきているというところでございま

す。 

○清水亮佑委員 仮園舎を建設して建て替えを行う事

案を対象とする。新設で建てるってことだとは思う

んですけど、市内において今後どの程度の施設がこ

の程度の対象になることを想定しているか教えてく

ださい。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 本補助制度の創設に当

たりましては、アンケート調査を実施いたしまして、

仮設園舎を要する建て替え方法、これを想定してい

る園が11園程度ございました。今後、頻繁に建て替

えがあるものではございませんけれども、複数に需

要のある補助制度であると認識しております。 

○清水亮佑委員 その11の施設はもともと保育施設と

か小学校とかも全部含めてそうなんですけど、建て

替えをしないとあかんっていう認識の下、今まで経

営してたかどうかって分かったりするか、教えても

らっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、建て替えがある

場合については事前に事業者のほうから御相談、こ

れをいただく形になりますけれども、アンケート調

査実施させていただいて回答いただいた園につきま

しては今後、建て替えがある場合に、仮設園舎を要

する建て替え方法を想定しているというような御回

答をいただいております。 

○清水亮佑委員 でしたら、仮園舎を建てるっていう

ことも含めて、経営の中である程度の積立て、今回

1,000万円補助するっていうことで11施設ぐらいが

対象ということで、分からないこともないんですけ

れども、一定数、園を経営するに当たって、会社も

そうなんですけれども、先を見越してきちんとお金

を貯蓄していったりとか、もちろんこんだけ急に物

価上がったら難しい部分もあるとは思うんですけれ

ども、そこに関しては市から伝えなあかん部分なの

かなとは思う反面、その11の施設が例えば1,000万

円もらいました。じゃあ、ほんまにその園、園舎建

て替えだけなのか。最近、急に複合型施設つくろう

とする園とかあったりして、そっちに建て替えのタ

イミングで浮いた1,000万でそれを造ろうとすると

かっていうことがないように、ぜひ、引き続き、出

したら終わりっていうよりかは、きちんと見るとい

うのはしていってもらえたらなと思います。 

  また、お金がないから出すっていうところで、も

ちろん大事な保育ニーズやから分かるんですけど、

例えば新しいことをし始めるとか、療育施設造ると

か、新しい小規模保育事業所を造る、保育園造ると

かに手挙げるっていうのは、そこはまた話替わって

くるのかなと思いますが、いかがですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず今回、国の補助制

度がございまして、その中では委員おっしゃられた

ような複合施設であるとかっていうのはそもそもこ

の補助制度の対象とはなりません。そんな中で仮設
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園舎を建てないと建て替えが困難な場合、これに対

しての国の補助制度の補助額が実態と乖離している

というところで上乗せさせていただくものでござい

ますので、これに伴う補助額につきましては、全て

仮設園舎の整備に対して使用される補助金になりま

す。 

○清水亮佑委員 もちろんね、仮設園舎建設のための

補助金やとは思うんですけど、お金に別に名前がつ

いてないんで、その1,000万うまいこと使ってとか

考える人も一定数いるのかなとも思いますんで、そ

の辺り、引き続き見ていってもらえたらなと思いま

す。 

  また、仮園舎建設する敷地に余裕があって、仮園

舎建てんでも建て替えできるよっていう園って、大

体どのぐらいあるか教えてもらっていいですか。 

  ちょっと変えますね。今回の制度の対象にならへ

んところ、11園以外が多分そうやと思うんですけど、

それ以外のところで公平性は必要なのかなと思うん

ですけど、公平性っていう部分に対してはどう思っ

てるか教えてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今回の補助制度の趣旨

といたしましては、国の補助制度における仮設園舎

整備に係る補助額は少額であり、実態と乖離してい

るというところで上乗せさせていただくものでござ

います。通常の建て替えが可能な場合につきまして

は、これまでも昨今の物価高騰に対応して国の補助

額も増加傾向にございますので、基本的には国の補

助制度の範囲内で対応いただけるものと認識してお

ります。 

○清水亮佑委員 一定、それも理解はするんですけど、

公平性の担保っていうところも必要なのかなとも思

いますので、今後、多分老朽化ってどんどん出てく

ると思うので、建て替え増えてきたたびに、その都

度、仮園舎建てた方が得やんみたいにならへんよう

にだけ、制度設計だけしてもらえたらなと思います。 

  次、ＪＲ吹田駅南立体駐車場跡地の質問に行かせ

てもらいますね。 

  商店街に設置した場合、どのように捉えているか、

まず、教えてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 当該用地は駅前商店街

に位置することから、駅を起点とした子育て世帯へ

の転出抑制や流入効果、定住促進など、市の持続的

な発展につながるものと考えております。 

  また、施設利用者、保育事業者による買物である

とか、そういったところを通じて、また、保育所と

商店街での共同イベントの開催など、これを通じて

地域のコミュニティの活性化に資するものと考えて

おります。 

○清水亮佑委員 商店街等の活性化とおっしゃったん

ですけれども、具体的に商店街遊びであったりとか、

保育園の子供たちがふだんから商店街と遊ぶってい

うのは、その商店街で商売されている方とかとも多

分いろんな話をしていかなあかんかなとは思うんで

すけど、その辺りの話合いとかってしてたりします

か。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今後、選定事業者と綿

密に協議しながら、地域にとって親しまれるような

保育所となるように、綿密に協議していきたいと考

えておりますし、また、整備に、選定する前の段階

に当たりましても、しっかりと地域の方に御説明さ

せていただいて、頂いている要望、これについても

公募要件に可能な限り反映させた上で事業者を選定

させていただきたいと考えております。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 今回御提案させていた

ものが認められましたら、公募というふうな形で進

めていくことになります。この間、いろいろとお話

を聞きながら、要望を頂いているというふうな状況

です。先ほどの説明にもありましたように、商店街

との連携、協力、そういったところを今後、事業者

とどこまでできるかっていうふうなところは、保育

運営の支障のない範囲で公募条件の中に織り込むよ

うな形で、優れた事業者の提案をお願いしたいとい

うふうに考えております。 

○清水亮佑委員 この地域で待機児童、発生している

っていう状況ではあると思うんですけど、未利用児

童数もこの地域では存在しているかなと思っていま

す。 

  今回、保育所整備できひんかった場合、どういっ

た状況になるのかって、市はどういうふうに考えて

るのか教えてもらっていいですか。 
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○安井基樹保育幼稚園室参事 当該跡地につきまして

は、先ほど来から御説明をさせていただいておりま

す令和６年度から待機児童が発生しており、乳幼児

童も高止まりをしている状況、また、低年齢児の枠

のほうも不足しているというふうなところから、今

回提案をさせていただいております。 

  今回、この機を逃すと、待機児童対策が遅れると

いうような形になりかねないというふうにも考えて

おりますので、本市としては行政の責任の下、しっ

かりとそういった環境を整えていく必要があるとい

うふうに認識しております。 

○清水亮佑委員 待機児童対策って必要なことやと思

っているんですけど、先ほどほかの委員さんが質問

したときに、小規模保育園を造るとか言ってはった

んですけど、小規模保育園って、ゼロ・１・２歳児

じゃないですか。ゼロ・１・２歳児でそのときだけ

待機児童をなくすっていうことをすると、よその市

とかでもよく起こっているんですけど、そのゼロ・

１・２歳児が空いているからどんどん入れようって

なったときに、３歳より先の受皿が何もない状況や

と思うんですけど、その辺り、先ほどの答弁と食い

違うかなと思うんですけど、どういうふうに考えて

いるか教えてもらっていいですか。 

さっき大きいのを造っても小規模保育園を造らな

あかんくなるって言ってたと思うんですけど、どう

いうふうに考えているのか教えてください。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 こちらのＪＲ吹田以南

を含みます適用区域で申しますと、Ａ区域に関しま

しては、昨年４月の時点でも既に低年齢児において、

数の不足というものが出ている状態でございます。

一方で２号の子供、すなわち３歳児以上のお子さん

の枠に関しましては、幼稚園での長時間預かりなど

も含めますと、充足している状況でございまして、

計画上こちらについては現在のところ充足している

というところでございますけれども、保育所の整備

によりましてしっかりと３号を有効に確保できると

いうところがございますので、こちらではしっかり

と保育所を整備したいというふうに考えております。 

○清水亮佑委員 保育園を運営するに当たって、やっ

ぱりその３号認定のゼロ・１・２歳の子たちって結

構重要なとこやと思いますし、２号認定の子たちが

基本的に入ると思うんで、その辺り含めて、小規模

保育園を造るっていうよりかは、せっかく今、測量

に予算かけて保育園を造るって言っているところに、

来年には小規模保育園造りますっていうと、取り合

いになっちゃうことを考えたときに、そこは慎重に

していかないとあかんところやと思いますし、80人

定員って今ほぼ決まってるかなとは思うんですけど、

あのエリアで80人じゃ足りないんじゃないのかなっ

ていうのは正直思っているところです。なので、そ

れは意見としておきます。 

あと、先ほど車で通園禁止にしていくっていう話

をしているんですけど、多分それをすると、物理的

に商店街の中に、保育園側が車で来ないでください

ねって言っても、守らへん保護者さんって一定数い

るんですよ、１割、２割は。ということを考えたと

きに、何でもかんでも禁止にすると、保護者さんと

保育園の関係もあんまりよくはならへんのかなと思

ったりとかもするので、その辺りも含めて公募の中

身をきちんと見直した上で、一概に車を禁止にする

とか、商店街と遊びを必ずするとかっていうよりか

は実績があるところ、例えば地域に根差した保育園

造ってるところであったりとか、いろんなお祭りと

かにどんどん参加してもらわんと、この商店街で建

てる意味ってないとも思いますし、その辺りちょっ

と再度検討するのは必要なのかなと思っていますの

で、これは意見として言わせてもらえたらなと思い

ます。 

  最後に、今回の立駐跡地の取り巻く状況として、

まちづくり協議会と旭通商店街の連名で、保育所誘

致に賛成の立場で要望が出されている中、短期間で

賛成を表明した方から反対の要望が出ている状況で

あると。それに対してはどっちなのっていう正直難

しい部分もあります。市として説明をしてきた経緯

もお聞きした中なんですけれども、再度、経過って

いうのを教えてもらってもいいですか。ほかの委員

さんも聞いてたんですけども。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今回の保育所整備につ

きましては、昨年の９月頃からまちづくり協議会、

地元商店街や地元自治会を中心に御説明を行ってき
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たところでございますけれども、なかなかまだ御理

解いただいていないという方もいらっしゃると聞い

ておりますので、引き続きしっかりと今後、丁寧に

説明して御理解いただけるよう努めていきたいと考

えております。 

○清水亮佑委員 ９月からしてたら、ある程度話はで

きてたのかなとも思うんですけれども、そこが賛成

と反対両方から来てたりとかってするのが、感想と

しては、話聞いたりとかはした上で、結局あんまり

分からへんまま来てるのかなっていうのもあるので、

その辺りしっかりとやってもらえたらなと思います。 

１回置きます。 

○澤田直己委員 まず、昨年約１年前に東保育園と吹

田第三幼稚園の統合について再検討を求める決議を

我々提出したかと思います。それに関しては、児童

部のほうも非常に決議の重みを重く受け止めている

という答弁があったかと思います。 

  その後、６月23日に、所管事項に関する事務調査

がありまして、そこで幾つか我々このメンバーで質

問をさせていただいたと思います。 

  そのときの答弁の中で、吹田第三幼稚園の認定こ

ども園化も検討していく必要がある。するかどうか

は別ですよ。要は、検討はする必要があるというよ

うな答弁もあったかと思うんですけど、６月からや

ったら８か月、９か月たっているんで、その検討結

果というのをお示しください。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 吹田第三幼稚園と東保

育園の統合につきましては、議会の決議を重く受け

止め、本市としましても再検討をしているというふ

うな状況です。 

  この間、在園児の保護者、地域の未就園児の保護

者の皆様への説明をし、意見を伺ってきております。  

委員おっしゃるように、その中で認定こども園化の

要望というのもいただいている状況であり、本市と

しましては、地域の動向、人口動向であったりとか、

開発の状況、こういったところも引き続き見極めな

がら再度検討しているというふうな状況でございま

す。 

○澤田直己委員 １年前とかね、９か月前やったら今

の答弁でいいと思うんですけど、もう、あれから１

年たってるわけですよ。答弁が全く変わってないん

ですけど、何か進展してないんですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 様々な観点から吹三幼

稚園の在り方については検討させていただいている

ところでございますけれども、その一要因として、

近隣私立園の閉園による影響、これを見極める必要

があるというところで、現時点ではそこの状況につ

いて、まだしっかりと精査できている状態にはない

ところでございます。 

○澤田直己委員 近隣私立園の何て言いましたか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 近隣私立園の閉園によ

る影響でございます。 

○澤田直己委員 朝日幼稚園のことやな。 

それと吹田第一幼稚園の認定こども園化により受

入れを増やすといったような話も、１年前されてた

ようなことも記憶しているんですけど、その辺りの

検討結果はどうなりましたか。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 吹田第三幼稚園の園児数

が昨年度でいいますと11名と、10名超えるようなと

ころになるんですけども、来年度、令和８年の４月

とか言うと、その10名をもう下回ってくるというよ

うな状況にもなっています。 

  委員御質問いただいてます吹田第一幼稚園の認定

こども園化っていうところも、具体にはまだ検討が

進んでいないというようなところで、見極めはすご

く大事だろうというふうに思っているところでござ

います。 

○澤田直己委員 吹一幼稚園の受入れを増やすとね、

吹三幼稚園の10名がどう関係してくるかっていうの

もあるんですけど。保護者の要望書であったり、１

年前の質疑なんかでも、２年保育で給食なしを続け

ても、それは増えないのは誰が見ても分かってるこ

となんで、一時的に数人増えることはあっても、今

のニーズにはそのやり方では合ってないから、その

状況を続けている限りはそれは現状は変わらないの

で、その辺も踏まえて検討していただきたいと思い

ます。 

  それと、これ、６月23日の話ですけども、別の場

所で、別の場所っていうのは吹田第三幼稚園以外の

場所で、幼保連携型認定こども園の整備であったり
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とか、朝日幼稚園閉園後の活用について、これ、民

間の所有物やから、我々がどうっていうのはあれで

すけども、仮に予定どおり閉園されるのであれば、

その後の活用等についても、６月時点では検討は進

んでないと答弁されてましたけども、そこから９か

月たって、どのような検討結果になりましたか。 

○木戸裕子保育幼稚園室主幹 朝日幼稚園につきまし

ては民間の園でございますので、そこについては市

として特に何か検討しているものがあるというふう

には現在考えておりません。 

○澤田直己委員 幼保連携型認定こども園の整備につ

いてはどうでしょうか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 新たな幼保連携型認定

こども園の整備につきましては、認定こども園岸部

第一幼稚園とことぶき保育園、今回の定例会のほう

に提案させていただいているもの以外には、今のと

ころ具体的にはございません。 

○澤田直己委員 岸部なんで、離れてるとはいえ、一

応皆さんが言うＡ区域に入っているわけですから、

そこは分かりました。 

  結局、この吹田第三幼稚園の問題と、この今回の

商店街の保育所の問題をね、やっぱりセットで考え

てほしいんですよ。行き当たりばったりで、足りな

いから商店街のあそこ空いてる、ちょっと駅前やし

便利やし、あそこに建てようというように見えてし

まっているんですけども、これはもうちょっと吹三

幼稚園、もちろん東保育所も含めての今後の在り方

と、ＪＲ以南地域Ａ区域全体の在り方と、この辺り

がセットで考えているようにはなかなか見えないん

ですけども、どうなんですかね。そうしないとなか

なかこの両方の問題がうまいこと進まないのかなっ

ていう気はするんですけど、その辺はどうお考えで

すか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 まず、今回提案させて

いただいているＪＲ立体駐車場跡地での保育所整備

につきましては、増加する保育ニーズへの対応策と

して提案させていただいているものでございます。

その中で吹三幼稚園と東保育園の統合につきまして

は、集団での学び合いの機会の確保は困難であると

いうところから検討をさせていただいているという

ところでございます。 

○澤田直己委員 だから、今日新たな要望書も出てき

てますけど、例えば、吹三連合自治会と近隣の保育

園、幼稚園、ＰＴＡ、保護者会もろもろの６団体ぐ

らいの連名の要望書の中に、例えば、近隣ＪＲ以南

地域に小規模保育園を設置をするんであれば、どち

らにしろ設置しますよね。別に、商店街の保育所関

係なく、多分本会議では小規模保育園も５か所ぐら

い設置すると言っていたんで、設置するんであれば、

３年保育の受皿として吹三幼稚園を３年保育にした

ほうがいいんじゃないかみたいな要望書を皆さん見

られてると思いますけども、そうやってセットで考

えていくべきかなというふうに思います。 

  本会議で答弁した５か所整備、小規模保育所５か

所整備を予定するという答弁だったと思いますけど、

これはＡ区域全体での話なのか、ＪＲ以南地域だけ

での話と、どっちでしたっけ。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 Ａ区域全体で今後、小

規模保育事業所を五つ整備していくという計画の変

更に今着手しているところでございます。 

○澤田直己委員 分かりました。 

  保育所が、待機児童の先ほど人数の話とかいろい

ろあったんで、必要性があるということはよく理解

できました。 

  その設置場所なんですけども、当然、商店街の今

予算上がっている場所も候補地の一つでしょうが、

高城児童会館が今、供用停止になって、解体の予算

まではね、上がってると思います。その後、基本は

売却の方針ということで、我々もそこは理解はして

いるんですけども、それはあくまで今のままいけば

という話で、世の中の情勢が変わればそうじゃなく

なるということも当然あるわけですから、高城児童

会館を保育所の場所として整備することは検討され

たのでしょうか。 

○岡田耕一郎児童部次長 委員御指摘の高城町の児童

会館につきましては、日の出町に移転した経過、日

の出町は新佐竹台住宅の整備と一体になっていた経

過もありますことから、売却をし、売却益は市営住

宅の整備基金に積み立てる予定という形で考えてい

るところでございます。 
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○澤田直己委員 そういう児童部っぽくない答弁やっ

たような気がするんですけど、その経緯は私もよく

分かってます。分かってるんですが、世の中の状況

が変わったときに、場所がないのがわざわざ民間の

土地を購入してまで建てるのはなかなか難しいと思

いますので、高城児童会館であれば、これはもとも

と吹三小学校の子供と東小学校の子供も対象であっ

たということもありますし、吹一地区からも非常に

近いということで、少なくともＡ区域の中でのＪＲ

以南地域というとこで見れば、非常に通いやすい場

所であると思いますので、どうなんやろね。別に児

童部だけでこれは決めることじゃないですけども、

有効な場所だと思うので、ここは検討したほうがい

いと思いますけどね、部長。 

○道場久明児童部長 実は、午前中の別の委員からの

御質問もございましたけれども、我々、担当として

はこのＡ区域の中で、この商店街以外でも様々検討

をした経緯がございます。おっしゃっているように、

高城児童会館についても、論点の中の一つとしては

ございました。 

  ただ、先ほど次長が申し上げましたように、ほか

の活用を考え、日の出の市営住宅の種地としてもと

もと活用することを市として判断しておりましたこ

とから、別の方策として、今回予算提案させており

ます旭通商店街、この土地が市にとって最適だとい

うふうに判断至った経緯がございます。 

○澤田直己委員 いや、種地。もともと日の出住宅の

跡地を全て売却する予定やったけども、吹三連合か

らの要望などがあって、あそこの半分を活用しよう

と。ちょうど高城児童会館が老朽化をしていたから、

そこの場所としてあそこが選定されて半分利用する

ことになった。半分利用することによって本来全部

売却の予定が半分しか売却できないので、その代わ

り高城児童会館は全部売ろうと、そういう話でしょ

う。 

なので、その状況が今変わった。そういうニーズ

が生まれているわけですから、売却予定やったって

いう話でそのまま売却する場合もあれば、そうでな

い場合もある。例えば、今この議論になっている旭

通商店街の立駐跡地にしても、もともと普通財産や

ったわけですから、普通財産であれば特に、今手挙

げられましたけど、公共施設の最適化計画で誰も手

挙げない状態がずっと続いていて、であれば、普通

であれば売却をするわけで、売却しててもおかしく

ないけども、商店街からも駐車場のニーズがあった

から、暫定ではあるけども、５年、伸びて８年って

いう形になっているんで、それは新たな社会ニーズ

が生まれれば、それは市の土地なんやから、市民の

土地でもあるわけやから、そこは有効活用するべき

と言っておきます。 

  続きまして、ことぶき保育園の跡地、これ先ほど

午前中にもありましたけども、複合化して新たな施

設ができると。それはそれでいいんですけども、こ

とぶき保育園の跡地利用について何か決まってるこ

とはあるんですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 ことぶき保育園の跡地

につきましては、今後、利活用調査を実施の上、市

全体として活用の方向性を検討していきたいと考え

ております。 

○澤田直己委員 児童部、手挙げたらどうですか。そ

のまま使えますよ。今保育園のところを保育園とし

て使ったらいいじゃないですか。そんなわざわざ解

体したり、違うことに使うんじゃなくて。だって、

Ａ区域ですよ、ここ。Ａ区域で足りないんでしょ。

Ａ区域で足りないんであれば、あそこだったらフル

スペックであろうが、小規模保育所であろうが、使

えると思うんで、使ったらどうですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 このことぶき保育園跡

地と、今回提案させていただいているＪＲ立体駐車

場の跡地の保育園整備、これを比較いたしますと、

後者のほうが特に提供量が不足しておりまして、待

機児童が発生していることからも、ＪＲ立体駐車場

跡地に保育所を整備する必要があるものと考えてお

ります。 

  また、立地上のことになりますけれども、ことぶ

き保育園、これにつきましては駅から15分近くかか

るのに対して、ＪＲ立体駐車場跡地は駅前商店街に

位置することから、交通アクセス等の利便性や実際

の申込み状況などから施設利用者、保育従事者にと

っても利便性が高いものと考えており、保育所用地
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としては適切な場所であると考えております。 

○澤田直己委員 商店街の保育所誘致を別に否定して

いるわけではなくて、いろんな候補地がある中で、

歩いて15分という話をすると、新しくできる岸部の

保育園だってほぼ同じ場所なんですから、歩いて15

分かかるわけで、決してすごく利便性の高い場所で

はないけども、ただ、Ａ区域である片山、岸部、Ｊ

Ｒ以南の範囲内、先ほど言われていた何十人か足り

ないと言ってた場所にあるわけですから、そこは有

効活用されたほうがいいと思います。 

  続いて、吹一いこいの間、吹一の公民館がもうす

ぐ新しくなります。公民館といこいの間の機能が複

合化されるということなので、今ある吹一保育園の

前にある吹一いこいの間が空くわけですけど、あそ

こを小規模保育所にできると思うんですけど、そこ

は検討しましたか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 委員おっしゃられる幼

稚園について小規模保育事業所を設置するというこ

とは検討いたしておりませんが、基本的には小規模

保育事業所、この整備につきましては民間事業者で

実施いただけるというところで、民間事業者のほう

にお任せすることといたしまして、これまでも迅速

な施工が期待でき、国庫補助金によるメリットなど

もございますので、これまでも民間事業者を主体と

して施設整備を行ってきているものでございます。 

○澤田直己委員 別に私、皆さんにやってくれ、直営

でやってくれとは言ってないんで、この場所を活用

してやられたらどうですかという話なんで、それは

別に民間にやってもらったら全然いいと思うんで。

この場所が確実に空くので、ここは活用していただ

きたいなと思います。 

  それと、先ほどから交通安全とか交通状況的な話、

駐車場の代替施設ですね。あそこの駐車場がなくな

った場合、代わりの駐車場があるのかないのかって

いう話もあったと思います。 

  そこで近隣に500台あるという答弁の中で、12か

所あったと思いますけども、この500台っていうの

は、どこの話なんですか。イオンも含めてますよね。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 委員おっしゃるように、

イオン、タイムズ、さんくすの駐車場も含めての

500台ということでございますけれども、このイオ

ン駐車場の部分を除いたとしても、周辺には11か所、

収容台数として161台の駐車場がございますので、

代用いただけるものと考えております。 

○澤田直己委員 その161台、11か所全部言ってもら

っていいですか。 

○岡田耕一郎児童部次長 ざっと私が知る限りですけ

れども、スクランブル交差点のすぐ近くのリパーク

が３か所ほどございます。そのほか、大きいところ

でいきますと、高浜神社の駐車場、それから、さん

くすに近くなりますけれども、さんくすのタイムズ

吹田駅前第４駐車場等合わせて11か所あるものと承

知をしております。 

○澤田直己委員 先ほどエビデンス的な話もありまし

たけども、実際、皆さんもそうやと思いますけども、

目的地に一番近いところに車を止めると思います。

例外としては、非常に高いとか、１日の上限価格が

ないから、長く止めるんやったら１日最大1,500円

のとこで止めようとか、そういう判断はもちろんあ

るかと思いますが、基本的には近くに止めるので、

実際、エビデンスという話でいうと、サタケの前の

駐車場に年間平均６万9,000台が止まっているとい

うのはこれは事実です。少なくとも６万9,000台と

いうことは６万9,000人以上が、買物しているかど

うかまでは分かりませんが、何らかの理由であそこ

に目的があってきているというのも間違いないです。 

  私も地元の人間として、多分どこまで入れてるか

分かんないですけど、昭和町のほうとかちょっと離

れたところも入れてるんでしょう、恐らくね。そこ

にはまず、サタケに仮に用事があったとして、さく

らカフェに用事があったとして、昭和町のちょっと

離れた、そういったところに止めるというのはなか

なか現実的にはないのかなというところなので、何

か500台という数字だけ先行してしまうのは、ちょ

っとミスリーディングちゃうかなって。 

だって、イオンってたしか４階か５階ですよね、

駐車場。４階から５階まで、あの狭い道を上がって

いって、さあ止めようと思ったら、軽自動車だけし

か止めれないとか、小型車しか止めれないというと

ころがたくさんあって、さらにただにしようと思っ
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たら2,000円以上の買物をして、また４階降りて、

サタケまで行こうと思ったら、それなりに歩くって

いうことを考えると、基本的に何らかの目的で６万

9,000台、あそこに止めてる人がイオンに止めると

いう判断はまずないのかなというふうには思います

ので、ミスリーディングにつながるような答弁はや

められたほうがいいと思います。 

  それとですね、先ほど安全面について、警察との

連携であるとか、全庁的な取組をして、交通違反で

あったり安全対策であったりするというような話も

あったかと思いますけども、要は、あそこに保育所

ができることで、そこまでしないと駄目という判断

なんですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 現在、要望書を頂いて

いる中で、また、地域のほうでの説明の中で、交通

安全対策を強く求められているというふうに市とし

ては受け止めております。 

  児童部だけでこれは解決できるものではございま

せんので、関係部局とも連携しながら、その辺りの

ほうの対策を講じていく必要があるというふうに考

えております。 

○澤田直己委員 そうですね、どちらにしろ保育所が

できた場合は、当然そういう対策は必要でしょうし、

仮にできなかったとしても、もう現状でも、あの辺

にお住まいの方はよく分かっていると思いますけど

も、例えば錦通りから旭通りにＴ字のとこ、ぶつか

るでしょう。左折するでしょ。南下する。そんとき

に、夕方とかであれば、スーパーの前に車が３台と

かね、止まってるわけですよ。左折できるというこ

とは、南北の道路は信号赤やから、サタケの反対車

線のところに信号待ちの車が数台並んでいる。とな

ると、曲がれないんです。通れないんですよ、もう。 

昨日も一昨日も、まさに僕がそうやったんですけ

ど、通れなかったんですよ。今でその状態で、年末

がもっとひどいことになるのは、もう皆さん、地元

の人だったら知ってると思いますけども、今でその

状況なんで、強制力を伴うようなことをしないと、

市の皆さんが幾ら安全対策しても強制力はないので、

警察にしかないわけですし、しかも助手席に座られ

たら、幾ら警察でも駐禁すぐ切るかっていうとなか

なか切らないでしょうから、結構難しいのかなって

いうところは感じます。 

  それと時間貸しの駐輪場の話。これはもう一回答

弁してほしいんですけど、その議論が今進んでると

いうことですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 駐輪機の設置、放置禁

止区域の設定、これは具体的に関係部局から進捗に

ついてお伺いしておるところで、地域商店街、まち

づくり協議会と連携しながら進めていくというとこ

ろは確認しております。 

○澤田直己委員 私も要望を受けて協議したこともあ

りますし、土木部と。その議論があるのはもちろん

承知しています。 

  たしか回答としては、まず機械の代金が非常に高

いということと、業者の採算が合うのかどうかとい

う話なんかがあったかなと思います。あとは商店街

に今、無料というか商店街の駐車スペースがあるわ

けですけども、あそこに自転車を止めてそのまま通

勤する方が多いと。それが商店街としてのお困り事

やという話も聞いています。 

  協議っていうのは、あくまでこれはまちづくり協

議会ないし旭通商店街があそこに機械を設置する場

合は、市道なんで市としてあの土地を使ってもいい

よという話であって、費用負担はどちらがするんで

すか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 その辺りの費用負担で

あるとかのところについては承知しておりませんけ

れども、具体的にまちづくり協議会と旭通商店街と

関係部局と連携しながら、この駐輪機の設置や、放

置禁止区域の設定、これについて前向きに検討して

いく意向というようなことの話合いがあったと認識

しております。 

○澤田直己委員 私、数か月前にそれも土木部と話し

ています。基本的にはあそこを、駐輪機を設置して

もらっても構わないけども、それはあくまでまちづ

くり協議会であったり、商店街が費用負担をした上

で建ててくれるのであれば問題ないというふうに当

時私は説明を受けましたので、質問に対して安全対

策します、これやります、あれやりますって、市が

やるように聞こえるんですけど、そこは正確に言っ
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てもらわないと、期待だけを持たせるようなことに

なりかねないので、実際そういう要望書が出てます

から、そこはよろしくお願いします。 

  それとさっき地域活性化というところで、商店街

に保育所が設置されることによって地域活性化の事

例があるというような答弁があったかと思いますけ

ども、その場所を教えてください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 何件かございますけれ

ども、現時点で把握しているのは佐賀県の基山町で

あったかと認識しております。 

○澤田直己委員 具体的にどのように活性化したとか、

売上げが伸びたとか、空き店舗が減ったとか、そう

いう根拠みたいなものは何かあるんですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 この商店街に保育所を

誘致することで地域の活性化が進んだというような

ことを把握しておりますけれども、具体的に数字を

持って、どういった来客が増えて経営上、利点があ

ったかというところ、詳細な数字については把握し

ておりません。 

○澤田直己委員 先ほど来からエビデンスが大事とい

う質問があったかと思いますし、私もそこは本当に

大事だと思います。ただ、根拠がないということな

ので、その辺りはしっかりと実態調査を、何となく、

それは人が増えたら、人が増えたらというか子育て

世代の方が来たら、少なくとも80人ぐらいは増える

という計算もそれはできるでしょうし、活性化する

ようなイメージもありますけれども、でも、その分、

駐車場がなくなることによって、６万9,000人来て

た方が全員とは言いませんけども、一部来なくなる

ということも安易に想像できるわけなんで。 

地域活性化のためにだけやるわけじゃないですよ。

待機児童の解消のためにやるんですけども、商店街

のど真ん中に建てるということであれば、その辺を

地域活性化の理由の一つに挙げるのであれば、この

辺はしっかりと実態調査をしていただきたいと思い

ます。別に児童部がするのか都市魅力部がするのか

は別ですけど、こういったことも理由の一つに挙げ

られるのであれば、実態調査すべきと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○岡田耕一郎児童部次長 委員の御指摘のように、

我々としては、これ、第一義的には待機児童の解消

をここでやりたいというようなところの思いで進め

ております。その上で、先ほど担当からも他市の事

例がありましたけれども、旭通商店街そのものでも

取組としても、地域のコミュニティの核としての事

例ですとか、こういった事例もあって親和性がある

ということを私も承知をしておりますので、期待を

していくというようなところで御理解をいただきた

いと思います。 

○道場久明児童部長 委員おっしゃってることにつき

ましては、予測の部分も含まれているかと思います

けれども、地域が抱えられるというか、今懸念され

ている事柄につきましては、まずは吹田市、行政と

して待機児童について行政が主体的に取り組むべき

事柄、それから、地域や関係団体の方々が担ってい

ただくべきもの、あるいは官民が連携して協働して

取り組んでいく課題が混在しているというふうには

認識しておりますけれども、我々としてはまず第一

歩目として、早期に解消すべき課題として保育所整

備をさせていただいて、ただ、担当からも繰り返し

答弁させていただいておりますけれども、あの地域

が抱える課題等についても、我々地域とも相談しな

がら、引き続き連携して関係部局とも情報共有して、

並行して取り組んでまいりたいと、そういうふうに

考えております。 

○澤田直己委員 地域の抱える課題、待機児童の問題、

様々な課題がありまして、そこの中で児童部として

は当然待機児童を解消していかなければならないと

いうその問題意識は当然理解していますし、ただ、

商店街の一等地ど真ん中という中で、そこに建てる

ということで、本来、児童部があまり抱えなくてい

い課題が出てきてるのかなというところなんです。 

安全面とかそういうのは、どこに建てても当然環

境面とか出てくるんですけども、それ以外の部分が

出てきているので、別にどっちが正しいとか言うつ

もりは全くないんですけども、例えば、先ほど言っ

たような高城児童会館とか、ことぶき保育園跡地と

か、吹一いこいの間とか、あとは本会議でも言いま

したけども、ＪＲ以南にはさんくすとか近隣のビル

の中にも大きいスペースで空いている空きテナント
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とかありますんで、その辺をフルに活用していただ

いたほうが、どっちの肩も正直持ちにくい部分はあ

るんですけども、より課題を減らしていけるかなと

いうふうに思っていますので、その辺も含めて考え

たほうがいいのかなと思います。 

  それと、児童部は都市魅力部と連携をして、まち

づくり協議会であったり、商店街に説明をしてこら

れたという答弁はもう何回もされていると思います。 

  その後、２月27日以降ですかね、各方面から駐車

場を継続してほしいとか、駐車場と保育所の併設は

検討したのかとか、あとはそもそも意見交換会、も

うちょっと広く意見を聞いてくださいよと、そんな

話初めて聞きましたよというような趣旨で、意見交

換会の開催を求めるような要望書が四つ来てますよ

ね。 

  これまでその説明をされてきたという話なんです

けども、この１週間、十日間ぐらいで状況ががらっ

と変わってて、都市魅力部のアドバイスに従いなが

ら説明していくという経緯もあると思いますけども、

今の２月の３週目ぐらいの状況と、３月の１週目、

２週目の状況で全然違うんですけども、なぜなんで

すかね。どういう話合いをしてこうなったというふ

うに考えているんですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 この間、まちづくり協

議会をはじめ、商店街の関係者の皆様、あとは地域

の住民の方に対して、私どもとしては丁寧に説明を

してきたところでございます。 

  おっしゃるように、様々な意見があるというふう

には考えておりますし、御意見も聞きながら考えて

いく必要があるというふうに思っておりますが、一

定、私どもとしては必要な方に必要な時期に適切に

説明をしてきたというふうに認識しております。 

○澤田直己委員 なかなか商店街のど真ん中に保育所

を造るということは今まで多分ないと思うので、恐

らく初めての経験なので、どこにまず説明行ったら

いいのかとか、商店街がそもそもどういうことを考

えているのかとか、関係者もいろいろいてはると思

うんで、その辺をなかなか児童部が判断するの難し

いところもあると思うんで、都市魅力部と一緒に回

られたのかなと思うんですけども、実際に２月27日

に各商店街の役員さんとか組合の有志の方、そうい

った方からは駐車場の継続、保育所との併設、意見

交換会の場を求める要望書が提出されました。 

  ３月３日には、先ほど清水委員からの質問にもあ

りましたけれども、まちづくり協議会の中の構成メ

ンバーと言っていいのかな、錦通商店街と新旭町通

商店街の連名で同様の要望書が出された。 

  ３月４日には立体駐車場跡地に近い旭町自治会か

ら駐車場計画の再考を求める要望書が出されました。 

  さらに先週３月６日、先ほども言いましたけども

今日、更新版が出まして、吹三幼稚園保護者会、吹

田五中保護者会、吹三ＰＴＡ、吹三地区体育振興協

議会、吹三連合自治会から、商店街に保育所を整備

するのではなく、小規模保育所を設置することで不

足しているゼロ歳から２歳児対策を行うとともに、

３歳児以降の受皿として、既存の吹三幼稚園をこど

も園化すべきとする要望書が今日出されております。

吹田第一幼稚園も名前を連ねています。 

  要は、こういったこの状況を見ると、最初は我々

も、商店街の皆さんも賛同してくれてるように思っ

ていたんですけど、がらっと状況が変わっちゃいま

してね。一部の方には説明したけど、多くの関係者

が納得とは言いませんけども、御理解いただけてな

いような状況にあると思います。 

これは児童部に聞くことじゃないかもしれないけ

ども、私もこの立駐跡地のことは、議員になって、

一番最初の議会の２問目に聞いた、思い入れのある

質問。１番目が総合教育会議について、２番目がこ

れなんですけど、３番目がガンバなんですけど。す

ごく思い入れのある質問なんですけども、その11年

の中で、暫定利用後の活用意向について、例えばも

っと広く意見聴取をしたほうがいいんじゃないかと

か、少なくともアンケートとか取ったほうがいいん

じゃないかとか、こういったことを求めてきたんで

すね。マーケティング、市場調査、もろもろ。まち

づくり協議会に聞くのも当然大事だけれども、それ

以外の方もいっぱいいらっしゃいますから、そうい

った方にも広く意見を取ってきたほうがいいんじゃ

ないかとずっと言ってきましたけども、一度もされ

ませんでした。その結果が今の状況じゃないのかな



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 29 － 

と思っております。 

現在の状況下で、例えば、議案参考資料には、最

短ではありますけども、７月に公募を進めるような

ふうに記載をされていますけども、先ほどよく分か

らないという話もありましたけどね。要は、賛成と

反対の意見が同じ名前で出ているっていうのも、こ

れもよく分からないことですし、それはこの委員会

との意見交換会の中でお話を聞かせてもらいました

けど、そういった状況で、とても７月に公募を進め

られるような状況ではないのかなと思いますけども、

その辺の御見解はいかがでしょうか。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 我々、この地域につきま

しては、今待機児童が発生しているということは、

とても重大なことだと思ってます。未利用児童の解

消というところにも努めていかないといけないって

いうところは喫緊の課題でして、令和10年の４月に

は立駐跡地のところに保育所を整備したいという考

えに変わりはございません。 

  一つ、経費的なところで内部で検討しているとこ

ろなんですけども、この立駐跡地に保育所を整備す

るコストというと、市の一般財源で申しますと、大

体2,500万円で、委員もしくは地域の方から御要望

されています吹田第三幼稚園を認定こども園化をす

る経費、これは7,500万円ぐらい一般財源にかかる

と考えられておりまして、大体経費が３倍、整備費

用かかってまいります。運営費用に関しましても私

立保育園の場合でしたら、80名定員で大体4,500万

円の一般財源。これに対しまして吹三幼稚園を認定

こども園化しますと、大体１億6,700万円、１億

5,000万円超えてくるというようなところでして、

3.7倍以上の開きがある中で運営していかなければ

ならないっていうところは、すごく重要な要素であ

ると思っておりまして、同じ保育の質を均質なもの

で御提供するならば、費用をかけないような形で市

民の方々には御理解いただけるよう、その期間が短

い中でも、説明を尽くしてまいりたいというところ

で進めてまいりたいと思っております。 

○澤田直己委員 いや、そうでしょうね。恐らく民設

民営で建ててもらったほうが、お金がかからないし、

公設公営であればお金がかかるのは当然やと思いま

すし、私が聞いたのは、今の状況でそのまま７月に

公募を進められるのかというふうに聞いているのに、

吹三幼稚園を３年保育化したらお金こんだけかかる

からみたいな。答弁違うことないですか。 

○道場久明児童部長 様々賛否分かれているというこ

とについては担当としても承知しております。地域

や地域商店街関係者の中には、既に反対の意見、も

しかしますと、あるいはどちらでもないという方も

いらっしゃるかもしれませんけれども、担当といた

しましてはまちづくり協議会、それから旭通商店街

の総意として要望書も頂いておりますし、関係団体

の方には一定の御理解をいただいているものと認識

してございます。 

  それから、今回のこの整備計画の検討に当たりま

しては、本市のこども計画、この改正のために各団

体等から選出されて委員構成されています子ども・

子育て支援審議会でも、ここに案件として諮って御

議論いただいて、了承いただいた下で当該区域の整

備計画数を修正して、この修正に当たって、またこ

のパブリックコメントについても実施して、この地

域での保育所整備を望む市民の声も多く頂戴してお

りますことから、我々担当といたしましては、この

計画に基づいて、行政の責任として待機児童の解消

に努める責務があるというふうに認識しております。 

  それから、地域の方々、関係団体への説明につき

ましては、これも担当参事から先ほど来説明させて

いただいておりますけれども、我々担当としては検

討の早い段階から説明に上がっておりまして、御理

解を得られるように努めてきたところでございます。 

  ただ、あまねく全ての方々に対して周知、説明し

切れていないということは事実でありますし、また、

これまでもございましたけど、連合自治会と総意を

いただいた後でも、一部の方の反対意見を頂いたり

することもございますけど、今回も同様の事例だと

いうふうに認識しております。 

  ただ、この件について地域関係団体の中で混乱を

招いていることについては、一担当としても心苦し

く思っておるところでございますので、引き続き一

人でも多くの方に御理解いただけるように説明を重

ねてまいりたい、こういうふうに思っております。 
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○益田洋平委員長 質問に対する答えをしっかり明確

に答えていただきますようによろしくお願いします。 

○澤田直己委員 商店街の総意であれば、当然私も賛

成したいし、ただ現状、二つの商店街からは、反対

もしくは駐車場継続といった要望書が出ていますし、

それ以外の要望書でも、三つの商店街の役員さんで

あったりとか、商店街の組合員さんから要望書が出

ていますということは、もう、もはや総意じゃない

っていうことを、もう皆さんも受け取ってると思い

ますけども、そういう意見書、要望書が出ています

ので、総意という答弁はちょっとどうなのかなと思

います。 

  まちづくり協議会の関係者の方も先日来られて、

いろいろ先ほど清水委員からあったような相反する

反対の署名、反対の要望書にも名前があって、賛成

の要望書にも署名があるので、これはどう見てもお

かしいんじゃないですかということで、いろいろ皆

さんで御質問をしたところで、一定そういうことだ

ったのかなっていう部分はありましたけど、それは

それで不思議というか、どうなんかなっていうとこ

ろはあるんですけども、ただ、今の現状を見たとき

に、どう見ても総意には見えないので、別に保育所

そのものにどうしても反対したいとかじゃなくて、

一定もう少し合意形成図ってからじゃないと、７月

だから三、四か月後ですよね。今すぐ募集始めると

いう状況ではないのじゃないかと。さっきのその警

察云々、安全面どうの、地域活性の効果がとかあり

ましたけどね、その辺の実態調査であったりとか、

今回もこれだけたくさん要望書が出てきてるんでね。

たまたま吹一、吹六、連合自治会の一つの自治会だ

けから、だけと言ったら失礼だけど、１個から出て

るとかいうんじゃなくて、かなり広い範囲から出て

いますので、そういったところも丁寧に意見を聞い

て、そして要望書に書かれているようなことを一個

１個ね、説明なり回答をして、市長がよく言う、納

得は無理でも理解はしていただく、そういった努力

はしてから進めても遅くはないのではないかという

ふうに思いますので、ぜひともそういう方向で進め

ていただきたいと思います。 

  本会議の質問でもしましたけど、これ、拙速に本

当に進めてしまった場合は、地元の商業者や多くの

関係者との間に、これを賛成している人もいれば、

反対している人もいる。どんな課題でもそれは賛成

者もいれば、反対者もいるんですけど、こんだけ要

望書という形で明らかに名前も皆さん出されて、店

の名前とか商店街の名前まで出されてやってますか

ら、７月に進めちゃうと、禍根を残すんじゃないか

と。児童部は関係ないかもしれないけど、都市魅力

部も大変じゃないかなっていう思いもあるんで、こ

の辺はもうちょっと丁寧にやられたほうがいいのか

なと思います。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 繰り返しになりますけど

も、待機児童の解消というのは我々の本当に大切な

業務でございます。この辺りは市民の皆様にも御理

解いただかないといけないと思っておりますし、こ

の要望上げていらっしゃる団体さんは、保育所の建

設に反対しているわけではないということはしきり

に書かれてあるわけでございますから、その辺り、

短い期間にはなると思いますけども、我々も全力を

尽くして期間内で御理解いただけるように努めてま

いりたいと思っております。 

○澤田直己委員 いや、だから、皆さん、児童部やか

ら、保育幼稚園室やから、当然待機児童の解消が大

事な業務っていうことは多分全員理解していると思

いますし、それそのものに反対しているわけではな

いというのは理解していただきたいと思います。 

  ただ、そういう状況で、そのすぐにできるような

状況ではないのじゃないかというところなんで、そ

こをしっかりと、100％解消は無理でもね、今ぐら

い混乱している状況で進めるのではなくて、少なく

とも要望書を出している団体の方とか、そういった

方々へもう少し御理解を得てから進めてもいいので

はないかと、そういう趣旨で意見させてもらったん

でそれはやっていただきたいと思います。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 委員おっしゃられる商店

街から頂いてる御要望っていうのは、受け止めるこ

とが必要だと思っております。期間の中でどうにか

待機児童解消に向けた動きを取らせていただきたい

っていうのが、行政側の願いでございます。 

○小北一美委員 先ほど清水委員が質問された、議案
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参考資料183ページの施設整備の拡充かな。何点か

だけ質問します。 

  先ほど委員の質問の中で公平性の問題も出てまし

たけども、上乗せ助成の必要性と公平性の部分で、

公平性の部分は省きますけども、この条件の中で敷

地が狭小で、仮園舎が必要という条件があるわけで

すけど、その辺のところだけでは曖昧で、その条件

のこの客観性、透明性をどのように確保するのかに

ついて答えてもらえますかね。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 今回の仮設園舎整備補

助に係る補助制度といたしましては、まずは敷地狭

小などを理由に仮設園舎を整備できなければ、建て

替えができない場合を想定しております。 

  基本的には、通常の建て替え方法ですと、園庭な

どに新園舎を建設します。ここに移っていただいて

から、旧園舎を解体して、また、この旧園舎の部分

を園庭などにするというような工法により実施され

るものでございますけれども、そもそもの園庭が狭

くて、本園舎の建築面積よりも狭いというような場

合は、客観的には仮設園舎、これを別用地なども含

めて整備しなければ、建て替えは困難であるという

ふうに考えております。 

○小北一美委員 敷地が狭小という条件、何平米とか

そういう条件があるんですか。敷地が狭いだけでは

ちょっとぴんととこないとこがあってね。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 この建て替えに係る工

法というのは様々ございますので、一律に条件を設

けることはなかなか難しいんですけれども、客観的

な部分といたしましては建築面積よりも園庭面積が

狭い場合っていうのが、基本的には対象になってく

るのかなというふうに考えております。 

○小北一美委員 助成額の算定根拠ですけども、上限

額というのがありますね。上限額はどのような算定

式とか基準単価に基づいて設定されるのか、教えて

ください。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 上限額の算定につきま

しては想定事業費というのが6,000万円と想定して

おります。ここに国の補助制度における市の負担割

合というのは４分の１になります。この４分の１を

乗じた金額1,500万円から、国の補助制度における

仮設園舎整備に係る市の負担額500万円を差し引い

た1,000万円程度を上限額として設定しております。 

○小北一美委員 予算の説明には参考資料183ページ

の横にありますけれども、１施設、定員112人、進

捗率50％と書いてあるんですけども、この進捗率

50％というのは事業計画の進行度を指すのか、補助

金申請の進捗なのか、あるいは設計工事工程の進捗

なのか、何の50％か、具体的に教えてもらえますか

ね。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 記載させていただいて

る50％っていうものは工事の進捗率でございまして、

今回の園舎建て替えに関しましては令和８年度から

９年度にかけて２か年にわたる事業でございまして、

その中でそれぞれの年度の工事の進捗率に応じて、

国の補助制度では足りない部分を上乗せして補助さ

せていただきたいと考えております。 

○小北一美委員 分かりました。 

  次に、先ほどから話題になっているＪＲ吹田駅南

立体駐車場跡地の部分ですけども、非常に戸惑って

おりまして、先ほど来、各委員さんがおっしゃって

いるように、当初出てきた要望書見たら、非常に期

待されるって、賛同される陳情書が出てきたと。そ

の流れの中で、後からどんどん、特に駐車場に関し

ての反対の要望書が出てきているということで、地

域が二分って言うていいのかどうかあれなんですけ

ど、こういう大きい事業をやるときには、私もこれ

まで何回も地域の意見が分かれるような案件がたく

さんあったので、非常に難しい対応が迫られている

案件やなと思うんですね。 

具体的に言いませんけども、地域が二分されて、

地域にあつれきができたような案件もありましたし、

そうならないようにきちっと、今反対されている方

も含めて、地域の理解を得られて、保育所そのもの

の整備については、ほとんど全部というわけではな

いですけど、反対はあまりなかったと思いますので

ね。地域の方に100人が100人に、100％望まれる施

設いうのはなかなか厳しいか分かりませんけども、

今反対されている方も理解できるような事業にして

もらえたらいいなということを、まず冒頭に言うて

おきます。 



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 32 － 

  その上で、このように最初は期待されるような陳

情書が商店街とまちづくり協議会から出たんですけ

ども、その後でいろんな方から駐車場の廃止に関す

る反対の意見とか要望が出てることについて、改め

て先ほどからもありましたけれども、市の当局とし

て、今の現状どう捉えているのかということを言っ

てもらえますかね。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 先ほど来、委員からお

っしゃっていただいているとおり、賛成いただいて

る方も含めて反対されている方もいらっしゃるとい

うところでございますので、この反対の要望書を頂

いている方であるとか、地域住民に対しても今後、

しっかりと説明しながら、意見交換会も含めてしっ

かりと丁寧な説明を行いながら、一人でも多くの方

に御理解いただけるよう努めていきたいと考えてお

ります。 

○小北一美委員 今まで出た意見は、ダブらんように

極力質問したいんですけども、駐車場がなくなるこ

とに反対する要望書の中では、この場所は30年間の

定期借地になれば、後々不自由になるということで、

そのことに対して心配されているところがありまし

て、30年間の貸付けによって、将来の駅前再整備や

商店街の再編に影響が出る可能性について、市とし

てどのように考えているか、この部局で答えられる

かどうかあれですけど。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 児童部として駐車場の

必要性について明確にお答えすることがなかなか難

しいです。一方で、今までの議論の中で、やはり稼

働率というところであったりとか、商店街の中に位

置するという利便性もあるというところは認識して

おりますし、代替的にそのほかの駐車場があるとい

うところではございますけども、そういう駐車場の

機能としては一定あったものと認識しております。 

○小北一美委員 今いろんな意見が澤田委員の質疑の

中でもありましたけれども、今現在でもこうやって

地元の意見が分かれている状態の中でも、市として

やっぱりこの事業はしっかり推進していくという判

断には変わりはないというふうに考えていいですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 市としましては先ほど

来からの説明のとおり、検討状況から、必要な方に

必要な時期に適切に説明をしてきたというふうには

考えております。 

  今定例会のほうに提案させていただいており、こ

の機を逃して、私どもが行政の責任の下進めておる

待機児童対策の遅れにつながるようなことにはなら

ないように進めていきたいというふうに考えており

ますので、担当としましては、令和10年４月の開園

に向けて関係部局とも調整しながら、丁寧に進めて

いきたいというふうに考えております。 

○小北一美委員 今の現状ではこの反対の方が多い中

で、先ほど澤田委員もおっしゃってましたけど、７

月から公募開始っていうてなってますけど、今こう

いう状況なので立ち止まって、今２月定例会ですの

で、次の５月定例会まで合意形成をもっと図った上

で、１年待てというんじゃなくて、もう２か月ちょ

っとぐらい待って、進めることに対する影響とかあ

るんですか、それぐらいやったら待って、これだけ

地域でいろんな意見が分かれている中で強引に進め

るよりかは、理解を得た上で進めたほうがいいんで

はないかということで、二、三か月ぐらい待たれへ

んのかなというふうに思うんですが、その辺はどう

ですかね。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 今回の保育所のオープ

ンに関しましては、令和10年４月を一つの目標とし

て進めようとしておるものでございます。 

  このたび、周辺商店街、まちづくり協議会さんか

らのお声の中には、商店街の中ですので、もちろん

周辺商店への工事における影響がなるべく出ないよ

うにしていただきたいといった趣旨の御要望もいた

だいておりまして、この辺りを酌みますと、工事と

しては通常の保育所整備よりも工期を長く持たねば

ならないというふうに考えております。この辺りを

考慮して引いたスケジュールというのが、この７月

に公募をスタートするというものでございます。 

○小北一美委員 そうなんですけど、今言ったように、

半年も１年も待てじゃなくて、２か月ぐらい待たれ

へんのですかね、そこは。 

○道場久明児童部長 数か月遅れることによって、園

の開所が翌年度のその４月１日になることになりま

す。これは年度途中に開園するということは保育事
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業者にとっては非常にリスキーなことですので、基

本的には４月１日の開園が通常でございます。 

  今回提案している予算案につきましては、担当か

らも言いましたけど、早くても令和10年４月の開園

のオープンを予定しておりますので、待機児童につ

いてはもう既に令和６年度から発生しておりますか

ら、令和６年から換算しますと、令和９年度末、４

年間待機児童を待たせることになります。さらにこ

れを数か月間予算提案を遅らせることによって、５

年以上、待機児童をそのまま放置することになりま

すので、今回そういったことになりますと、担当と

しましては、極めて不本意といいますか、行政の責

任を果たせないということになりますので、そのこ

とについては御理解いただきたいと思います。 

○小北一美委員 一旦これで置きます。 

○玉井美樹子委員 資料いろいろありがとうございま

した。 

  最初に、頂いた資料で、保育所の申込数、入所決

定、不可それぞれの分園の割合等頂いた資料からお

聞きをしたいというふうに思います。 

  スマホによる申請になってから、手元でできる便

利な一方で、選択項目の中に、分園でもいいという

ふうな項目があって、どうしても入りたい場合は、

分園でもいいよを選択するんじゃないかなというふ

うに思います。そうすると、分園が結局は結果的に

増えることになるんじゃないかなというふうに思う

んですが、確かに効率化にもなるんだろうし、以前

は本庁に申込みを持ってこられて、随分待ち時間が

あったりとか、そういったことを考えれば、手元で

というのは便利な一方で、あと、もう１点は、ＡＩ

の判定になりますから、そういう意味では比較的増

えていくということにつながるんじゃないかという

ふうに思いますが、その辺り、検証はされているで

しょうか。 

○尾嶋潤一保育幼稚園室主査 まず、兄弟分園の申込

方法というところにつきましてですが、こちらの方

法につきましては、電子申込み開始以前からのもの

でございましたので、ここに関しては変更点はなか

ったという形でございます。 

  兄弟分園につきましては毎年一定数の方いらっし

ゃるんですけども、この電子申請によって増えたと

いうことはございません。 

  あと、ＡＩの判定というところでございますが、

ここにつきましては保護者様の申請に基づいてＡＩ

という形になってはございますが、あくまで並び替

えのというところをＡＩでしていくという形になっ

てございますので、そこについても不本意な分園と

いうよりかは、保護者様の申請に基づいて優先順位

どおりに振り分けをさせていただいているというと

ころでございます。 

○玉井美樹子委員 私、申し上げたのは、分園でもい

いを選択しないと、分園は嫌ですって選択しちゃっ

たら、そもそも入る選考にはかかっていかないじゃ

ないですか。だから、そういう選考の基準のかけ方

を検証されたほうがいいんじゃないかなというふう

に思いますので、例えば実態をよく聞くとか、御意

見聞くとか、そういったことは取り組んでほしいと

思います。 

  もう１点、頂いた予算に関わる資料の中で、こど

も誰でも通園制度の各施設の実施の形態と予定の一

覧頂きました。これ、条例のときにも申し上げまし

たけど、先行市の事例では、１歳の希望に続いてゼ

ロ歳の希望があるにもかかわらず、結局はゼロ歳が

実施されないということですけども、これは事業者

が設定をしたものなのか、それとも市がこのように

やってくださいとお願いしたことなのか、どちらで

しょうか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 こども誰でも通園制度

の実施に当たりまして、各市内の認可施設に意向調

査をいたしました。その際においては、特段、この

制度としてはゼロ歳６か月から満３歳まででござい

ますので、この範囲において任意で設定をして手を

挙げていただいたというところでございます。 

○玉井美樹子委員 だったら、市が手を挙げていただ

いた事業者の方がゼロ歳の分がなかったんだったら、

ゼロ歳の部分については、市がどこかで行うことも

検討されるべきだったと思いますが、どのような検

討がされたのか、全くされていないのかどちらでし

ょうか。 

○松永智美子育て政策室参事 今回のこども誰でも通
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園制度の実施に当たりましては、本市におきまして

は、条例についての議論もございましたが、保育の

提供量確保と並行しての実施になるということがご

ざいます。 

  また、本制度につきましては真のニーズがどこま

で各歳児においてあるのか、そういったところも見

極める必要があるということもございます。 

  そういった中で、実施体制については実態を踏ま

えながら段階的に整備をしていくということが適切

であると考えておりまして、開始当初につきまして

は、実施体制の整った私立幼稚園等での実施を予定

しております。 

○玉井美樹子委員 正直、掲げている目標と実態が伴

うものではないなというふうに、スタートするに当

たって思っていますけれども、その辺りはよく今後

検討されるように求めておきたいというふうに思い

ます。 

  吹三幼稚園のことについてお伺いします。この吹

三幼稚園のことを検討する、検討する、検討すると

言われつつも、結局はそのまま１年間置いてきてい

たわけで、先ほど来の旭通商店街への保育所誘致の

件について、昨年の３月から検討されたということ

でしたら、この吹三幼稚園の問題が起こったときに、

もう既に旭通商店街は検討されたということになり

ますよね。だから、そこが私は児童部として矛盾し

ているんじゃないかなというふうに思ったんですけ

ど、何で同時期に、一方では閉じる、一方では誘致

するっていう両方の検討ができるのかなというのは

すごく矛盾だというふうに思うんですけど。 

そもそも矛盾していると私は思っているというこ

とを前提にしてお聞きをしますが、先ほどことぶき

保育園の跡地を使ったらいいんじゃないかというこ

とが意見出たと思うんですよ。今年度の５月定例会

ですかね、南千里の庁舎跡に保育所誘致をされたと

きに、そもそもあの当該地はＣ区域だけども、Ｂ区

域の設定として保育所を誘致するって言われたと思

うんです。だったら、ことぶき保育園の跡地もＡ区

域に設定してますし、どちらかといえば児童部が足

りないと言われているＢ区域にも、直線で来れるわ

けですよね。だったら、そちらの跡地に誘致される

ほうがどちらの区域も対応できるんじゃないかなと

いうふうに思うんですけど、その辺りはいかがでし

ょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 こども計画上、保育教

育の受給状況を把握する区域、また、施設整備の要

否を判断する区域として３区域を設定しております

けれども、この不足する区域内の整備用地の判断に

当たりましては、実際の申込み状況や交通アクセス

等の利便性、そういったところから整備用地を判断

していく必要があるものと考えております。 

○玉井美樹子委員 自分たちの計画のときだけ区域を

使うのはやめてほしいなと思うんですけど、私、９

月定例会でも、旭通商店街に保育所誘致の計画あり

ますよねって質問を差し上げた際に、ＪＲ南側より

も、小学校区でいくと、千一校区に待機児童が発生

する可能性が高いから、ここに誘致をしたいと考え

ているんですっていうふうにお話しさせていただい

たときに御答弁で言われてたと思うんですけど、千

一校区にはことぶき保育園の跡のほうが近いと思う

んですけど、だから、わざわざこの市が計画するこ

とによって、例えば賛同するとか、ちょっと待って

ほしいというような意見が上がる場所でなくて、本

当に必要な場所で児童部が言われるように、区域の

設定がそこに当てはまるような形での待機児童解消

という計画をきちんと立てられるほうが、私は現実

的だし、建設的なんじゃないかなというふうに思う

んですけど、その辺りはいかがでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 このことぶき保育園跡

地の周辺地域と、ＪＲ立体駐車場跡地、この周辺地

域では後者のほうが特に提供量が不足しておりまし

て、待機児童が発生していることからも、当該用地

に保育所を整備する必要があると考えております。 

○玉井美樹子委員 だったら、あの９月のときに言わ

れていた千一・片山校区よりも、ＪＲより南側のほ

うが不足しているということですか。どこ見たら確

認することができる資料が存在するんでしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 ことぶき保育園のある

周辺地域とＪＲ立体駐車場がある周辺地域では、提

供料が特に不足し、未利用児童率が高い傾向にある

というふうに考えております。 
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○玉井美樹子委員 でも、１歳は４名と言われてまし

たよね、実際は。 

  Ａ区域で考えるんでしょ。だって、５月のときは

Ｃ区域に位置するけど、Ｂ区域が待機児童多いから

比較的隣接するからって言われてたじゃないですか。

だったら先ほど入所不可数見ても、分園率見ても、

Ｂ区域は多いわけでしょ。だったらＡ区域の解消も

できて、片山・岸部からＡ区域でしょ。ＪＲ以南、

片山・岸部やから。Ｂ区域の中でも特に千里山・佐

井寺が大変なんでしょ。それは５月のときもおっし

ゃってましたよね。だから、そうやって考えたら、

Ａ区域の中で解消もできて、Ｂ区域にも近い。 

児童部のこども計画としてね、待機児童対策とし

て考えるんだったら、私はそっちのほうが現実的じ

ゃないかなというふうに思うんですけど、なぜ、そ

のことは考えずに、私からすれば、ここ更地やから

誘致できるなって考えはったんかなっていうふうに

しかやっぱり取れなくて、それは別に二分すること

で、どこの部であれど、市役所っていう名札で行く

んやから、行くことで地元が二分しちゃうとか、賛

否が分かれちゃうみたいなことを持っていくやり方

はいかがなもんかなと思うし、もう少し考えようが

あったんちゃうかなっていうのが正直なところなん

ですけど、そういうふうには考えはらへんかったん

ですか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 今回の立体駐車場跡地

はＡ区域の中でも、特に鉄道駅に近い、また、商店

街の中にも位置しているというような利便性の高さ

から、将来貸付けとしては定期借地権ですので、30

年を最低でも見越していると。これだけの長い期間、

安定的にこの市の土地を活用できるだろうという見

込みを持って、今回こちらの立体駐車場跡地に保育

所の誘致をさせていただくという方針を内部で固め

たものでございます。 

  一方で今後、統合を予定しておりますことぶき保

育園、ここの跡地に関しましては、この近隣で新し

い認定こども園ができるというところがございます。

また、それよりも駅から遠い場所ということで、こ

の辺りの利便性を考えますと、やはり立体駐車場跡

地のほうが将来的な見込み、ニーズ、これの対応、

また、保育士の確保に関しましても有利だというふ

うに考えております。 

○玉井美樹子委員 確かに近くにできるというのはあ

るんですけど、旭通商店街の近くにも吹三幼稚園あ

るし、ほんで、まだ、高城児童館の解体は児童部が

されるわけですから、児童部が所管してて、ほかの

部署が所管してない土地はありますやんか。だから、

そこを有効活用して、例えば小規模保育園誘致をし

て、みんな小規模保育園の運営の人たちって、連携

してすらないから、その後困りはるし、小規模にい

る人の転園がそこにかなわないっていう事情がある

と思うんですよ。今年の入所選考で私も何人か聞き

ましたけど、保育園に入ってて、要件があるし、ポ

イントも加点されるけど転園が１次選考でかなわな

かったとかね。 

そうやって考えたら、小規模を今児童部が所管し

ているところに誘致をして、連携施設としての在り

方として、吹三幼稚園をこども園化して預かり保育

も含めて考えるとか、課題を検討するとしつつ、１

年間置いてきたのは事実でしょう。丁寧に検討しま

すってもう１年ですやん。同じ頃に誘致の検討し始

めてるんやったら、この１年間、何してはったんっ

て、地元からすれば思うわけですよ。利用者も少な

からずいてますよね。だから、何かそういったこと

も含めて考えて、もうちょっと児童部の中でよく考

えるべき中身なんと違うかなというふうに、先ほど

来からのやり取り聞いてたら思うんですけど、何で

こんな、ちょっと無謀というか。もうちょっと立ち

止まって考えませんか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 本市としましては、今

回、立体駐車場跡地の保育所整備を提案させていた

だき、これには待機児童の解消であったり、未利用

児童の解消、これに努めていきたいというふうに考

えております。 

  一方で吹三幼稚園、これらのところを取り巻く状

況につきましては、やはり再検討というふうなとこ

ろで方針をお伝えさせていただいており、御意見を

伺う中で進めていくというふうに判断をしておりま

す。 

  御意見につきましては、やはり内部でもしっかり
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と検討していく必要もあるというふうに思っており

ますので、その辺りはきちっと考えた上でお示しし

ていくというふうな必要があると考えております。 

○玉井美樹子委員 先ほど来、御答弁聞いてたら、入

園数が少ないことを上げながらも、吹三幼稚園につ

いて検討するとしながらも、これだけ税金の使い方

として無駄なんですよっていうふうにお答えになっ

ているようにしか聞こえないところもありますし、

旭通商店街に保育所誘致の説明をするに当たって、

吹三幼稚園を統合という計画がある中、矛盾しない

かというふうな質問に対してもね、税金はこれだけ

かかって無駄なんですよっていうような説明をされ

ているということも仄聞をしたんですけど、１年間、

結局、内部で検討すると言いつつも、本会議でも、

副市長もやっぱり議会の決議は重く受け止めるとし

つつも、同時期に同じことを検討する、検討するで

ずっと来ている一方で、一方は誘致するって、同地

区内でやるっていうこと自体が、そもそも矛盾した

提案やというふうに私は思ってるんです。その誘致

の云々ぜひじゃなくてね。児童部として矛盾してい

るっていうことは考えられへんかったんかなってい

うのが非常に疑問なんですけど、その辺りはいかが

でしょうか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 今回の立体駐車場跡地

の保育所案に関しましては、あくまでも保育のニー

ズに対応した施設ですので、２号、３号のお子さん

の受入れ施設でございます。 

  一方で、吹三幼稚園の件で申しますと、こちらに

ついては幼稚園でございますので、原則、保育の必

要性のないお子さん、３歳児以上の１号のお子さん

の施設が受入れのメインとなっております。ですの

で、施設のそもそもの類型が違うというところで、

待機児童に関しましても保育所の部分でございます

ので、立体駐車場跡地を有効に活用しながら、しっ

かりと進めてまいりたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 類型は違うのはもちろん存じ上げ

てますけど、だったら３歳からの認定こども園化し

たら預かりもできるし、そういうことは一方で考え

ないのが矛盾してますよっていうふうに申し上げて

いるんであって、そこはよく考えてほしいなと思い

ます。 

  あと、先ほど旭通商店街の保育所誘致について、

審議会で了承してもらったって言いはったんですけ

ど、私、これが提案されている審議会に傍聴行って

ましたけど、賛同するような意見は、お一人だけ発

言されてたように記憶しているんですけど、審議会

はいつから了承する機関になったんですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 児童部として、いろい

ろと子育て支援審議会のほうに案件を報告する、審

議するというふうなところの中で、今回の立体駐車

場跡地につきましても御報告をし、御意見をいただ

いて、そのような中で進めてきた、確認してきたと

いうふうに認識しております。 

○玉井美樹子委員 だったら、決して了承ではないで

すよね。部長がおっしゃったんですよ。審議会で了

承をもらったって。 

○岡田耕一郎児童部次長 審議案件につきまして、こ

ども計画の変更ということもありましたので、委員

から御意見を頂き、その中ではパブリックコメント

でも意見を頂戴したことについて、具体的に出席委

員から御発言があり、全体として御承認をいただい

たものという形で認識をしております。 

○玉井美樹子委員 私が申し上げているのは報告した

ことを承知するのと、了承するは違うから、諮問じ

ゃないでしょう。諮問しているわけではないでしょ、

審議会やから。だから、この件に関して了承しても

らったいうのはちょっと違うんちゃうかなと思うん

ですけど。私の理解が違うなら違うと言ってもらっ

ていいんですけど。 

○松永智美子育て政策室参事 子ども・子育て支援審

議会につきましては、子ども・子育て支援法第72条

に規定がございまして、今回、こども計画の変更に

つきましては審議事項になっております。その中で、

保育の提供量の見直しがございましたので、その一

部として立体駐車場の件も報告をし、全体として御

審議をいただいているものと考えております。 

○玉井美樹子委員 繰り返しになるからもういいです

けど、報告して、審議をする場なので、了承という

のは違うと思います。 

  高城児童館の跡の問題ですけど、以前は高城児童
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館を改修するときには、当時、朝日幼稚園が休園さ

れていて、その場所を児童部が賃貸借で借りて、高

城児童館の代わりに使われてたかなと思うんです。

でも、どうしても待機児童が一定ということであれ

ば、閉じられるし、施設の形態が違うと言われれば

それまでですけど、例えば朝日幼稚園さんのあの場

所を児童部が借りはって、小規模事業者を誘致する

とか、早くしたいんやったら、もっとあるものを活

用してやるとか、そういったことは考えはらへんか

ったんですか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 本市、待機児童もござ

いますけれども、ほかの地域でも保育の提供量が不

足している部分がございまして、この辺りに関しま

しては様々な方策、具体的には民間の土地を持って

いらっしゃる地権者の方からのお話などいただきま

したら、保育所整備の可能性などもお話をさせてい

ただくような形で、今後の保育所整備を進めていく

ような検討はさせていただいております。 

ただ、この朝日幼稚園様におかれましては、その

後の施設の使い方のようなことで、直接こちらにお

話っていうのは頂いていないものと認識しておりま

す。 

○玉井美樹子委員 いや、もう閉じるの分かってんね

んから、児童部から聞きに行ったらいいんちゃうん

ですか。わざわざ更地に建てる、こんだけ資材高騰

してて、岸部のこども園だって、材料費も含めて上

振れするわけでしょ。これは民間の事業者でも一緒

ですよ。これだけ物価高騰続くんやから、資材高騰

は上振れしていくのは分かっていることなんだから、

今あるものを最大限生かすいうようなことは考えは

ったほうがいいと思いますし、幾らやり取りをして

も、私やっぱりすっきりせえへんのです。 

吹三幼稚園としては閉じて、東保育園に統合する

という計画を一方で持ちながら、同地区で80名定員

のフルスペックの保育園を誘致するっていう検討が

同時期ぐらいに始まっているいうのは、同時期とい

うか提案されたときに、検討が始まってるというの

は、やっぱり釈然とせえへんなと思いますし、検討

を始めはったときに、議会で全会一致で決議も上が

ってて、これだけずっと要望書出てるわけでしょ。

そのままとは誰も言ってませんやん。要望書にもそ

のままとは書いてありませんやん。こうやったら残

せるんちゃいますかとか、私も言いましたし、３年

保育にして、小規模保育所からの受皿として変容さ

せられへんのかとか、もうちょっとこう考えましょ

うって言ってるんであって、そのまま２年保育の幼

稚園でどうぞって言うてるわけではないんで、その

辺りはよく考えていただきたいなというふうに思い

ます。 

置いておきます。 

○五十川有香副委員長 先に資料頂いてるんで、エッ

センシャルワーカーの件で質問します。 

  時間もあれなんで、取組１から５まで作成してい

ただいていて、令和７年度と８年度で比べていただ

いてますが、現状の取組、現状とその課題について

お答えください。 

○山本丈浩保育幼稚園室主査 挙げさせていただいて

いる事業のそれぞれ課題につきましてということな

んですけれども、一定保育士・保育所支援センター

におきましても、保育人材確保ということで昨今続

いているところなんですけども、各種セミナーであ

ったりとか相談会を開くっていうところなんですけ

れども、一定こちらのほうの拡充も引き続き図って

いく方向で考えております。 

○五十川有香副委員長 今回拡充をされたんであれば、

その令和８年度で具体的にどれかお答えいただけま

すか。 

○山本丈浩保育幼稚園室主査 令和８年度におきます

予算額の変動というところにつきましては、実務担

当職員の雇用形態、こちらのほうが会計年度任用職

員のパート勤務とさせていただいたところがフルタ

イムに変わってというところの変動でございまして、

事業につきましては、今後、引き続き検討をさせて

いただきたいというふうに考えているところでござ

います。 

○五十川有香副委員長 現状とか質問させてもらって、

御答弁が非常に簡素だなと思いますので、今後、引

き続き検討ということですので、十分に現状把握し

ていただいて、検討する内容も充実していただきた

いんですが、その点はいかがでしょうか。 
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○安井基樹保育幼稚園室参事 私どもとしましては保

育人材の確保がやはり喫緊の課題であるというふう

なところで、保育士・保育所支援センターによる無

料職業案内であったり、サポート給付金、こちらの

ほうであったり、キャリアアップ研修というふうな

ところで、保育の質の確保というふうなところで多

角的に取り組んできているところです。 

今後も、私立保育園連盟等とも意見を交換しなが

ら、より実効性の高い確保方策等を進めていきたい

というふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 次、行きます。発達支援保育

の受入れについては令和７年度で終了ということで

すけれども、令和８年度以降受入れがないというこ

とに対して、何か具体的な声というのは出ているん

でしょうか。それについてどのような対応をしてい

るかお答えください。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 今年度、発達支援保育

再構築に当たりまして、説明会のほうを今から入園

を希望される保護者の方に行ってまいりました。３

回行っておりまして、その中では保護者の方からは、

現行の発達支援保育をすごく使いたかったとかそう

いったお声は特に聞いておりません。 

○五十川有香副委員長 であれば、終了に対して、そ

れは前の質問とかでもしていましたけれども、市と

してはもうそのまま移行するというような形で今準

備していると。それで具体的にどれぐらいの方が来

られるとか予定ですね。その辺りをお聞かせくださ

い。 

○若生千紗保育幼稚園室主査 公立の幼稚園と幼稚園

型認定こども園のほうに１号の枠を設定しておりま

して、それに関しても夏、申込みが終わっていまし

て、全32枠中21名の方が申込みがありました。 

○五十川有香副委員長 分かりました。配慮を要する

子供たちの受入れなどについては課題が、そういっ

た解決が必要かと思いますが、その辺りしっかりと

手厚くしていただきたいと思います。 

  次、行きます。先ほど来、保育所整備ですね。Ｊ

Ｒ吹田駅の立駐跡地についての要望等を含めて、質

問をさせていただきます。 

  まずもって、待機児童対策がＡ区域で必要だとい

うことについては理解はしています。その前提で、

保育所というのは、先ほどの委員さんからも御指摘

多々ありましたが、地域住民や商店街の理解、協力、

例えば見守りであったりとか、送園への配慮とかが

ありますけれども、それがあって初めて円滑に運営

できる施設であるということです。 

  その認識は一緒かなと思うんですが、その辺り、

いかが御認識されていますか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 この間、市の検討状況

について説明をさせていただきまして、意見を伺っ

てきております。副委員長おっしゃるように、地域

に根差して愛されるような保育施設というふうなと

ころは、やはり地域からの温かい目の見守りであっ

たりといったところも必要だというふうに考えてお

ります。 

  御理解いただけるように、私どもとしては誠心誠

意、説明に尽くしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○五十川有香副委員長 先ほど来、適切な時期に適切

に説明をされてきたということを御答弁されていま

すが、私たちの手にも皆さんの手にも様々な要望が

出ています。この違いについて、説明してきたとい

うふうにおっしゃってるんですけれども、こういう

要望が出ていることに対して、どのようにお考えで

すか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 答弁が今までと繰り返

しにもなるんですけども、この間、説明をしてきて

おります。その中で一定の御理解をいただいている

のと、やはり不安に思われていることっていうふう

なところの認識をしております。 

  当該跡地につきましては、今まで駐車場の利用で

あったりとか、地域の中でも利用されてきたという

ふうなところもございますので、そういったところ

から御不安な点であったり、今後、市として進めて

いくっていう部分の御理解であったり、両方の側面

で地域としては受け止めていただいているのではな

いかというふうに思っております。 

○五十川有香副委員長 ３月３日だったかな、二つの

商店街さんから出てきている中で、もともと再開発

のための種地として整備をしてきたというのがある
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んですが、児童部としてはそういった歴史があった

土地だということは、いつの時点で知ったんでしょ

うか。地域経済振興室から希望調査があったかと思

いますが、手を挙げた時点で、その土地の歴史って

いうのはどの程度知っていたのか、最近知ったのか。

その辺りお聞かせいただけますか。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 少なくとも令和７年３月

時点の利用意向希望調査のところでは、過去に駐車

場として存在していた。今は暫定利用となっている

というところは把握していたところでございます。 

○岡田耕一郎児童部次長 この件についてはさきの委

員会でも触れられたかと思いますが、地域の市場が

閉鎖をされ、立体駐車場として整備をされた後、こ

の跡地の活用についても地域からの要望があったと

いう形で私も理解をしております。 

  その上で、平成26年にはコミュニティスペースと

しての整備を提案し、市としても支援することを確

認したものですが、この計画が一定難しいというこ

とになった時点で、種地としてというよりは解体に

向かい、その後、私からも答弁させていただきまし

たが、あくまで暫定として利用されたものという形

で考えております。 

○五十川有香副委員長 その答弁ですと、恐らく地域

の方々のお声とは認識が違うところがあるなという

ふうに理解しました。 

  なので、ほかの委員さんもおっしゃっていますけ

れども、改めて協議の場は必要だなということを思

うんですけれども、一旦、保育所誘致をすることに

よって地域経済の活性化ということをおっしゃって

いたので、我々もいろいろ調べましたが、まず、簡

単なところでいいますと、保育所に通う保護者の

方々、送り迎えをされる方っていうのは具体的には

何時から何時頃に預けられて何時頃にお迎えに行か

れるのか、多い時間帯っていうのを教えていただけ

ますか。 

○石井由佳保育幼稚園室主幹 開所時間で違うところ

もあるかもですけれども、多いのが朝７時から夜19

時までで、一般的に多い時間といいますと、８時ぐ

らいから18時過ぎというところが送迎の時間でボリ

ュームゾーンかと思います。 

○五十川有香副委員長 活性化というところで、例え

ば想定される、先ほどの御答弁とかだったら、利用

者がそこに買物行くというようなことをおっしゃっ

てたんですけど、調べさせてもらって飲食店は別に

したとしても、物品とかいろんな食材とかを販売さ

れている近隣の商店街の方々の開店時間を調べさせ

てもらったら、今おっしゃった19時までにもう既に

閉まっているところがほとんどなんですけれども、

地域の活性化っていう点では、先ほどの御答弁で利

用者が買物をするというような観点は難しいんじゃ

ないかなと思うんですけれども、その辺りは今後、

例えば商店街さんが６時までだったのを８時までに

してもらうとかその辺りもお話ししていかないと、

今現状ではそういう状況なんですが、その点いかが

でしょうか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 副委員長おっしゃるよ

うに必ずしもこの通勤時と送迎時、この買物などが

営業時間と必ずしも一致するわけではございません

けども、まず、この商店街に来るきっかけになると

いうことであったり、共同イベントの開催などを通

じて地域のにぎわい創出、地域商店街の活性化につ

ながるものと考えております。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 保育所の機能に加えま

して一時預かりであったり、こども誰でも通園制度、

そういった子育て支援の機能もつけるというふうな

ところも公募の中で考えていくことで、保育所入所

世帯だけでなく、来園のきっかけになるものという

ふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 今考えているということなん

ですけど、具体的にその適切な時期に御説明をされ

ていたとしても、そういった商店街の方々と、やは

りもっとこういうことが必要じゃないかとか、こう

いう状況なので、このぐらいの時間だったら、皆さ

ん御移動がありますよとか、そういう具体的なこと

をしっかりと説明をされてきたのかなっていうのは、

今の御答弁を聞いて、改めて疑問に思っております。 

  そういった具体的なところも含めて、提案までに

しっかりと話合いが必要だったんじゃないかなとい

うことで、さきの文教市民分科会のほうでも聞かれ

ていたと思いますけど、地域経済振興室とやり取り
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を委員がされていて、その中で、要は本音を聞いて

くる必要があるんじゃないですかっていった委員の

質問に対して、地域の方々と本音を聞く必要がある

と、そういった確認が必要だということを御答弁さ

れているんですね。 

  なので、児童部が待機児童対策であったりとか、

この地域に必要だということで、保育所の必要性を

おっしゃるのは理解はしますけれども、一旦、地域

経済振興室をはじめ、各地域の方々との協議を待っ

てはどうかと思いますが、その点いかがでしょうか。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 この地域に関しての待機

児童対策は待ったなしの対策であると思っておりま

す。お示ししています令和８年７月の公募の時期に

間に合うように、関係庁内の部局とも連携しながら、

進めていきたいと思っております。 

○五十川有香副委員長 一定、保育幼稚園室がそのよ

うに答弁していますが、状況を待つっていうのは大

いに必要かと思いますし、こちらがどうしても待機

児童対策でゼロ・１・２歳の受皿が必要だというこ

とであれば、同じく商店街の皆さんにも御協力いた

だいて、例えば空き店舗であったりとか、先ほどの

佐賀県の事例をおっしゃいましたけど、それはまさ

に空き店舗を利用されたとこですよね。ですので、

そういった活性化につながるというのも、他市での

事例ももちろんありますので、十分に可能性として

いいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょう

か。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 私どもも商店街に保育

所を誘致をするということは初めてのことでござい

ます。他市事例のほうも参考にしながら、保育所を

設置するに当たっての対策を講じていきたいという

ふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 であれば、一旦立ち止まって、

もちろん他市事例も研究しながら、どういった形が

一番いいのか、Ａ区域が待機児童対策となるような

形で代替案も十分に検討すべきだと思いますので、

それで一旦置いときます。 

○道場久明児童部長 繰り返しになりますけど、担当

としては、当該跡地のコインパーキングについては、

地域において重要な位置づけといいますか、貴重な

インフラだということを認識しておりまして、決し

て否定はしませんけれども、市の責務として我々、

特に早期に待機児童解消に努めなければならない。

もう既に令和６年からも発生してますので、早くて

も令和10年４月、かなり待たせなくちゃいけないと

いうことをまず御理解いただきたいというふうに思

います。 

  これまでもほかの委員さんからもほかの代替地と

か、あるいは施設を使っての待機所対策も検討され

たらどうかという言葉も頂いておりますけれども、

我々担当しては、この当該地を使うことが最も早期

に取り組める待機児童対策だというふうに認識して

おりますし、それから、地域においても駐車場がな

くなるそのデメリットもございますでしょうけど、

地域においてはその児童福祉の向上というメリット

も当然ございますので、その辺のメリットについて

も、必要性についても今後とも説明を重ねて、理解

を求めてまいりたいというふうに思います。 

○五十川有香副委員長 それ、児童部の御意見として

おっしゃいましたけど、公共施設最適化推進委員会

で11月17日に道場部長も出席をされていますよね。

その中でも地域との継続とか、そういった意向ない

かとか様々に確認もされていると思います。 

  例えば、将来的に施設も余る状況ではないかとか、

そういった指摘もされている中で、今、余剰ある３

歳から５歳までの定員も融通できないかといったこ

となども、各委員さんが指摘をされたようなことも

言われている中です。 

  ちょっと気になったのが、二つ目の意見で、あく

までも暫定的な使用で、市の活用方針が決まったら

それに従っていただくのが基本と考えるという意見

が出ているんですけれども、児童部長が発言された

ことではないという理解でよろしいですか。まさか

こんなことを皆さんが思った上でされているんであ

れば、とんだ見当違いなんですけれども、議事録に

載ってるんで、どなたが発言されたかの確認です。 

○道場久明児童部長 公共施設最適化推進委員会で、

私自身がそういった発言した記憶はございませんけ

れども、いわゆるこども基本法であるとか、子ど

も・子育て支援法、この中で国の責務、あるいは都
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道府県市町村の責務、それから国民の責務というも

のもございまして、誰が発言したものかどうかはっ

きりしませんけれども、この国民の責務というとこ

ろでは、国民は子供・子育て支援の重要性に対する

関心と理解を深めるとともに、国や地方公共団体が

講ずる子供・子育て支援策に協力しなければならな

いということが規定されております。もしかしたら、

このことを委員の中で発言された方がいらっしゃっ

たのかもしれません。 

○五十川有香副委員長 こども基本法のというところ

であれば、今、お話されましたけれども、地方自治

法の中でもしっかりと、良好な状況でこういった行

政財産をしっかりと管理していくということが必要

になってまいります。それについては単なる対話を

した、説明をした、意見を聞いたではなくて、この

保育所整備を公共財産として誘致していくんであれ

ば、そういったことを回避するための不可欠なリス

クマネジメントとして、やはりそういった地域の

様々な声を押し切って建設をするといったことは非

常にリスクが高いです。その点を十分に皆さんも考

えていただきたいということは申し上げておきます。 

○益田洋平委員長 理事者から、先ほどの玉井委員の

質問に対する答弁の訂正について申出がありますの

で、ただいまから発言を許可いたします。 

○松永智美子育て政策室参事 先ほどの玉井委員から

の審議会の審議内容に関する質問に対して曖昧な表

現での答弁となりましたので、謹んで訂正をさせて

いただきます。 

  こども計画の変更に関する審議会での審議につき

ましては、子ども・子育て支援法第72条に規定する

合議制の審議会として審議事項となっております。

よって、市からの諮問に対して承認という形の答申

を受けたものという認識でございます。 

○益田洋平委員長 ただいま、理事者から発言を訂正

したい旨の申出がありましたので、許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにいたしま

す。 

○玉井美樹子委員 でも審議会で。私、傍聴していま

したけど、このことが出たときね、諮問って言うて

ましたか。 

○松永智美子育て政策室参事 こども計画の変更の案

件につきましては、審議事項といたしておりまして、

こちらについては、本年度11月、２月の審議会にお

いて審議を賜り、最終的に承認という形の答申を頂

いております。 

○玉井美樹子委員 それはあくまでこども計画のこと

で了承でしょ。先ほど私が聞いたんは、旭通商店街

に誘致するということに対しては報告案件やったと

思うんですよ、審議会でね。こども計画は総量の変

更でしょ。だから、その了承する中身が、私はこど

も計画のあくまでも了承、諮問とか言うんやったら

分かんねんけど、その個別の報告に対して了承とい

うわけではないっていうことを申し上げたんで、特

に別に訂正は要らんかったんちゃうかなと思うんで

すけど、いいです。 

置いときます。 

○清水亮佑委員 先ほど来、いろいろＪＲ吹田の話に

なってると思うんですけど、最低限の確認なんです

けど、市は駐車場を誘致するイメージなんですか。

僕、個人的には三井のリパークとかタイムズとかが、

いったら土地活用っていう枠組みで駐車場を誘致す

るっていう、それは民の仕事かなって思ってて、需

要と供給が、例えば、さっきイオンを抜いたとして

も、200台前後やったとして、それでもまだ足りひ

んのであれば、僕は個人的にその地主に当たって、

駐車場を必要なところに必要な台数を求めてくるの

は民の仕事かなって思ってるんですけど、それは市

の認識としてはどう思ってるか教えてもらっていい

ですか。 

○岡田耕一郎児童部次長 今の御指摘というのは全庁

で取り組んでおる公共施設の最適化に関することか

なと思いますが、先ほど副委員長からもありました

が、我々、公共施設は世代を超えた市民共有の財産

という形で捉えておりますので、その活用方針につ

いては平成25年から土地については吹田市公有地利

活用の考え方というものを設けております。その中

で今清水委員もおっしゃいましたけれども、考え方

としては、行政財産としての活用が第１、第２が現

状利用の継続、３点目は当面の継続保有、４点目は

売却、賃貸という形ですので、今回、児童部として
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は、待機児童の行政目的のために使おうという形で

行ったもので、今、都市魅力部がさせていただいて

ますのは、暫定的な利用としての商店街活性化に資

するような駐車場及びコミュニティスペースの誘致

という形で整理ができるものという形で考えており

ます。 

○清水亮佑委員 あと、先ほど言ってた一時保育とか、

誰通とかをしてて、新規の人を入れるっていうこと

を言ってたと思うんですけど、あの規模、あの大き

さの土地で一時保育もやって、誰通もやってってい

うと、多分建設費がもう多分高くなるかなっていう

個人的には印象としてもありますし、その商店街の

色合いであったりとかも、吹田市内で規制はあるけ

れども、さらにその商店街になじむっていうものも

必要やと思うんで、そこら辺ってどういうふうに考

えてるか教えてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 公募による事業者の選

定につきましては、保育内容、職員体制、施設設備

などの項目を総合的に評価する手法により選定させ

ていただいております。 

  その中で、この周辺の環境に配慮した、例えばで

すけれども、地元事業者との連携を通じた地域経済

への貢献などの項目、今後、これを項目として選定

していくようなことも必要であるかと認識しており

ます。 

○清水亮佑委員 あんまり多分、よそとかちょっと違

ったんですけど、例えば今、基山市とか言われてた

んですけど、多分よそでどういうふうに公募をして

いるかとかも含めて一回調査を、調査というか見て

から、多分出したほうが無難なのかなっていうのを

思います。 

  さっき質問抜けてたんですけど、吹三の公立幼稚

園についてなんですけど、もう一回確認なんですけ

ど、今年度の園児数と来年度の見込み園児数、来年

度４月時点での全園児で何人になるか教えてもらっ

ていいですか。 

○枡田一人保育幼稚園室主査 吹田第三幼稚園の今年

度の園児数は５月１日時点で11人、４歳児４名、５

歳児７名の11名でございます。来年度の園児数は現

時点での見込みではございますが、４歳児３名、５

歳児４名の計７名でございます。 

○清水亮佑委員 また、来年度において園児数が減少

すると見込まれているけど、主な原因としてはどう

いうふうに分析しているか教えてもらっていいです

か。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 園児数の減少につきま

しては、共働き世帯の増加などの社会情勢や利用者

ニーズの変化によるものであると認識しております。 

○清水亮佑委員 でも、それって公立の幼稚園だけじ

ゃなくとは思うんですけど、公立幼稚園が抱える、

ずっとその問題はあるわけじゃないですか。その問

題って何かありますか。教えてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 現在、公立幼稚園がお

おむね抱える課題といたしましては、園児数減少に

より、幼児教育の目的の一つである集団での学び合

いの機会の確保が困難になっている点や、また、保

育人材が不足する中で、効率的な職員配置による保

育人材の有効活用、これが必要になってきている点

は課題であると認識しております。 

○清水亮佑委員 次に、財政面のほうからお伺いした

いんですけど、僕、９月か11月ぐらいに、公私間格

差みたいな部分でちょっと質問させてもらったんで

すけど、施設の維持管理費とか人件費など固定費っ

てあんまり幼稚園って変わらへんのかなっていう印

象なんですけど、園児数少なくなることによって、

結果として園児１人当たりにかかってくる経費って

高額になるんじゃないかなと思ってるんですけど、

その点ってどういうふうに考えていますか。 

○増田有花保育幼稚園室主査 公立幼稚園の人件費や

施設管理・維持費等の運営経費につきましては、令

和６年度の決算額では、１園当たり年間約4,000万

円で、園児１人当たりの経費は約200万円となって

おります。職員配置や施設維持に係る経費が一定程

度必要となっておりますので、園児数の減少が直接

的に１人当たり経費の増加につながっており、園児

数の減少に従って１人当たりの経費は上昇している

状況でございます。 

○清水亮佑委員 具体的に吹三の子供１人当たり、ど

れぐらい経費がかかっているのかと、定員がそれな

りに埋まってる、市の平均の経費ってどれぐらいか
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かってるか教えてもらっていいですか。 

○川部晋也保育幼稚園室参事 吹田第三幼稚園の１人

当たりの園児数に対する経費についてでございます

が、園児数により増減をするものでございますけれ

ども、先ほどのところで、もし11人というふうなと

ころでありましたら、１園当たり約4,000万円とい

うところでございますので、大体3,500万円程度に

なってくるかなというふうに考えております。 

  その他、園の年間経費につきましては、先ほども

申し上げましたが、公立幼稚園につきましては年間

約4,000万円というのが平均値となっております。 

○清水亮佑委員 多分、去年の委員会のときに、これ、

継続して審議しましょうよっていうので話進めてい

ったと思うんですけど、この１年間で個人的にはそ

んなに数字としては変わっていないのかなっていう、

本会議とかで聞かせてもらってもそんなに変わって

ないのかなと思ってるんですけど、この１人当たり

の経費、僕、子供１人当たりに係る経費に対してっ

ていうよりかは、少人数で大事なのかもしれないん

ですけれども、ここじゃないとできないのかとかも

含めたときに、ずっと出し続けるっていうのはしん

どいのかなと思っているんですけど、このかかって

いる経費に対して、課題意識って市として持っては

るんかなっていうのが１個質問なんですけど、教え

てもらっていいですか。 

○安井基樹保育幼稚園室参事 本市といたしましても

こうした状況につきましては財政運営上の課題であ

るというふうに認識しており、今後の施設の在り方

について検討が必要であるというふうに認識してお

ります。 

○清水亮佑委員 それこそこんだけの金額があるんや

ったら、もっと違うことであったりとかここに通っ

てる子たちに対して、何かもっといいサービスであ

ったりとか保育であったりとか、代わりになるもの

を多分どんどんしていってあげたほうがいいのと、

別に市税にはなるので、この子たちだけになってし

まうと、やっぱり普通の園通ってる子たちからした

ら、不公平感であったりとか、そういうのもあると

思うので、全会一致でやった手前あるんですけれど

も、やっぱりその１年もたって何も変わってないっ

ていうところに関しては、すごい問題意識として持

っていますので、引き続きよろしくお願いします。 

○玉井美樹子委員 すみません、ちょっと聞き忘れた

んで。 

昨年、吹三幼稚園の問題があったときに、私、待

機児童の解消をしっかり取り組むいうのは、そうい

う児童部の姿勢は理解をしていますし、取り組んで

ほしいというふうには思っています。 

  ただ、吹三幼稚園と東保育園の統合の話が出たと

きに、私たちは、危惧することとして、岸辺駅前の

マンション開発のこととか、吹三校区内での一定フ

ァミリー層のタイプのマンションができることとか、

いろいろお伝えしたと思うんですけど、そのときに

は、いや、大丈夫ですっていうふうに言われてたの

に、でもそのときと待機児童数、そんな変わってへ

んと思ってるんです、私ね。隠れ分は分かりません

よ。 

だけど、そこを考えたら、そのときは１年前は岸

辺駅に500戸ぐらいのマンションができても大丈夫

としつつも、同時期に旭通商店街への誘致も検討し

始めたというのは、私やっぱり児童部の考えてるこ

とが矛盾しているんちゃうかなって思ってるんです

よ。それやったら、あの時点で危惧することは私は

伝えていたと思うし、ほかの議員さんも本会議で質

問されてたと思うんですよ。出た要望書の中にも、

岸辺駅前の開発ありますよねっていうことが書かれ

てたと思うんですね。でも、そこも含めてＡ区域で

しょ。と思ったら、ちょっと矛盾している検討の仕

方やなってやっぱり思うんですけど、そのときはそ

んなんは大丈夫ですって言うてはったのに、何でな

んですかね。そこだけお答え願えますか。 

○堀 一也保育幼稚園室主幹 岸辺駅の南の関電不動

産開発さんが取り組まれるという大規模開発に関し

まして、市のほうに開発上の手続がなされたのがた

しか昨年の２月頃だったかと記憶しております。こ

れに関しましては我々も、そこからどのようなマン

ションができるか、具体的には500弱ということで

ございます。１戸当たりの平米に関しましても、確

か七、八十程度のいわゆるファミリータイプのもの

だということをお聞きしまして、たちまちそのよう
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な一つのまちができるほどの規模のマンション開発

ですので、これに関しましては、この地域の待機児

童につながるおそれがあるということから、当該事

業者様と敷地内での保育施設の整備に関しまして、

協議をさせていただいておりまして、今まさしく将

来的な保育施設の整備に関して、協議を進めている

というところでございます。 

○玉井美樹子委員 そこも含めて、本当やったら、そ

こもできるし、その500戸が全てそこの保育園を使

うかどうかは分かりませんけど、それも含めたこど

も計画に変更していかなあかんのんちゃうかなとい

うふうに思うんですけど、そこも造るし、こっちも

誘致するみたいで、結局供給過多になって、実際棚

上げにしている該当する公立幼稚園は残すための手

だった。今のタイプで残してと私は一言も言うてま

せんので、そうじゃなくて、きちんとみんなが納得

する形でね、どうしたらどういう計画になるんかみ

たいな。棚上げにしていって何となくもうゼロにな

ったらいいわみたいないうふうに、今の計画とか、

おっしゃっていることは受け取られかねへん部分も

あるし、納得いただけへんかってもこれから丁寧に

するからいいですわみたいなんじゃなくって、やっ

ぱりスタートするときには、それなりの合意形成が

取られた形で、みんなが納得する、ちょっとは納得

する形で進めるいうのが、私は大事なことちゃうか

なって改めて思いますので、そこは申し上げておき

たいというふうに思います。 

○中西勇太委員 私さっき発言したときには、第三幼

稚園の件については触れていませんでしたので、今

先ほどから幼稚園ニーズが下がっていて第三幼稚園

の統廃合等一つの要件、理由になっていたと思うん

ですが、その部分と今回の保育ニーズを満たすとい

うところがごっちゃになると、話が御理解できてい

ない方にとって分からなくなると思うんですが、こ

の要望とかでも上がってきてるような、吹田第三幼

稚園のこども園化についての要望書みたいな形の文

書も来てますけども、これは保育幼稚園室としては

可能な要望なのか。小学校と隣接している第三幼稚

園を、この要望にあるようなことが可能なのか。可

能でないのに、要望が来ていてっていうのを、併設

でしゃべっていても、議論にならないと思うんです

けども。第三幼稚園の跡地利用というところでは、

今の保育ニーズに応えていく利用っていうのが、で

きる問題なのかどうなのかっていうのをちょっと確

認しておきたいんですが。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 委員おっしゃった質問

が物理的に可能であるかという御質問かなと存じま

すけれども、物理的には可能でございます。ただ、

この吹三幼稚園の在り方につきましては当該区域内

の教育・保育ニーズ等の動向や住宅開発による人口

動向、これらを見極めた上で、在り方については検

討させていただいているところでございます。 

  また、頂いている要望書の中で、小規模保育事業

所を造って吹三幼稚園をこども園化ということです

けど、今回、単にフルスペックの保育所を整備した

場合、これにつきましては繰り返しになりますけれ

ども、フルスペックの保育所の場合は、小規模保育

所と比較いたしまして３歳児未満の多くの枠を設定

できるというところで効率的な施設整備が可能にな

るという点や、乳幼児期の一貫した保育提供が可能

になるなどの点があるものと考えております。 

○中西勇太委員 あと、先ほど商店街の中心地に駐車

場があって、そこの利用が多いからエビデンスがと

いうような議論があったと思うんですが、それは当

然近いところに駐車場があったら、それを使ってる

方がいらっしゃると思うんですが、それがなくなっ

てしまったときに充足する駐車場が徒歩圏内にある

のかということを、先ほど私は最初に確認していた

んですが、それがあるという考えでいいという、今

現状ですけどね。また、先ほど別の委員さんも、民

間でそういったところがさらに、需要があればそこ

に供給が来る可能性は当然ありますから、民間での

誘致なども考えられますけども、現状、周辺地域と

して対応可能な駐車場等があるのかということに関

しては、ちょっと担当と外れるかもしれませんけど

も、もう一度確認しておきたいんですが。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 需要量がどれだけあっ

て、供給量がどれだけあるという駐車場台数につい

てしっかりと当該駐車場がなくなることで需要を満

たせるかどうかっていうところは、具体的な指標を
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もってお伝えすることはできませんけれども、少な

くとも当該用地の周辺には徒歩５分圏内には、500

台近くの収容台数がある駐車場、これが12か所ある

ことは確認しておりますので、実際にＪＲ吹田駅行

った方もいらっしゃるとは存じますけれども、その

中で駐車場が全部が埋まってるというようなことは

なかったかなと担当としては感じているところでご

ざいますので、代用はいただけるものと考えており

ます。 

○中西勇太委員 あと、最後１点だけ。保育所を使わ

れる保護者の方々が送迎される時間帯に店舗が開い

ているかどうかが、この地域の商店の活性化に寄与

するかどうかという議論、先ほどあったと思うんで

すが、いやもうこれ、当該の商店街の理事長さん方

からも出ている要望書にしっかりと書いてもおられ

ますけども、人流の創出とか、地域との連携ってい

うところを保育所運営にやっていただきたいという

話もあったり、先ほど答弁の中で、ほかの地域で同

様の事例があるっていうところも、地域の商店街さ

んとイベントをしたり、日中に子供さんがおられる

ようなこと自体が商店街の活性化につながっている

というところが事例としてあると思うんですが、そ

ういったことを公募されるときに、当然、検討を既

にされていると思うんですけども、そういうことを

公募の中でされるつもりがあるのかというところを

最後確認させてもらっていいですか。 

○三井祐摩保育幼稚園室主任 頂いた要望書につきま

しては可能な限り公募内容に反映させた上で、事業

者を選定させていただきたいというふうに考えてお

りますけれども、その中で、要件の中では、ある項

目といたしまして、地域商店街との共同イベントの

開催であるとか、そういったところも含まれており

ますので、そういったところを選定事業者と、児童

部も間に入りまして、地域商店街、地元自治会など

と地域の方にも説明を行いながら、円滑に保育整備

が進むように努めていきたいと考えております。 

○湊﨑雄作保育幼稚園室長 担当の答弁に補足させて

いただきます。 

  当該旭通商店街のところにつきましては、お話し

させていただく中で、すごく子育て支援にも御尽力

いただいているというところをもちまして、公募の

選定す要項の中に、可能な限り協働して地域活性化

に努めていけるようなところで、取り組んでまいり

たいと思っています。 

○中西勇太委員 頂いた答弁を受けて、いや、もうこ

れ、車で来られる方ばかり目が行くと思うんですけ

ど、地域で歩いてこられる方、自転車で来られる方、

地域で住んでおられる方にとってよい商店街にする

というのが、やっぱり私は第一ですべきだと思いま

すので、ぜひ、地域の声をより聞いていただいて、

地域に資する形で進めていただけたらと思います。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、児童部所管分、

議案第19号中、児童部所管分及び議案第27号に対す

る質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 暫時休憩します。 

（午後３時34分 休憩） 

（午後３時50分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、福祉部所管分、議案第34

号 令和７年度吹田市介護保険特別会計補正予算

（第３号）、議案第19号 令和８年度吹田市一般会

計予算中、福祉部所管分及び議案第23号 令和８年

度吹田市介護保険特別会計予算を一括議題とし、質

疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○清水亮佑委員 指導監査のことをお伺いします。 

  福祉指導監査、今回、本会議でも質問させてもら

ったんですけれども、まず、福祉指導監査の意義を

教えてもらっていいですか。 

○安宅千枝福祉指導監査室長 保育のほうに特化して

お話しいたしますと、児童福祉法に基づきまして児

童の安全を確保するために指導しているというのが

本来の意義であるというふうに認識しております。 

○清水亮佑委員 保育のほうでいうと認可で、福祉指

導監査でいうと、運営していくに当たって児童福祉

法の中で資料のチェックであったり、あかんことを
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指導したりとかすると思うんですけれども、今保育

の方で認可をしていることによって、福祉指導監査

で注意があったとしても、福祉指導監査的には何か

そういう駄目なことをしていた事業者に対して、罰

則であったりとか。指導はできると思うんですけど、

何か具体的な罰みたいなんていうのは与えられたり

するのか教えてもらっていいですか。 

○安宅千枝福祉指導監査室長 具体的な罰といいます

か、福祉指導としてはまず、そういった不適切保育

とか、いろんな課題がありましたら、事実の確認を

行いまして、まずは指導というふうになります。そ

の後、必要に応じて勧告とか命令等になるんですけ

れども、すぐさま何かしら処罰というよりは、まず

は指導するという姿勢で指導監査のほうをやってお

ります。 

○清水亮佑委員 具体的にいろんな保育園とか福祉施

設がある中で、一定数指導の対象の園っていうのは

あると思うんですけれども、ずっと指導対象であっ

たりとか、何か問題があったときに、どこまでいっ

ても最後認可取消しをするのは保育幼稚園室になる

と思うんです、保育園でいうと。そうなった場合、

福祉指導監査室と保育幼稚園室の情報の共有ってい

うのが僕すごい大事かなと思っていて、現状の保育

幼稚園室と福祉指導監査室の会議体であったりとか、

何かそういったものってあったりとかするのか教え

てもらっていいですか。 

○安宅千枝福祉指導監査室長 現在、そういった保護

者の方や委員から苦情等情報提供がありましたら、

両室で会議を開いて対応方針等を決めて対応すると

いったようなことで、そういった会議の場を持って

いる状況でございます。 

○清水亮佑委員 保育園とかを利用する保護者からす

ると、どこに結局言っていいのかが分からへんまま

っていうのもあると思いますし、過去にあった事件

であったりとか事故であったりとかっていうのを、

保育幼稚園室だけ把握してて福祉指導監査室は把握

してないというのが出たりっていうのを聞いたりも

しているので、その辺り、部長、どういう感じか教

えてもらっていいですか。 

○梅森徳晃福祉部長 今、委員おっしゃるとおり、確

かに様々いろんな分野がありまして、言えるところ、

言えないところっていうのもある部分かなとは思う

んですけれども、やはり事故でありますとか虐待で

ありますとか、そういうところもあると思いますの

で、ここにつきましてはこれ終わりましたら、担当

部としっかり共有して、連携が図れるようには引き

続きしていきたいと思っております。 

○清水亮佑委員 子供のことじゃなくて放デイであっ

たり、療育であったりとかっていうところも、多分、

いろんな今、種類があるので、そんな中で、福祉指

導監査って結構多岐にわたる指導をしないといけな

いかなって、一定大変なのかなとも思うので、その

辺も含めて、やっぱり部局でちゃんと情報交換する

っていうのはすごい大事だと思います。 

  そういったとこ、丁寧にやっていってもらえたら

なとは思うんですけど、具体的に何でもかんでも複

合型したらいいわけでもないと思いますし、子ども

家庭センターとか、その辺りの情報共有であったり

とかっていうのはなかなかやっぱり自分から取りに

いくのって多分、福祉指導監査、難しい部分もある

と思うので、そういったのを保育幼稚園室であった

りとか、高齢福祉室であったりとか、そこの会議体

を、僕は基本的にあんまり会議をしたら仕事してい

るっていうのはあんまり好きじゃないので、会議は

短く、必要に応じてするっていうのが大事だと思う

んですけど、やっぱり子供の安心、安全であったり

とかそういったところは基本的に吹田市内全域で多

分見守らないといけないと思うので、そこら辺、縦

割り行政じゃなくてちゃんとしてもらえたらなと思

います。 

以上です。 

○林 恭広委員 今、本市ではないんですけれども、

ホスピスの最大手に厚労省の合同調査が入ったって

いうような、先月、ニュースがあった件について、

そもそもそういうお話があったかどうかっていうこ

とについての確認なさっているかどうかっていうこ

とを教えてください。 

○西村桂太福祉指導監査室参事 今、委員おっしゃっ

ているのは、例えば有料老人ホームとかについてる

医療で多分訪問看護とかを提供していて、水増し請
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求であるとか、去年とか一時期、ある事業者さんと

かが、国の指摘を受けているっていうのがあったの

か、そのことかなと思って今ちょっとしゃべらせて

もらってるんですけど、一応、吹田市のほうでもそ

ういった医療系の訪問看護がついてるサ高住である

とか、有料であるっていうのはこちら把握してます

んで、そこに向けての指導監査というのは適切に行

っているところです。 

○林 恭広委員 あまり言ってしまうと、具体の会社

が出てくるので、言わなさ過ぎたっていうのが申し

訳ありませんでした。お答えいただきありがとうご

ざいます。 

おっしゃっていただいたようにサ高住のお話でご

ざいまして、サ高住というふうに考えると、実際問

題、サービス機能つきの老人住宅という意味合いで

捉えられるんですけども、ただそこがホスピスとい

うような言われ方をしているというところもありま

すので、そこを私も調べたんですけれども、豊中に

はございます。お隣の豊中にはございますが、吹田

にはございませんでした。ただ、似たようなところ

っていうのはあるのかなと思っておりまして、そこ

の、先ほど清水委員が児童部のっていうようなお話

されてたんですけど、福祉部としてもここを見てい

かないといけないような話かなと。生活福祉ってい

うところでいうと、見ていただくようなお話かなと

思いましたので、今質問をさせていただいたところ

でございます。今質問になってないんですけれども、

それを認識いただいてたらそれでいいかなと思いま

したんで、ありがとうございます。 

○小北一美委員 資料ありがとうございます。重層的

支援体制整備事業の件で何点か質問させてもらいま

す。 

  福祉総務室が主にここを担当していると思うんで

すけど、ナンバーワンの地域福祉活動推進事業につ

いてですけども、既存の地域包括支援センターや生

活困窮者自立支援との役割分担がどうなっているの

かということと、ネットワーク構築の件で具体的に

どのようなネットワークが形成されているのかとい

うことも併せてお答え願えますかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 重層的支援体制整備事業

につきましては、本年度の４月から実施しておりま

して、福祉総務室において、支援の調整役というの

を担っております。その中で地域包括支援センター

とか障がい者相談支援センターも、ケースによって

はケース会議に入っていただいて、個別の支援を進

めております。 

  あわせて、ネットワークのところで申し上げます

と、まずは顔の見える関係づくりとかいうのも必要

になってきますので、市が実施する研修に包括支援

センターとか障がい者相談支援センターにも積極的

に参加いただいているような形で進めております。 

○小北一美委員 地域の自治会とか民生委員さんとか

関連団体含めた分野横断型の連携というのを、どこ

まで進んでいるのか教えてもらえますかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 ４月に事業を実施しまし

て、民生委員協議会、児童委員協議会の会議の中で

重層の御説明であったりとか、あと連合自治会のネ

ットワーク会議でも御説明をさせていただきました。 

  それで、今年度４月からケース数で申し上げます

と、９ケースぐらいケース会議をしているんですけ

ども、その中の一つのケースに民生委員さんにも協

力いただいて、情報共有の会議で入っていただいた

ケースがございます。 

○小北一美委員 この事業そのものは委託しているん

ですけども、本来、市が担うべきものを社協に実質

委託しているということですけども、この社協への

委託に当たって、自治体として吹田市としてどのよ

うな評価、モニタリングを行っているのか教えても

らえますかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 この地域福祉活動推進事

業につきましては、吹田市社会福祉協議会に委託を

しておる状況でございます。社会福祉協議会におき

ましては、地域のネットワークが市内で33地区の地

区福祉委員会の支援をしておったりとか、コミュニ

ティソーシャルワーカーを市内13名配置しておりま

すので、そこでもこの連携が一つできておることか

ら委託をしております。 

  ただ、重層的支援体制整備事業の一番の調整役で

あります多機関協働事業につきましては、福祉総務

室直営で担って、市の役割分担、社協の役割分担を
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踏まえながら事業を進めておるような状況でござい

ます。 

○小北一美委員 社協も結構いろんな仕事をされてる

んですけども、この重層的支援についてはいろんな

多岐にわたるんですけども、社協の体制、人員とか

専門性、それの部分は十分になってますかね。十分

手を貸しておられますかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 ４月に委託した当初でし

たら、人員体制の変更はございませんが、もともと

想定する検討期間中にそういうケースが幾らぐらい

あるかっていうのを検討はしてきておったんですけ

ども、その中で数値としまして、おおむね103件ぐ

らい、１年間にそういう重層に該当するケースがあ

るだろうっていうので、ございました。 

  ただ、実績としましては現在のところ９ケースで、

会議で申し上げますと、約20回ほどしておりますの

で、今後、ケースの積上げとかが増えてきましたら、

人員の配置も含めて検討していきたいなと思ってお

ります。 

○小北一美委員 次、２番の地域福祉活動補助につい

てお聞きしますけども、6,900万円の予算がついて

るということで、この補助金が具体的にどのような

活動に使われているのかということを確認させてい

ただきますけれども、この地域福祉活動の予算の内

訳を教えてもらっていいですかね。 

○持永夏子福祉総務室主幹 具体的な内訳といたしま

しては、まずは補助対象活動に従事する職員の人件

費といたしまして、4,800万円、小地域ネットワー

ク活動等を支援するための経費といたしまして、上

限120万円で、あとは各地区福祉委員会が行う個別

援助活動やグループ援助活動、地区福祉委員会等活

動の経費といたしまして、1,980万円となっており

ます。 

○小北一美委員 6,900万円の内訳を今言っていただ

きました。 

  この地域によって、活動が活発な地域とか弱い地

域があると思うので、その辺の地域格差といいます

か、それの対応をどのようにフォローしてはるんで

すかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 重層を始めるに当たりま

して、先ほど地区福祉委員会に対して補助金は

1,980万円、全地区で交付しておるんですけども、

その中で、少し補助金を増やした経過がございます。

その中で社会福祉協議会を通じまして、重層に移行

するということから、多世代交流とか、あと、障が

い者の事業所と連携した取組を地域でできないかと

いうことの働きかけはしていただいております。 

  ただ、委員おっしゃるとおり、地域差がございま

すので、進めていただいてる地域もあれば、そうで

ない地域がありますので、引き続き、そこは社会福

祉協議会と連携して、より幅広く支援が届くような

取組になるように連携していきたいと考えておりま

す。 

○小北一美委員 今、地元の地区福祉委員なんですけ

ど、これ、1,980万円いうのは全体で1,980万円、そ

れを各ブロックというか各地区の福祉委員会に。こ

れ総額が1,980万円と捉えていいんですかね。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 地区福祉委員会、33地区

ございまして、１地区60万円の33地区で1,980万円

となります。 

○小北一美委員 分かりました。 

次に、３番の生活困窮者自立支援相談の部分です

けども、これは予算がちょっと増えてるんかな。

748万9,000円増えてるかな、前年度と比べるとね。

この増額の理由は相談件数の増加なのか、人件費の

増加なのか、この増額の理由をちょっと教えてもら

っていいですかね。 

○橋田直樹生活福祉室主幹 まず、くらしサポートセ

ンターすいた、１名増員を今回予定しておりまして、

その理由としまして、令和７年４月に生活困窮者自

立支援法改正がございまして、住まいに係る相談、

住まい相談支援員というところが必置になりました。 

  現在におきまして、主任相談支援員及び相談支援

員のほうに兼務をいただきまして対応しているとこ

ろでございますけれども、委員おっしゃるとおり、

相談延べ件数、住まいを含むところと全体のところ

が増えていることもありまして、また、アウトリー

チの支援件数っていうところも増えております。安

定した支援体制を維持していくために、今回、１名

増やさせていただくような提案といったところで、
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520万円程度、予算を計上させていただいていると

ころでございます。 

○小北一美委員 一般的に若年層の困窮も結構顕在化

しているというふうに聞いてるんで、吹田市の場合、

その辺の相談内容と若年層の困窮の相談って結構あ

るんですかね。人件費の面を含め体制も強化された

ということですけれども、若年層のそういった相談

はどうですかね。 

○橋田直樹生活福祉室主幹 若年層のところが大きく

増加しているっていったところは特に見受けられな

いとこあるんですけども、やはりこの居場所のとこ

ろのいわゆる課題っていったところは青少年室等と

連携しまして、私どもが行っているところがござい

ます。そこで一定の課題っていうところが、いろん

な複合的な課題が絡みあって、問題としては大きく

なっているところがありますので、そこに関しまし

て、私どももサポート、支援体制といったところは

構築しているところでございます。 

○小北一美委員 重層的支援体制整備事業のはもう今

はこれ福祉部だけですけども、資料そのものは児童

部とかも含めてありますので、制度のこのはざまに

ある複合問題を抱える世帯が結構おられるので、私

も何回か相談したことあるんですけども、この縦割

りを超えた連携が当然求められると思うんですけど

も、本市として福祉部が中心となって、児童部や健

康医療部などとの横断連携が非常に重要だと思うん

ですけど、その辺の体制はちゃんと取れてるんです

かね。 

○持永夏子福祉総務室主幹 今年度から重層事業を始

めるに当たりまして、児童部も含めて各室課に受け

とめ隊という職員を配置しておりまして、積極的に

研修の参加などを求めているところでございます。 

  また、ケースによりましては本人の同意がない場

合でも開催できるプレミャクミャク会議への参加を

求めているところでございますので、そういったと

ころで顔の見える関係性ということで連携ができて

きているというふうに考えております。 

○小北一美委員 重層的支援が必要な対象者数につい

てお聞きするんですけど、本市において重層的支援

が必要と判断される世帯とか、個人が年間どれぐら

い存在するのか分かれば。１年間だけしかやってま

せんけども。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 実績としまして、先ほど

９ケースと申し上げたんですけども、その中でどう

いう世帯が特徴的というか、そういうのは調べてお

りまして、やはり8050世帯であるとか、あとは経済

的な困窮に陥っている世帯、そういうのが９ケース

の中では多く見られるかなというふうには考えてお

ります。 

○小北一美委員 ９ケースの場合は支援につながった

ケースというか、実際、関わりはったやつだと思う

んですけど、重層的支援体制の中に入らなかった方

もおられるんですか。９ケース以外の方もおられる

んですかね。相談はしたけどという形で。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 ケースにはつながらなか

ったというケースもございますし、相談だけで終わ

っているケースとかございまして、そこは様々でご

ざいます。実際に、この相談件数自体は28件程度ご

ざいます。ただ、そこのケースを少しずつ周知した

りとか、あと関係機関にも認知してもらうことで増

やしていきたいなと考えております。 

○小北一美委員 もし差し支えなければ、複合課題を

抱える家族においてこんな重層的な支援をやったよ

うな事例で、具体的にもしあれば。先ほど8050の問

題とおっしゃってましたけども、可能でしゃべれる

んであれば、こんな事例がありましたっていうのを

ちょっとしゃべっていただいたらと思います。 

○持永夏子福祉総務室主幹 具体的な事例といたしま

しては、今回水道部からの案件で、水道の料金の滞

納があったケースで、滞納の件でお宅に訪問をした

ところ、ごみ屋敷だったというようなケースがござ

いまして、水道部のほうから福祉部のほうに連携を

して、福祉の関係部署につなげたというケースがご

ざいます。 

○小北一美委員 分かりました。本当に複雑な家庭問

題を抱える方が多いですので、この重層的支援体制

整備が非常に大事な事業だと思いますので、また他

部局ともしっかり連携を取りながら、今年１年、始

まったばっかりですけども、次年度以降もしっかり

取組を要望しております。 
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一旦置いときます。 

○玉井美樹子委員 資料ありがとうございました。で

きるだけかぶらないように。 

重層的支援のところで先ほどくらしサポートセン

ターには１名増員されると、相談件数が増えている

ということではあったんですけど、実際にその相談

件数の中から、住まいの支援ということで重層的支

援事業のところにも書かれていますが、課題はどの

ように捉えておられますか。 

○橋田直樹生活福祉室主幹 住まいに係る相談の課題

としましては、やはり相談に来られる中、私どもの

くらしサポートセンターの中では、経済的に困窮さ

れている方、例えば家賃の滞納で家を失う可能性が

高いというような形の相談に来られる方も多くござ

います。その中で、吹田市内で家を探すにおいて、

くらしサポートセンターで引き受けまして、居住支

援協議会、居住支援法人と連携して、次の居住先っ

ていうのを探しているところなんですけども、やは

りいわゆるこの低所得者層になかなか提供できる物

件が最近少なくなってきているというところで、な

かなかその予定している、用意できる金額に収まら

ないというようなところがございまして、やむを得

ず、他市に紹介をするというようなこともありまし

て、なかなかこういったところで住み慣れた吹田で

住むことができなくなってきているっていったとこ

ろは、最近のいろんな会議、共有の場所で確認して

いるところでございます。 

○玉井美樹子委員 その課題を確認されて、何か具体

的にこういうことが必要という話はされることはあ

るんでしょうか。 

○橋田直樹生活福祉室主幹 課題を共有しまして、今

年度から始めている試みなんですけども、生活困窮

者の支援会議っていうのを立ち上げましたので、そ

の中で住宅部局であったり、いろんなサポートいた

だける支援機関、こちらのほうに会議体を持ち寄り

まして、どういった形でこの家の住まいの問題を解

決していくかっていったところの方向性というのは

共有させていただいてたりっていうのはこちらのほ

うでさせていただいております。 

○玉井美樹子委員 やっぱりもう困窮している人たち

の課題が明らかにされているんでしたら、もちろん

その相談に乗る人を増やすことも大事かなと思うん

ですけど、具体的な支援をすることが検討の課題な

んじゃないかなというふうに思います。 

  会派の代表質問でも取り上げている住宅審議会の

中でもそういった話は一定されているというふうに

思いますので、例えば公営住宅の空きを使わせても

らうとか、そういったことはそれこそ重層的支援な

んかなというふうに思うので、その辺りの検討も必

要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○橋田直樹生活福祉室主幹 今委員おっしゃるとおり、

今後どういった支援ができるかっていうところで、

せっかく支援会議というところでいろんな部署にま

たがって御参集いただいてるところございますので、

こういったところで使える制度がないかというよう

なところは共有、連携させていただきたいなという

ふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 資料ありがとうございます。

予算の関係で資料を頂きました。 

  福祉部は特にいわゆる義務的な経費が多いですけ

れども、予算の査定の方針が変更されているという

ことを聞いております。原課として令和８年度と７

年度の予算要求の手続で変化したところをお答えく

ださい。 

○田畑茂洋福祉部次長 福祉部の予算要求につきまし

ては毎年度、行政評価調書にもありますように、地

域福祉の推進、生活困窮者への支援、三つ目に高齢

者の暮らしを支える、四つ目に障がい者の暮らしを

支える、この四つの施策を進めるために、そちらの

事業ももちろん優先に予算要求を行っているところ

でございます。 

  予算要求の大半は先ほど副委員長もおっしゃいま

したように、サービス提供への給付とか医療費への

助成、保護費の支給というのが大半になっています

ので、今回の予算編成方針で部の上限額が示された

ところではございますが、その範囲でやりくりにな

りましたが、前年度と本年度、令和８年度に向けて

の予算要求の手続につきましては、大きく変えたと

ころはございません。 

  要求の手続といたしましては、部内の各室課にお
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いて、それぞれの事業が人件費を含めて、事業が効

果的、効率的に取り組まれているかを確認してから、

部室館長会議の中で精査を行って要求していったも

のでございます。 

○五十川有香副委員長 やはり上限額等が先に決めら

れたというところで、大きく、もともとこういった

義務的経費というか、そういった生命に関わる保護

義務的なものがたくさんあるというのは分かります

が、障がい福祉等については、また後ほど質問させ

てもらいますけれども、拡充なりがなかなか上げら

れなかったんだなっていうのは事情として、一旦受

け止めておきます。 

  次、行きます。重層的支援体制ですけれども、私

のほうからは国の予算が、報道で私も見てちょっと

驚いたんですが、自治体への補助が最大で７割削減

するというような方針が示されたとありますが、今

吹田市が計上されているこの当初予算に当たって、

何か国の補助の削減が影響しているのか。影響した

んであれば、どれぐらい影響しているのかお答えく

ださい。 

○持永夏子福祉総務室主幹 重層事業の交付金につき

ましては、変更があった部分といたしましては、福

祉総務室所管の多機関協働事業に係る部分でござい

まして、令和７年度より人口規模や実施年数に応じ

て基準額が設定されるということになりまして、当

初の見込額といたしましては、4,200万円だったと

ころが、見直し後は3,000万円となっております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。報道では、令

和８年度にさらに今言ったような形で聞いてるんで

すけど、それが今のお答えだったら令和７年度が変

更したということですが、それで理解しておいて大

丈夫ですか。 

○齋藤知宏福祉総務室参事 令和７年度も実は交付要

綱が変更ありまして、市の予算で当初4,000万円見

込んでおったんですけども、予算成立後、国の交付

要綱が変わりまして、結果として3,200万円の歳入

を福祉総務室分なんですけども、見込んでいる状況

です。 

  令和８年度におきましても、国の交付要綱の見直

しがありまして、例えば、事業開始５年経過した自

治体については補助率が変更になったりとかいうこ

とはございますが、吹田市におきましては令和７年

度と同じ規模の3,200万円の歳入を見込んでいる状

況です。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

地域福祉計画を今回２年かけて見直しということ

でおっしゃっていたかと思いますが、その見直しの

考え方をお答えください。 

○持永夏子福祉総務室主幹 現在、本市で進めており

ます第４次地域福祉計画におきましては、具体的な

施策といたしまして、成年後見制度の利用促進や包

括的な相談支援体制の構築を位置づけておりまして、

令和６年７月のけんりサポートすいたの開設や、令

和７年４月の重層的支援体制整備事業の実施など、

計画に沿って各種の取組を進めてまいりました。 

  次期計画の第５次の計画におきましても、民法の

改正など、国で議論されている動向も注視しつつ、

住民参加の下、策定する計画という趣旨を踏まえま

して、今年度は市民フォーラムや市民向けのアンケ

ートなどによって市民の声を聞いてまいりました。 

  次年度以降につきましては、それらの意見も踏ま

えまして、計画の肉づけ作業を行って策定を進めて

まいりたいと考えております。 

○小北一美委員 議案参考資料の171ページ、生活保

護基準改定に伴う追加給付のやつですけど、今度予

算が結構、約６億6,884万円ということで非常に大

きなあれになっとるんですけども、これは生活保護

の保護費の追加給付ということですけども、今回の

追加、原告だけでなくて、当時の受給者全体に支給

されるということでありますけども、吹田市として

の対象者の把握がどの程度正確にできているのかに

ついて、ちょっと確認させていただきます。 

  この資料によると、死亡や世帯主が申出を行わな

い等の理由により、約３割に追加支給が発生しない

とあるんですけども、この約３割という見込みの根

拠は、過去の類似事務の実績なのか、国の示した推

計なのか、ちょっと教えてもらえますかね。 

○武田智広生活福祉室参事 議案参考資料でお示しを

しています受給中の世帯の4,500世帯、こちらにつ

きましては、現在の保護世帯が4,400の件数ですの
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で、それを若干上回っても対応可能な件数というこ

とで4,500世帯としております。 

  廃止済み世帯について、３割に発生しないと見込

んだ根拠でございますけれども、正直、この辺りの

見込みというのが我々としても非常に難しいところ

でして、他市さんのほうに聞いてみましても、大体

６割とか７割ぐらいからしか、廃止済みになった世

帯からは申請来ないのかなという御意見が多うござ

いました。 

  そういったところを踏まえて、吹田市としては３

割程度、廃止済みの方からは、もう既に死亡されて

いる方とかもいらっしゃいますので、申請が上がっ

てこないだろうという見込みで計上しております。 

○小北一美委員 廃止済み世帯への周知についてお聞

きしますけれども、特に、住所変更とか転出された

方についての対応はどのように確保していくんです

かね。 

○武田智広生活福祉室参事 廃止済み世帯の方につい

ては、個別にこちらのほうから把握して連絡という

ことは想定をしておりません。これは国からも示さ

れているところでございますけれども、既にもう生

活保護廃止になった世帯に対してプッシュ型で通知

をすると、人によってはもう、以前生活保護を支給

されていたというようなことを、今、一緒に住んで

らっしゃる方には知られたくないというような方も

いらっしゃるというところで、あくまで国が主体と

なって、いろいろな媒体でこういう追加制度があり

ますよというのは周知はしますけれども、吹田市も

そこは個別には検討しておりませんので、議案参考

資料でお示しのとおり、市報やホームページ等で周

知のほうは基本的には図っていきたいと考えており

ます。 

○小北一美委員 この追加給付事務業務委託料という

のが172ページにあって、結構大きな額で9,194万

5,000円、約9,200万円という大きな委託費になって

いるんですけども、この委託費の積算根拠はどのよ

うな作業量を前提にしているのか教えてもらえます

かね。 

○小林一生生活福祉室参事 この委託算定については、

私どもが仕様書の中で、最初、現在の受給者の方に

振り込むのと、廃止世帯の受付とか審査とか含めて、

１年間、業者さんに委託をするという考えで、見積

りを３者取ったところ、平均的なところで上げたと

ころでございます。 

○小北一美委員 この作業に当たって国の計算ツール

を使用するということだと思うんですけど、自治体

が、いわゆる吹田市側で必要となる作業はどこまで

あるんですかね。 

○小林一生生活福祉室参事 吹田市としましては、ま

ず、業者さんに計算ツールを使って作業してもらう。

その中で、生活保護システムからその方の対象の保

護費、金額の元になる分を出させてもらうのと、そ

れを計算ツールでやっていただくということを考え

ており、その確認は私ども職員ということでさせて

もらう必要があると思っております。 

○小北一美委員 委託費の9,194万円ですけど、この

委託費は他市の委託料と比較しても、うちの吹田市

の水準というのは妥当と言えるのかどうか教えても

らえますかね。 

○小林一生生活福祉室参事 今、ほかの市でプロポー

ザル等で、仕様含めて金額を見てるとこなんです。

その中で、ちょっと何とも言えないとこなんで、幾

らでということは分かりませんけど、３者の見積り

の中で平均取ってますんで、入札してみないと分か

りませんけど、そこで結果が出ると思います。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため暫時休憩します。 

（午後４時32分 休憩） 

（午後４時35分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 資料を作成いただきましてありがと

うございました。その資料について質問をさせてい

ただきます。 

  資料というのは、高齢者関係団体用福祉バス貸付

事業の件についてのお話なんですけれども、これ私、

前回、決算常任委員会で資料要求させていただいて、

そのときにも少し触れさせていただいたようなお話

だったと思うんですけれども、今回、令和７年度の

予算から令和８年度の予算の内訳として、バスガイ
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ドの方がつかないということになったのかなと思う

んですけれども、その要因をお答えいただければな

と思います。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 福祉バスのバスガイドが

つかなくなった理由というところなんですけれども、

まず、この間、福祉バスの予算額も決算額も近年の

物価高騰とか人件費の高騰によって、年々膨れ上が

ってきていた状態でございました。そういった中で、

令和８年度については一定予算の見直しが必要だと

いうところで、一番利用者の方にも影響がない範囲

かなというところで、バスガイドさんの添乗を終了

させていただいたという経過でございます。 

○林 恭広委員 承知しました。これ、特に５年間の

分を見比べていくと、今年度はほかの年数と比べて、

非常に高かった予算だったなと思っておりまして、

まだ実際、今年度の決算出ていないかと思うんです

けれども、この予算の内容について、もう言っても、

３月の今、中旬に差しかかろうとしているところな

ので、利用の実績とかも大体は見えているのかなと

思っていまして、今の現状で結構ですので、教えて

いただける範囲で教えていただけたらなと思います。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 ３月末時点のあくまでも

見込みの数字になるんですけれども、バスの台数と

しては129台の予定で、決算額の見込みとして2,299

万円ほどを想定しております。 

○林 恭広委員 ということは、見込んでいた予算に

比べたら、あんまりどちらかと言うと利用がなかっ

たというふうな認識でいいのかなと思うんですけど、

それで言うと、今回、3,100万円と、195台というふ

うに設定いただいて、予算をつけていただいてると

いうような話は、今年度もう言って終わりかけで

129台というような実績からすると、もうちょっと

絞っていってもよかったのかなと思ったりもするん

ですが、その辺りはいかがでございましょうか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 台数につきましては、基

本的に市内の高齢者の団体が１団体につき、１年間

につき１台使えるような形でということで、これま

で216台取らせていただいていたんですけれども、

委員もおっしゃるように実績もそこまでいってない

っていうのもありまして、ほかのいろんな団体にも

今後も使っていただきたいという思いもございます

ので、一定令和７年度に比べて10％ほど一旦台数を

削減させていただいたというところでございます。 

○林 恭広委員 今、ほかの団体にも使ってほしいと

いうようなお話があったかと思うんですけれども、

ただこれは前回決算委員会で私、資料要求させてい

ただいた内容をここに今、手持ちで持っております

ので、もう一度拝見させていただくと、大体利用さ

れているその方々っていうのがちょっと偏ってるの

かなと思っておりまして、利用団体を広げていきた

いと、正直広げていただくっていうところは本当に

そうだなと。 

広報していただくっていうところに対しても、も

う本当にそうすべきだと思う一方で、そこの部分が

今、予算書等には出てこないので、現在、ホームペ

ージも確認はさせていただいてて、つい先月更新さ

れてるっていうような状況を見させていただいてる

んですけど、要は利用を広げていくに当たってどう

いうふうなことを考えておられるのか教えていただ

けたらなと思います。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 これまでも利用を広げる

に当たって市報すいたであるとか、市のホームペー

ジで周知を図ってきたところでございます。 

  今年度につきましては新たに市の公式ＬＩＮＥの

ほうで周知をさせていただきました。実際、ＬＩＮ

Ｅで周知して、そのＬＩＮＥの通知を見てお問い合

わせいただいたということもございましたので、一

定効果はあったかなと考えております。 

○林 恭広委員 新たな取組をされているということ

は理解いたしましたが、要は、福祉バスというもの

を利用しようと思うと、制度上、組織ができてから

１年以上とかっていうところの文言がたしかあった

かと思うんですね。その辺りの規約っていうところ、

これ、広げると広げるで、１年以上のっていうとこ

ろは僕別に悪いと思ってないんですが、要はたくさ

んの方が使っていただけるような規約になっている

か、なっていないかっていうところが正直私も分か

りませんで、その辺りっていうのについては、所管

としてどのようにお考えになっておられるのか、教

えていただいたらなと思います。 
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○高畠真人高齢福祉室主幹 委員おっしゃるように、

内規がございまして、その中で一定使える団体とい

うのを規定させていただいております。その中で、

おおむね例えば、60歳以上で吹田市の在住の方で会

員が構成されていることなどがございます。団体設

立１年以上経過していることというところもござい

まして、一定そういった縛りはあるんですけれども、

そういった活動していただく団体の中で、福祉バス

を御利用いただきたいというふうに考えています。 

○林 恭広委員 本当にそこが内規というか、制度の

枠組みがもし、利用したいっていう方に対して弊害

になってしまってはっていうところも思ったもんで

すから、そこを整えないといけないようなお話にな

ってるんやったら、お考えいただいたらなと思って

おりますし、また、広報、今ＬＩＮＥ等、新たな取

組としてやっていただいているということは理解し

ておりますし、現状、この高齢者関係団体用福祉バ

スっていう貸付事業について、決算で申し上げさせ

ていただいて、今回も質問させていただいてるんで

すけど、資料も要求した上で。 

大変、内容でいうといいものだなというところも

一定理解をしておりますので、私が言うとちょっと、

若い人間がっていうふうに思われる方も中にはいら

っしゃるかもしれないんですけれども、正直そうは

思っていただきたくありませんが、これを予算とし

てしぼませていきたいっていうふうに多く思ってる

わけではないんですけど、ただ、一定程度、本当に

必要なのか、必要じゃないのかっていうことを、今

もやっていただいてると思いますけど、考えていた

だきながら広報活動、お金をかけない形でやってい

ただければなというふうに思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いしたいと思います。 

  これ、ほかも生き生きっていうところで考えると、

そういうところあろうかと思いますので、それも含

めて考えていただけたらなと思います。 

置いておきます。 

○清水亮佑委員 議案参考資料219ページのフレイル

の生きがいの部分のとこを聞きたくて、まず、大阪

府がやるやつのところに吹田市が乗っかってくると

思うんですけど、既存事業との連携っていう部分っ

て、どういうふうに考えてるか教えてもらっていい

ですか。 

○三浦いずみ高齢福祉室主幹 こちらの身体的フレイ

ルの講演会及び教室につきましては、教室を終わら

れた方については継続的に運動をしていただけるよ

うに、市で行っているはつらつ体操教室ですとか、

住民主体で行っておりますいきいき百歳体操につな

げるという形で考えております。 

○清水亮佑委員 今回の事業で講演会が50人、教室が

25人規模での実施となっていますが、この規模でど

のような事業効果を検証していくのか、また、モデ

ル事業として、今後、どのような展開を想定されて

いるのか教えてください。 

○川田美穂高齢福祉室主査 事業評価については本事

業への参加人数やアンケート結果、いきいき百歳体

操のグループ等につながったかなどを確認します。 

  また、身体的フレイルの該当者の参加者について

は、次年度の後期高齢者医療健康診査の結果で、身

体的フレイルの該当となっていないかを確認します。 

  今後については、この結果を、身体的フレイルの

効果的なアプローチ方法の検討材料といたします。 

○小北一美委員 資料ありがとうございます。資料に

基づいて何点か質問させてもらいます。 

  高齢者生きがい対策事業の分ですけども、高齢ク

ラブ活動補助っていうのがあるんですけども、これ、

前年と比べて約106万円ぐらいの減額となってるん

ですけども、この減額の要因って何なんですかね。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 高齢クラブの予算が106

万円ほど減額になっている理由なんですけれども、

この活動補助については、吹高連に対する補助金で

あるとか、あとは単位高齢クラブに対する補助金と

いうものがございます。その中で単位高齢クラブの

ほうが数が減ってきておりまして、それで令和７年

度の実際の数字に合わせて今回算定をさせていただ

いて、実際に令和７年度も高齢クラブの数が減って

ますので、補助金の予算が減ったという形になりま

す。 

○小北一美委員 私も地元の高齢クラブの一員なんで

すけどね、こう見えて。もう見えてるかな。だから、

結局、単体の高齢クラブが減ってるいうのは、やっ
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ぱり対象人数めっちゃ多いんですけど、なかなかそ

れを維持していくのが大変なところを役員の方から

聞いててね。だから、その辺のところが大きな課題

やなと思うんですけれども、高齢クラブ加入促進と

か、いろんな地域に合わせた活動の多様化に向けた、

吹田市としての支援策をどのように行ってるのかっ

て教えてほしいんですけど。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 支援策につきましては、

基本的に広報活動になります。その辺で市のほうで

いろいろと広報することで加入を促してきたところ

でございます。 

  また、今後につきましては、今も吹高連の方とい

ろいろと会って、お話とかはさせていただいており

ますので、また、今後につきましてはお話しする中

で整理していきたいと考えております。 

○小北一美委員 一番下の健康・生きがい就労トライ

アル支援、これ、議案参考資料でも177ページにあ

るんですけど、これは新規事業でしたかね。新規事

業で、たかだか3,000円しか予算ないんですけどね。

この予算規模でこの事業の目的というか、実施に支

障はないんですかね。 

○三浦いずみ高齢福祉室主幹 こちらのほうが令和８

年度は大阪府が伴走的に支援をしてくださるという

ことで、市のほうでは3,000円、こちらは主には周

知のチラシの費用になります。 

○小北一美委員 大阪府が新年度は実施されるからと

いうことですね。 

この就労トライアルは週１回から２回、一、二時

間の作業とされてるんですけど、高齢者の負担や安

全性はどのように確保していくつもりなんでしょう

かね。 

○村山靖子高齢福祉室参事 健康・生きがい就労トラ

イアル事業の教室の参加とか説明会の参加につきま

しては、市民活動災害保障制度に加入しておりまし

て、市民活動をより利用しやすくするための市の保

険に加入しております。 

  トライアル期間の雇用期間につきましては雇用に

なりますので、有期雇用契約の中で雇用保険に加入

されているものと認識しております。 

○小北一美委員 事業者側の受入れ体制は十分確保さ

れているんですかね。 

○村山靖子高齢福祉室参事 事業者への説明について

はこれからっていうところもありまして、ある一定、

特別養護老人ホームであったり、施設を中心に理解

を深めていきたいっていうふうに考えております。 

  今年度、２法人さんの協力を得て、試しでやって

みているんですけれども、事業者様からも好評であ

るっていう御意見も頂いておりますので、メリット

等を周知をして拡充していきたいというふうに考え

ております。 

○小北一美委員 次、もう一つの資料の重層的支援体

制整備事業の高齢福祉室所管の分から２点ぐらい聞

きますね。 

  ナンバー４の包括的支援の事業ですけども、これ

は結構476万5,000円、前年度に比べると減額になっ

とんです。この要因は何なんですかね。 

○竹田陽一高齢福祉室主幹 この包括的支援事業は主

に地域包括支援センターの委託料とかいろいろその

ようなものを、必要経費として含まれている中でご

ざいます。 

  令和７年度につきましては、我々高齢福祉室内に

ある基幹型センターを使用している市民の方や地域

包括支援センターから相談を受けたときに入力する

総合相談の入力システムがございます。それが標準

化に対応する必要がございましたので、一旦、予算

を取った次第ですが、令和８年度はそれが不要にな

って、その部分が減額になったということでござい

ます。 

○小北一美委員 予算がちょっと減ってるので、あれ

っと思ったんですけども、高齢者相談の需要って結

構増えてると思うんですけど、それに対応するのに

当たって、この減額はあんまり影響ないと、体制縮

小ではないということに捉えていいんですかね。 

○竹田陽一高齢福祉室主幹 これ、システムのほうは

極めて技術的な、いわゆる総合相談のシステムを入

力するに当たって、住民情報と連携するっていうこ

とでございますので、特に相談分野において何らか

の影響を及ぼすところはございません。 

  ちなみに実際標準化で予算を取ったんですが、精

査の結果、その必要はないということで、今年減額
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補正しております。 

○小北一美委員 あと１点、７番の千里ニュータウン

プラザの管理事業、これは逆に823万9,000円の増額

となっておるんで、この増額の要因教えてもらえま

すかね。 

○中西典代高齢福祉室主幹 こちらなんですけども、

千里ニュータウンプラザ、ＰＦＩ方式で造られてお

りまして、千里ニュータウンプラザ内にある施設で

各費用を分担しているんですけども、令和８年度に

つきまして、その中で修繕関係を令和８年度にあち

こちされる御予定ということで計画が上がってまし

て、その分、金額が高くなっていて、それを各入っ

ている施設で案分した結果、こんだけ高くなってい

るということになっております。 

○玉井美樹子委員 資料もありがとうございました。 

  先に、先ほど出ていた生きがい就労トライアルの

とこで、令和７年度は２法人がやっていて、受けて

くれているほうは比較的好評ということなんですけ

ども、実際にここに就労で行かれる方からは求めら

れているものなんですか。何か意見はあるんでしょ

うか。 

○村山靖子高齢福祉室参事 高齢者の方からのニーズ

っていうのは高いなっていうふうに、今回市報で募

集して、20人の定員のところ26人、お断りをした方

もいらっしゃったんですけれども、申込みが多かっ

たという状況と、あと、受けていただいた方、２法

人しかなかったんで、お住まいから遠いところの方

なんかは来ていただけないということにもつながっ

たんですけれども、お仕事をされた方が６人いらっ

しゃるんですけれども、お小遣いができて生きがい

につながったり、その後、３か月の後に就労につな

がった方もいらっしゃいまして、少し今まで就労ま

で期間が空いてたんだけれども、こういう機会があ

ってチャレンジすることで新たに就労することがで

きたというような感想も頂いております。 

○玉井美樹子委員 取られていたアンケートでは働き

たいっていう人は40％ぐらいしかいてなくて、本来

やったら就労じゃなくて、生きがいを見つけて暮ら

すことへの支援が私は要るんじゃないかなと思いま

すし、これで働いてしまうと、例えばですけど、シ

ルバー人材センターに登録しているのと、ダブって

きたりとかそういうことはないんですか。仕事が重

なるとか、そんなんはないんですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 あくまでも就労トライアル

ということで、働ける可能性のある高齢者の方、自

信のない方を掘り起こすっていうような事業でござ

いますので、このトライアルが終わった後、働きた

いということでは一般就労のほうでもありますし、

シルバー人材センターのほうで登録するっていう方

法もありますし、このトライアルをした中でやっぱ

り働くのは無理かなということで駄目になる方は中

にはいらっしゃるとは思うんですけれども、この期

間的なサービスでございますので、そういう意味で

はシルバーのほうとかぶることはなく、また、この

トライアルによってシルバー人材センターの登録が

進むっていうところも一つの可能性としてあるのか

なと考えております。 

○玉井美樹子委員 3,000円だけの事業ですので、様

子を見ておきたいと思いますけど。予算書見てびっ

くりして、ゼロが足らんのんちゃうかなというふう

に思ったんで、様子は見たいと思いますが、本来は

その受け手側の方も人が足りないところがあるんじ

ゃないかなというふうに思いますので、その辺りは

よく事情は聞いていただきたいなというふうに思い

ます。 

  人の確保の対策の問題です。全体的に減額されて

いるんですけども、理由を御説明ください。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 今回の予算額につきま

しては、一定厳しい財政状況下ということもござい

ますので、決算額をベースに、既存事業の金額を精

査したものでございます。 

  また、要求資料のほうが当初予算での比較という

ことでしたので、掲載はしていないんですけど、今

年度の補正予算ということで議案参考資料にも上げ

させていただいております訪問介護等サービス提供

確保支援事業というようなところも、国庫補助活用

して、来年、全部繰越しになりますので、来年度実

施する予算規模としては、今年度よりは少し多くな

っているところでございます。 

○玉井美樹子委員 全体としては増額ということです



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 57 － 

けど、本来、枠を設けていたけれども、できなかっ

た理由はどのように精査されたんですかね。決算の

ときには使った額は少なくなってたのは事実かなと

思うんですけど、市が想定しているよりも、事業者

から、例えば資格取得の支援とか、そういったこと

の申出が少なかったという理由は何か聞き取りない

し検証されたんでしょうか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 決算の際にも申し上げ

たところではございますが、やはり周知といったよ

うなところが一番大きいかと思っております。 

  今回、先ほど答弁させていただきました補正予算

の内容というのが、対象が訪問介護事業所等に限る

んですが、今やっている枠組みと重複する部分ござ

いまして、どちらかというと訪問介護事業所等につ

いては今回の補正予算のほうに乗っていただいて、

それ以外の事業所というのは既存の枠組みに乗って

いただくというようなことを考えております。 

○玉井美樹子委員 確かに補正予算の分があるという

ふうには思うんですけど、体制を確保するために新

しい人に同行していくとか、そもそも同行する人手

が足りないとか、そういったことも起こっているか

なというふうに思うんです。特に訪問のサービスの

ところは、高齢者の部分だけでなくって、例えば、

児童部の家事支援の事業を担ってたりとか、新年度

スタートをしますけど、ＡＹＡ世代へのところもこ

の訪問の事業所が担うということになってきている

と思うんですね。 

ところが、残念ながら事業をやっている児童部や

健康医療部は人手不足についてまで検討していない

いうて予算委員会で言うてはったんですよ。結局、

福祉部が全て担うのが本当に大変なことなんだなと

いうふうに改めて思ってるんですけどね。この人手

不足については福祉部だけじゃなくて、ほかの部と

一緒にいろんなことを考えていくこと自身も求めら

れてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、

その辺りはいかがでしょうか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 委員おっしゃっていた

だいていますとおり、介護事業所に対して、我々以

外の部署もいろんなお願いをしているというところ

もございますし、これまでも我々としてはハローワ

ークとの共催で高齢福祉室と、あと障がい福祉室の

ほうで、合同で就職面接会や応募前説明会っていっ

たような形で採用につながる機会設けておりますが、

次年度以降、他部との連携も含めて、やり方も含め

て検討はしていきたいというふうに考えております。 

○玉井美樹子委員 連携して求職活動へのそういうこ

とはやるということですけど、人手を確保していく

ことに当たって、計画立てるに当たっていろんなア

ンケートされると思うんですけど、アンケートはい

つ具体化されるんですかね。もっと具体的なことを

求める声もあると思うんですけど、なかなか進まん

なというふうに私自身は思ってるんですけどね。い

つ具体化されるんですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 アンケートということ

で事業所実態調査のことをおっしゃっていただいて

いるかと思いますが、今まさに調査をしている最中

でございまして、一定回答数も、途中にはなります

が、前回調査時よりも一定多くいただいているとこ

ろもございます。今度の第10期計画策定の際に合わ

せまして、今行っております既存事業を含めて効果

的な施策というのは再構築する意味でも検討してま

いりたいというふうに考えております。 

○玉井美樹子委員 その言葉信じておきたいと思うん

ですけど、９期計画のときもアンケート取って具体

化って言ってて、結局魅力アップですかね、そんな

ことしか、広報活動とかそういうことで、結局、ま

た今実施しているけど、今度は10期計画って言って、

結局、何か具体策は先延ばしにしていく中で、事業

者はいろんな事業を受けなあかんようなってしんど

くなっていくとか、人が離れていくとか。魅力を上

げるって何やろうっていう、そういうことをもっと

踏み込んで検討いただきたいなと思うんですけど、

いかがですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 委員御指摘のように、我々

も事業所の方とふだんから相談しながら、いかに魅

力を発信できるかっていうところで取り組んできて

いるところではあるんですけれども、なかなか人材

の確保というところで実を結ぶっていうところが明

確に見えてこないっていうところが悩ましいところ

でございます。 
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  アンケートを取って実績みたいなものがなかなか

実現しないというような御指摘、耳の痛いところな

んですけれども、我々としてもいろんな部のほうで

も介護人材に頼る状況っていうとこが出てきていま

すので、そういったところも我々が人材確保、これ

から行っていく上でも、非常に心強い方針になるの

ではないかなとも思いますので、できる限り皆さん

の意見を聞きながら、事業実現に向けて取り組んで

まいりたいと思います。 

○玉井美樹子委員 そこの部分は置いておきたいと思

います。 

  あと、吹一のいこいの間、公民館と一緒になると

思うんですけど、いこいの間の跡はどうしはるんで

すか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 吹一いこいの間の跡地に

つきましては、本年度、利活用調査を庁内でさせて

いただきまして、特に手が挙がらなかったことから、

売却を前提に今進めているところでございます。 

○山際順一高齢福祉室参事 補足させていただきます

けれども、今委員おっしゃっていただいている吹一

いこいの間ですけども、もともとこちらの市のほう

に御寄附いただいたところになっております。今、

主幹からありましたように、希望する部署はなかっ

たんですけども、もともと御寄附いただいたってい

うことから、今回、希望する部署が市としてなかっ

たっていう部分と、今後、売却に向けてっていう形

で検討させていただくと。市の行政運営に役立てさ

せていただきたいということでお伺いしまして、了

承をいただいております。 

○玉井美樹子委員 市の行政運営に充ててくださいと

いうことで御寄附いただいてると思うんで、簡単に

売却なんていうことはせずに、ちゃんとその意味を

説明をして、利活用調査をきちんとしていただきた

いというふうに思います。 

  あと、高齢者の聞こえの調査等が行われています

けど、調査はするけど一緒ですよね、さっきの人材

確保と。アンケートは取るけどなかなか具体化せえ

へんっていうのが課題かなと思っているんですが、

聞こえの調査を生かした施策というのは新年度何か

あるんでしょうか。 

○三浦いずみ高齢福祉室主幹 来年度につきましては

新しいことは実施はないんですけども、令和６年度

から耳の聞こえをチェックするアプリによる相談み

たいなものを相談会で実施しておりますので、それ

については継続して、聞こえの気になる方について

は耳鼻科への受診勧奨をしてまいりたいと思ってお

ります。 

○玉井美樹子委員 調査をされているわけですから、

補聴器購入補助とか、これ、認知症対策にもなって

いくわけでしょ。それ、医療的にも明らかになって

いますから、そのような検討をしていただきたいと

いうふうに思います。 

  あと、吹田の介護老健施設について少しお聞きを

します。 

  今、パブリックコメントが、間もなく終了ですけ

ど、行われていると思いますが、パブリックコメン

トでいろんな意見を聞かれるのは大事かなというふ

うに思うんですけど、例えば、利用者とか家族とか、

利用者の中には障がいがあったりで、実際、文字を

書くことが不便な方とかもおられると思うんですけ

ど、そういった利用者や家族の声はどうやって聞く

んでしょうか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 実際にお声を頂く形と

いうのがパブリックコメントになろうかと思ってお

りますが、今回のパブリックコメント実施に当たり

まして、事業用のほう協力いただきまして利用者並

びに御家族の方に対し、パブコメ実施に関する通知

文のほうを送付させていただいております。 

○玉井美樹子委員 いろいろ通知していただいて、き

っと施設でもパブコメの用紙を置かれたりとか、い

ろんな工夫はされているのかなと思うんですけども、

地域の中で、例えば健康講座をされたりとか、地域

に開く形、認知症カフェをやられてたりとか、認知

症サポーターの養成講座とか行ってきてたと思うん

です。そういう意味では、地域に開かれた施設だっ

たんかなと私改めて思ってるんですけど、そういっ

た今こういうふうにパブリックコメント取りますよ

とかいう地域への説明なんかはどのように行われた

んですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 地域への説明というこ
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とでございまして、こちらに関しましてはどうして

も我々もどういった団体であったり、どういった塊

でっていうところで、ちょっと周知が難しかったも

のになりますので、特段、ここに限ってっていうと

ころでしてはいないところでございます。 

  先ほど玉井委員からおっしゃっていただいたとお

り、事業団の施設のほうにパブコメの用紙を置かせ

ていただいたりというような形で周知を図っている

ところでございます。 

○玉井美樹子委員 それはあくまで施設の利用者で来

所した人向けですよね。地域に向けて、例えば財団

がこれまでやってきた健康講座のことだとか、認知

症サポーター養成講座の講師を、どこに講師に行か

れてたんかとかね。地域の施設の話ですから、方針

を示すんであればね、そういったところへの説明も

行われるべきじゃないかなというふうに思うんです

けど、今後もそういったことを実施される予定はあ

りますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今御指摘ありましたよう

に、パブリックコメントに際しまして地域の方への

周知というのができていなかった部分、御指摘のと

おりかと思います。また、パブリックコメントの中

でも、そういった地域活動に力を入れているという

ところも御意見を既に頂いておるところであります

ので、関係する団体さん等につきましては、これか

らパブリックコメントを経て、素案が確定していく、

これからまた手続を進めていく中で、周知の方法を

考えていきたいと思います。 

○玉井美樹子委員 ぜひ説明はしていただきたいと思

います。 

  パブリックコメント取られている市の方針案の中

に、見ていたら、指定管理の期間を短くするという

ふうに案の中で書かれてたかなと思うんですけども、

それは指定管理の期間を結ぶに当たって、一体どこ

に該当するのが、期間を短くするということができ

るのかっていうことと、私は運営とかね、運営上と

か経営上の大変さは物価高騰とか、そういったこと

の外的要因に当たるんじゃないかなというふうに思

うんですけど、本来、協定、指定管理期間結んでい

る以上ね、短くするとか、例えば解除するとか、そ

ういったことって相当の理由が要るのかなと思って

るんですけど、物価高騰とかで運営そのものの大変

さは、外的要因に当たると思うんですけど、それで

も一定方針を出せば期間は短くするということで、

条例のどこに当たるのかだけ教えてください。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 条例の明確にどこという

ところは、資料持ち合わせてないんですけれども、

協定の中で財務状況等も踏まえて、経営が難しくな

る、事業が不能になるという場合については、指定

期間の短縮といいますか、指定期間取消し事由に当

たるという協定があったかと思いますので、その辺

りに当たるのか、あるいは市の方針として、辞退を

いただくのか、指定の取消しという、市からのアク

ションとして手続を進めていくのかは今ちょっと検

討中でございます。事業担当とも調整しながら進め

ていきたいと思っております。 

○玉井美樹子委員 さっきの運営がしんどくなるいう

のは外的要因に当たるんちゃうかなというふうに思

うので、そこは少し調べていただきたいですし、ま

たどこかの段階で教えていただきたいというふうに

思います。 

  運営が、一部、人件費がほかよりも高くって言わ

れてますけど、職員さんの中には新卒から一定60歳

まで働かれてる方もおるということで、そういう意

味では安定的に人が働きやすいところになってたか

ら、利用者へのサービス提供ができていたんじゃな

いかなというふうに思います。 

  例えばですけど、財団には、もちろん役員会なん

かでは話しされてるんかなと思うんですけど、働か

れている職員さんにはどのような説明をされている

んでしょうか。内容についても説明をお願いします。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 一般の職員の方に関し

ましては、資料のほうに書かせていただいたとおり、

在り方方針の、我々がここに至った経過でございま

したり、どういった考え方でこういった結果にした

のかということをまず一旦御説明のほうをさせてい

ただきました。 

  その上でまた、質疑応答というような形で、職員

の方から質問いただいて、それに対してお答えをす

るといったような説明会のほうは２回ほどさせてい
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ただいております。 

  また、今後も事業団のほうから、個別に座談会み

たいなものが必要ということであれば、そういった

要請には応えていきたいというふうに考えておりま

す。 

○玉井美樹子委員 一定利用者もいますし、地域への

説明もまだということですので、地域への貢献度と

かいろんなことを考えて、先ほどもあった市が方針

を転換していくというふうな、方針をお持ちという

ことなので、そこはもう少し丁寧にきちんと説明を

していくことを求めておきたいと思います。 

  置きます。 

○五十川有香副委員長 さっき吹一のいこいの間の話

で、売却に向けて検討という答弁があったんですけ

ど、先ほど児童部の答弁もありましたし、私も本会

議で公共施設最適化の基本的な考えを確認している

んですけれども、売却に向けて検討というのは、答

弁としてというか認識が違うと思うんですね。そこ

は、答弁修正が必要だと思いますけど、いかがです

か。 

改めて基本的な考え方を本会議でも、私に対して

というよりかは、これは在り方の計画にも書かれて

いますので、基本的にその調査をして、希望がなか

ったっていうのは分かりましたけど、ほかの公益性

の高い用途としての貸付け等も検討をまずしていた

だくんですね。それらの活用がない場合には売却も

視野にっていう、最適な資産活用を進めることを基

本としていますので、売却を検討するにはあまりに

も、この意味を飛躍されてると思いますが、その点

いかがですか。認識の点で確認です。 

○山際順一高齢福祉室参事 先ほどの御答弁の中で、

今副委員長からおっしゃっていただいたように、認

識の部分が売却を検討という形で申し上げましたけ

ども、おっしゃっているような貸付けと、そういっ

た段階を踏まえて売却を視野にという形で答弁を修

正させていただきたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

○益田洋平委員長 ただいま理事者から発言を訂正し

たい旨の申出がありましたので、許可いたします。 

  引き続き、質問があれば受けます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

次、今、老健のお話もしていただいていて、私も、

資料もこれまでの検討内容ということで頂いており

ます。 

  今、２月に職員への説明をされた内容について御

答弁いただきました。気になるのが負担金が９月に

決まった後に財団に説明と書いているんですけれど

も、その時点で、吹田市が直接的に今回のように介

護施設の職員の皆様に説明をしていないのはなぜで

しょうか。理由があればお答えください。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 負担金の御議決いただ

いた後に、すぐに一般職員の方に説明をしなかった

かというとこなんですけど、なかなか議決後、我々

も在り方を検討していくというところで、９月定例

会のほうでもるる答弁させていただいたところでは

ございますが、やはりこの時点では、まだ今後の在

り方っていうのが何も定まっていないとこでござい

ましたので、一定一般職員に対して説明できる事項

があまりなかったというところから、もう１点我々

としては在り方が決まった段階で職員に対しては説

明会をするべきだろうというようなことで今回は進

めさせていただきました。 

○五十川有香副委員長 やはり市の中で決まった段階

でではなくて、まず、決める段階の中で、今の現状

どうですかっていう聞き取りが十分に必要なんじゃ

ないかなっていうふうに思います。 

  ２月のときに２回実施されたときも様々な御意見

があったかと思います。パブコメで手続の、今の案

は５月定例会にっていうような案になっております

けれども、ここの現場の影響ですね。現場の職員さ

ん、利用者に対する影響というのは非常に大きいで

すので、十分に声を聞くということを努力していた

だきたいですが、その点いかがですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 先ほど玉井委員への答

弁の中でも触れさせていただきましたが、これから

もこの説明会で終わるということではなくて、やは

りいろんな求めがございましたら、その求めに応じ

た形でいろんな方法でお話というのは聞いていきた

いというふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 それとあと、今、地域の方へ
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のお話のことも言っていただいていました、委員さ

んから。そこで、先ほどの答弁でしたら、今後、地

域への説明も検討していくということですけれども、

パブコメの期間って恐らく３月の中旬ぐらいに終わ

るんじゃないかなと、今の示しておられる。でも、

聞いただけでというか、説明しただけで意見を取ら

ないというか、パブコメに間に合っていないからと

いって説明するだけというのは当然駄目やと思うん

ですね。その認識は、お話をしていただくというこ

とであれば、そういった声も十分に勘案すべきと考

えますが、その点はいかがですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 今は既に頂いているパ

ブリックコメントの中でも一定関係しているボラン

ティアの方でございましたり、市民の方といった、

恐らく地域の方になろうかと思いますが、そういっ

た方々からも御意見頂いております。先ほど、今後、

地域への説明というところにつきましても、在り方

方針については、一定我々としては３月末に公表し

たいというふうに考えておりますが、その後の細か

な部分でございましたりとか、一定地域のお声って

いうのも説明会の中で聞いていきたいというふうに

考えております。 

○五十川有香副委員長 考えていますがというところ

で、地域の声とか地域にとってどうなのか。そうい

ったところもやっぱり方針には入ってないんちゃう

のっていうところも御指摘があるんですよね。だか

ら、そういったことはしっかりと、パブコメにない

から、取りあえず末に公表はするけど、その後聞い

ていくっていうのはそれは違うんじゃないでしょう

か。３月末までにできることは十分に市として努力

すべきちゃいますか。その点いかがですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 パブリックコメントの期

間というのが11日までということになっております

ので、パブリックコメントで頂いた意見につきまし

ては、そこで意見をきちんと回答させていただきた

いと思っております。また、現在素案という形です

ので、これをどういった形で最終的な、素案を取っ

て、きちっとした方針にしていくかという部分につ

いては、きちっと御意見を頂いた部分を踏まえて、

方針のほうに反映させるかどうか検討していきたい

と思っております。 

  その後、なかなか手続的に、どうしても意見を直

接方針に反映させる期間というのは難しいんですけ

れども、そういった意見を踏まえて、我々がどうい

った考え方でこれから進めていくのかということに

ついて、きちんと関係者、地域の方も含めて、説明

をしていきたいというふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 在り方の検討というのは、公

表するのが目的じゃないですよね、早くに。そうで

はなくて、しっかりと意見聞いて、市としてどうし

ていくかというところに、先ほどの玉井委員さんか

らの御指摘も、指定管理の期間はどうなのかって聞

かれても、すぐに答えれない今の状況で、本当に今

もう３月中旬になりかけるところで、指針は公表し

てというのは、あまりにも拙速過ぎると思います。

しっかりと根拠示して、説明の中でも、声を聞く中

でも、そういったことが行政の説明責任として必要

かと思いますが、その点いかがですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 恐らく地域の方、あるい

はボランティアの方の、今、頂いている御意見の中

でいいますと、そういったボランティアの活動場所

として、特に吹田老健というのは非常に大きな役割

を果たしていたというようなところが御意見多いで

すので、そういったところについては、公募条件の

中でどういう反映ができるのかということで、検討

を進めたいと思います。 

○五十川有香副委員長 十分に声を聞いて、丁寧に進

めるというか、丁寧にまずは声を聞いていただきた

いと改めて申し上げておきます。 

  資料を頂いていて、エッセンシャルワーカーの件

はほかの委員さんも指摘をしていただいたので、私

は資料を頂いてるんですけれども結構です。 

一応、介護保険料の収納業務でｅＬ－ＱＲ導入と

いうことで出されてますけれども、これについて具

体的な事務作業の自動化と効率化の具体的な見込み

を教えてください。 

○丸田佳代高齢福祉室主査 ｅＬ－ＱＲの導入につき

まして、事務作業の効率化というところにつきまし

ては、今のところ令和８年度予算の中ではシステム

のほうを改修させていただきまして、そちらを消し
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込みできるようなシステムに改修いたします。 

  市民の方につきましては、使える収納方法が増え

るという形になります。具体的に言いますと、まず

クレジットカードのお支払いができるようになると

いうところと、それからスマートフォンの決済アプ

リの数が、今の時点ですけれども29種類まで増える

という形になっております。そのほか、銀行も全国

の金融機関が使えるようになるというところの市民

さんのメリットがございます。 

○五十川有香副委員長 未収金ですか、そういったこ

とを防ぐための効果というか、そういうのはどのよ

うにお考えですか。 

○丸田佳代高齢福祉室主査 スマートフォンの決済に

つきましては、今、市独自でも導入いたしておりま

すが、毎年大きな伸びで件数が増えているところに

なります。スマートフォン決済についての令和６年

度の実績としましては、3,125件となっております。

その前の年が1,500件ぐらいでしたので、結構大き

く伸びている部分になっていくかと思います。こち

らのほうのｅＬ－ＱＲを導入することによりまして、

収納方法が拡大しますので、収納率のアップにも寄

与するかと思います。 

○五十川有香副委員長 最後、高齢者いこいの間の改

修について、利用者の声というのは具体的にどのよ

うに聞かれたかお答えください。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 いこいの間の改修につき

ましては、改修の実施前にいこいの間の管理をされ

ているのが地区の高齢クラブになりますので、地区

の高齢クラブの連合会長さんにお声がけさせていた

だいて、地区の方、連合会長さんのほうから集めて

いただいて、基本的には地区の単位高齢クラブの会

長さんが大体いらっしゃいます。その中で、市のほ

うから、大体改修の内容などを説明させていただい

て、その場でいろいろと御意見頂いて、反映できる

ものは工事に反映させていただくというような形で

させていただいております。 

○五十川有香副委員長 反映できたもの、できなかっ

たもので、様々な御意見頂いていると思いますけど、

十分にその声というのは、１回だけ聞いて終わりと

かじゃなくて、何回もやり取りをされて、丁寧に積

み上げてこられたという理解でよろしいでしょうか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 皆さんにお集まりいただ

いて御説明するというのは、基本１回させていただ

くんですけれども、その後も例えば工事をする中で、

いろいろと、ここどうしようというようなことがあ

ったりしますので、その都度、地区の連合会長さん

に御相談させていただいて、判断していったりして

いるところでございます。 

○澤田直己委員 老健についてだけ聞かせてください。

去年の９月に附帯決議が可決していると思うんです

けど、その中では事業団に対して人件費等の経費削

減、賞与、退職金の見直しを含む経営努力の徹底を

求めているかと思うんですけども、これは令和７年

度は、何を実行に移されたのでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 令和７年度、補正予算を

御議決いただいてから、直ちに附帯決議の趣旨をお

伝えして、15日にはＰＤＦを送付という形を取らせ

ていただいております。附帯決議の中でも事業団に

求めることということを書いておられますので、恐

らく配慮していただいているのかなというふうに思

っておるんですけれども、特に一般的な経費削減と

いうのが既に実施されている状況で、なかなか難し

いという返事を事業団のほうから頂いているのと、

あと併せて具体的に明記されていました人件費等に

関しましては、なかなかこちらが直接の雇用主でな

いというところもありまして、令和７年度はなかな

か進捗が今ところ具体的に御説明できるようなもの

がないような状況ですが、これから５月議会に向け

て、事業団とも調整を引き続き進めていきたいと思

っております。 

○澤田直己委員 例えば12月の賞与であったりとか、

その効果というか経営努力の具体的な数字というの

は、全く把握してないということですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今、具体におっしゃって

いただきましたボーナスとか、そういったところに

ついては、今現状、何か削減ができているというよ

うな状況ではございません。 

○澤田直己委員 この在り方に関する方針の中で、ど

こまで書いてあったか忘れましたけど、事業譲渡に

仮になったとしても、この附帯決議の文書というの
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は生きてくると思うんですけど、この辺は引き続き

求められるんですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 委員おっしゃっていた

だいたように、この附帯決議の内容も含めまして、

事業用途に係るもの等含めて、５月定例会のほうで、

種々の予算のほうを計上していきたいというふうに

考えております。 

○澤田直己委員 その５月定例会の予算、運営費負担

金のことは書いてあるのかな、見込みは幾らぐらい

ですか、これ。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 在り方方針のほうで試

算しておりますので、恐らく数字の部分は変わって

こようと思いますが、表の中でお示ししております

のが、3.3億円が一定負担が必要になってくる部分

と考えております。 

○澤田直己委員 これ人件費の部分なんですけど、別

に人件費が高いから駄目というわけじゃないんです

けど、一応、９月のやり取りでは、民間のたしか３

割増しぐらいの人件費だったと思うんですよ。これ、

職員の引継ぎに関して、多分書いてはると思うんで

すけど、職員は引き継ぐけども処遇条件は引き継が

ない、今からの交渉ですけどね。この辺、もしか処

遇条件は引き継がないとか、一部しか引き継がない

とか、その辺の市として決めてることとか何かある

んですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 あくまで公募条件等に

ついては、これからも引き続き検討していくところ

になりますが、一定、事業者の方ともいろんな、訪

問してのヒアリング等もさせていただく中では、な

かなか今の給与体系等を含めて、そのまま現給保障

というのは難しいというふうに聞いておりますし、

先般の職員への説明会等の中でも、なかなか引き継

ぐとなった際には、そういった点が難しいのではな

いかというところも含めてお伝えしているところで

ございます。 

○澤田直己委員 この在り方方針の中には、事前ヒア

リングの中で、介護老人保健施設以外への転用とい

うところに回答した法人数が６者あると書かれてお

りますけども、転用といってもいろんなやり方ある

と思いますけども、例えば譲渡後の、マンションに

転用するとか、そういったものを防ぐ手だてという

のは、どういうふうにお考えですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 この調査の中で、転用

をどういったものかといいますと、基本的には介護

老人保健施設で運営して、そのときの介護に対する

施設の需要を見ながら、例えば医療法人さんでござ

いましたら介護医療院というものがございますので、

そういったものでございましたり、特別養護老人ホ

ームといったようなものには転用といったものを、

意図しての転用というふうに考えております。 

  また、転用をどうやって防ぐかというところにつ

いては、貸付けにするのか、売却にするのかも含め

て、一定これから検討していきたいというふうに考

えております。 

○澤田直己委員 事業譲渡に関して、仮に公募条件案

を提示されたときに、意向あるという法人が５者い

たということは、これは前向きな話かなと思います。

ただ、なるべくそれは有利な条件にはしていただき

たいなとは思っているんですけども、事業譲渡でき

るからといって、例えば、建物をただ、土地無償、

大規模改修、市が負担。あれもこれも無料で市が負

担でとなってくると、それやったらもう売ったほう

がいいんじゃないかというね、解体費用かかるけど

も、1,500坪ぐらいの土地ですから、あそこを売っ

てしまったほうが、市民の負担を減らせるという考

え方もあるとは思うんですけども、何か交渉に向け

た方針みたいなのはあるんですか。ここだけは譲れ

ないとか、そんなん言っていいんかしらんけど。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 今後の補助金について、

また改めて別の会議体でも諮ることとしております

ので、なかなかどこまで申し上げていいのかという

ところはございますが、例えば事前ヒアリングの中

でも、一定、昨年の９月定例会で結構厳しい意見を

頂いているというところもあるので、今後、今おっ

しゃっていただいた改修費の負担金を市が出すこと

ができるかというところについては、なかなか厳し

い意見があると思いますといったようなことでござ

いましたりとか、仮に公募条件では設定しておりま

すように、仮に土地の部分等についても、基本的に

我々としては価格提案というような形で、一定、何
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がしかの基準で最低落札価格といったものは設定し

ないといけないとは考えておりますが、価格提案を

含めて検討することで、一定、市場価格にのっとっ

た形での貸付けであったり、売却というのが可能な

のかというふうに考えております。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 少し補足をさせていただ

きます。まず、民間に更地にして売却するほうがと

いうお話もあったかと思うんですけれども、そこの

方針に関しましては、在り方方針の中でもお示しの

とおり、介護保険施設としては、市としてまだ必要

な施設だと思っておりますので、ここは一つの大き

な方針として、介護保険施設、老健等一定期間続け

ていただく条件での公募としたいというふうに考え

ております。 

  先ほど、外山からもありましたように、我々とし

ましては、できるだけ公募条件を広く取りまして、

応募者がなるべく手が挙がるような状態でいろんな

提案も受けながら、価格も含めて提案を受けながら、

一番いいところに決めていきたいというふうに考え

ております。 

○澤田直己委員 僕も、そういうニーズもあるんでし

たら、なるべく売るよりも、利用者もいらっしゃる

わけですから、続けていただいたほうがいいのかな

とは思いますけどね。あれもこれも譲って、何か白

旗上げるみたいな、それ、提案というんか、交渉に

すらなってないような案であれば、どうなのかなと

いう思いがありますので、その辺は皆さんに頑張っ

ていただきたいなと思っております。 

  僕、質問時間ないんで、あんまり全部やったらあ

れやけど。その方向で進めていただきたいですし、

昨年、議会が9,000万円認めたのも、ただただ延命

を図るのではなくって、経費削減、退職金見直し等

を含めて経営努力を求めた上で賛成したという経緯

もありますし、その履行が令和７年度はされてない

のか、されても把握されてないだけなのか、ちょっ

と分かりませんけども、何もないのであれば、じゃ

ああの附帯決議は何やってんとか、可決するまでは

そういうことを言うけど、結局、何もされてないっ

ていうことにもなるんであれば、市民的には理解を

得にくいですし。ただただ条件を緩めて民間に譲る

ということも、普通の市民からしたら、なかなか理

解は得られにくいのかなというところなんで、譲渡

の方向で全然いいですけど、それありきではなくて、

やっぱり市民負担を最小にする戦略というのをしっ

かりと練っていただいて、進めていただきたいと思

います。 

○中西勇太委員 違う観点のところだけ。介護保険特

別会計、今回のを見させてもらっても、361億1,000

万円ですか、前年比等見ても5.2％増というような

ところで見させてもらってるんですけど。先日の議

会でもこの介護のところは、必要な方に必要な支援

をしっかりしていくという観点だけではなくて、こ

の増額していく予算のところは、やっぱり見ていか

ないといけないなと思っているんですが、健やか年

輪プランのところでも推計されてたところと比べて、

この増額は見込んでいた範囲内にあるのか、それよ

り増しているのかというところとかを説明していた

だけたらと思います。 

○井上孝昭高齢福祉室主幹 今回、計上させていただ

いている予算につきまして、計画値から大きく外れ

ているのかという部分につきましては、そんなに大

きくは外れておりません。 

ただ、今回、国のほうで令和８年度の介護報酬改

定、こちらは臨時の改定になるんですけども、こち

らのほうが予定されておりますので、その分、約５

億円を積算しております。その分を追加で計上させ

ていただいておりますので、一部計画値よりも上昇

している状況でございます。 

○中西勇太委員 分かりました。少しちょっと上振れ

してるのかなと思ったので聞いたところではあるん

ですが、その増加の要因というか、被保険者数が増

えているのかとか、単価が増えているのかとか、そ

の辺りで御説明いただけますか。 

○井上孝昭高齢福祉室主幹 委員のおっしゃるように、

一番大きな要因につきましては、やはり認定者数の

増加が特に大きいと思っております。令和８年１月

末現在で、既に認定者数は２万人を超えておりまし

て、毎年増えている状況でございますので、今現在

のところ、給付費につきましては年々増加している

状況でございます。 
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○中西勇太委員 なかなか市でコントロールできる要

因と、先ほどおっしゃったような国の改定の要因と

いろいろとあると思うんですが、今回、収納率を上

げるためのというのは、先ほど答弁もありましたけ

ど、介護予防のところとか、重症化防止というよう

なところでは、市でも努力できるところなのかなと

思うんですが、今回、フレイルの取組とか追加でさ

れてますけども、そういった介護予防、重症化防止

改善というようなところに、今回、具体的にどれぐ

らい予算の計上されているかというところと、フレ

イルの取組とかもそうなんですが、医療介護の取組、

結果を見るのも難しいとは思うんですけど、ただや

っぱり結果を見ずに、やりました、やりました。そ

れで予算膨らんでいってても意味ないかなと思うん

で、成果指標というのはどうやってされているのか

というところを、教えていただけたらと思います。 

○三浦いずみ高齢福祉室主幹 指標としましては、一

旦、毎年75歳以上の健康課題というのを七つこちら

では示しているんですけれども、それについては毎

年どのような、例えば検診の受診者がどれぐらいな

のかですとか、筋骨格系の方の有病率ですとか、そ

ういうのは把握はしてるんですけれども、評価につ

いては一つ一つ、オーラルフレイル予防相談ですと

か、フレイル等栄養相談なんかがあるんですけども、

そちらに対する、例えば目標の達成の状況なんかを、

一つの事業ずつでは評価指標はつくっている状況で

ございます。 

○中西勇太委員 難しいこと聞きましたけど。１人当

たりの介護給付費月額を、大阪の中で一番低くしま

すとか、例えばですよ。そういうので見たら、大阪

市内とかはすごく高いと思うんですけど、そういう

ところと比べたら当然低いけど、箕面市さんとかと

比べたらちょっと高いとか、そういったところの要

因分解して、目標を設定するとかというのも一つな

んかなと思うんですけど。その辺りの御見解をお聞

きして終わろうかと思います。 

○竹本和倫高齢福祉室長 今、計画策定している中で

は、給付費の分析というところもさせていただいて

おります。なかなか介護のサービスというのは、ち

ょっと医療とは違いまして、ケアマネジャーという

マネジメントされる方がいらっしゃるので、基本的

には適正なサービス、必要なサービスに準じている

という認識でございます。 

  できる限り介護予防なり元気になっていただくと

いうところを念頭に置きながら、給付費をいかに、

保険料を上がらないように抑えていけるかというの

は、我々の課題かと思いますので、そういった他市

との分析の状況というのも、今後、計画の中で検討

していきたいと考えております。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ですが、職員入替えの

ため暫時休憩します。 

（午後５時50分 休憩） 

（午後５時53分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○玉井美樹子委員 資料も頂きました、ありがとうご

ざいます。 

  資料はもらってないですけど、片山・岸部障がい

者相談支援センターの大規模改修の間は、どのよう

な対応をされるんでしょうか。 

○山田卓生障がい福祉室主幹 大規模改修の際は、一

旦、退避をして、改修が終わりましたら元の場所に

戻る予定でございます。 

○玉井美樹子委員 その間は相談センターなんで、運

営はどうされるんですか。 

○山田卓生障がい福祉室主幹 現在、担当の地域のと

ころの公共施設を探しているところでございまして、

まだ関係部局とはまだ協議を進めているところでは

ございませんが、その候補地を今探しているところ

でございます。 

○玉井美樹子委員 支障のないようにしていただきた

いというふうに思います。 

  リフト付介護タクシーのクーポンが交付されてい

ると思うんですが、対象が在宅の障がいの方のみに

なっていると思います。障がいや高齢、児童の更生

施設等に入所していないことが要件というふうにな

っているのはなぜでしょうか。 

○中岡伸之障がい福祉室主査 今回、タクシーの利用

券なんですけども、一応在宅の方で、自宅から外出

される方というのを対象にしています。 
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○玉井美樹子委員 在宅は対象になってるけど、要件

としているのはなぜですかって聞いたんですよ。条

件は分かったんで。何か理由あるんですか、なかっ

たらないでいいんですけど。 

○中岡伸之障がい福祉室主査 今、私のほうでは分か

りません。申し訳ないです。確認させていただいて、

また後ほど回答させていただきたいです。 

○玉井美樹子委員 さっきのが分かったら、もう１個

聞きたいこともあるんでお願いします。 

  あと、資料を頂いた手話の施策推進方針のことに

ついてです。遠隔手話を対応しているというふうに

書かれていましたけど、市の窓口の手続のみの対応

なんでしょうか。あと、各部ではどのように利用さ

れているのか、把握されていたら説明をお願いしま

す。 

○清家裕子障がい福祉室主幹 遠隔手話の利用につき

ましては、事前に御登録をいただいた形で御利用い

ただくことになっているんですけれども、市役所の

窓口というよりは、コロナ禍等で大阪府のほうで始

めた事業というところで、医療機関に行かれる際で

すとか、市の設置通訳士を派遣するのではなくて、

代わりに市の設置通訳士が吹田市役所から、医療機

関などで通訳をさせていただくというふうになって

おります。 

○玉井美樹子委員 それは事前の登録の方しか使えな

いんでしょうか。緊急対応とかはできないんですか。 

○清家裕子障がい福祉室主幹 現在のところは、事前

に御登録をいただいた方に御利用いただくというと

ころで、ＬＩＮＥを利用した制度になっておりまし

て、そちらのほうに、簡単に言うと友達登録みたい

なところをしていただいて、そこからビデオカメラ

の通話という形でしていただくようになっておりま

すので、いきなりというところはちょっと今、対応

できていないんですけれども、今後、予約不要とい

う形でもできるようなところとかも、いろんな事業

者のサービスを検討する中で、こちら、本市のほう

でも実施できるように検討をしていきたいと考えて

おります。 

○玉井美樹子委員 ぜひ検討をしてほしいと思います。 

  あと、手話講座についてお聞きをします。新年度

も同じコースで、人数も同じでしょうか。 

○池田さとみ障がい福祉室主幹 人数等につきまして

は同じ予定でございます。ただ、ステップアップ講

座につきましては、来年度時間帯のほうは変えよう

かなという話になっております。 

○玉井美樹子委員 そのステップアップは、次、聞こ

うと思ってたんですけど、ステップアップ講座は時

間帯は変えるけど、１回のみということでしょうか。 

○池田さとみ障がい福祉室主幹 コースとしては１講

座の予定になっております。 

○玉井美樹子委員 ちょっとそれは残念やなと思うん

ですけど、会話コースの修了者の数と比べて、募集

の１コースは20名なんですよ。もう１コースあった

ら、できる人を増やすということにはなるんかなと

いうふうに思います。例えば、ステップアップ２コ

ース、20名を２コースするとか、そういうふうにし

ていけば、育成にもつながっていくんじゃないかな

というふうに思ってます。 

  私、今年度、会話コース、自分は修了して、申込

みをしたら、ステップアップコースに当たりはした

んですけど、待ってはった人たちがいるので、20人

の中でも随分、実力に開きがあって、７年間ぐらい

やっている人と、まだ私みたいに入門コースあって、

会話コースあって、２年、３年ぐらいの人と一緒に

受けてるので、実力差もあるんですよ。検定試験を

もう受けてる人とか、受けてない人とか、でもそう

いうことでは、やっぱり次に育成にはつながらない

ので、例えばステップアップ１、ステップアップ２

とか、２コースつくるとか、きっと講師の方がずっ

と同じではないので、講師料の関係とか、そんなん

で難しくなっていくのかなというふうに思うんです。 

  講座さえやればいいじゃなくて、講座をすること

で、やがて例えば市の登録制度につなげていくとか、

今は大阪府全体で手話通訳の登録もされているので、

通訳できるけど、どこに派遣されるか分からないか

ら登録は控えているとか、そういう人たちもいると

思うんです。例えば、吹田市がつくれば、派遣先が

吹田なら、登録制度に登録しようかなという人が出

てきたりとか。でも、その前段階で人を育てていか

ないと、そういうことになっていくんじゃないかな
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というふうに思うんです。 

  ただ、人数増えればいいってもんじゃないという

のは、受けてみて思っているんですよ。20人ぐらい

が、やっぱりちょうどいいやろなというのは思うの

で、コースを複数化するとか、それは次につなげる

ステップになるっていうふうに、ぜひ、障がい福祉

室で捉えてほしいなと思っているんですけど、その

辺りはいかがでしょうか。 

○吉村 恵障がい福祉室長 ステップアップ講座につ

きましては、今年度後半から始めさせていただいた

事業ということで、今、委員からも、参加していた

だいての御所感等も聞かせていただきましたし、ま

た御参加いただいているほかの方からもお声をお聞

きしながら、また来年度以降、どういった形が一番、

この手話をしていただく方の養成につながるのかと

いうところを、現在は会話コースを終わった次のと

ころの、レベル差が非常に激しい講座の間を埋めて

いくというところで始めたものでございますけれど

も、今後の様々な制度につなげていけるような養成

講座はどういったものかというのは、引き続き検討

していきたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 あと人材確保についてお聞きをし

ます。 

  魅力発信の取組で、どれぐらいの人が確保できた

のでしょうか。 

○川島奈津美障がい福祉室主査 今年度、魅力発信事

業に力を入れて実施させていただいたところなんで

すけども、それで直接何人がというところは効果検

証の段階でして、今年度終わってからの報告を受け

て、検証していくものと考えております。 

○玉井美樹子委員 確かに効果検証はこれからという

のは分かるんですが、障がいの事業所の、特に訪問

するサービスのとことか、この間、予算分科会で児

童部とか、健康医療部とかお聞きする中で、特に児

童部の家事支援のとこは、障がいの訪問サービス事

業所も受けてはるいうことで。だけど、残念ながら

事業はやってもらってるけど、福祉に関わる人材確

保について、児童部は検討してないという、残念な

御答弁やったんですけど。 

やっぱり、福祉部だけで魅力発信していても、な

かなか伝わらないところはどうしたら、魅力がどこ

にあるんかみたいな、魅力がないと言われるのはど

こなんかとか、もう少し、なぜ集まらないのかとか

ね。そうなると市全体の事業が福祉の人材が確保で

きないことで、ままならなくなっていくし、今回、

新年度の予算の中で、ＡＹＡ世代への対応とかも、

同じ事業所が受けていくことになるん違うかなと思

うんですよ。新年度の予算の中では６人分というふ

うに言ってましたけど、やっぱりもうちょっと踏み

込んだ人の確保策みたいなんを取り組まないと、事

業そのものが成り立たないんじゃないかなと思って

いるんですけど、検証がこれからとはいえ、同じだ

けで、本当に人が集まってくるのか、その辺りは検

討されなかったんでしょうか。 

○金崎智子障がい福祉室参事 障がいの今回させてい

ただいた魅力発信というのは、福祉分野の中でもと

りわけ、その中でも障がいのことはさらに分かって

いただいていない状況があるということで、障がい

福祉に特化して魅力発信をさせていただきました。

ただ、福祉人材全体というところで、いずれも共通

のことがあると思いますので、連携をしながら、引

き続き魅力発信、情報発信に努めていきたいと思っ

ています。 

  人材確保策としては、一つで何か全て解決できる

というものではないというふうに認識しております

ので、これまでやってきた資格取得支援ですとか、

ハローワーク等の就職面接会ということで、様々な

取組を引き続き継続していきたいと思っております。 

○玉井美樹子委員 いろいろ魅力発信だけではないと

いうのは分かってるんですけども、それが残念なが

ら、なかなか効果としてはつながってないというの

はどこから来てるのかというのは、恐らく事業者と

かの声聞かれていると思うので、何が必要かは、も

う少し踏み込んだ検討が必要だというふうに思いま

すが、そこは何も検討なかったんですか、今回。予

算編成に当たって検討はなかったんですか。 

○宮川公平障がい福祉室主幹 予算段階につきまして

は、先ほど答弁させていただきましたとおり、魅力

発信の効果検証というところを見てから、来年度以

降についての取組について、検討しようと思ってい



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 68 － 

るところではございますが、次年度、障がい者支援

プランとか計画の策定の年度になっておりますので、

ただいま事業所のほうにもヒアリングの調査をさせ

ていただいたりといったところで、お声をそこでし

っかりとお聞きした上で、今後３年間の計画期間の

間に何ができるか、具体的に実効性のある取組がで

きるように検討してまいりたいと考えております。 

○玉井美樹子委員 高齢のところも、障がいのところ

もそうなんですけど、プラン策定に当たって意見は

聞いていきたいっていつも言いはるんですけど、プ

ランの中に何か実効性があるものが生かされてきた

かというたら、答えるほうも、もう答えても、結局

何もないやんっていうふうながっかり感と、あの事

業をやってください、受けてくださいとか、そうい

うことだけが積まれていくような、そういったこと

にはつながらないように、もう少しスピード感も持

ってやっていただきたいなというふうに思います。 

○益田洋平委員長 玉井委員の先ほどの質疑で保留と

なっていました答弁を受けることにします。 

○平井圭介障がい福祉室参事 大変お待たせして失礼

いたしました。 

  先ほどの重度障がい者のタクシー助成事業につき

ましてですが、こちらのほうは開始年度が1991年と

いうときでございまして、当時、まずは在宅の方の

支援をするというところで開始したものでございま

すが、当時の資料が細かいものが残ってなくて大変

申し訳ないんですけども、それ以降、アンケート等

を実施いたしまして、よりよいものということで改

善を試みているところですけれども、今のところま

だそこに、先ほどおっしゃったような入所対象者の

方等、そういったところまで及んでいないというと

ころでございます。 

○玉井美樹子委員 今、改善を試みているけれども、

まだだということが分かったんですけど、入所施設

が所有している福祉車両を利用して、職員が付き添

っていくというようなケースもあるようですし、国

の介護報酬が、職員配置は外出時の対応はしてない

ということもあるのかなというふうに思います。入

所中にも通院することもあるだろうし、おうちへ帰

省されたりとか、外泊とか、利用の必要が生じた場

合は、今現在では全額自己負担されているというこ

とですので、改善を試みているということであれば、

交付対象者についても広げるべきじゃないかなとい

うふうに思いますので、そのようなことを含めた検

討が要るんじゃないでしょうか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 タクシーのほうにつき

ましては、ぜひ多くの方に利用していただきたいと

いうところで、今、アンケートのほうも対象者の方

には実施しているところでございまして、そういっ

たお声と、先ほど委員がおっしゃったような意見も

参考にして、よりよいものにしていきたいというふ

うに思っております。 

○五十川有香副委員長 資料をありがとうございます。

エッセンシャルワーカーの支援策ということで、先

ほど来の質問を聞いてますと、今回上げてこられた

内容で、こちらであれば二つで、そのうち一つは国

の全額補助ということです。 

先ほどのやり取り聞いてますと、今後、これにつ

いて具体的にまた検討するというようなことでした

が、今現状でさらなるそういった支援の必要性の要

望というのは、どのような要望が届いているかとい

うことと、あと、他市の状況はどの程度研究を今し

ている段階かお答えください。 

○川島奈津美障がい福祉室主査 まず、事業所からの

要望ですね、今、計画策定のためのアンケートを取

っておりまして、まだ集計段階ではあるんですけれ

ども、事業運営の上で難しいことというのをお聞き

しておりまして、人材育成が困難であったり、事務

作業が多い、専門職確保が難しいという点が６割を

超えた数値で出ております。 

  具体的に行政に期待することとしては、賃金の引

上げであったり、確保に係る費用補助、福祉のイメ

ージ向上、労働環境改善等のお声を頂いております。

こちら、市としても障がい福祉は小規模事業所がす

ごく多いという点がございまして、事業所の個別支

援が必要ということで、現在サポート事業を令和６

年度から人材確保と処遇改善の事業を併せて実施さ

せていただいてるんですけども、こちらの分と、あ

とは確保と定着支援になり得る資格取得、テクノロ

ジー等は現在あるメニューもありますので、しっか
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り活用いただけるように取り組んでまいりたいと思

っております。 

  他市状況におきましては、近隣他市、お聞きして

いるんですけども、北摂のほうでは多くは資格取得

の関係で、補助金実施されているところが多くある

んですけども、メニューが結構限られているかなと

いう状況です。国庫補助があるロボットやＩＣＴの

事業に関しては、やっておられる市は豊中市さん、

高槻市さんと、吹田市と同程度の市の規模ではやっ

ておられるかなというところで、その他については

特に大きな取組としては、豊中市さんが資格取得と

応援事業という点をされているかなというところは

把握しております。 

○五十川有香副委員長 今、お声を聞いておられると

いう段階ですので、改めて十分に対応をお願いした

いことと、予算額で今、提案は３年平均でされてい

る、実績とのことですけれども、もし希望者が多い

場合は、しっかりと対応していただきたいなと思っ

ておりますので、その辺りもお願いしておきます。

よろしくお願いします。 

  もう１個、資料を頂いている吹田市手話言語の普

及及び障害者の意思疎通手段の利用を促進する条例

施策推進方針の進捗状況ということで、障がい福祉

室が所管されている内容という形で、私は資料を頂

いてます。その中で、先ほど遠隔のお話はしていた

だいたので、同じく社会的用務の部分、その上のナ

ンバー８については、これまでも要望しているとこ

ろですけれども、改めてしっかりと、聴覚障がい者

の方々の要請に基づいて、他市では範囲を広く対応

もされている実績もありますので、十分に他市の状

況も踏まえて、吹田市としてのさらなる対応を広げ

ていく必要があると考えますが、その点いかがでし

ょうか。 

○清家裕子障がい福祉室主幹 副委員長おっしゃった

ように、当事者の方々からの要望というのは、これ

までも強く言われているところでもございます。先

ほど、玉井委員への御答弁に申し上げましたけれど

も、まずは登録制度いうところを、本市において実

施するに当たっては、人材というものがいらっしゃ

らないと、やはり派遣先を広げるというところです

とか、そもそもの登録者制度というところを実施で

きるかというところ、課題がたくさんあると思って

おります。 

  現在、他市のほう、大阪府下なんですけれども、

登録者制度を実施されている市がほとんどでござい

ますので、どういった形で具体的に実施をしている

のかというところで、各市の御意見、実施体制を参

考にさせていただきながら、本市における実施体制

をどのように組んでいけるのかというところを、し

っかり検証していきたいというふうに現在考えてお

ります。 

○五十川有香副委員長 お願いします。 

  続いて、令和８年度の今、当初予算で見させても

らってますけども、ナンバー16の、事業者等による

コミュニケーション手段の確保への支援というとこ

ろで、期限が令和８年度の８月となっておるんです

けれども、予算が出ていないという状況です。これ

についてもしっかりと対応が必要かと思いますが、

その点、いかがでしょうか。 

○十川勇志障がい福祉室主幹 事業者に対しましては、

条例の中で、市の取組に協力するよう努めることを

定められているというところがあります。今後、事

業者に対しまして、障がいの特性に応じました多様

なコミュニケーション手段を整備するよう、啓発に

努めてまいりたいと思っておりまして、具体的には、

関係部局と連携しまして、事業者向けのメールマガ

ジンの中で、条例の趣旨ですとか、合理的配慮の適

切な対応についてのことというところを周知してま

いりたいと思っております。 

○五十川有香副委員長 期限は８月と、そちらで方針

決められてますので、十分に対応いただきますよう

にお願いします。 

  次、18番ですけれども、これはすごく大事だなと

思うのが、指定管理とか、市の委託事業において、

今していただいているのは合理的配慮のチェックリ

ストの配付はされているんですけれども、そのとお

り実行されているかというのが、具体的に例えば市

のモニタリング調査であったりとか、そういう部分

には、項目には入っていないかなと思うんですが、

今、チェックの体制の現状というのは、今どういう
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状況かお答えいただけますか。今、私の認識で合っ

ているかも含めて。 

○金崎智子障がい福祉室参事 現在、この指定管理者

に対しましては、障がい福祉室のほうから全室課に、

こういったことを周知してくださいという依頼をし

ているという状況で、実際されたかどうかというと

ころでは、進捗確認をする全室課へのアンケートで

は、実施状況の数ということで把握をしております。 

○五十川有香副委員長 そちらで書いていただいてい

る取組内容が、しっかりと対応するようガイドライ

ン化や必要な予算の計上を検討しますまで書いてい

ただいてますので、今、周知はしているというのは

分かりましたけれども、年に１回のその対応の数だ

けじゃなく、具体的にモニタリング調査に入れたり

とか、しっかりとその合理的配慮の項目を、どちら

にしても入れるといったような、例えばそういった

事業も含めて、より充実して対応すべきじゃないか

と思いますが、その点いかがですか。 

○山田卓生障がい福祉室主幹 評価項目の追加につき

ましては、関係部局と連携して検討を進めてまいり

ます。 

○五十川有香副委員長 ナンバー22の手話通訳者の配

置については、市民病院等でほかの委員さんからも

含めて様々にあったかと思いますが、市の公式ウェ

ブサイトで、引き続き周知するだけではなくて、医

療機関の方々にも、やはり吹田市の条例の、先ほど

事業者に対してメルマガで周知されるとおっしゃっ

てましたが、具体的にこういった医療機関を代表さ

れている医師会とか３師会の方々にも、やはり条例

の趣旨であったりとか、そういったことを十分に、

もちろん社会的責任として知っておられることでし

ょうけれども、市の条例として、改めてお知らせな

ど、共有する必要性があると考えますが、その点い

かがですか。 

○平井圭介障がい福祉室参事 副委員長おっしゃると

おり、条例の趣旨等を、医療機関の方々にも十分周

知していく必要があるというふうに認識しておりま

すので、折を見て医師会等、そういった団体のほう

にも働きかけをしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○五十川有香副委員長 最後に、遠隔手話などのＩＣ

Ｔ技術の活用ですが、これについても今回予算がつ

きませんでした。質問もさせていただいてたんです

けれども、その点は非常に残念です。今まだ検討中

で、よりよいものを提案されるということを期待し

たいんですが、今どのような検討状況かお答えくだ

さい。 

○清家裕子障がい福祉室主幹 現在、民間の遠隔手話

通訳を実施しているサービス利用者にヒアリングを

行うなどしておりますけれども、また当事者の方々

の御意見も伺いながら、導入に当たっては検討を進

めないといけないというふうに思っておりますので、

近いうちに事業者のほうからも、新たな提案という

ところで、説明機会も取る予定でございますので、

そちらの意見を聞いた後で、本市としてどういうふ

うに進めていったらいいか、どういったサービスを

導入するのが、当事者の方々にとって最善になるか

というところ、御意見伺いながら検討を進めていっ

て、次年度の予算要求の頃までには、結論を一定出

したいというふうに考えております。 

○五十川有香副委員長 ぜひ、早期にしていただきた

いことでもありますので、次年度と言わずに早く、

御理解もいただけそうであれば、十分な対応を求め

ておきます。 

置いておきます。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、福祉部所管分、

議案第34号、議案第19号中、福祉部所管分及び議案

第23号に対する質疑は終了します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 以上で、予算常任委員会健康福祉

分科会を閉会いたします。 

（午後６時22分 閉会） 


